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 この事務処理要領において、次の略称を使用する。 

「法」…………農地法（昭和 27 年 7 月 15 日法律第 229 号） 

「令」…………農地法施行令（昭和 27 年 10 月 20 日政令第 445 号） 

「規則」………農地法施行規則（昭和 27 年 10 月 20 日農林省令第 79 号） 

「処理基準」…「農地法関係事務に係る処理基準」（平成 12 年 6 月 1 日付け 12 構改Ｂ第 404

号農林水産事務次官依命通知）  

「処理要領」…「農地法関係事務処理要領の制定について」（平成 21 年 12 月 11 日経営第 4608

号・21 農振第 1599 号農林水産省経営局長・農村振興局長通知） 

「運用」………「農地法の運用について」（平成 21 年 12 月 11 日 21 経営第 4530 号・21 農振

第 1598 号農林水産省経営局長・農村振興局長通知） 

「農振法」……農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年 7 月 1 日法律第 58 号） 

「基盤法」……農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号） 

「機構法」……農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年 12 月 13 日法律第 101 号） 
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本県の農地法関係に係る事務処理については、「農地法」、「同法施行令」および「同法施行規則」に

定めるもののほか、この要領、要領に記載のない事項については、農林水産省が定める「処理基準」、

「処理要領」および「運用」等を参考に行うものとする。 

 

第１ 農地法第３条関係 

 

１ 農地等の権利移動許可の概要（法第３条）  

農地または採草放牧地（以下「農地等」という。）について所有権を移転し、または

地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用および

収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受

けなければならない。 

なお、法第４３条第１項に規定する届出に係る同条第２項に規定する農作物栽培高

度化施設（以下「農作物栽培高度化施設」という。）の用に供される土地（以下「高度

化施設用地」という。）は、「農地」と同様に取り扱われることに留意すること。また、

高度化施設用地への法の適用においては、「「農地法第４３条および第４４条の運用に

ついて」の制定について」（平成３０年１１月２０日付け３０経営第１７９６号農林水

産省経営局長通知）（以下、高度化施設通知）」に留意すること。 

 

２   許可を要しない主な場合  

    主として、下記に掲げる権利移動の許可については、例外として許可を受けなくて

もよいこととされている。  

①   権利取得者が国または県である場合（法第３条第１項第５号）  

    （注）権利取得者が市町である場合は、農業委員会許可が必要であること。  

② 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第７項の規定による公告があった

農用地利用集積等促進計画の定めるところによって同条第１項の権利が設定され、

または移転される場合（法第３条第１項第７号）  

③ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関

する法律第１７条の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところ

によって同法第５条第４項の権利が設定され、または移転される場合（法第３条第

１項第９号の２）  

④   民事調停法による農事調停によってこれらの権利が設定され、または移転される

場合（法第３条第１項第１０号）  

⑤  土地収用法その他の法律によって農地等またはこれらに関する権利が収用され、

または使用される場合（法第３条第１項第１１号）  

⑥   遺産の分割、財産の分与に関する裁判もしくは調停または相続財産の分与に関す

る裁判によってこれらの権利が設定され、または移転される場合（法第３条第１項

第１２号）  
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⑦ 農地中間管理機構があらかじめ農業委員会に届け出て、基盤法第７条第１号に掲げ

る事業の実施によりこれらの権利を取得する場合（法第３条第１項第１３号）  

⑧ 農地中間管理機構が、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業の実

施により農地中間管理権または経営受託権（同法第八条第三項第三号ロに規定する

経営受託権をいう。）を取得する場合（法第３条第１項第１４号の２）  

⑨  包括遺贈または相続人に対する特定遺贈によりこれらの権利が取得される場合

（規則第１５条第５号）  

 

３   申請事務の流れ等  

（１）申請事務の流れ  

 

 

 

 

 

 

（２）標準処理期間  

農業委員会の許可事務に係る標準的な事務処理期間は、４週間以内とする。  

 

４   許可申請手続  

（１）申請  

      農地等について権利を設定し、または移転するため許可を受けようとする者には、

様式第１－１号による申請書を提出させること。  

（２）申請者  

   申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。  

      規則第１０条第１項ただし書に該当して単独で許可申請できる場合の申請者は次

のとおりである。  

①   強制競売、担保権の実行としての競売（その例による競売を含む。以下「競売」

という。）または公売によって農地等の権利を取得しようとする場合には、その

買受人  

②   遺贈その他の単独行為によって農地等の権利が設定されまたは移転される場

合には、その単独行為をする者（例えば、遺贈の場合には、遺言者またはその相

続人もしくは遺言執行者）  

③   規則第１０条第１項第２号に該当する場合（裁判による判決確定、裁判上の和

解、民事調停法による調停成立等により権利を取得する場合）には、権利を取得

しようとする者  

 

 

③農業委員会は、申請者の住所地を

管轄する農業委員会に許可の内容

を通知する。（申請の却下または不

許可を決定した場合も同様）  

 

申

請

者 

 

農
業
委
員
会 

 ①許可申請書提出 

 ②許可書交付 
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５ 申請書記載の留意事項  

（１）「１  当事者の氏名等」の部分  

法人にあっては名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地を記載する。  

国籍等は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に規定す  

る国籍等（日本国籍の場合は、「日本」）を記載するとともに、中長期在留者にあっ

ては在留資格および在留期間、在留期間の満了の日を、特別永住者にあってはその

旨を併せて記載する。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定し

た国（内国法人の場合は、「日本」）を記載する。  

（２）「３  権利を設定し、または移転しようとする契約の内容」の部分  

権利を設定または移転しようとする時期、土地の引渡しを受けようとする時期、

契約期間等を記載する。また、水田裏作の目的に供するための権利を設定しようと

する場合は、水田裏作として耕作する期間の始期および終期ならびに当該水田の表

作および裏作の作付に係る事業の概要を併せて記載すること。  

（３）「１－１  権利を取得しようとする者またはその世帯員等が所有権を有する農地お

よび採草放牧地の利用の状況」  

     「自作地」、「貸付地」および「借入地」には、現に耕作または養畜の事業に供さ

れているものの面積を記載する。  

なお、「所有地以外の土地」欄の「貸付地」は、法第３条第２項第５号の括弧書き

に該当する土地の面積を記載する。  

また、「非耕作地」には、現に耕作または養畜の事業に供されていないものについ

て、筆ごとに面積等を記載するとともに、その状況・理由として、「賃借人が○○が

○年間耕作を放棄している」、「～であることから条件不利地であり、○年間休耕中

であるが、草刈り・耕起等の農地としての管理を行っている」等耕作または養畜の

事業に供することができない事情等を詳細に記載する。  

（４）「１－２  権利を取得しようとする者またはその世帯員等の機械の所有の状況、農

作業に従事する者の数等の状況」  

「大農機具」とは、トラクター、耕うん機、自走式の田植機、コンバイン等をい

う。また、「家畜」とは、農耕用に使役する牛、馬等をいう。「導入予定のもの」に

ついては、自己資金、金融機関からの借入れ（融資を受けられることが確実なもの

に限る。）等資金繰りについても記載する。  

 

６ 添付書類 

許可申請書に添付する書類は、原則として別紙１のとおりである。 

なお、「その他参考となるべき書類（営農計画書、損益計算書の写し、総会議事録の

写し等）」（規則第１０条第２項第１０号）を添付させる場合には、申請負担軽減の観

点から、特に次のことに留意する。 

① 許可申請書の記載事項の真実性を裏付けるために必要不可欠なものであるか 

どうか。 
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② 申請の却下または許可もしくは不許可の判断に必要不可欠なものであるかど 

うか。 

③ 既に保有している資料と同種のものでないかどうか。 

④ 登記事項証明書の添付の省略について（以下、本要領において定めるものにつ

いて同じ。） 

  規則において、申請、届出または通知をする場合に添付しなければならない書

類と規定されている「土地の登記事項証明書」または「法人の登記事項証明書」

については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第１１条の規定

に基づき書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、または参照すること

ができる場合には、添付することを要しない。 

 「書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、または参照することができ

る場合」とは、農業委員会が、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律

第３条第２項に規定する指定法人が運営する照会番号に基づき登記情報の確認を

行うことができるインターネットサービスの登録を完了したうえで、当該照会番

号の提供を受けた場合である。当該照会番号の提供を受けた農業委員会は、当該

インターネットサービスを利用して、当該照会番号に基づく登記情報の確認を行

う必要がある。 

 （注）本取扱いは、「登記事項証明書」の原本の添付を省略するためのものである

が、申請等をする者は、指定法人から照会番号を入手し、当該照会番号を農業

委員会へ提出する必要がある。 

   なお、農業委員会が当該登録を完了していない場合や当該インターネットサ

ービスで入手した照会番号の付されていない登記情報が書類として添付された

場合には、農業委員会において登記情報の確認を行うことはできないため、登

記事項証明書の添付を省略させることはできないことに留意する。 

   また、申請書を、農業委員会を経由して知事等に提出しなければならないと

されている場合、照会番号の提供を受けた農業委員会は、当該照会番号に基づ

き登記情報の確認を行い、当該確認で得られた照会済みの登記情報を書類とし

て申請書に添付し、知事等に提出するものとする。 

 

７ 農業委員会の処理  

（１）受付  

① 農業委員会は、申請者から許可申請書の提出があったときは、次のとおり処理

する。  

② 農業委員会は、受付に当たっては、次の事項を確認すること。  

      （ア）  許可申請当事者の氏名（法人の場合は法人名および代表者名）の確認  

      （イ）  許可申請書記載の留意事項に従って誤りなく記載されているかどうか。  

      （ウ）  添付すべき書類の有無  
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③ 農業委員会は、許可申請書に受付番号を付して許可申請整理簿（様式第１－２  

号）に記載すること。  

④ 農業委員会は、申請書がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査

を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に

必要な書類が添付されていること等法令に定められた申請の形式的要件に適合

しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の

補正を求め、または許可を拒否しなければならないこととなっている。（行政手続

法第７条）  

（２）審査における留意事項  

  ① 農業委員会は、許可申請書の審査に当たっては、「８  主な許可基準」の他、必

要に応じて実情を調査し、その申請が適法なものであるかどうか、および法第３

条第２項各号（農地所有適格法人以外の法人等にあっては同項第２号および第４号

に係る部分を除く。）に該当しないかどうかを審査すること。  

② 特に農地所有適格法人以外の法人等にあっては、法第３条第３項各号に該当す

るかどうかを判定すること。（９（１）許可基準参照）  

③ 審査に当たり、人工衛星若しくは無人航空機の利用その他の手段により得られ

る動画若しくは画像を活用すること等による調査（以下「人工衛星等利用調査」

という。）又は実地調査を行うこと。（８（１）⑥（注２）参照）  

④ 申請者またはその世帯員等が法第３条第１項本文に掲げる権利を有している農

地等に、他の農業委員会の区域内にある農地等が含まれているときは、当該区域

を管轄する農業委員会と連携して、その実情を確認するものとする。また、許可

申請書に添付させた農業に関する法令の遵守の状況等の内容も踏まえ、必要に応

じ、関係行政機関等にその実情を確認するものとする。  

⑤ 農地所有適格法人の場合、８（１）②（注２）に沿って判断すること。  

（３）申請の処理  

  ① 農業委員会が審査の結果、その申請の却下または許可もしくは不許可を決定し、

指令書（様式第１－３号または第１－４号）を申請者（当事者の連署による申請

にあっては、その双方の申請者）に交付するとともに、その内容を、農地の譲受人

がその取得後において耕作または養畜の事業に供すべき農地および採草放牧地の

所在地を管轄する他の農業委員会にも通知することが望ましい。  

  ② 農業委員会は、不許可処分を行うときは、申請者に対し、同時にその理由を示

す必要があるが、この場合において根拠規定のみの提示では原則として不十分で

あり、不許可と判断する根拠となった事実関係、法規を明記するとともに、記載

内容は申請者が記載自体から知ることのできるわかりやすいものとするよう注意

すること。（行政手続法第８条参照）  

③ 農地所有適格法人に対して法第３条第１項の許可をするに当たっては、次の条

件を付すること。（法第３条第５項）  

   「農地等の権利の取得後においてその耕作または養蓄の事業に供すべき農地等を
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正当な理由なく効率的に利用していないと認める場合は許可を取り消す。」  

④ 農業委員会は、処分をしたときは、当該処分の内容に応じて、許可申請書を指

令書の写しとともに簿冊に整理して保管すること。  

また、申請者（譲受人）の住所地が、許可等を決定した農業委員会の管轄区域以

外の区域にある場合、当該区域を管轄する農業委員会の農地基本台帳の整備等の

関係から、当該農業委員会に通知（指令書の写しを送付）すること。  

 

８ 主な許可基準 

（１） 一般的な農地の権利取得の場合（法第３条第２項）の許可基準 

   以下のいずれかに該当するときは許可されない。 

① 権利を取得しようとする者（その世帯員等も含む。）が、農業経営に供すべき  

農地の全てを効率的に利用して耕作または養蓄の事業を行うと認められない場合

（法第３条第２項第１号） 

（注１） 「耕作または養畜の事業に供すべき農地および採草放牧地」とは、法第３

条第１項の許可の申請に係る農地等および当該農地等について同条第２項

第１号に掲げる権利を取得しようとする者またはその世帯員等（以下「権利

取得者等」という。）が既に同号に掲げる権利を有している農地等をいう。  

この場合において、権利取得者等が既に所有し、または使用および収益を

目的とする権利を有している農地等であって、他の者に使用および収益を目

的とする権利が設定されているものは、第一義的には、当該他の者が耕作ま

たは養畜の事業に供すべきものであるため、当該権利取得者等が「耕作また

は養畜の事業に供すべき農地および採草放牧地」に含まれない。  

ただし、農地が適切に耕作されていない、農地の賃借料の滞納が継続して

いるその他の事情により、権利取得者等が、他の者に使用および収益を目的

とする権利が設定されている農地等の返還を受けて、自ら耕作または養畜の

事業に供することにつき支障がないにもかかわらず、当該他の者に使用およ

び収益を目的とする権利を設定したまま、他の農地等について法第３条第２

項第１号に掲げる権利を取得しようとするときは、「全てを効率的に利用して

耕作または養畜の事業を行う」とは認められないものとする。  

また、民法第２６９条の２第１項の地上権またはこれと内容を同じくする

その他の権利が設定されている農地等は、これらの権利が耕作または養畜の

事業に供することを目的として設定されるものではないため、当該農地等に

ついて正当な権原に基づき耕作または養畜の事業に供することができる者お

よびその世帯員等が「耕作または養畜の事業に供すべき農地および採草放牧

地」に含まれる。 

（注２） 「効率的に利用して耕作または養蓄の事業を行う」と認められるかについ

ては、近傍の自然的条件および利用上の条件が類似している農地等の生産性

と比較して判断する。この場合において、権利取得者等の経営規模、作付作
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目等を踏まえ、次の要素等を総合的に勘案する。  

ア 機械  

権利取得者等が所有している機械のみならず、リース契約により確保

されているものや、今後確保すると見込まれるものを含む。  

イ 労働力  

農作業等に従事する権利取得者等の人数のみではなく、雇用によるも

のや、今後確保すると見込まれる者も含み、これらの者の配置の状況も勘

案する。  

ウ 技術  

権利取得者等に限らず、農作業等に従事する者の技術をいう。なお、農

作業の一部を外部に委託する場合には、権利取得者等に加え、委託先の農

作業に関する技術も勘案する。  

 なお、権利取得者等の住所地から取得しようとする農地等までの距離

で画一的に判断することは、今日では、権利取得者等以外の者の労働力も

活用して農作業を行うことも多くなっていること、著しく交通が発達し

たこと等を踏まえ、適当でない。 

 また、権利取得者等が許可の申請の際現に使用および収益を目的とす

る権利を有している農地等のうちに、生産性が著しく低いもの、地勢等の

地理的条件が悪いものその他のその地域における標準的な農業経営を行

う者が耕作または養畜の事業に供することが困難なものが含まれている

場合には、当該農地等について、今後の耕作に向けて草刈り、耕起等当該

農地等を常に耕作し得る状態に保つ行為が行われていれば、当該農地等

については、法第３２条第１項各号に掲げる農地には該当せず、当該農地

等の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行っていると認め

られるものとする。 

 なお、法第３２条第１項各号に該当する農地の所有者ならびにその農

地について使用および収益をする者ならびに法第５１条第１項各号に該

当する者については、耕作または養畜の事業に供すべき農地等の全てを

効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められないことは当

然である。 

 また、権利取得者等が法第３条第１項、第４２条第１項の規定による市

町の命令または農振法第１５条の２第１項もしくは第１５条の３の規定

による命令その他農業に関する法律（以下「農地法その他の農業関係法令」

という。）に違反しているか否か等も勘案して判断する。 

（注３） （注２）の判断に当たっては、農地等の効率的な利用が確実に図られるか

を厳正に審査する必要があるが、新規就農希望者（農業を副業的に営もうと

する者を含む。）による権利取得であること等を理由としていたずらに厳し

い運用や排他的な取扱いをしないよう留意する。 
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 また、農地等についての賃借権等の取得については、絶対的な管理・処分

権限がある所有権の取得と異なり、仮に不適正な利用があった場合において

も、契約の解除等により農地等を所有者に戻すことができること等を踏まえ、

特に農地等を利用する者の確保・拡大を図ることを旨として取り扱うことが

重要である。 

 なお、耕作または養畜の事業以外の土地を利用した事業を行っている者に

ついては、審査を特に厳正に行わなければならないことは言うまでもない。

特に、権利取得者等が、権利取得後において行う耕作または養畜の事業の具

体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的・投機目的等で農地等を

取得しようとしているものと考えられることから、農地等の全てを効率的に

利用して耕作または養畜の事業を行うものとは認められない。また、権利取

得者等が農地を自家消費を目的とした農作物の栽培等の用に供する場合で

あっても許可をすることは可能であるが、権利取得後において当該農地の一

部のみで耕作の事業を行う場合やその事業が近傍の自然的条件および利用

上の条件が類似している農地の生産性と比較して相当程度劣ると認められ

る場合には、農地等の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行う

ものとは認められない。このほか、例えば、次の場合において、農地等の全

てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うものとは認められない

と判断するときは、法第３条第２項第１号に該当する。 

     ア 過去に権利取得後の農地等を耕作または養畜の事業に供することな

く、他者に譲渡し、もしくは使用および収益を目的とする権利を設定し、

または農地以外のものにする行為を行った者による権利取得 

     イ 現に農地法その他の農業関係法令に違反している者でないものの、過

去に違反した者による権利取得  

     ウ 権利取得後、短期間で遠隔地に転居するまたは短期間で在留期間（出

入国管理及び難民認定法第２条の２第３項の在留期間をいう。）が満了

し、かつ、更新等の見込みがないと認められる者等による権利取得  

（注４） 一般に、耕作または養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてそ

の事業に供している農地等につき当該事業を行う者またはその世帯員等以

外の者が所有権を取得しようとする場合には、当該農地等は所有権を取得し

ようとする者およびその世帯員等の法第３条第２項第１号の「耕作または養

畜の事業に供すべき農地および採草放牧地」に該当するが、当該農地等で耕

作または養畜の事業を行う者が第三者に対抗することができる権利に基づ

いてその事業を行っているときであっても、許可の申請の時における所有権

を取得しようとする者またはその世帯員等の耕作または養畜の事業に必要

な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数および配置の状況、この法律

その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、アおよびイに該当する

場合には不許可の例外となる。  
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ア 許可の申請の際現にその者またはその世帯員等が耕作または養畜の事

業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を

行うと認められること。  

イ その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由

によりその者またはその世帯員等がその土地を自らの耕作または養畜の

事業に供することが可能となる時期が明らかであり、可能となった場合

において、これらの者が、耕作または養畜の事業に供すべき農地等の全て

を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められること。  

アおよびイの判断については、「許可の申請の時における所有権を取得し

ようとする者またはその世帯員等の耕作または養畜の事業に必要な機械の

所有の状況、農作業に従事する者の数および配置の状況、この法律その他の

農業に関する法令の遵守の状況等」には、今後確保する見込みの機械、労働

力等は含まれず、許可の申請の時に現に所有等しているもので判断する。  

また、イについて判断する際には、所有権以外の権原に基づいて耕作また

は養畜の事業を行う者に対し、当該農地での耕作または養畜の事業の継続

の意向を確認するものとする。  

なお、その際、その農地等の所有権を取得しようとする者またはその世帯

員等が自らの耕作または養畜の事業に供することが可能となる時期が、許

可申請の時から１年以上先である場合には、所有権の取得を認めないこと

が適当である。  

ただし、農地所有適格法人に使用および収益を目的とする権利が設定さ

れている農地等について、当該法人の構成員にその所有権を移転しようと

する場合にあっては、当該法人が引き続き当該農地等の全てを効率的に利

用して耕作または養畜の事業を行うと認められるときに限り、当該構成員

が自らの耕作または養畜の事業に供することが可能となる時期にかかわら

ず、所有権の取得を認めることができるものとする。  
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※①の例外：法第３条第２項第１号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める

相当の事由があるとき（令第２条第１項）  

ア 権利を取得しようとするものがその取得後において耕作等に供すべき 

農地等の全てについて耕作等の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれか

に該当すること。（同項第１号）  

   （ア）その権利を取得しようとするものが法人であって、その権利を取得

しようとする農地等における耕作等の事業がその法人の主たる業務

の運営に欠くことのできない試験研究または農事指導のために行わ

れると認められること。（同項第１号イ）  

   （イ）地方公共団体（都道府県を除く。）がその権利を取得しようとする農

地等を公用または公共用に供すると認められること。（同項第１号ロ） 

   （ウ）教育、医療または社会福祉事業を行うことを目的として設立された

法人（学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としな

い法人）がその権利を取得しようとする農地等を当該目的に係る業務

の運営に必要な施設の用に供すると認められること。（同項第１号ハ） 

   （エ）独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改

良センターまたは国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

がその権利を取得しようとする農地等をその業務の運営に必要な施

設の用に供すると認められること。（同項第１号ニ）  

 

イ 耕作等の事業を行う者が所有権以外の権限に基づいてその事業に供して

いる農地等につき、当該事業を行う者およびその世帯員等以外の者が所有権

を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者またはそ

の世帯員等の耕作等の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者

の数等から見て、次の（ア）および（イ）に該当すること。（同項第２号）  

   （ア）許可の申請の際、現にその者またはその世帯員等が耕作等の事業に

供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認

められること。（同項第２号イ）  

   （イ）その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事  

由によりその者またはその世帯員等がその土地を自らの耕作等の事

業に供することが可能となった場合において、これらの者が耕作等の

事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行

うことができると認められること（同項第２号ロ）。  
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② 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合（法第３条第２項

第２号） 

（注１） ただし、農地所有適格法人以外の法人であっても、解除条件付の使用貸借

権または賃借権を設定する場合（法第３条第３項に規定する場合）および令

第２条第２項に規定する場合は、例外的に許可できる場合がある。  

（注２） 法第３条第２項第２号に該当するかの判断に当たっては、農地等について

同項第１号に掲げる権利を取得しようとする法人が許可の申請の時点に法

第２条第３項各号の農地所有適格法人要件を満たしていても、農地等の権利

の取得後に要件を満たし得ないと認められる場合には、許可することができ

ないものとする。  

この場合において、例えば、その他事業の種類や規模等から見て、その他事

業の売上高見込みが不当に低く評価されていると認められるなど、事業計画

が不適切と認められる場合には、その法人に書類の補正等を行わせ、信頼性

のある計画に改めさせる等の指導を行うものとする。  

法第２条第３項第１号の「法人の主たる事業が農業」であるかの判断は、そ

の判断の日を含む事業年度前の直近する３か年（異常気象等により、農業の

売上高が著しく低下した年が含まれている場合には、当該年を除いた直近す

る３か年）におけるその農業に係る売上高が、当該３か年における法人の事

業全体の売上高の過半を占めているかによるものとする。  

 法人の行う事業が、法人の行う農業と一次的な関連を持ち農業生産の安定

発展に役立つものである場合には、法第２条第３項第１号の「その行う農業

に関連する事業」に該当するものである。 

 

※②の例外：法第３条第２項第２号および第４号に掲げる場合の同項ただし書

の政令で定める相当の事由があるとき（令第２条第２項）  

ア 農業協同組合等が、稚蚕共同飼育の用に供する桑園、その他これらの法人

の直接または間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認めら

れること。（同項第１号）  

イ 森林組合等が森林の経営またはこれらの法人の直接もしくは間接の構成

員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取または育成の用に供すると認めら

れること。（同項第２号）  

ウ 規則第１６条第２項に規定する一般社団法人または一般財団法人が乳牛

もしくは肉用牛の育成牧場の用に供すると認められること。（同項第３号）  

エ 東日本、中日本、西日本高速道路株式会社がその事業に必要な樹苗の育 

成の用に供すると認められること。（同項第４号）  

オ 令第２条第１項第１号イからニまでに掲げる事由（同項第５号）  
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③ 信託の引受により権利が取得される場合（法第３条第２項第３号） 

 

④ 権利を取得しようとする者（農地所有適格法人を除く。）またはその世帯員等が

耕作または養蓄の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合（法第

３条第２項第４号） 

（注１） 「耕作または養蓄の事業に必要な農作業」とは、当該地域における農業経営

の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められる農作業

をいう。したがって、当該地域において農業協同組合その他の共同組織が主

体となって処理することが一般的となっている農作業はこれに含まれない

ものとする。 

（注２） 権利取得者等の農地等についての法第３条第２項第１号に掲げる権利の取

得後におけるその経営に係る農作業に従事する日数が年間１５０日以上で

ある場合には「農作業に常時従事する」と認めるものとする。  

また、当該農作業に要する日数が年間１５０日未満である場合であっても、

当該農作業を行う必要がある限り権利取得者等が当該農作業に従事していれ

ば、「農作業に常時従事する」と認めるものとする。  

このことは、当該農作業を短期間に集中的に処理しなければならない時期

において不足する労働力を権利取得者等以外の者に依存していても同様であ

る。  

 

※④の例外：法第３条第２項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき

（令第２条第２項）  

 

⑤ 所有権以外の権原で耕作している者が転貸しようとする場合（法第３条第２項

第５号） 

 

※⑤の例外：同号の括弧書に規定する場合  

ア 所有者、世帯員等の死亡または病気等の特別な事由により耕作できない 

ためにその土地を一時貸し付けようとする場合  

イ その土地を世帯員等に貸し付けようとする場合  

ウ 水田裏作のためその土地を貸し付けようとする場合  

 （注）「水田裏作」に関する規定は、表作における稲を栽培することによる収益よりも裏

作における稲以外の作物を栽培することによる収益の方が高い場合であっても適

用する。  

エ 農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し

付けようとする場合  
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⑥ 権利を取得しようとする者またはその構成員等が取得後に行う耕作等の事業 

の内容、農地等の位置および規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その

他周辺地域の農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるお

それがある場合（法第３条第２項第６号） 

（注１）  「周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障を生ずるおそれがある場合」とは、例えば、  

・ 基盤法第１９条第１項の規定により定められた農業経営基盤の強化の促進に関す

る計画（以下「地域計画」という。）の達成に支障が生ずるおそれがあると認められ

る場合 

 ・ 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されて

いる地域で、小面積等の農地の権利取得によって、その利用を分断するよ

うな場合  

 ・ 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、こ

の水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業

水利が阻害されるような権利取得  

 ・ 有機農業や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われてい

る地域で、化学的に合成された肥料および農薬の使用による栽培が行わ

れることにより、地域でこれまで行われていた有機農業等が事実上困難

になるような権利取得  

・ 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る

共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得  

・ 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、

周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそ

れのある権利取得  

・ これらのほか、農振法第８条第１項の規定により定められた農業振興地

域整備計画、基盤法第６条第１項の規定により定められた農業経営基盤

の強化の促進に関する基本的な構想等の実現に支障を生ずるおそれのあ

る権利取得が該当する。  

  なお、地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定

め、これを地図に表示することとされている（その区域内に新規参入を促

進するエリア等を設定することも可能である。）ことから、当該地図の実

現に資するよう、許可の判断をすることが必要である。  

（注２） 農業委員会は許可の判断をするに当たっては、人工衛星等利用調査または現

地調査を行うこととし、その際に留意すべき点は次のとおりである。  

ア 法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けようと

する法人等による農地等についての権利取得だけでなく、法第３条第１

項の許可の申請がなされた全ての事案について本調査を要する。  
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イ 法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けようと

する法人等による農地等についての権利取得、農地等についての所有権

の取得、通常取引されていない規模のまとまりのある農地等についての

権利取得等については、特に慎重に本調査を行う。  

ウ 法第３条第２項第６号（農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の

確保に支障を生ずると認められる場合）の該当の有無等、申請に係る農

地等の周辺の農地等の権利関係等許可の判断をするに当たって必要な情

報について、本調査の前に把握しておく。  

 

（２）法第３条第２項ただし書の許可基準 

法第３条第１項の許可は、法第３条第２項の各号に該当する場合であっても、

次の①および②のいずれかに該当する場合は許可できる。  

  ① 区分地上権等の設定等がされるとき。  

   民法第２６９条の２第１項の地上権またはこれと内容を同じくするその他の

権利の設定等については、その権利の設定等を認めてもその権利の設定等にか

かる農地等およびその周辺の農地等に係る営農条件に支障を生ずるおそれがな

く、かつ、その権利の設定等に係る農地等をその目的に供する行為の妨げとなる

権利を有する者の同意を得ていると認められる場合に限り許可する。  

② 農業協同組合法第１０条第２項に規定する事業を行う農業協同組合または農

業協同組合連合会が農地等の所有者から同項の委託を受けることによる権利の取

得等および同法第１１条の５０第１項第１号に掲げる場合における使用貸借に

よる権利または貸借権が取得されるとき。  

なお、上記の場合に、自ら農業経営を行う体制が整備されていないと認められ

る場合等農業協同組合または農業協同組合連合会がその申請に係る農地等につ

いて農業経営を適切に行うと認められないときは、許可しないものとする。  

 

（３）景観法第９２条第１項に規定する景観整備機構が農地を取得する場合の審査基準 

景観法第５６条第２項の規定により指定された景観整備機構が同項の勧告に

係る協議が調ったことにより、その勧告を受けた者が、その勧告に係る農地等に

つき、当該景観整備機構のために使用貸借による権利または賃借権を設定しよ

うとするときは、法第３条第２項の規定にかかわらず、同条第１項の許可をする

ことができる。（景観法第５７条）  

 

（４）構造改革特別区域法第２４条第１項の規定の適用を受けてする法第３条第１項

の許可 

農業委員会は、構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第２４条 

第１項の規定の適用を受けて法第３条第１項の許可をするかの判断に当たって

は、法令の定めによるほか、次によるものとする。  
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①  構造改革特別区域法第２４条第１項第１号に規定する契約（以下単に「契約」

という。）は、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した法人が当該農地等を

所有している限り、その効力を有する必要がある。このため、例えば、民法第

５７９条に規定する買戻しの特約は、同法第５８０条の規定により買戻しの期

間が１０年を超えることができないことから、契約として不適当である。  

また、農業委員会は、当該許可をするに当たっては、法第３条第５項の規定

に基づき、構造改革特別区域法第２４条第３項に規定する条件のほか、同条第

２項に規定する地方公共団体が、不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）

第１１６条第１項に基づき、遅滞なく、契約に係る農地等の所有権の移転請求

権の保全のための仮登記を同法第６条第１項に規定する登記所に 嘱託しな

ければならない旨の条件を付けるものとする。  

 ② 構造改革特別区域法第２４条第１項第２号および第３号の判断基準は、９の

（１）と同様とする。  

 

９ 農地所有適格法人以外の法人等による貸借の場合（法第３条第３項） 

（１）許可基準  

農地または採草放牧地について使用貸借権または賃借権が設定される場合に、次

の要件を全て満たすときは、法第３条第２項（一般的な農地の権利取得の場合）の第

２号および第４号に該当する場合であっても、法第３条第１項の許可をすることが

できる。（農作業に常時従事すると認められない個人でも、農地所有適格法人以外の

法人でも第３条第１項の許可をすることができる。）  

① 農地を取得後適正に利用していない場合に使用貸借権または賃借権を解除

する旨の条件が書面による契約に付されている場合（第３項第１号）  

② 権利を取得しようとする者が地域の他の農業者と適切な役割分担の下に継

続的かつ安定的に農業を行うと見込まれる場合（同項第２号）  

③ 権利を取得する者が法人の場合、当該法人の業務を執行する役員または農林

水産省令で定める使用人のうち、１人以上の者がその法人の行う耕作または養

畜の事業に常時従事すると認められる場合（同項第３号）  

（注１） 解除条件付契約については、第１３（農地等の賃貸借契約の文書化）を

参考にし、契約書は様式 13－２号を基に作成するよう指導すること。  

（注２） 農業委員会は、農地所有適格法人以外の法人等が撤退した場合の混乱を防

止するため、次のアからエまでの事項が契約上明記されているか、アから

エまでの事項その他の撤退した場合の混乱を防止するための取決めを実行

する能力があるかについて確認すること。  

ア 農地等を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか。  

イ 原状回復の費用は誰が負担するか。  

ウ 原状回復がなされないときの損害賠償の取決めがあるか。  

エ 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決めがあるか。 
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（注３） 法第３条第３項第２号の「適切な役割分担の下に」とは、例えば、農業

の維持発展に関する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利

用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等をいう。  

 これらについて、例えば、農地等について使用貸借による権利または賃

借権を取得しようとする者は、確約書を提出すること、農業委員会と協定

を結ぶこと等が考えられる。  

（注４） 法第３条第３項第２号の「継続的かつ安定的に農業経営を行う」とは、

機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見

込みがあることをいう。  

（注５） 法第３条第３項第３号の「業務を執行する役員または農林水産省令で定

める使用人のうち、１人以上の者がその法人の行う耕作または養畜の事業

に常時従事すると認められる」とは、業務を執行する役員または当該使用

人のうち、１人以上の者が、その法人の行う耕作または養畜の事業（農作

業、営農計画の作成、マーケティング等を含む。）の担当者として、農業経

営に責任をもって対応できるものであることが担保されていることをいう。 

（注６） 規則第１７条の「法人の行う耕作または養畜の事業に関する権限および

責任を有する者」とは、支店長、農場長、農業部門の部長その他いかなる

名称であるかを問わず、その法人の行う耕作または養畜の事業に関する権

限および責任を有し、地域との調整役として責任をもって対応できる者を

いう。  

 権限および責任を有するか否かの確認は、当該法人の代表者が発行する

証明書、当該法人の組織に関する規則（使用人の権限および責任の内容お

よび範囲が明らかなものに限る。）等で行う。  

 

（２）事務処理上の留意事項  

① 市町長への通知と市町長の意見  

農業委員会は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、その農地の存する

市町長に農地所有適格法人以外の法人等に許可をしようとする旨を通知する。（法

第３条第４項）  

この場合において、当該通知を受けた市町長は、当該区域における農地等の農

業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは意見

を述べ、農業委員会は、当該通知に対する市町長の意見があった場合は当該意見

も参考の上判定すること。  

市町長が意見を述べる場合は、例えば以下のとおりである。  

ア 農振法に基づく農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定めら

れている土地利用区分と異なる権利取得が行われるとき。  

イ 基盤法に基づく市町基本構想において定められている農用地利用改善事

業等の実施が困難となる権利取得が行われるとき。  
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また、農業委員会は、法第３条第４項の規定により通知する際は、当該通知を受

けた市町長が意見を述べるべき期限を定めるものとする。  

なお、市町長が意見を述べる事務が適正かつ迅速に処理されるよう農業委員会

は、農地所有適格法人以外の法人等の許可申請書の提出があった時点において、

市町の担当部局に連絡を行うものとする。  

② 北陸農政局との情報共有化  

農地所有適格法人以外の法人等による農地等の権利取得について、農業委員会

は、許否の判断に当たり疑義があれば、北陸農政局に積極的に相談する。  

    また、農地所有適格法人以外の法人等による農地等の権利取得の状況について

は、農業委員会・県・北陸農政局の間で情報が共有されるよう配慮する。  

③ 撤退した場合の対応  

農業委員会は、農地所有適格法人以外の法人等が撤退した場合には、次の利用

者が継承できるよう、農地等の権利設定等のあっせん等（農地中間管理事業等の

活用等）について関係機関と十分連携して行うものとする。  

 

（３）農地の利用状況の把握  

農地所有適格法人以外の法人等は、法第６条の２第１項の規定により、毎事業年度の

終了後３か月以内に、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなけ

ればならない。  

   ① 報告手続 

    ア 当該法人等は、規則第６０条の２に規定する農地等の利用状況報告書（様

式第１－１１号）および添付書類を提出するものとする。 

イ 報告書には規則第６０条の２第２項第２号の「その他参考となるべき書類」

として、農作業従事者の確保の状況が把握できる資料、農地等の利用状況が

把握できる現況写真等が想定される。なお、これらの書類を添付させる場合

には、負担軽減の観点から、６の①から③までに準ずる。 

   ② 農業委員会による報告書の徴収および整理 

    ア 毎事業年度の終了後３か月以内に報告書の提出がなかった場合には、当該

許可をした農業委員会は報告書を提出すべき農地所有適格法人以外の法人

等に対して、書面により、速やかに報告するよう求めるものとする。 

    イ 農業委員会は、報告書の提出があったときは規則第６０条の２第１項に規

定する記載事項が記載されているかどうかおよび同条第２項に規定する添

付書類が具備されているかどうかを検討し、報告書の記載事項または添付書

類に不備があり、農地等の利用状況の把握が困難と認められるときはこれの

補正または追完を求めることとする。 

   ③ 農業委員会による通知 

農業委員会は、規則第 60 条の２第３項に規定する場合に該当するときは農地

中間管理機構にその旨を通知する。 
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（４）許可の取消等 

① 農地所有適格法人以外の法人等への勧告 

   ア 農業委員会は、農地所有適格法人以外の法人等が、周辺地域の農業に支障を

与えている場合、法人の業務を執行する役員または農林水産省令で定める使

用人がいずれも耕作等の事業に常時従事していない場合等に、相当の期限を

定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。（法第３条の２

第１項） 

    （ア）同項の「相当の期限」とは、講ずべき措置の内容、生じている支障の除

去の緊急性等に照らして、個別具体的に設定されるものであるが、同項各

号の状況を可能な限り速やかに是正するために必要な期限とするものと

する。 

    （イ）法第３条の２第１項第１号に該当する場合とは、法第３条第２項第６号

の判断基準（８（１）⑥（注１)）に該当する場合であって、例えば、病害

虫の温床になっている雑草の刈取りをせず、周辺の作物に著しい被害を与

えている場合等をいう。 

    （ウ）法第３条の２第１項第２号に該当する場合とは、法第３条第３項第２号

の判断基準（９（１）（注３）（注４））に該当しない場合であって、例え

ば、担当である水路の維持管理の活動に参加せず、その機能を損ない、周

辺の農地の水利用に著しい被害を与えている場合等をいう。 

    （エ）法第３条の２第１項第３号に該当する場合とは、法第３条第３項の判断

基準（９（１）（注５）（注６））に該当しない場合であって、例えば、法人

の農業部門の担当者が不在となり、地域の他の農業者との調整が行われて

いないために周辺の営農活動に支障が生じている場合等をいう。 

イ 勧告書は様式第１－12 号による。 

② 許可の取消 

 ア 農業委員会は、法第３条の２第２項各号のいずれかに該当する場合には、農

地所有適格法人以外の法人等に対して行った賃借の許可を取り消さなければ

ならない。（法第３条の２第２項） 

  （ア）法第３条の２第２項第１号の「農地または採草放牧地を適正に利用して

いない」とは、法第４条第１項または法第５条第１項の規定に違反して使

用貸借による権利または賃借権の設定を受けた農地等を農地等以外のも

のにしている場合、使用貸借による権利または賃借権の設定を受けた農地

を法第３２条第１項第１号に該当するもの（現に耕作の目的に供されてお

らず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地）にして

いる場合等をいう。 

  （イ）法第４条第１項または法第５条第１項の規定に違反して使用貸借による

権利または賃借権の設定を受けた農地等を農地等以外のものにしている

場合には、違反を確認次第直ちに使用貸借による権利または賃借権を設定
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した者に対し契約の解除を行う意思の確認を行い、契約の解除が行われな

い場合には、許可の取消しを行うものとする。この場合の手続については、

行政手続法第３章の規定により行う。 

  （ウ）使用貸借による権利または賃借権の設定を受けた農地を法第３２条第１

項第１号に該当するものにしている場合には、その状態が確認された時点

から速やかに、使用貸借による権利または賃借権を設定した者に対し契約

の解除を行う意思の確認を行い、契約の解除が行われない場合には、許可

の取消しを行うものとする。この場合の手続きについては、行政手続法第

３章の規定により行う。 

イ 農業委員会は、法第３条の２第２項各号のいずれかに該当すると判断する場

合には、行政手続法第３章の規定により聴聞等の手続を行う。なお、取消しの

手続等に疑義があれば、北陸農政局と相談するものとする。 

   ウ 農業委員会は、イの聴聞等の結果を踏まえ、当該許可を取り消す場合には、

指令書（様式第１－12－２号）を当該農地等の貸付者および借受者の双方に交

付する。  

 

10 農地中間管理機構が取得する場合の届出（法第３条第１項第１３号または第１４号

の２） 

  農地中間管理機構が農地売買等事業または農地中間管理事業の実施により所有権

等を取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届出書を提出しなければならない。 

 （１）届出手続 

  ① 届出書は様式第 1－10 号または第 1－10－２号による。 

  ② ４の（２）の規定は、単独で届出ができる場合に準用する。 

 ③ 届出書に規則第１３条第２項第４号の「その他参考となるべき書類」を添付

させる場合には、負担軽減の観点から ６の①から③までに準ずる。 

 

（２）農業委員会の事務処理 

① 農業委員会は、届出書の提出があったときは、速やかに①届出に係る農地等

の権利移動が農地中間管理機構が農地売買等事業または農地中間管理事業の

実施により農地等の権利を取得するものであるかどうか、②届出書の法定記

載事項が記載されているかどうか、③添付書類が具備されているかどうかを

検討し、その届出が適法であるかどうかを審査して、その受理または不受理を

決定する。 

   ② 農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書（様式第 1－10－

３号）をその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく

理由を付けてその旨をその届出者に通知する。 

   ③ 農業委員会は、②の規定により受理通知書を交付し、または受理しない旨の

通知をしたときは、届出書と受理通知書の写しとともに整理して保管する。 
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（３）事務処理上の留意事項 

① 農業委員会は、届出書の提出があったときは、直ちに、届出者に対し、法第

３条第１項第１３号または第１４号の２の届出は農業委員会において適法に

受理されるまでは届出の効力が発生しないことを十分説明し、受理通知書の

交付があるまでは事実上権利取得が行われたと等しい行為が行われることの

ないよう指導すること。 

② 農業委員会は、（２）の規定による事務処理に当たっては、届出に係る農地等

の利用関係について現に紛争が生じている場合を除き、農業委員会の事務局

長に専決処理させること等により迅速な事務処理を行う体制を整備するもの

とする。なお、専決処理する場合には、総会または部会の議を経てあらかじめ

事務処理規程を作成しておくものとするが、届出に係る事務を専決処理した

ときは、当該事案について直近の総会または部会に報告する必要がある。 

 

11 農地等の権利取得の届出の関係（法第３条の３） 

相続（遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む）、法人の合併・

分割、時効等により許可を受けることなく、農地等の権利を取得した者は、遅滞な

く農業委員会にその旨を届け出なければならない。 

（１）法第３条の３の届出関係 

「遅滞なく」とは、農地等についての権利を取得したことを知った時点からおお

むね１０か月以内の期間とする。 

届出書は、様式第１－13 号による。 

なお、本様式は、届出者の利便性を考え、農業委員会の窓口に備え付けるほか、

市町の死亡届出書の受付窓口など権利取得が発生する要因を把握できる関係窓口に

備え付けることが望ましい。 

 

（２）農業委員会の処理 

  ① 農業委員会は、届出書の提出があったときは、速やかに届出書の法定記載事項

が記載されているかどうかを検討し、その届出が適法であるかどうかを審査して、

その受理または不受理を決定する必要がある。 

  ② 農業委員会は、届出を受理したときは遅滞なく受理通知書（様式 1－13－２号）

をその届出者に交付し、届出を受理しないこととしたときは、遅滞なく理由を付

けてその旨をその届出者に通知する必要がある。 

 

（３）事務処理上の留意事項 

第１の 10 の(3)の②の規定は、農業委員会が法第３条の３の届出に関する事務処

理を行う場合に準用する。 

複数の相続人が存在する場合は、相続が開始して共有物として農地等の権利を取

得したときおよび遺産の分割により農地等の権利を取得したときが届出の対象とな
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り、それぞれ権利を取得した後遅滞なく届出をしなければならないことに留意する

こと。なお、相続が開始して共有物として権利を取得した旨の届出をする時点で遺

産の分割により権利を取得している場合は、相続が開始して共有物として権利を取

得した旨の届出は省略することができる。 

また、届出は連名ですることも可能であることに留意すること。 

 

12 土地改良事業と農地法第３条許可との関係 

（１）土地改良法により一時利用地の指定を受けた土地の許可申請  

① 一時利用地の指定がなされると、所有地を使用および収益する権利が停止され、

これに換えて一時利用地を使用および収益する権利が生じることになる。（土地

改良法第５３条の５）  

② 一時利用地の指定を受けた土地の許可申請に当たっては、申請土地の表示を従

前地（所有権を移転する土地）と一時利用地の両方を併記して行い、一時利用地

の指定通知書の写し等を添付することとする。  

 

13 耕作状況確認書について 

耕作状況確認書（様式第１－６号）は、「８  主な許可基準」の（１）のうち、農地

の権利取得者が、①の全ての農地について効率的に利用して耕作をするか、④の農業

経営に必要な農作業に常時従事するか等を判断する資料となるものである。  

（注）農業委員会間において耕作農地等情報の提供依頼等が必要な場合、「様式第

１－６号［参考様式例１～３］」を参考に行うこととする。  

したがって、その発行については、下記事項に留意して慎重な取扱いを要する。  

（１）耕作状況確認書発行の手続き  

①〔台帳確認〕 耕作状況確認申請書が提出された農地について、所有者、面積、

地目、所在地を確認する。  

②〔現況確認〕 台帳等により確認された農地について、農業委員、農地利用最

適化推進委員および事務局職員が複数参加するなどにより現況

を確認する。  

③〔耕作者確認〕耕作している場合は、当該地区担当農業委員、農地利用最適化

推進委員、区長または農家組合長等に当該申請人が耕作をしてい

るかどうかについて確認する。  

④〔確認書発行〕現況確認等において確認された事実に基づき、申請書を適宜追

記・修正等を行い発行する。  

⑤〔記録・保管〕現況確認の状況については、現況等確認書（様式第１－６－２

号）として記録を行い、耕作状況確認申請書とともに保管する。 

なお、この場合の判断は、法第２条第２項に規定する世帯員等の全ての所有状

況等を含めて判断する。  
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（２）生産調整をしている場合（自己保全管理または調整水田）の対応  

自己保全管理または調整水田に該当し、生産調整実施面積に算入されているもの

は、自らの意思をもって耕作しない場合と異なり、耕作しようと思えばいつでも耕

作できると認められることから、耕作しているものとして耕作状況確認申請書の

「１  耕作地」欄に記入する。  

ただし、生産調整対象面積を超え、自らの意思をもって生産調整（自己保全管理

または調整水田）している場合は、生産調整対象面積を超える農地については耕作

しているとは認められないので、耕作状況確認申請書の「２  不耕作地」欄に記入す

る。（この場合に、生産調整対象面積が２，５００㎡で、当該農家の田が３反区画に

なっており、３反全てが生産調整になっている場合等、合理的理由が認められる場

合は、「２  不耕作地」欄に記入しない。）  

なお、当該認定等に当たっては、各市町生産調整担当部局等と連携を図ることが

必要と考えられる。  

 

（３）申請農地以外にも申請人または申請人の世帯人が所有権を有している、または賃

借権等の使用および収益を目的とする権利を有している農地がある場合の対応  

①当該農地を耕作している場合  

当該農地について、耕作状況確認申請書の「１  耕作地」欄に追加する。  

②当該農地を耕作していない場合  

当該農地について、耕作状況確認申請書の「２  不耕作地」欄に記入する。  

この場合に耕作していない理由を申請者から聴取し、耕作状況確認申請書の

「耕作をしていない理由」欄に記入する。  

（注）法第３条第１項の許可を受けて申請人が他人に貸し付けている農地および基

盤法に規定する利用権の設定等を行っている農地は当該申請人の耕作状況確

認申請書の対象農地とならないが、これらの許可等を受けずに申請人または申

請人の世帯員以外の者が耕作している農地は、不耕作地に含める。  

 

14 新規就農者の許可基準の判断について（参考） 

新規就農者の申請における許可基準の判断は、原則として、申請書、農地等利用計

画書（様式第１－７号）および営農計画書（様式第１－８号）等を総合的に判断し、

許可基準に明らかに該当しないと認められる場合以外は許可するものとして取り扱

うが、判断に当たっての主な観点は次のとおりである。  

①営農ができるか。  

     ア  営農経験があるか。  

     イ  営農指導を受けているか。今後、研修等を受ける予定があるのか。  

     ウ  営農に必要な機械等の設備はどうするのか。  

②営農意欲はあるか。  

     ア  新規就農に至った理由に合理性があるのか。  
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     イ  農地等利用計画書・営農計画書の記載に矛盾はないか。  

なお、農地等の効率的な利用が確実に図られるかを厳正に審査する必要があるが、

新規就農希望者（農業を副業的に営もうとする者を含む。）による権利取得であるこ

と等を理由としていたずらに厳しい運用や排他的な取扱いをしないよう留意する。  

 

15 市民農園について（参考） 

法第３条では農地について権利の設定・移転をすることを制限しているため、都市

部の住民など農業者以外の人が土に親しみ、野菜や花を栽培する農園（以下「市民農

園」という。）を借りたいと思い法の許可を受けようとしても、当該許可を受けること

は困難である。  

このため、市民農園については、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する

法律（以下「特定農地貸付法」という。）および市民農園整備促進法が整備され、法第

３条の規制の適用を除外しているところである。  

  市民農園の開設方法、特徴等を開設主体別に整理すると以下のようになる。（以下の

表は、農林水産省が作成したものを基礎としている。）  
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①地方公共団体が開設する場合 

開設方法 
市民農園整備促進法による場合 

（施設整備を要する場合） 
特定農地貸付法による場合 

農園利用方式による場合 

（法律の規制なし）（注２） 

開設者と 

利用者との 

権利関係 

・貸付け＝特定農地貸付け（注１） 

・農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

貸付け＝特定農地貸付け 

 

 

農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

 

開設者の農

地取得仕方 

①地方公共団体が現に利用する権利

を有する土地 

②所有権の取得 

③使用および収益を目的とする権利

の取得 

 

 

①地方公共団体が現に利用する権利

を有する土地 

②所有権の取得 

③使用および収益を目的とする権利

の取得 

 

 

①地方公共団体が現に利用する権

利を有する土地 

②所有権の取得 

③使用および収益を目的とする権

利の取得 

※②と③は、法第３条の許可が必

要 

施設 
農機具収納施設、休憩施設、トイレ

その他の附帯施設の設置が必要 

要件とされていない。 

 

施設の設置は自由 

 

開設手続 

地方公共団体が整備運営計画を作成

して市町に申請（内容審査の上、市

町が認定） 

 

 

地方公共団体が貸付規程を作成して

農業委員会に申請（内容審査の上、

農業委員会が承認） 

 

 

特に定めはない 

（農地の取得の仕方の②と③につ

いては、法第３条の許可、施設を

設置する場合は、法第４条または

第５条の許可が必要） 

開設場所 

・市町が指定する市民農園区域 

・市街化区域 

（市民農園区域指定不要） 

特に定めはないが、適切な位置にあ

る場合に承認 

特に定めはない 

 

メリット 

・「特定農地貸付け」は、特定農地

貸付法の承認があったものとみな

され、当該承認があった場合と同

様、農地法の権利移動の許可等が

不要 

・農地法の転用許可があったものと

みなされ、整備運営計画に定める

休憩施設等の整備については農地

法の転用手続不要 

・市街化調整区域で開設する場合、

都市計画法の開発行為などの許可

可能 

・農地法の権利移動の許可等が不要 

・土地改良事業の参加資格の特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

（注１）この「貸付け」は、特定農

地貸付法による貸付け（以下「特

定農地貸付」という。）をいい、

①10ａ未満の農地に係る 5 年を超

えない貸付けで、②相当数の者を

対象として、③定型的な条件で、

④レクリエーションその他の営利

目的以外の目的で行われるものを

いう。以下同じ。 

 

（注２）この農園利用方式では、

農地について賃借権等の権利の設

定は行わない。具体的には、①相

当数の者を対象として、②定型的

な条件で、③レクリエーションそ

の他の営利目的以外の目的で、④

継続して行われる、農作業の用に

供するものである。 
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②農業協同組合が開設する場合 

開設方法 
市民農園整備促進法による場合 

（施設整備を要する場合） 
特定農地貸付法による場合 

農園利用方式による場合 

（法律の規制なし） 

開設者と 

利用者との 

権利関係 

・貸付け＝特定農地貸付け 

・農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

貸付け＝特定農地貸付け 

 

 

農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

 

開設者の農

地取得仕方 

・「特定農地貸付け」の場合は、使用

及び収益を目的とする権利の取得 

（所有権の取得は含まれない） 

・使用及び収益を目的とする権利の

取得 

（所有権の取得は含まれない） 

①現に利用する権利を有する土

地 

②使用及び収益を目的とする権

利の取得 

注：②は、法第３条の許可必要 

施設 
農機具収納施設、休憩施設、トイレ

その他の附帯施設の設置が必要 

要件とされていない。 

 

特に定めはない 

開設手続 

農業協同組合が整備運営計画を作成

して市町に申請 

（内容審査の上、市町が認定） 

 

農業協同組合が貸付規程を作成して

農業委員会に申請（内容審査の上、農

業委員会が承認） 

 

特に定めはない 

（農地の取得の仕方の②について

は、法第３条の許可、施設を設置

する場合は、法第４条または第５

条の許可が必要） 

開設場所 

・市町が指定する市民農園区域 

・市街化区域 

（市民農園区域指定不要） 

特に定めはないが、適切な位置にあ

る場合に承認 

特に定めはない 

 

メリット 

・「特定農地貸付け」は、特定農地

貸付法の承認があったものとみな

され、当該承認があった場合と同

様、農地法の権利移動の許可等が

不要 

・農地法の転用許可があったものと

みなされ、整備運営計画に定める

休憩施設等の整備については農地

法の転用手続不要 

・市街化調整区域で開設する場合、

都市計画法の開発行為などの許可

可能 

・農業協同組合の事業の特例および

土地改良事業の参加資格の特例   
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③地方公共団体および農業協同組合以外で農地を所有する者が開設する場合（農家等） 

開設方法 
市民農園整備促進法による場合 

（施設整備を要する場合） 
特定農地貸付法による場合 

農園利用方式による場合 

（法律の規制なし） 

開設者と 

利用者との 

権利関係 

・貸付け＝特定農地貸付け 

・農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

貸付け＝特定農地貸付け 

 

 

農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

 

開設者の 

農地取得仕方 
自己所有地 自己所有地 自己所有地 

施設 
農機具収納施設、休憩施設、トイレそ

の他の附帯施設の設置が必要 

要件とされていない 

 

 

 

開設手続 

・「特定農地貸付け」の場合は、開設

者と農地の所在地を所轄する市町と

の間で貸付協定を締結 

・開設者が整備運営計画を作成し、市

町に申請（内容審査の上、市町が認

定） 

 

・開設者と農地の所在地を所

轄する市町との間で貸付協

定を締結 

・開設者が貸付規程を作成し

、貸付協定も添えて農業委

員会に申請（内容審査の上

、農業委員会が承認） 

特に定めはない 

（施設を設置する場合は、法第

４条の許可が必要） 

 

 

 

 

 

開設場所 

・市町が指定する市民農園区域 

・市街化区域 

（市民農園区域指定不要） 

特に定めはないが、適切な位

置にある場合に承認 

特に定めはない 

 

メリット 

・「特定農地貸付け」については、特

定農地貸付法の承認があったものと

みなされ、当該承認があった場合と

同様農地法の権利移動の許可等が不

要 

・農地法の転用許可があったものとみ

なされ、整備運営計画に定める休憩

施設等の整備については、農地法の

転用手続不要 

・市街化調整区域で開設する場合、都

市計画法の開発行為などの許可可能 

・農地法の権利移動の許可等

が不要 

・土地改良事業の参加資格の

特例 

 

 

 

 

 

 

・相続税の納税猶予制度の適用（

三大都市圏特定市の市街化区域

農地においては、生産緑地地区

のみを対象） 
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④地方公共団体および農業協同組合以外で農地を所有していない者が開設する場合 

（ＮＰＯ、企業等） 

開設方法 
市民農園整備促進法による場合 

（施設整備を要する場合） 
特定農地貸付法による場合 

農園利用方式による場合 

（法律の規制なし）（注２） 

開設者と 

利用者との 

権利関係 

・貸付け＝特定農地貸付け 

・農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

貸付け＝特定農地貸付けまたは特定

都市農地貸付 

 

 

農作業の実施＝農園利用方式 

（権利の設定・移転は行わない） 

 

開設者の農

地取得仕方 

・「特定農地貸付け」の場合は、地方

公共団体または農地中間管理機構

から使用貸借による権利または賃

借権を取得 

・「特定農地貸付け」の場合は、地方

公共団体または農地中間管理機構か

ら使用貸借による権利または賃借権

を取得 

①現に利用する権利を有する土地 

②所有権の取得（企業、NPO は

除く） 

③使用および収益を目的とする権

利の取得 

※②と③は、農地法第３条の許可

が必要 

施設 
農機具収納施設、休憩施設、トイレ

その他の附帯施設の設置が必要 
要件とされていない 特に定めはない 

開設手続 

・「特定農地貸付け」の場合は 

開設者と農地の所在地を所轄する

市町村、開設者に農地の貸付けを行

う地方公共団体等との間で、「特定都

市農地貸付け」の場合は開設者と農

地の所在地を所轄する市町村、農地

所有者との間で（貸付）協定を締結 

・開設者が整備運営計画を作成し、市

町村に申請 

（内容審査の上、市町村が認定） 

・「特定農地貸付け」の場合は 

開設者と農地の所在地を所轄する

市町村、開設者に農地の貸付けを行

う地方公共団体等との間で、「特定都

市農地貸付け」の場合は開設者と農

地の所在地を所轄する市町村、農地

所有者との間で（貸付）協定を締結 

・開設者が貸付規程を作成し、（貸付

）協定を添えて農業委員会に申請 

（内容審査の上、農業委員会が承認

） 

特に定めはない 

（農地の取得の仕方の②と③につ

いては、法第３条の許可、施設を

設置する場合は、法第４条または

第５条の許可が必要） 

開設場所 

〇特定都市農地貸付け以外 

・市民農園区域 

・市街化区域 

〇特定都市農地貸付け 

・市街化区域のうち生産緑地 

〇特定都市農地貸付け以外 

・特に定めはない 

〇特定都市農地貸付け 

・市街化区域のうち生産緑地 

特に定めはない 

 

メリット 

・「特定農地貸付け」および「特定都

市農地貸付け」については、特定農

地貸付法の承認（都市農地貸付法

で準用する場合を含む）があった

ものとみなされ、当該承認があっ

た場合と同様農地法の権利移動の

許可等が不要 

・農地法の転用許可があったものと

みなされ、整備運営計画に定める

休憩施設等の整備については、農

地法の転用手続不要 

・市街化調整区域で開設する場合、都

市計画法の開発行為等の許可可能 

・農地法の権利移動の許可等が不要 

・土地改良事業の参加資格を使用貸

借による権利等を設定した地方公共

団体等に付与 
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16  体験農園、オーナー農園等の運営に係る留意について（参考） 

    遊休地等を活用した体験農園、オーナー農園等の開設・運営については、法第３条

第１項本文の規定に抵触しないよう、次の事項に留意の上、体験農園等の運営・募集

等に係る担当部署、開設主体等に対して適切に啓発・指導すること。  

（１）   体験農園等については、別図１～３を参照の上、農地の権利関係、通年の管理

状況、利用形態および料金体系等を整理し、農地法の規制対象となる場合にはあ

らかじめ所要の手続を行うこと。  

        規制対象となるかどうか明白ではない場合、あるいは事業主体が規制対象外の

方式で開設することを望んでいる場合には、農地法の規定に抵触しているのでは

ないかとの疑問を持たれることのないよう農園の開設・運営方式を改善し、募集

要項等の作成・広報に当たっては誤解の生ずることのないよう十分留意すること。

(例えば、農園利用方式の場合には｢農園使用申込書｣や｢菜園利用料｣というような

表現は避け、｢農業体験申込書｣や｢農園入場料｣、｢収穫体験参加料｣、｢棚田維持賛

助会費｣というような表現にするのが望ましい。 ) 

 

（２）  体験農園等の開設に当たって農地法の規制対象となる可能性があるのは、開設

主体と利用者との間の権利関係だけではなく、当該農地の所有者等と開設主体と

の間の権利関係にも及ぶので留意すること。  

 

（３）  農地の権利関係については、当事者間の合意内容が農地法の規制する所有権の

移転や使用収益権の設定・移転に該当しないとしていても、実態としてそれらの

権利の設定・移転があると認められる場合があるので留意すること。  

     特に、農地の所有者等と実際に利用者の募集や農園の管理等を行う主体とが異

なるとき、その権利関係の判断が難しい場合があるが、所有者等とは異なる主体

が利用者の募集や管理、料金徴収等の業務を行っても、それらが部分的に委託を

受けて所有者等が行うべき業務の一部を代行するものと見なすことができれば権

利関係が発生するとは言えず、一方で所有者等の関与が全くなく別の主体が包括

的に農園の管理運営を行うものと見なせるときは、当該主体が開設主体として権

利関係を取得する必要があるものとして取り扱うことが適当である。  

     また、開設主体と利用者との関係については、農園を区画し特定利用者に割り

当てを行う場合でも、農園全体の作付計画、必要な資機材の調達、作業指導、日

常の圃場管理等を開設者が主導的に行うと見なすことができれば権利関係が発生

するとは言えず、一方で開設者が営農指導を行ったり水やりなどの補完作業を行

うことがあっても、区画を割り当てられた利用者がその区画について主導的に利

用方法等を決定するような場合には、当該利用者が開設主体から権利関係を取得

する必要があるものとして取り扱うことが適当である。  
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【法規制対象外】 

【法規制対象】 

別図１ 体験農園等開設に係る法規制対象の着眼点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２ 法規制対象判断基準参考表（利用者と開設主体との関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該農地について、賃借権等の権利の設定等を伴わない。 
・区画の設定の有無は問わない。 
・利用者は田植え体験、収穫作業等一部の農作業を行うにとどまる。 
・開設主体が当該農地の農業を主体的に行う。 
・利用者から徴収する金額の性格は、体験、参加に伴う費用 
 （体験料、入園料、参加料等）である。 

体験農園 

もぎ取り園 

・当該農地について、賃借権等の権利の設定等を伴う。 
・区画が設定されている。 
・利用者は当該区画について、排他的に専有し、当該区画の範
囲内で利用者が農業を主体的に行う。 

・開設主体は利用者への営農指導、単純なかん水作業等補助的
業務を行うにとどまる。 

・利用者から徴収する金額の性格は、当該区画を専有すること
に伴う使用料（賃借料、地代等）である。 

農地法第３条の許可必要 

→市民農園整備促進法、 

 特定農地貸付法の適用を受

けることにより、農地法第３条

適用除外となる。 

当該農地について、賃借権等の権利の設定・移転を行わないと利用規程等で規

定されていても、区画が設定されており、当該区画を、利用者が専有し、かつ、

自由に農作業を行うことができる場合は、法規制の対象となるおそれがある。 

・当該農地について、賃借権等の権利の設定等を伴わない。 
・区画の設定の有無は問わない。 
・利用者は田植え体験、収穫作業等一部の農作業を継続（年に複数回）し
て行う。 

・開設主体が当該農地の農業を主体的に行う。 
・利用者から徴収する金額の性格は、体験、参加に伴う費用 
 （体験料、入園料、参加料等）である。 

農園利用方式 

利

用

者 

開

設

主

体 

土
地
所
有
者
等 

開設主体と土地所有者等との当該農地に係る関係 

→当該農地に係る権利関係【別図３参照】 

利用者と開設主体との当該農地に係る関係 

→当該農地に係る権利関係【別図２参照】 
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【法規制対象外】 

【法規制対象】 
 農地法第３条の許可必要 

【法規制対象】 

別図３ 法規制対象判断基準参考表（開設主体と土地所有者等との関係） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※土地所有者等：当該農地について、所有権または賃借権等使用・収益権を有している者

 

開設する農園の形態 

体験農園 

もぎ取り園 

農園利用方式 

市民農園整備促進法

または特定農地貸付

法に基づく市民農園 

市民農園整備促進法および特定農地貸付法の適用を受け
ることにより、開設主体と土地所有者等との間の権利の
設定・移転については農地法第３条の規定は適用されな
い。 

【土地所有者等が開設】 
・土地所有者等が開設主体となる。 
・土地所有者等が当該農地を専有し、継続して農業を主体的
に行う。 

【団体等が募集等を代行】 
開設主体（土地所有者等）に代わり募集等を団体（ＪＡ
青年部、連絡協議会等）等が実施。 

開設主体（団体、地方公共団体、農協、個人等、団体・法
人・個人を問わない。）が当該農園を開設するため、新たに
当該農地を専有し、当該開設主体が栽培作目の決定、募集
内容等を主体的に決定する。 

当該農地について所有権の移転、賃借権等の設定・移転を行
わないと開設主体と土地所有者等との間で取り決められて
いても、当該農地について、開設主体が専有し、かつ、自由
に利用できる場合は、法規制の対象となるおそれがある。 

 

土地所有者等が開設する場合に含まれる。 
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17 行政書士による代理申請手続について  

（１）考え方  

① 法第３条、第４条第１項および第５条第１項では、農地等の権利を取得しようと

する者等（法第４条許可の場合は転用の事業を行おうとする者。以下「譲受人等」

という。）が許可申請の内容に従って耕作もしくは養畜の事業または転用の事業（以

下「申請に係る事業」という。）を行うことを前提としており、許可の判断は申請書

に記載された内容等を審査して行われる。 

    また、転用許可に際しては、「申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供

すること」とする条件を付すこととしている。 

    このようなことから、農地法の許可申請は、本来、申請に係る事業を行う意思を

有する譲受人等が申請すべきものである。 

    なお、行政書士等が行う代理申請は、あくまで許可申請の手続を代理して行うも

のであって、申請に係る事業を行う意思までを代理するものではない。 

② このため、申請行為者（代理人）と申請に係る事業を行う者（譲受人等）が異な

ることとなる代理申請については、許可の審査に当たり、譲受人等が確実に申請に

係る事業を行うことについての意思を確認しておく必要がある。 

したがって、代理申請については、代理申請であることの確認および譲受人等が

申請に係る事業を実施する意思の確認として、次の書類の提出を求めるものとする。 

 ア 譲受人等が代理人に申請手続を委任する旨の委任状 

 イ 譲受人等が、代理人が作成した申請書の内容を了解した上で、その内容に従っ

て申請に係る事業を行う旨の確認書 

    ウ 審査の過程で事業計画等の申請内容に変更が生じた場合には、さらに、②に準

じた確認書（農林水産省経営局構造改善課課長補佐・農村振興局農村政策課課長

補佐 平成１５年１月２２日付け事務連絡） 

（２）行政書士による代理申請手続の場合に必要な添付書類  

○委任状 

   ア 様 式 様式第１－９号 

   イ 日 付 農業委員会への申請前３か月以内のものとする。  

   ウ そ の 他 委任状は申請ごとに作成する。 

（３）申請者の記載  

   ア 申請者の欄は誓約書や証明書の類を除き代理人の自署または記名押印で可と

する。その際、上段に申請者名（法人である場合は法人名および代表者名）を必ず

記載する（押印は不要）。  

 イ 代理人による自署・記名押印可否書類一覧（３条関係） 

                    ※４条、５条については、Ｐ７４ 

区 分 書 類 名 

代理人の自署または記名押印が可能なもの 
・申請書 

・耕作状況確認書（様式第１－６号） 

申請人本人が自署または記名押印しなけれ

ばならないもの（事業を行う旨の確認書を

兼ねる。） 

・農地等利用確認書（様式第１－７号） 

・営農計画書（参考様式第１－８号） 
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別紙１                    農地法第３条の許可申請に必要な添付書類一覧表  

添付書類名  留      意      点  
土地の登記事項証明書（全部事項証明書
に限る。）※２  農業委員会への申請前おおむね３か月以内のものを添付すること。  

位置図  縮尺 1/50,000 ないし 1/10,000 程度の地図に申請地を図示すること。また、図面には縮尺を明
示すること。  

法人の登記事項証明書※１、※２  申請者が法人である場合、原則として添付すること。  
定款または寄附行為※１  申請者が法人である場合に添付すること。（原本と相違ないことの証明を要する。）  
通作ルート図  自宅から申請地までの通作経路を図面上に朱書により明示すること。縮尺 1/1,000～1/50,000 
耕作状況確認書    （様式第１－６号） 申請地の存する農業委員会が把握できない場合に添付すること。  
農地等利用計画書   （様式第１－７号）  
規則第１６条第２項の要件を満たしてい
ることを証する書面  

乳牛または肉用牛を育成する事業を行う法人で令第２条第２項第３号に該当する場合に限り添
付すること。  

組合員名簿、株主名簿の写し  農地所有適格法人（農事組合法人、株式会社の場合）に限り添付すること。  
構成員が承認会社であることを証する書
面およびその構成員の株主名簿の写し  

農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第５条に規定する承認会社が構成員となっ
ている農地所有適格法人である場合に限り、添付すること。  

構成員と農地所有適格法人との間の契約
書の写しその他の構成員が右欄の者であ
ることを証する書面  

法第２条第３項第２号チに掲げる者（農地所有適格法人に物資の提供等をする者、農地所有適格
法人の事業の円滑化に寄与する者）が構成員となっている農地所有適格法人に限り添付するこ
と。  

法第３条第３項第 1 号に規定する条件そ
の他農地等の適正な利用を確保するため
の条件が付されている契約書の写し  

権利を取得しようとする者が法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受け
ようとする者に限り添付すること。  

一時利用地の指定通知書の写し  土地改良法による一時利用地の指定を受けた土地を申請する場合に限り添付すること。  
景観法第５６条第２項の規定により市町
長の指定を受けたことを証する書面  

権利を取得しようとする者が景観法第９２条第 1 項に規定する景観整備機構である場合に限
り添付すること。  

委任状 行政書士による代理申請の場合は添付すること。（様式第１－９号）  

その他参考となるべき書類  

・ 営農計画書：新規就農など必要と認められる場合に限り許可基準の判断上必要な項目につ
いて記載させること。（参考様式第１－８号）  

・ 損益計算書の写し、総会議事録の写し：農地所有適格法人等で要件の判断のため必要と認め
られる場合に限り、添付すること。  

※１いずれかを添付する。 

※２情 報 通 信 技 術 を活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 第 １ １ 条 の 規 定 に 基 づ き書 面 等 に よ り 確 認 すべ き 事 項 に 係 る 情 報を 入 手  

し 、 ま た は 参 照 す るこ と が で き る 場 合 に は 、 添 付 す る こ と を要 し な い 。  

 【単独申請に特有の添付書類】 

 競売または公売   売却決定の期日調書または公売調書  裁判上の和解  和解調書 
 遺   贈   公正証書  民事調停法による調停  調停調書 
 確定判決  判決書  
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第２ 農地所有適格法人 

 

１   農 地 所 有 適 格 法 人 の 定 義  

    農 地 所 有 適 格 法 人 と は 、農 事 組 合 法 人 、株 式 会 社（ 公 開 会 社 で な い も の ）、

持 分 会 社（ 合 名 会 社 、合 資 会 社 、合 同 会 社 ）の う ち 、農 地 法 上 の 要 件 を 満 た

し て 、農 地 法 上 の 特 例（ 法 人 に よ る 農 地 等 の 権 利 取 得 等 ）が 認 め ら れ る 法 人

の 総 称 で あ る 。  

   ※ 有 限 会 社 は 、会 社 法 の 施 行（ 平 成 １ ７ 年 ）に 伴 い 廃 止 さ れ 、会 社 法 の 施 行 時 に

既 に 設 立 さ れ て い る 有 限 会 社 は 、会 社 法 上 の「 株 式 会 社 」と し て 存 続 す る も の

と さ れ て い る 。  

な お 、農 地 所 有 適 格 法 人 に な る た め の 農 地 法 上 の 許 認 可・登 録 等 の 手 続 き

は な く 、 農 地 法 上 の 要 件 を 備 え た 時 点 で 農 地 所 有 適 格 法 人 と な る 。  

 

２   農 地 所 有 適 格 法 人 と な る 要 件  

    農 地 所 有 適 格 法 人 に な る た め に は 、 次 の 要 件 の 全 て を 満 た さ な け れ ば な

ら な い 。  

（ １ ） 法 人 形 態 要 件  

      法 人 の 形 態 は 、 農 事 組 合 法 人 、 株 式 会 社 ま た は 持 分 会 社 （ 合 名 会 社 、

合 資 会 社 、 合 同 会 社 ） に 限 ら れ る 。（ 法 第 ２ 条 第 ３ 項 ）  

（ 注 ） 株 式 会 社 に あ っ て は 、そ の 発 行 す る 全 部 の 株 式 の 内 容 と し て 譲 渡 に

よ る 当 該 株 式 の 取 得 に つ い て 当 該 株 式 会 社 の 承 認 を 要 す る 旨 の 定 款

の 定 め（ 以 下「 株 式 譲 渡 制 限 」と い う 。）を 設 け て い る 場 合 に 限 り 、認

め る も の で あ る 。（ 処 理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ① ）  

例 え ば 、 株 式 の 譲 受 人 が 従 業 員 以 外 の 者 で あ る 場 合 に 限 り 承 認 を 要

す る 等 の 限 定 的 な 株 式 譲 渡 制 限 は 、 こ れ に 当 た ら な い 。  

（ ２ ） 事 業 要 件  

      法 人 の 主 た る 事 業 が 農 業（ そ の 行 う 農 業 に 関 連 す る 事 業 で あ っ て 農 畜

産 物 を 原 料 ま た は 材 料 と し て 使 用 す る 製 造 ま た は 加 工 、 そ の 他 規 則 第 ２

条 で 定 め る も の 、農 業 と 併 せ 行 う 林 業 、農 事 組 合 法 人 に あ っ て は 、農 業 と

併 せ 行 う 共 同 利 用 施 設 の 設 置 ま た は 農 作 業 の 共 同 化 に 関 す る 事 業 を 含

む 。） で あ る こ と 。（ 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 ）  

    （ 注 １ ） 「 法 人 の 主 た る 事 業 が 農 業 」で あ る か の 判 断 は 、そ の 判 断 の 日 を

含 む 事 業 年 度 前 の 直 近 す る ３ か 年（ 異 常 気 象 等 に よ り 、農 業（ 同 号

に 規 定 す る 農 業 を い う 。） の 売 上 高 が 著 し く 低 下 し た 年 が 含 ま れ て

い る 場 合 に は 、当 該 年 を 除 い た 直 近 す る ３ か 年 ）に お け る そ の 農 業

に 係 る 売 上 高 が 、当 該 ３ か 年 に お け る 法 人 の 事 業 全 体 の 売 上 高 の 過

半 を 占 め て い る か に よ る も の と す る 。（ 処 理 基 準 第 １ の（ ４ ）の ② ）  
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    （ 注 ２ ） 「 そ の 行 う 農 業 に 関 連 す る 事 業 」と は 、法 人 の 行 う 農 業 と 一 次 的

な 関 連 を 持 ち 、法 人 の 農 業 生 産 の 安 定 発 展 に 役 立 つ 事 業 を い う 。（ 処

理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ③ ）  

［ 想 定 さ れ る 具 体 例 ］  

ア  「 農 畜 産 物 を 原 料 ま た は 材 料 と し て 使 用 す る 製 造 ま た は 加 工 」と

は 、 り ん ご を 生 産 す る 法 人 が 、 自 己 の 生 産 し た り ん ご に 加 え 、 他

か ら 購 入 し た り ん ご を 原 料 と し て 、 り ん ご ジ ュ ー ス の 製 造 を 行 う

場 合 、 野 菜 を 生 産 す る 法 人 が 、 料 理 の 提 供 、 弁 当 の 販 売 も し く は

宅 配 ま た は 給 食 の 実 施 の た め 、 自 己 の 生 産 し た 野 菜 に 加 え 、 他 か

ら 購 入 し た 米 、 豚 肉 、 魚 等 を 材 料 と し て 使 用 し て 製 造 ま た は 加 工

を 行 う 場 合 等 で あ る 。  

イ  「 農 畜 産 物 の 貯 蔵 、運 搬 ま た は 販 売 」と は 、り ん ご の 生 産 を 行 う

法 人 が 、 自 己 の 生 産 し た り ん ご に 加 え 、 他 の 農 家 等 が 生 産 し た り

ん ご の 貯 蔵 、 運 搬 ま た は 販 売 を 行 う 場 合 等 で あ る 。  

ウ  「 農 畜 産 物 若 し く は 林 産 物 を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 ま た は 農 畜  

産 物 若 し く は 林 産 物 を 熱 源 と す る 熱 の 供 給 」と は 、法 人 が 自 己 の  

生 産 し た 農 畜 産 物 若 し く は 林 産 物 ま た は そ の 生 産 若 し く は 加 工  

に 伴 い 副 次 的 に 得 ら れ た 物 品 （ 動 植 物 に 由 来 す る も の で あ っ て 、 

エ ネ ル ギ ー 源 と し て 利 用 で き る も の に 限 る 。以 下 こ の イ に お い て  

同 じ 。）を 原 料（ 他 か ら 購 入 し た 物 品 を 併 せ て 用 い る 場 合 も 含 む 。） 

と し て 製 造 し た 燃 料 を 用 い て 電 気 ま た は 熱 の 供 給 を 行 う 場 合 で  

あ る 。  

エ  「 農 業 生 産 に 必 要 な 資 材 の 製 造 」 と は 、 法 人 が 自 己 の 農 業 生 産

に 使 用 す る 飼 料 に 加 え 、 他 の 農 家 等 へ の 販 売 を 目 的 と し た 飼 料 の

製 造 を 行 う 場 合 等 で あ る 。  

オ  「 農 作 業 の 受 託 」 と は 、 水 稲 作 を 行 う 法 人 が 自 己 の 水 稲 の 刈 取

り に 加 え 、 他 の 農 家 等 の 水 稲 の 刈 取 り の 作 業 の 受 託 を 行 う 場 合 等

で あ る 。  

カ  「 農 村 滞 在 型 余 暇 活 動 に 利 用 さ れ る こ と を 目 的 と す る 施 設 」 と

は 、観 光 農 園 や 市 民 農 園（ 農 園 利 用 方 式 に よ る も の に 限 る 。）等 主

と し て 都 市 の 住 民 に よ る 農 作 業 の 体 験 の た め の 施 設 の ほ か 、 農 作

業 の 体 験 を 行 う 都 市 の 住 民 等 が 宿 泊 ま た は 休 養 す る た め の 施 設 、

こ れ ら の 施 設 内 に 設 置 さ れ た 農 畜 産 物 等 の 販 売 施 設 等 で あ る 。 ま

た 、「 必 要 な 役 務 の 提 供 」と は 、こ れ ら の 施 設 に お い て 行 わ れ る 各

種 サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う こ と で あ る 。 な お 、 都 市 の 住 民 等 に よ る

農 作 業 は 法 人 の 行 う 農 業 と 一 時 的 な 関 連 を 有 す る 必 要 が あ る こ と

か ら 、 そ の 法 人 の 行 う 農 業 に 必 要 な 農 作 業 に つ い て 行 わ れ る 必 要

が あ る 。  
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キ  「 農 地 に 支 柱 を 立 て て 設 置 す る 太 陽 光 を 電 気 に 変 換 す る 設 備 の 下

で 耕 作 を 行 う 場 合 に お け る 当 該 設 備 に よ る 電 気 の 供 給 」 と は 、 法

人 が 法 第 ４ 条 ま た は 法 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 許 可 を 得 て 設 置 し た

営 農 型 太 陽 光 発 電 設 備 （ 規 則 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 本 文 に 規 定 す る 「 営

農 型 太 陽 光 発 電 設 備 」を い う 。）ま た は 法 人 が 法 第 ４ ３ 条 の 規 定 に

基 づ き 農 業 委 員 会 に 届 け 出 て 設 置 し た 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 の 屋

根 や 壁 面 に 設 置 し た 太 陽 光 発 電 設 備 に よ り 電 気 の 供 給 を 行 う 場 合

で あ る 。  

（ 注 ３ ）  農 地 所 有 適 格 法 人 が 、そ の 他 事 業 を 実 施 す る 場 合 は 、事 業 要 件 の

充 足 状 況 を 的 確 に 把 握 す る と と も に 、そ の 法 人 の 経 営 管 理 の 向 上 を

図 る 等 の 観 点 か ら 、農 業 と そ の 他 事 業 の 勘 定 科 目 を 設 け 、区 分 経 理

す る よ う 指 導 す る 。  

（ 注 ４ ） 地 域 の 状 況 等 か ら 見 て 実 施 す る こ と が ふ さ わ し く な い と 考 え ら れ

る 事 業（ 例 え ば 棚 田 の 景 観 を 保 全 す る 活 動 を 行 っ て い る 地 域 や 都 市

農 村 交 流 活 動 を 行 っ て い る 地 域 で 、そ の 活 動 に 悪 影 響 を 与 え る お そ

れ の あ る 事 業 ）を 計 画 し て い る 場 合 は 、事 前 に 農 地 所 有 適 格 法 人 を

含 め た 地 域 に お け る 協 議 の 場（ ９ 参 照 ）に お い て 、こ れ ら 事 業 の 実

施 に つ い て の 話 合 い を 行 う よ う 農 地 所 有 適 格 法 人 に 対 し て 指 導 す

る 。  

（ 注 ５ ） 農 業 の 規 模 と 比 較 し て そ の 他 事 業 の 規 模 が 大 き く な り 、当 該 そ の

他 事 業 を 独 立 の 事 業 と し て 営 む こ と が 適 当 と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、

そ の 他 事 業 部 門 を 分 社 化 す る よ う 指 導 す る 。  

（ ３ ） 構 成 員 要 件  

法 人 の 構 成 員 は 、 全 て 、 次 に 掲 げ る 者 の い ず れ か で あ る こ と 。（ 法 第 ２

条 第 ３ 項 第 ２ 号 ）  

①  農 地 等 の 所 有 権 も し く は 使 用 収 益 権 を 移 転 し た 個 人 ま た は 一 般 承 継

人 （ 同 号 イ ）  

②  農 地 等 の 使 用 収 益 権 に 基 づ く 使 用 お よ び 収 益 を さ せ て い る 個 人（ 同 号

ロ ）  

③  農 地 等 の 所 有 権 の 移 転 ま た は 使 用 収 益 権 の 設 定 も し く は 移 転 に 関 し

法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 申 請 し て い る 個 人 （ 同 号 ハ ）  

④  農 地 等 の 使 用 貸 借 権 ま た は 賃 借 権 に 基 づ く 使 用 お よ び 収 益 を さ せ て

い る 農 地 中 間 管 理 機 構 に 当 該 農 地 等 の 使 用 貸 借 権 ま た は 賃 借 権 を 設 定

し て い る 個 人 （ 同 号 ニ ）  

⑤  常 時 従 事 す る 者 （ 同 号 ホ ）  

⑥  農 作 業 の 委 託 を 行 っ て い る 個 人 （ 作 業 委 託 農 家 ）（ 同 号 ヘ ）  

⑦  現 物 出 資 を 行 っ た 農 地 中 間 管 理 機 構 （ 同 号 ト ）  

⑧  地 方 公 共 団 体 、 農 業 協 同 組 合 お よ び 農 業 協 同 組 合 連 合 会 （ 同 号 チ ）  
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（ 注 １ ） 上 記 ① の「 移 転 」に は 、譲 渡 の ほ か 出 資 等 が 含 ま れ る 。（ 処 理 基 準 第

１ の （ ４ ） の ⑥ ）  

（ 注 ２ ） 上 記 ① の「 一 般 承 継 人 」と は 、被 承 継 人 の 権 利 義 務 を 一 括 し て 承 継

す る 者 で 、 こ こ で は 相 続 人 お よ び 包 括 受 遺 者 を い う 。  

     一 般 承 継 人 に つ い て は 、規 則 第 ４ 条 に 定 め る も の に 限 ら れ 、こ れ ら

の 者 は 農 地 等 の 所 有 権 ま た は 使 用 収 益 権（ 地 上 権 、永 小 作 権 、使 用 貸

借 権 、賃 借 権 ）を 移 転 し た 個 人 と 同 様 に 取 り 扱 わ れ る 。（ 処 理 基 準 第 １

の （ ４ ） の ⑦ ）  

（ 注 ３ ） 上 記 ② の「 個 人 」に は 、そ の 法 人 の た め に 使 用 収 益 権 を 設 定 し た 個

人 お よ び そ の 使 用 収 益 権 が 設 定 さ れ て い る 農 地 等 を 相 続 ま た は 遺 贈

に よ り 承 継 し た 個 人 が 含 ま れ る 。た だ し 、農 地 等 の 所 有 権 等 を 移 転 し

た 場 合 と は 異 な り 、一 般 承 継 人 で あ っ て も そ の 使 用 収 益 権 が 設 定 さ れ

て い る 農 地 等 を 承 継 し た 者 以 外 の も の は 、設 定 し た 個 人 と み な さ な い 。

（ 処 理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ⑧ ）  

（ 注 ４ ） 上 記 ④ の「 個 人 」に は 、農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ２

条 第 ４ 項 に 規 定 す る 農 地 中 間 管 理 機 構 を 通 じ て そ の 法 人 に 使 用 貸 借

に よ る 権 利 ま た は 賃 借 権 を 設 定 し た 個 人 お よ び こ れ ら の 権 利 が 設 定

さ れ て い る 農 地 等 を 相 続 ま た は 遺 贈 に よ り 承 継 し た 個 人 が 含 ま れ る

（ な お 、一 般 承 継 人 に つ い て は 、（ 注 ３ ）と 同 様 に 取 り 扱 わ れ る 。）。

（ 処 理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ⑨ ）  

（ 注 ５ ） 上 記 ⑤ の「 常 時 従 事 す る 者 」の 年 間 総 労 働 日 数 に つ い て は 、過 去 の

実 績 を 基 準 と し 、 将 来 の 見 込 み を 勘 案 し て 判 断 す る 。（ 処 理 基 準 第 １

の （ ４ ） の ⑩ ）  

（ 注 ６ ） 常 時 従 事 者 た る 構 成 員 が そ の 法 人 か ら 脱 退 し た 場 合 で あ っ て 、そ の

者 が そ の 法 人 に 移 転 等 し た 農 地 等 が 、現 物 出 資 の 払 戻 の 特 約 等 に よ り

そ の 者 に 返 還 さ れ る と き は 、 法 第 ３ 条 の 許 可 が 必 要 で あ る 。（ 処 理 基

準 第 １ の （ ４ ） の ⑪ ）  

（ 注 ７ ） 上 記 ⑥ の「 農 作 業 」と は 、「 農 産 物 を 生 産 す る た め に 必 要 と な る 基 幹

的 な 作 業 」（ 規 則 第 ６ 条 ）で あ り 、水 稲 に あ っ て は 耕 起・代 か き 、田 植

え お よ び 稲 刈 り ・ 脱 穀 の 基 幹 ３ 作 業 、 麦 ま た は 大 豆 に あ っ て は 耕 起 ・

整 地 、播 種 お よ び 収 穫 、そ の 他 の 作 物 に あ っ て は 水 稲 お よ び 麦 ま た は

大 豆 に 準 じ た 農 作 業 を い う 。（ 処 理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ⑫ ）  

（ 注 ８ ）  上 記 ① ～ ⑧ に 掲 げ る 者 は 、 次 の も の に 限 ら れ る 。（ 法 第 ２ 条 第 ３ 項

第 ２ 号 ）  

ア  株 式 会 社 に あ っ て は 、 上 記 ① ～ ⑧ に 掲 げ る 者 の 議 決 権 の 合 計 が

総 株 主 の 議 決 権 の 過 半 を 占 め て い る も の で あ る も の  

イ  持 分 会 社（ 合 名 会 社 、合 資 会 社 、合 同 会 社 ）に あ っ て は 、社 員 の

数 が 社 員 の 総 数 の 過 半 を 占 め て い る も の で あ る も の  
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（ 注 ９ ） 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 議 決 権 に 係 る 要 件 は 、農 業 関 係 者 以

外 の 者 が 議 決 権 の 行 使 に よ り 会 社 の 支 配 権 を 有 す る こ と と な ら な い よ

う 設 け て い る も の で あ り 、 定 款 で 議 決 権 を 認 め な い と 定 め た 種 類 株 式

を 制 限 す る も の で は な い 。（ 処 理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ④ ）  

（ 注 10） 株 式 会 社 ま た は 持 分 会 社 が 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 要 件 を 満

た す た め に は 、 同 号 イ か ら チ ま で に 掲 げ る 者 が 株 主 総 会 に お け る 総 議

決 権 ま た は 総 社 員 の 過 半 を 占 め て い れ ば よ い 。 そ の 上 で 、 株 式 会 社 で

あ っ て 、 会 社 法 第 １ ０ ８ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め

が あ る 種 類 の 株 式 を 発 行 し て い る 場 合 に は 、 そ の 種 類 の 株 式 の 種 類 株

主 を 構 成 員 と す る 種 類 株 主 総 会 に お い て も 、 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 イ

か ら チ ま で に 掲 げ る も の が 総 議 決 権 の 過 半 を 占 め て い れ ば よ い 。な お 、

そ の 法 人 が 農 事 組 合 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 農 業 協 同 組 合 法 第 ７

２ 条 の １ ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 組 合 員 た る 資 格 に 係 る 要 件 お よ び 同 条 第

３ 項 に 規 定 す る 組 合 員 数 に 係 る 要 件 を 満 た す 必 要 が あ る 。（ 処 理 基 準 第

１ の （ ４ ） の ⑤ ）  

（ ４ ） 業 務 執 行 役 員 要 件  

      法 人 の 行 う 農 業 の 常 時 従 事 者 た る 構 成 員 が 理 事 等（ 農 事 組 合 法 人 に あ

っ て は 理 事 、株 式 会 社 に あ っ て は 取 締 役 、持 分 会 社（ 合 名 会 社 、合 資 会 社 、

合 同 会 社 ） に あ っ て は 業 務 を 執 行 す る 社 員 ） の 数 の 過 半 を 占 め て い る こ

と 。（ 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 ）  

そ の 法 人 の 理 事 等 ま た は 規 則 第 ７ 条 で 定 め る 使 用 人（ い ず れ も 常 時 従 事

者 に 限 る 。） の う ち 、 一 人 以 上 の 者 が そ の 法 人 の 行 う 農 業 に 必 要 な 農 作 業

に 一 年 間 に 規 則 第 ８ 条 で 定 め る 日 数 以 上 従 事 す る と 認 め ら れ る も の で あ

る こ と 。（ 同 項 第 ４ 号 ）  

（ 注 １ ）  「 理 事 等 の 数 の 過 半 」 と は 、 理 事 等 の 定 数 の 過 半 で は な く 、 そ の

実 数 の 過 半 を い う 。（ 処 理 基 準 第 １ の （ ４ ） の ⑬ ）  

（ 注 ２ ） 「 そ の 法 人 の 行 う 農 業 に 必 要 な 農 作 業 」と は 耕 う ん 、整 地 、播 種 、

施 肥 、病 虫 害 防 除 、 刈 取 り 、 水 の 管 理 、 給 餌 、敷 わ ら の 取 替 え 等 耕

作 ま た は 養 畜 の 事 業 に 直 接 必 要 な 作 業 を い い 、農 業 に 必 要 な 帳 簿 の

記 帳 事 務 、集 金 等 は 農 作 業 に は 含 ま れ な い 。（ 処 理 基 準 第 １ の（ ４ ）

の ⑭ ）  

（ 注 ３ ） 規 則 第 １ ７ 条 の「 法 人 の 行 う 農 業 に 関 す る 権 限 お よ び 責 任 を 有 す

る 者 」と は 、 支 店 長 、 農 場 長 、 農 業 部 門 の 部 長 そ の 他 い か な る 名 称

で あ る か を 問 わ ず 、そ の 法 人 の 行 う 農 業 に 関 す る 権 限 お よ び 責 任 を

有 し 、 地 域 と の 調 整 役 と し て 責 任 を も っ て 対 応 で き る 者 を い う 。  

権 限 お よ び 責 任 を 有 す る か 否 か の 確 認 は 、 当 該 法 人 の 代 表 者 が 発

行 す る 証 明 書 、 当 該 法 人 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 使 用 人 の 権 限 お よ び

責 任 の 内 容 お よ び 範 囲 が 明 ら か な も の に 限 る 。 ） 等 で 行 う 。 （ 処 理

基 準 第 １ の （ ４ ） の ⑮ ）  
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（ 注 ４ ）  法 人 の 理 事 等 に つ い て 、他 の 法 人 か ら の 出 向 者 、他 の 法 人 の 役 職

員 の 地 位 を 兼 務 す る 者 、農 業 以 外 の 事 業 を 兼 業 す る 者 等 に つ い て は 、

住 所 、農 業 従 事 経 験 、給 与 支 払 形 態 ま た は 所 得 源 か ら み て 、当 該 法

人 の 農 業 に 常 時 従 事 す る も の で あ る と 認 め ら れ な い 場 合 が あ る 。  

（ 注 ５ ） 農 地 所 有 適 格 法 人 に よ る 農 地 等 の 効 率 的 利 用 を 図 る た め に は 、そ

の 法 人 の 理 事 等 の う ち 代 表 権 を 有 す る 者 は 、農 業 が 営 ま れ る 地 域 に

居 住 し 、 そ の 事 業 に 常 時 従 事 す る 構 成 員 で あ る こ と を 原 則 と す る 。 

（ ５ ） 農 地 所 有 適 格 法 人 の 要 件 確 認 の た め の 措 置  

    ①   農 地 所 有 適 格 法 人 に つ い て は 、要 件 に 係 る 事 項 に つ い て 適 宜 に 変 更

す る こ と が あ り 得 る の で 、農 業 委 員 会 は 、農 地 等 の 権 利 を 有 す る 法 人 が

要 件 を 満 た し て い る か 等 に つ い て 、４ の 定 期 報 告 時 、法 第 ３ 条 第 １ 項 の

許 可 時 等 に は 、台 帳（ ５ の ④ 参 照 ）等 に 随 時 取 り ま と め 、整 理 す る こ と 。

（ 処 理 基 準 第 ８ ）  

    ②   農 業 委 員 会 は 、 ① に よ る ほ か 、 日 常 に お け る 指 導 ・ 助 言 等 の 活 動 を

通 じ て 、 要 件 の 充 足 状 況 を 判 断 す る こ と と す る 。  

 

３   農 地 所 有 適 格 法 人 に 認 め ら れ る 農 地 法 上 の 特 例  

（ １ ）農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 に つ い て 、所 有 権 、地 上 権 、永 小 作 権 、質 権 、使

用 貸 借 に よ る 権 利 お よ び 賃 借 権 の 権 利 取 得 が 認 め ら れ る 。（ 法 第 ３ 条 第 ２

項 第 ２ 号 ）  

（ ２ ） 農 地 所 有 適 格 法 人 の 常 時 従 事 者 で あ る 構 成 員 は 、 そ の 借 り 受 け て い る

農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 を そ の 所 有 者 の 承 諾 を 得 て 、 そ の 農 地 所 有 適 格 法

人 に 転 貸 で き る 。（ 法 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 ）  

（ 注 １ ） 法 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る か の 判 断 に 当 た っ て は 、農 地 等 の

権 利 を 取 得 し よ う と す る 法 人 が 許 可 の 申 請 時 に 、法 第 ２ 条 第 ３ 項 各 号

に 掲 げ る 農 地 所 有 適 格 法 人 要 件 を 満 た し て い て も 、農 地 等 の 権 利 の 取

得 後 に 要 件 を 満 た し 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、許 可 す る こ と が で

き な い も の と す る 。  

こ の 場 合 に お い て 、 例 え ば 、 そ の 他 事 業 の 種 類 や 規 模 等 か ら み て 、

そ の 他 事 業 の 売 上 高 見 込 み が 不 当 に 低 く 評 価 さ れ て い る と 認 め ら れ る

な ど 、 事 業 計 画 が 不 適 切 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 そ の 法 人 に 書 類 の 補

正 等 を 行 わ せ 、 信 頼 性 の あ る 計 画 に 改 め さ せ る 等 の 指 導 を 行 う も の と

す る 。（ 処 理 基 準 第 ３ の ４ （ １ ））  

（ 注 ２ ） 法 人 の 設 立 手 続 中 に 農 地 等 の 現 物 出 資 を 受 け る 場 合 に は 、当 該 法 人

が 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 得 る こ と が 必 要 で あ る が 、 そ の 場 合 に は 、

そ の 設 立 し よ う と す る 法 人 が 法 第 ２ 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 農 地 所 有

適 格 法 人 要 件 を 満 た し 得 る と 認 め ら れ 、か つ 、定 款 を 作 成 し て い る 場

合 に は 、設 立 登 記 前 で あ っ て も 、農 地 所 有 適 格 法 人 と し て 取 り 扱 う も

の と す る 。  
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な お 、 こ の 場 合 の 許 可 申 請 書 に は 、 定 款 に 定 め が あ る か 、 ま た は 株

主 総 会 も し く は 社 員 総 会 で 選 任 さ れ た 理 事 、 取 締 役 そ の 他 の 代 表 者 の

署 名 を 求 め る も の と す る 。（ 処 理 基 準 第 ３ の ４ （ ２ ））  

（ 注 ３ ） 農 地 等 に つ い て の 権 利 取 得 は 、法 第 ３ 条 第 ２ 項 が 基 本 で あ り 、同 条

第 ３ 項 は 、使 用 貸 借 に よ る 権 利 ま た は 賃 貸 借 が 設 定 さ れ る 場 合 に 限 っ

て 例 外 的 な 取 扱 い が で き る よ う に し て い る 。（ 処 理 基 準 第 ３ の ８（ １ ）） 

こ れ は 、 使 用 貸 借 に よ る 権 利 ま た は 賃 貸 借 に つ い て は 、 不 適 正 な 利

用 が あ っ た 場 合 に お い て 契 約 の 解 除 等 に よ り 所 有 者 に 農 地 等 を 戻 す こ

と が 可 能 で あ る が 、 こ れ と 異 な り 、 所 有 権 に つ い て は 所 有 者 が 絶 対 的

な 管 理 ・ 処 分 権 限 を 持 つ と こ ろ で あ り 、 そ れ ぞ れ の 権 利 の 性 質 の 違 い

に 応 じ て 取 り 扱 う も の と さ れ た も の で あ る 。  

法 第 １ 条 の 目 的 に お い て は 、「 耕 作 者 自 ら に よ る 農 地 の 所 有 」等 が 規

定 さ れ 、 今 後 と も 農 地 の 所 有 権 の 取 得 に つ い て は 農 作 業 に 常 時 従 事 す

る 個 人 と 農 地 所 有 適 格 法 人 に 限 る べ き で あ る こ と が 明 確 に さ れ た と こ

ろ で あ る 。  

 

４   農 業 委 員 会 へ の 定 期 報 告 （ 法 第 ６ 条 第 １ 項 、 規 則 第 ５ ８ 条 ）  

（ １ ） 報 告 の 対 象  

      農 地 所 有 適 格 法 人 で あ っ て 、 農 地 等（ 取 得 時 に 農 地 等 以 外 の 土 地 で あ

っ た も の 等 を 除 く 。）を 所 有 し 、ま た は そ の 法 人 以 外 の 者 が 所 有 す る 農 地

等 を そ の 法 人 の 耕 作 等 の 事 業 に 供 し て い る も の  

（ ２ ） 報 告 の 手 続  

    ①   農 地 等 を 所 有 し 、ま た は そ の 法 人 以 外 の 者 が 所 有 す る 農 地 等 を そ の

法 人 の 耕 作 等 の 事 業 に 供 し て い る 農 地 所 有 適 格 法 人 に 対 し 、 そ の 農 地

等 の 所 在 地 を 管 轄 す る 農 業 委 員 会 （ 該 当 す る 農 業 委 員 会 が 複 数 あ る 場

合 に は 、そ の 複 数 の 農 業 委 員 会 、以 下「 管 轄 農 業 委 員 会 」と い う 。）は 、

毎 事 業 年 度 の 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 農 地 所 有 適 格 法 人 報 告 書 （ 様 式 第 ２

－ １ 号 ） を 提 出 さ せ る こ と 。  

    ②   管 轄 農 業 委 員 会 は 、報 告 書 に「 そ の 他 参 考 と な る べ き 書 類 」（ 損 益 計

算 書 の 写 し 、出 勤 記 録 の 写 し 、総 会 議 事 録 の 写 し 等 ）を 添 付 さ せ る 場 合

に は 、 申 請 負 担 軽 減 の 観 点 か ら 、 第 １ の ６ の な お 書 き に 留 意 す る 。  

     

（ ３ ） 管 轄 農 業 委 員 会 に よ る 報 告 書 の 徴 収 お よ び 整 理  

    ①   毎 事 業 年 度 の 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 報 告 書 が な か っ た 場 合 に は 、管 轄

農 業 委 員 会 は 、当 該 報 告 書 を 提 出 す べ き 農 地 所 有 適 格 法 人（ 以 下「 報 告

法 人 」と い う 。）に 対 し て 、書 面 に よ り 、速 や か に 報 告 す る よ う 求 め る

も の と す る 。  

    ②   管 轄 農 業 委 員 会 は 、報 告 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 規 則 第 ５ ９ 条 に

規 定 す る 記 載 事 項 が 記 載 さ れ て い る か ど う か 、 お よ び 規 則 第 ５ ８ 条 第
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２ 項 に 規 定 す る 添 付 書 類 が 具 備 さ れ て い る か ど う か を 検 討 し 、 報 告 書

の 記 載 事 項 ま た は 添 付 書 類 に 不 備 が あ り 、 農 地 所 有 適 格 法 人 の 要 件 の

適 合 性 の 判 断 を 適 正 に 行 う こ と が 困 難 と 認 め ら れ る と き は 、 こ れ の 補

正 ま た は 追 完 を 求 め る も の と す る 。  

    ③   農 地 所 有 適 格 法 人 が 農 地 所 有 適 格 法 人 で な く な っ た 場 合 に お け る

そ の 法 人 お よ び 一 般 承 継 人 で あ っ て 、農 地 等 を 現 に 所 有 し 、ま た は 所 有

権 以 外 の 使 用 お よ び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 を 有 し て い る も の に つ い て

は 、法 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 手 続 を 進 め る た め 、報 告 法 人 と 同 様 に 、様 式

第 ２ － １ 号 に よ り 報 告 書 を 作 成 し 、 事 業 年 度 の 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 管

轄 農 業 委 員 会 へ 提 出 す る よ う 求 め る も の と す る 。  

 

５   農 地 所 有 適 格 法 人 要 件 確 認 書 の 備 付 け  

    管 轄 農 業 委 員 会 は 、 報 告 法 人 ご と に 、 そ の 法 人 が 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定

す る 農 地 所 有 適 格 法 人 の 各 要 件（ ２ の（ １ ）か ら（ ４ ）参 照 ）を 満 た し て い

る か ど う か 、満 た さ な く な る お そ れ が な い か に つ い て 確 認 す る た め 、提 出 の

あ っ た 報 告 書 の 内 容 を 速 や か に 農 地 所 有 適 格 法 人 要 件 確 認 書 （ 様 式 第 ２ －

２ 号 ） に 取 り ま と め 、 農 業 委 員 会 の 事 務 所 に 備 え 付 け て お く 必 要 が あ る 。  

  ま た 、 ４ に よ る 報 告 の 内 容 の み な ら ず 、 農 業 委 員 会 の 日 常 業 務 等 を 通 じ

て 得 た 情 報 等 を 踏 ま え 、 農 地 所 有 適 格 法 人 確 認 書 に 取 り ま と め る も の と す

る 。  

   

６   農 地 所 有 適 格 法 人 に 対 す る 勧 告 お よ び 農 業 委 員 会 に よ る 農 地 等 の 譲 渡 し

の あ っ せ ん （ 法 第 ６ 条 第 ２ 項 お よ び 第 ３ 項 ）  

（ １ ） 管 轄 農 業 委 員 会 は 、 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 等 か ら 報 告 法 人

が 、例 え ば 次 に 掲 げ る よ う な 状 況 に 至 り 、自 主 的 に 是 正 の た め の 措 置 を 講

ぜ ず 、 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 農 地 所 有 適 格 法 人 の 要 件 を 満 た さ な く

な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、直 ち に 、法 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 、要 件 を 満 た さ な く な る こ と の な い よ う に 、必 要 な 措 置 を と る べ き

こ と を 勧 告 （ 様 式 第 ２ － ３ 号 ） す る 必 要 が あ る 。  

    ①   法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 農 業 以 外 の 事 業 の 年 間 売 上 高 が 、

単 年 で 総 売 上 高 の 過 半 を 占 め 、か つ 、そ の 状 態 が 恒 常 化 す る お そ れ が あ

る 場 合  

    ②   法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 ホ の み を 満 た し て 構 成 員 と な っ て い る 者 の

農 業 へ の 年 間 従 事 日 数 が 激 減 し 、 規 則 第 ９ 条 に 規 定 す る 日 数 を 下 回 る

お そ れ が あ る 場 合  

    ③   法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 理 事 等 ま た は 同 項 第 ４ 号 の 使 用

人 の 農 作 業 へ の 年 間 従 事 日 数 が 激 減 し 、 農 作 業 に 規 則 第 ８ 条 に 規 定 す

る 日 数 以 上 従 事 す る 理 事 等 ま た は 使 用 人 が 不 在 に な る お そ れ が あ る 場

合  
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（ ２ ） 管 轄 農 業 委 員 会 は 、 勧 告 を 受 け た 法 人 が そ の 所 有 す る 農 地 等 の 譲 渡 し

を 希 望 す る 場 合 は 、あ っ せ ん に 努 め る べ き こ と が 義 務 付 け ら れ て お り 、管

轄 農 業 委 員 会 は 、勧 告 に 際 し て 、そ の 勧 告 を 受 け る 法 人 に 対 し 、あ っ せ ん

の 申 出 の 意 思 が あ る か ど う か を 確 認 す る 必 要 が あ る 。  

（ ３ ） 管 轄 農 業 委 員 会 は 、 勧 告 を 受 け た 法 人 が そ の 勧 告 に 係 る 農 地 所 有 適 格

法 人 の 要 件 を 満 た さ な く な る お そ れ の あ る 状 況 を 是 正 し て い る か ど う か

に つ い て 、 そ の 勧 告 後 最 初 の 報 告 ま た は 日 常 的 な 指 導 活 動 に よ り 確 認 す

る 必 要 が あ る 。  

（ ４ ） 勧 告 を 行 っ た 管 轄 農 業 委 員 会 は 、 勧 告 書 を そ の 勧 告 の 対 象 と な っ た 法

人 の 確 認 書 （ 農 地 所 有 適 格 法 人 台 帳 ） に 編 綴 し 保 管 す る も の と す る 。  

 

７   農 地 所 有 適 格 法 人 と し て の 要 件 を 欠 い た 場 合 の 措 置 （ 法 第 ７ 条 ）  

    農 地 所 有 適 格 法 人 と し て の 要 件 を 欠 い た 場 合 、 次 の 措 置 を と る も の と す

る 。（ Ｐ ４ ７  別 図 参 照 ）  

（ １ ） 農 地 所 有 適 格 法 人 が 要 件 を 欠 い て 農 地 所 有 適 格 法 人 で な く な る と 、 そ

の 法 人 の 所 有 す る 農 地 等 お よ び そ の 法 人 に 貸 し 付 け ら れ て い る 農 地 等 は 、

最 終 的 に は 、 国 が 買 収 す る 。  

た だ し 、そ の 法 人 が 未 墾 地 を 取 得 し て 農 地 等 と し た も の 、ま た は 、昭 和

３ ７ 年 ７ 月 １ 日 以 前 か ら 所 有 し て い た 農 地 等 は 買 収 か ら 除 外 さ れ る 。  

（ ２ ）農 地 所 有 適 格 法 人 が 農 地 所 有 適 格 法 人 で な く な る と 、農 業 委 員 会 は 、そ

の 法 人 の 所 有 す る 農 地 等 お よ び そ の 法 人 に 貸 し 付 け ら れ て い る 農 地 等 の

買 収 す べ き 農 地 等 を 公 示 し 、か つ 、公 示 の 日 の 翌 日 か ら １ か 月 間 、こ れ ら

の 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 縦 覧 に 供 す る 。  

な お 、 こ の 公 示 お よ び 縦 覧 は 、 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成  14 年 法 律 第 151 号 ） 第 ８ 条 及 び 農 林 水 産 省 関 係 法 令

に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則（ 平 成

15 年 農 林 水 産 省 令 第 21 号 ） 第 13 条 の 規 定 に よ り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利

用 す る 方 法 に よ る こ と が 可 能 で あ る た め 、イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 方 法

で 行 う こ と を 原 則 と す る 。  

ま た 、 そ の 土 地 の 所 有 者 に こ れ ら に 掲 げ る 事 項 を 通 知 す る 。 農 業 委 員 会

は 、 通 知 書 を 農 地 等 の 所 有 者 に 直 接 手 渡 し た 場 合 に は 記 名 を 受 け て お き 、

農 地 等 の 所 有 者 に 直 接 手 渡 す こ と が で き な い 場 合 に は 簡 易 書 留 ま た は 配

達 証 明 に よ り 郵 送 し 、 そ の 配 達 記 録 等 を 保 存 し て お く 。  

（ ３ ） 農 業 委 員 会 は 、 買 収 す べ き 農 地 等 が 法 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 勧 告

に 係 る も の で あ る と き は 、勧 告 の 日（ あ っ せ ん の 申 出 が あ っ た と き は 、そ

の 申 出 の 日 ） の 翌 日 か ら ３ か 月 間 、（ ２ ） の 公 示 を し な い も の と す る 。  

（ ４ ）農 業 委 員 会 は 、要 件 を 欠 い た 農 地 所 有 適 格 法 人 か ら 、（ ２ ）の 公 示 の 日

の 翌 日 か ら ３ か 月 以 内 に 、 再 び 農 地 所 有 適 格 法 人 に な る た め の 要 件 を 全

て 満 た す に 至 っ た 旨 の 届 出 が あ り 、か つ 、審 査 の 結 果 そ の 届 出 が 真 実 で あ
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る と 認 め ら れ る と き は 、遅 滞 な く 公 示 を 取 り 消 す 旨 の 公 示 を 行 う 。（ 国 は

買 収 し な い 。）  

（ ５ ） も し 、 そ の ３ か 月 以 内 に 農 地 所 有 適 格 法 人 の 要 件 を 回 復 す る こ と が で

き な か っ た と き は 、そ の 後 ３ か 月 以 内 に 、そ の 法 人 は 買 収 対 象 に な る 農 地

等 を 譲 渡 し 、 そ の 法 人 に 貸 し 付 け て い る 農 地 等 の 所 有 者 は そ の 返 還 を 受

け な け れ ば な ら な い 。  

（ ６ ） 農 業 委 員 会 は 、 そ の 法 人 か ら 所 有 す る 農 地 等 に つ い て 所 有 権 の 譲 渡 し

を す る 旨 の 申 出 が あ っ た 場 合 は 、（ ５ ）の 期 間 が 経 過 す る ま で の 間 、こ れ

ら の 土 地 の 所 有 権 の 譲 渡 し に つ い て の あ っ せ ん に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ ７ ）（ ５ ）の 期 間 が 過 ぎ て も 、所 有 し て い る 、ま た は 貸 し 付 け ら れ て い る 農

地 等 は 最 終 的 に 国 が 買 収 す る 。  

（ ８ ） 農 業 委 員 会 は 、 法 第 ８ 条 か ら 第 １ ３ 条 ま で の 規 定 に よ り 買 収 手 続 を 行

う 。  

（ ９ ） 買 収 は 、 要 件 を 充 足 し な い 農 地 所 有 適 格 法 人 が 農 業 委 員 会 に よ る 是 正

指 導 や 他 の 農 業 者 へ の あ っ せ ん 等 を 受 け 入 れ ず 農 地 等 を 所 有 し 続 け る 場

合 の 最 終 的 な 手 段 と し て 設 け ら れ て い る も の で あ る こ と に 特 に 留 意 す る

必 要 が あ る 。  

（ 注 １ ）  農 業 委 員 会 は 、 法 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 お よ び 法 第 ７ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ る 買 収 す べ き 農 地 等 の 認 定 を 行 う た め 、法 第 ６ 条 第 １

項 の 規 定 に よ る 法 人 の 事 業 の 状 況 等 の 報 告 を 受 け た 場 合 、 法 第 14 条

の 規 定 に よ る 立 入 調 査 を 行 っ た 場 合 等 は 、法 第 ２ 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ

る 要 件 に 関 す る 事 項 に つ い て 台 帳 に 記 録 す る も の と す る 。（ 処 理 基 準

第 ８ の １ ）  

（ 注 ２ ） 法 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 農 地 等 の 買 収 は 、農 地 所 有 適 格 法 人 の

要 件 を 充 足 し な い 法 人 が 農 地 等 を 所 有 し 、ま た は 利 用 し 続 け る と い う

状 態 を 解 消 す る た め の 措 置 で あ る 。  

こ の た め 、同 項 に い う 農 地 所 有 適 格 法 人 で な く な っ た か に つ い て は 、

あ る 特 定 の 時 点 を と ら え て 判 断 す る の で は な く 、農 地 所 有 適 格 法 人 の

要 件 を 再 び 充 足 す る こ と が 困 難 で あ り 、当 該 要 件 を 欠 い た 状 態 の ま ま 、

農 地 等 を 所 有 し 、ま た は 利 用 し 続 け る と 認 め ら れ る か に よ っ て 判 断 す

る も の と す る 。し た が っ て 、理 事 等 の う ち そ の 法 人 の 常 時 従 事 者 た る

構 成 員 が 占 め る 割 合 が 一 時 的 に 過 半 で な く な っ た 場 合 等 、農 地 所 有 適

格 法 人 の 要 件 を 再 び 充 足 す る と 見 込 ま れ る 場 合 は 、農 地 所 有 適 格 法 人

で な く な っ た 場 合 と の 取 扱 い は 行 わ な い も の と す る 。  

ま た 、農 地 所 有 適 格 法 人 が 要 件 を 欠 い て い る 状 態 で あ っ て も 、近 く

解 散 す る 予 定 で 事 業 を 廃 止 す る た め 自 ら 農 地 等 の 処 分 を 進 め て い る

場 合 、近 く 競 売 等 に よ り 農 地 等 の 処 分 が 行 わ れ る と 見 込 ま れ る 場 合 等 、

当 該 法 人 が 引 き 続 き 農 地 等 を 所 有 し 、ま た は 利 用 す る こ と が 見 込 ま れ

な い 場 合 に は 、農 業 委 員 会 は 、同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 示 を 当 分 の
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間 見 合 わ せ る も の と す る 。（ 処 理 基 準 第 ８ の ２ ）  

（ 注 ３ ）  法 第 ７ 条 第 ３ 項 の ｢相 当 な 努 力 が 払 わ れ た と 認 め ら れ る も の と し て

政 令 で 定 め る 方 法 に よ り 探 索 を 行 っ て も な お そ の 者 を 確 知 す る こ と

が で き な い と き ｣と は 、 次 の 調 査 を 実 施 し た に も か か わ ら ず 、 農 地 等

の 所 有 者 が 不 明 で あ る と き の こ と を い う 。  

   (ｱ) 令 第 18 条 第 １ 号 に よ り 登 記 所 （ 法 務 局 等 ） の 登 記 官 に 対 し 当 該 農

地 等 の 登 記 事 項 証 明 書 を 請 求 し 、所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所

有 者 （ 以 下 「 登 記 名 義 人 等 」 と い う 。） の 氏 名 お よ び 住 所 地 等 を 確 認

す る こ と 。  

   (ｲ) 令 第 18 条 第 ２ 号 に お い て 、「 不 確 知 所 有 者 関 連 情 報 を 保 有 す る と

思 料 さ れ る 者 」 と は 「 当 該 農 地 等 を 現 に 占 有 す る 者 」、「 法 第 52 条 の

２ の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会 が 作 成 す る 農 地 台 帳 に 記 録 さ れ た 事 項 に

基 づ き 、当 該 不 確 知 所 有 者 関 連 情 報 を 保 有 す る と 思 料 さ れ る 者 」お よ

び 「 当 該 農 地 等 の 所 有 者 で あ っ て 知 れ て い る も の 」 を い う 。 令 第 18

条 第 ２ 号 に よ り こ れ ら の 者 に 対 し 、他 の 当 該 農 地 等 の 所 有 者 の 氏 名 お

よ び 住 所 地 等 に つ い て 聞 き 取 り を 行 う こ と 。  

ま た 、 (ｳ)に よ り 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 生 死 が

確 認 で き な い 場 合 に は 、知 れ て い る 当 該 農 地 等 の 所 有 者 の 直 系 尊 属 の

戸 籍 謄 本 ま た は 除 籍 謄 本 （ 以 下 「 戸 籍 謄 本 等 」 と い う 。） を 請 求 す る

こ と に よ り 、当 該 者 の 直 系 尊 属 と 思 わ れ る 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は

表 題 部 所 有 者 の 戸 籍 謄 本 等 の 確 認 を 行 う こ と 。  

(ｳ) 令 第 18 条 第 ３ 号 で は 、(ｱ)に よ り 確 認 し た 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た

は 表 題 部 所 有 者 の 住 所 地 の 市 町 村 の 長 に 対 し 、住 民 票 の 写 し ま た は 住

民 票 の 除 票 の 写 し を 請 求 す る こ と 。 こ の ほ か 、 (ｲ)で 確 認 さ れ た 「 当

該 農 地 等 の 所 有 者 と 思 料 さ れ る 者 」に つ い て も 、当 該 者 が 記 録 さ れ て

い る 住 民 基 本 台 帳 を 備 え る と 思 わ れ る 市 町 村 の 長 に 対 し 、住 民 票 の 写

し ま た は 住 民 票 の 除 票 の 写 し を 請 求 す る こ と 。た だ し 、住 所 地 が 明 ら

か で あ る 場 合 に は 、 そ れ を も っ て 代 え る こ と が で き る 。  

   ( ｴ ) 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 死 亡 が 確 認 さ れ た 場 合

に は 、 令 第 18 条 第 ４ 号 に よ り 、 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所

有 者 の 戸 籍 謄 本 等 を 請 求 す る 。所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有

者 の 戸 籍 謄 本 等 に は 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 相 続

人 た る 配 偶 者 と 子 が 記 載 さ れ て お り 、こ れ ら の 者 の 記 載 さ れ た 部 分 に

限 っ て 最 新 の 戸 籍 謄 本 等 を 確 認 す る こ と 。  

        次 に 、 確 認 し た 配 偶 者 と 子 の 戸 籍 の 附 票 を 備 え る と 思 わ れ る 市 町

村 の 長 に 対 し 、当 該 相 続 人 の 戸 籍 の 附 票 の 写 し ま た は 消 除 さ れ た 戸 籍

の 附 票 の 写 し を 請 求 す る こ と に よ り 、こ れ ら の 者 の 住 所 の 確 認 を 行 う

こ と 。  
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   ( ｵ ) 所 有 権 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、

登 記 所（ 法 務 局 等 ）の 登 記 官 に 対 し て 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 を 請 求 す

る こ と に よ り 、法 人 の 所 在 地 を 確 認 す る 。ま た 、合 併 に よ り 解 散 し た

場 合 に あ っ て は 、合 併 後 存 続 し 、ま た は 合 併 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 が

記 録 さ れ て い る 法 人 の 登 記 簿 を 備 え る と 思 わ れ る 登 記 所 （ 法 務 局 等 ）

の 登 記 官 に 対 し 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 を 請 求 す る こ と に よ り 、

合 併 後 の 法 人 の 所 在 地 を 確 認 す る こ と 。  

そ の 他 合 併 以 外 の 理 由 に よ り 解 散 し て い る こ と が 判 明 し た 場 合 に

は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 に 記 載 さ れ て い る 清 算 人 （ 取 締 役 等 ）

を 確 認 し 、書 面 の 送 付 な ど の 措 置 に よ っ て 、不 確 知 所 有 者 関 連 情 報 の

提 供 を 求 め る こ と 。  

   (ｶ) 令 第 18 条 第 ５ 号 で は (ｱ)か ら (ｵ)の 措 置 に よ り 住 所 が 判 明 し た 当 該

農 地 等 の 所 有 者 と 思 料 さ れ る 者 （ (ｵ)の 場 合 は 法 人 住 所 地 ま た は 役 員

住 所 ） に 対 し て 、 当 該 農 地 等 の 所 有 者 を 特 定 す る た め に 書 面 （「 農 地

法 関 係 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て 」様 式 例 第 ７ 号 の ４ の ２ ）を 送 付

す る こ と 。  

な お 、当 該 書 面 は 簡 易 書 留 ま た は 配 達 証 明 に よ り 郵 送 し 、そ の 配 達

記 録 を 保 存 す る こ と 。  

ま た 、住 所 地 が 当 該 農 地 等 と 同 一 市 町 村 内 の 場 合 に は 、訪 問 に よ り

代 え る こ と は 差 し 支 え な い が 、 訪 問 の 記 録 を 残 す こ と 。  

   (ｷ) (ｶ )に よ る 書 面 の 送 付 後 、 ２ 週 間 経 過 し て も 当 該 農 地 等 の 所 有 者 と

思 料 さ れ る 者 か ら 返 信 が な い 場 合 に は 、当 該 農 地 等 の 所 有 者 と 思 料 さ

れ る 者 を 不 明 者 と し て 扱 い 、更 な る 聞 き 取 り や 現 地 調 査 は 不 要 で あ る 。 

 

８   農 業 委 員 会 の 立 入 調 査 等  

（ １ ） 農 業 委 員 会 は 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ３ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、そ の 所 掌 事 務 を 遂 行 す る た め 必 要 が あ る と き は 、関 係 者 に 出 頭 を 求

め 、必 要 な 報 告 を 徴 し 、ま た は 委 員 、推 進 委 員（ 同 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 ） も し く は 職 員 に 農 地 等 に 立 ち 入 ら せ て

必 要 な 調 査 を さ せ る こ と が で き る こ と と な っ て い る 。  

（ ２ ） 定 期 報 告 等 の 内 容 に 不 実 記 載 等 の 疑 い が あ る 場 合 等 、 法 人 か ら の 聴 き

取 り や 報 告 の み で は 法 人 が 農 地 所 有 適 格 法 人 の 要 件 を 満 た し て い る か 否

か 等 の 把 握 が 困 難 で あ る 場 合 に は 、実 際 に 委 員 、推 進 委 員 ま た は 職 員 が 、

法 人 の 事 務 所 に 立 入 り 、関 係 書 類 を 調 査 し 、ま た は そ の 他 の 事 業 に 供 さ れ

て い る 事 業 場 に 立 入 り 、 そ の 他 事 業 の 状 況 等 を 調 査 で き る こ と と な っ て

い る 。（ 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 ）  

      こ の 立 入 調 査 に 当 た っ て は 、 下 記 の 点 に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

    ①   立 入 調 査 は 、定 期 報 告 の ほ か 、（ １ ）の 報 告 、調 査 等 に よ り 農 地 所 有

適 格 法 人 の 各 要 件 を 満 た し て い る か ど う か の 確 認 に 努 め て も な お そ の
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確 認 の た め に 必 要 な 場 合 に 限 っ て 行 う べ き も の で あ り 、 立 入 調 査 に お

け る 調 査 事 項 は 、 そ の 必 要 な 範 囲 内 に 限 ら れ る も の で あ る こ と 。  

    ②   立 入 調 査 を す る 委 員 、 推 進 委 員 ま た は 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明

書 （ 様 式 第 ２ － ４ 号 ） を 携 帯 す る こ と 。（ 法 第 １ ４ 条 第 ２ 項 ）  

    ③   立 入 調 査 に 当 た っ て は 、当 該 調 査 時 に 、立 ち 入 る 事 務 所 等 の 責 任 者

の 立 会 い を 求 め 、必 要 な 事 項 を 聞 き 取 る と と も に 、調 査 終 了 時 に 物 品 等

の 破 損 、 紛 失 等 の な か っ た こ と の 確 認 を と る こ と 。  

    ④   立 入 調 査 は 、法 人 の 営 業 時 間 内 に お い て 行 う こ と が 適 当 で あ る こ と 。 

    ⑤   帳 簿 、作 業 日 誌 そ の 他 の 書 類 の 確 認 は 、立 入 調 査 を 行 っ た 場 所 で 行

い 、で き る 限 り 書 類 を 外 部 に 持 ち 出 さ な い よ う に す べ き で あ る が 、や む

を 得 ず 持 ち 出 す 場 合 に は 、 当 該 書 類 を 一 定 期 間 借 り る 旨 を 書 面 で 明 ら

か に し 、 調 査 に 立 ち 会 っ て い る 責 任 者 の 了 解 を 得 る こ と 。  

    ⑥   立 入 調 査 の 現 場 に お い て 不 適 正 な 事 項 が 明 確 な 場 合 、調 査 に 立 ち 会

っ て い る 責 任 者 の 了 解 を 得 て 、 不 適 正 な 事 項 に 関 す る 証 拠 書 類 ま た は

物 件 に つ い て 、 コ ピ ー ま た は 写 真 に よ り 保 存 す る こ と が 適 当 で あ る 。  

    ⑦   立 入 調 査 に お い て 故 意 ま た は 過 失 に よ っ て 関 係 人 に 違 法 に 損 害 を

与 え た と き は 、損 害 賠 償 を し な け れ ば な ら な い（ 国 家 賠 償 法 第 １ 条 ）こ

と に 留 意 し 、 適 正 か つ 慎 重 な 調 査 実 施 に 努 め る こ と 。  

    ⑧   立 入 調 査 を 行 っ た 農 業 委 員 、 推 進 委 員 ま た は 農 業 委 員 会 の 職 員 は 、

立 入 調 査 結 果 報 告 書（ 様 式 第 ２ － ５ 号 ）を 取 り ま と め 、農 業 委 員 会 会 長

に 報 告 す る こ と 。ま た 、農 業 委 員 会 は 、立 入 調 査 結 果 報 告 書 を 当 該 立 入

調 査 の 対 象 に な っ た 農 地 所 有 適 格 法 人 台 帳 に 編 綴 し 保 管 す る こ と 。  

 

９   地 域 に お け る 協 議 の 場 の 設 置 運 営  

農 業 委 員 会 は 、 農 地 所 有 適 格 法 人 を 含 め た 地 域 全 体 で 地 域 農 業 を め ぐ る

さ ま ざ ま な 問 題 に つ い て 情 報 交 換 や 意 見 交 換 等 の 話 合 い を 行 っ て い く こ と

が 有 益 で あ る と の 観 点 か ら 、各 地 域 で 行 わ れ る 種 々 の 会 合 、協 議 会 等 の 機 会

を 活 用 し つ つ 、 地 域 レ ベ ル で の 協 議 の 場 を 設 け 、 話 合 い 活 動 を 推 進 す る 。  

（ １ ） 構 成 員  

      農 業 委 員 会 、 農 地 所 有 適 格 法 人 、 農 業 者 の 代 表 の ほ か 、 市 町 、農 業 協

同 組 合 等  

（ ２ ） 設 置 範 囲 お よ び 開 催  

      協 議 の 場 は 、 地 域 に お け る 水 管 理 や 農 地 等 の 利 用 状 況 、農 地 所 有 適 格

法 人 の 現 在 お よ び 将 来 に お け る 活 動 状 況 、 今 後 の 担 い 手 の 育 成 見 込 み 等

を 総 合 的 に 勘 案 し て 、市 町 の 全 域 ま た は 集 落 単 位（ 複 数 集 落 に ま た が る も

の を 含 む 。） の い ず れ か を 対 象 に 設 置 し 、 必 要 に 応 じ て 適 宜 開 催 す る 。  

（ ３ ） 主 な 話 合 い の 内 容  

    ア   地 域 に お け る 水 管 理 、 農 地 等 の 適 正 利 用  

    イ   農 地 所 有 適 格 法 人 の 健 全 な 育 成 等 地 域 農 業 の 担 い 手 の 育 成 ・ 確 保  
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    ウ   農 地 所 有 適 格 法 人 の 地 域 社 会 と 調 和 の と れ た 事 業 展 開  

    エ   そ の 他 地 域 農 業 の 持 続 的 発 展 に 関 す る 事 項  

 

１ ０   関 係 農 業 委 員 会 間 に お け る 連 携  

（ １ ） 農 地 所 有 適 格 法 人 が 主 た る 事 務 所 の 所 在 す る 農 業 委 員 会 の 管 轄 区 域 以

外 の 農 地 等 に つ い て 権 利 の 設 定 ま た は 移 転 を し よ う と す る 場 合 で 、 農 業

委 員 会 が 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 を 行 う 場 合 に は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

を 管 轄 す る 農 業 委 員 会 と 連 絡 を 密 に す る こ と 。  

（ ２ ） ６ か ら ８ に つ い て 、 ４ の 定 期 報 告 に 係 る 農 地 等 の 所 在 地 を 管 轄 す る 農

業 委 員 会 が 複 数 あ る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ の 農 業 委 員 会 が 相 互 に 連 絡 を 密

に し て 対 応 す る こ と 。  

     特 に 、 勧 告 に 際 し て は 、 そ の 複 数 の 農 業 委 員 会 が 連 名 で 行 う か 同 時 送

付 と す る こ と が 適 当 で あ る こ と 。  
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別図    農地所有適格法人が所有する農地等の買収手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※買収すべき農地等が公示された後も農業委員会は当該法人の申出に基づき農地等の譲渡しについてあっせんを行う｡(第7条第9項)

毎年の定期報告 
(第 6 条第１項) 

農地所有適格法人の要件を欠くお
それがあると認められる場合 

立ち入り調査の実施 
（第 14 条第 1 項） 

要件を満たさなくなることを防止するため
の措置をとるべきことを勧告（第 6 条第２項） 

営農継続の意思がある場合 営農継続の意思がない場合 

勧告を受けた法人の申出に基づき、 
農業委員会が農地等の譲渡しについて 

あっせんに努める。（第 6 条第３項） 

あっせん成立 あっせん不成立 

農地所有適格法人の要件を充足してい
る場合 

農地所有適格法人の要件を欠いてい
る場合 

買収すべき農地等の公示（第 7 条第 2 項） 

農地所有適格法人の要件を充足した旨の
届出（第 7 条第５項） 

届出が真実で 
あると認められ

る場合 

届出が真実で 
あると認められ

ない場合 

その旨を公示 
（第 7 条第６項） 

買収すべき農地の公示の取消 
（第 7 条第 5 項） 

農地所有適格法人の要件を欠いている場合 

他者への所有権の 
譲渡し等が成立 

した場合 

他者への所有権の 
譲渡し等が成立 
しない場合 

農地等の買収はせず 農地等を買収 引き続き農地所有適格法人 
として営農継続 

３
か
月
間 

３
か
月
間 

３
か
月
間 

３
か
月
間 
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第３ 農地法第４条および第５条関係  

       （知事または指定市町の長による許可）  

 

１   農 地 転 用 許 可 の 概 要  

（ １ ）農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 者 は 、知 事（ 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 の 農 業

上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 に 関 す る 施 策 の 実 施 状 況 を 考 慮 し て

農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 市 町（ 以 下 、「 指 定 市 町 」と い う 。）の 区 域 内 に あ

っ て は 、指 定 市 町 の 長 。以 下「 知 事 等 」と い う 。）の 許 可 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。（ 法 第 ４ 条 第 １ 項 ）  

（ ２ ） 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る た め ま た は 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外

の も の（ 農 地 を 除 く 。）に す る た め 、所 有 権 を 移 転 し 、ま た は 地 上 権 、永

小 作 権 、質 権 、使 用 貸 借 権 、賃 借 権 そ の 他 の 使 用 お よ び 収 益 を 目 的 と す る

権 利 を 設 定 し 、ま た は 移 転 す る 場 合 に は 、当 事 者 が 知 事 等 の 許 可 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。（ 法 第 ５ 条 第 １ 項 ）  

（３）知 事 等 は 、当 分 の 間 、４ ヘ ク タ ー ル を 超 え る 農 地 に 係 る 第 ４ 条 、第 ５ 条

の 許 可 を し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 農 林 水 産 大 臣 に 協 議 し な け れ ば

な ら な い 。（ 法 附 則 第 ２ 項 第 １ 号 、 第 ３ 号 ）  
区分

許可 
権者 

４ 条 許 可  ５ 条 許 可  

知事  

農地を転用する場合  農地または採草放牧地（農地にする場合

を除く。）について、転用するために権

利の設定または移転をする場合  

指定市
町の長  

指定市町の区域内の農地を転用する場

合  

指定市町の区域内の農地または採草放

牧地について，転用するために権利の設

定または移転をする場合  

大臣  

協議  

同一の事業の目的に供するため 4ha 超（地域整備法に基づく場合を除く。）の農

地  
 
（ ４ ）国 ま た は 県 等 が 、学 校 、社 会 福 祉 施 設 、病 院 、庁 舎 、宿 舎 と い っ た 公 共

施 設 の 設 置 の 用 に 供 す る た め に 農 地 を 転 用 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、

国 ま た は 県 等 と 知 事 等 と の 協 議 が 成 立 す る こ と を も っ て 許 可 が あ っ た も

の と み な さ れ る 。（ 法 第 ４ 条 第 ８ 項 、第 ５ 条 第 ４ 項 ）（ 詳 細 は 、「 第 １ ７  法

定 協 議 」 参 照 ）  

 

２   許 可 を 要 し な い 主 な 場 合  

    主 と し て 、 下 記 に 掲 げ る 農 地 転 用 に つ い て は 、 例 外 と し て 転 用 許 可 を 受

け な く て も よ い こ と と さ れ て い る 。  

  （ １ ）国 ま た は 県 等（ 県 ま た は 指 定 市 町 を い う 。以 下 同 じ 。）が 、道 路 、農

業 用 用 排 水 施 設 そ の 他 の 地 域 振 興 上 ま た は 農 業 振 興 上 の 必 要 性 が 高 い
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と 認 め ら れ る 施 設（ 規 則 第 ２ ５ 条 各 項 の 学 校 、社 会 福 祉 施 設 、病 院 、庁

舎 、 宿 舎 等 を 除 く 。） の 用 に 供 す る 転 用 （ 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 、 法 第

５ 条 第 １ 項 第 １ 号 ）  

（ 注 ）市 町 が 公 用 ま た は 公 共 用 の 目 的 の た め に 農 地 転 用 を す る 場 合 は 、下 記 の

例 外 に 該 当 し な い 限 り 、許 可 は 必 要 で あ る こ と 。例 え ば 、学 校 、社 会 福 祉

施 設 、病 院 、庁 舎 、宿 舎 等 、住 宅 団 地 、 工 業 団 地 を 造 成 す る 場 合 、許 可 が

必 要 で あ る の で 、 特 に 注 意 す る こ と 。  

（ ２ ） 土 地 収 用 法 そ の 他 の 法 律 に よ っ て 収 用 し 、 ま た は 使 用 し た 農 地 に 係 る

転 用 （ 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ６ 号 、 法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ５ 号 ）  

（ ３ ）市 町 等 の 地 方 公 共 団 体 が 、道 路 、河 川 等 土 地 収 用 法 第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る

も の の 敷 地 に 供 す る た め の 転 用（ 学 校 、病 院 、庁 舎 等 を 除 く 。）（ 規 則 第 ２

９ 条 第 ６ 号 、 規 則 第 ５ ３ 条 第 ５ 号 ）  

（ ４ ）土 地 改 良 法 に 基 づ く 土 地 改 良 事 業 に よ る 転 用（ 規 則 第 ２ ９ 条 第 ４ 号 、規

則 第 ５ ３ 条 第 ４ 号 ）  

（ ５ ） 土 地 区 画 整 理 法 に 基 づ く 土 地 区 画 整 理 事 業 に よ り 公 園 等 公 共 施 設 を 建

設 す る た め ま た は そ の 建 設 に 伴 う 転 用 宅 地 の 代 地 に 供 す る た め の 転 用

（ 規 則 第 ２ ９ 条 第 ５ 号 ）  

（ ６ ） 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進

計 画 に 定 め る と こ ろ に よ っ て 行 わ れ る 転 用（ 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ３ 号 、法 第

５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 ）  

（ ７ ） 特 定 農 山 村 法 に 基 づ く 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ っ て

行 わ れ る 転 用 （ 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 、 法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ３ 号 ）  

  （ 注 ） 特 定 農 山 村 法 ＝ 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の

基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  

（ ８ ） 電 気 事 業 者 が 送 電 用 電 気 工 作 物 等 に 供 す る た め の 転 用 （ 規 則 第 ２ ９ 条

第 １ ３ 号 、 規 則 第 ５ ３ 条 第 １ １ 号 ）（ １ ０ 参 照 ）  

（ ９ ） 市 街 化 区 域 内 の 農 地 等 に つ い て 、 あ ら か じ め 当 該 農 地 が 所 在 す る 農 業

委 員 会 に 届 け 出 て 行 う 転 用（ 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 、法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ６

号 ）  

（ 10） 耕 作 の 事 業 を 行 う 者 が 、 そ の 農 地 を そ の 者 の 耕 作 の 事 業 に 供 す る 他 の

農 地 の 保 全 も し く は 利 用 の 増 進 の た め 、ま た は そ の 農 地（ ２ ア ー ル 未 満 の

も の に 限 る 。）を そ の 者 の 農 作 物 の 育 成 等 の た め の 農 業 用 施 設 に 供 す る た

め の 転 用 （ 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ 号 ）  

（ 11） 道 路 整 備 特 別 措 置 法 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 会 社 ま た は 地 方 道 路 公 社

が 道 路 の 敷 地 に 供 す る た め の 転 用（ 規 則 第 ２ ９ 条 第 ７ 号 、規 則 第 ５ ３ 条 第

６ 号 ）  

（ 12）認 定 電 気 通 信 事 業 者 が 有 線 電 気 通 信 の た め の 線 路 、空 中 線 系（ そ の 支 持

物 を 含 む 。）、 中 継 施 設 等 の 用 に 供 す る た め の 転 用 （ 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ ６

号 、 規 則 第 ５ ３ 条 第 １ ４ 号 ）  
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３   申 請 事 務 の 流 れ 等  

（ １ ） 申 請 事 務 の 流 れ  

① 知 事 許 可 の 場 合  

 

 

 

 
 

 

（30a を超える場合等は、  （４ha を超える場合） 

               ②の前に意見を聴く。） 

 

 

           意見聴取   回答       協議    同意  
 

 
①申請書提出        ②申請書送付    

                     （意見書添付）  
 
         ④許可書送付         ③許可書交付    
 

 

 

②指定市町許可の場合  

（特例条例による許可権限（４ha 以下）の移譲を受けた市町の場合）  

 

 

 

 

 

 

（30a を超える場合等は、   

               ②の前に意見を聴く。） 

 

             意見聴取   回答 

 

                    （４ha を超える場合） 

         ①申請書提出          協議 

         
 

      ② ②許可書交付          同意    
 

※地方自治法第１８０条第２項の規定により市町事務を農業委員会へ事務委任する場合 
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（ ２ ） 標 準 処 理 期 間  

知 事 等 が 申 請 書 お よ び 意 見 書 の 受 理 後 、処 分 を す る ま で に 通 常 要 す べ き

標 準 的 な 期 間 は ２ 週 間 と す る 。  

 

４   農 地 転 用 許 可 申 請 手 続  

（ １ ） 法 第 ４ 条 の 許 可 申 請 手 続  

   農 地 を 転 用 す る た め 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 に は 様

式 第 ３ － １ 号 に よ る 申 請 書 を 当 該 農 地 の 所 在 す る 区 域 を 管 轄 す る 農 業 委

員 会（ 以 下「 関 係 農 業 委 員 会 」と い う 。）を 経 由 し て 知 事 等 に 提 出 さ せ る 。  

（ ２ ） 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 手 続  

転 用 の 目 的 で 農 地 等 に つ い て 権 利 を 設 定 し 、 ま た は 移 転 す る た め 法 第

５ 条 第 1 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 に は 様 式 第 ３ － ２ 号 に よ る 申 請 書

を 関 係 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 に 提 出 さ せ る 。 そ の 農 地 の 権 利 を 取

得 す る 者 が 同 一 の 事 業 （ 同 一 の 事 業 主 体 が 一 連 の 事 業 計 画 の 下 に 転 用 し

よ う と す る 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 目 的 に 供 す る た め そ の 農 地 と 併

せ て 採 草 放 牧 地 に つ い て 権 利 を 取 得 す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。        

（ ３ ） 許 可 の 申 請 者  

  ①  法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 を 申 請 す る 場 合 は 、 農 地 を 転 用 し よ う と す る

者  

  ②  法 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 を 申 請 す る 場 合 は 、 農 地 等 に つ い て 権 利 を 取

得 し よ う と す る 者 お よ び そ の 者 の た め に 権 利 を 設 定 し 、ま た は 移 転 し よ

う と す る 者 の 双 方 と す る 。  

た だ し 、 次 の 場 合 に は 単 独 申 請 が 認 め ら れ て い る 。（ 規 則 第 １ ０ 条 第

１ 項 各 号 、 規 則 第 ５ ０ 条 第 １ 項 た だ し 書 ）  

ア  そ の 申 請 に 係 る 権 利 の 設 定・移 転 が 競 売 、公 売 、遺 贈 そ の 他 の 単 独

行 為 に よ る 場 合  

イ  そ の 申 請 に 係 る 権 利 の 設 定・移 転 に 関 し 、判 決 の 確 定 、裁 判 上 の 和

解 請 求 の 認 諾 、民 事 調 停 法 に よ る 調 停 の 成 立 、家 事 事 件 手 続 法 に よ る

審 判 の 確 定 、 調 停 が 成 立 し た 場 合  
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５   申 請 書 記 載 の 留 意 事 項（「 許 可 申 請 書 の 記 載 事 項（ 規 則 第 １ １ 条 、規 則 第

３ １ 条 、 規 則 第 ５ ７ 条 の ５ ）」）  

（ １ ） 冒 頭 の 部 分  

農地法第５条第 1 項の規定による許可申請書  

                                                    年     月     日   

福井県知事  
様  

市町長  

 

                                      申請者  

                                       譲受人（借人）                   

                                       譲渡人（貸人）                   

       

  ①   法 人 が 申 請 者 と な る 場 合 は 、 例 え ば 〇 〇 株 式 会 社  代 表 取 締 役 〇 〇

〇 〇 と 記 載 す る こ と 。  

     ②   営 農 組 合 等 の 法 人 格 の な い 団 体 、い わ ゆ る「 法 人 格 な き 社 団（ 権 利

能 力 な き 社 団 ）」 に 該 当 す る も の に つ い て は 、 申 請 の 当 事 者 と な り 得

ず 、 あ く ま で 組 合 長 等 の 代 表 者 個 人 が 申 請 者 と な る 。  

     （ 注 ）申 請 者（ 法 第 ５ 条 の 場 合 は 譲 渡 人 ま た は 譲 受 人 ）が ２ 名 以 上 の 場 合

は 、何 某 外 〇 名 と し 、次 に 説 明 す る（ ２ ）の「 １  当 事 者 の 氏 名 お よ び

住 所 等 」 の 部 分 に は 「 別 紙 記 載 の と お り 」 と 記 載 し て 別 紙 を 添 付 す る

こ と が で き る 。  

           

 

  （ 別 紙 ）  

   当事者の別  氏       名  住            所  

   譲   受   人    

   

   

   

   譲   渡   人    
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（ ２ ）「 １  当 事 者 の 氏 名 お よ び 住 所 等 」 に 関 す る 部 分  

    ①   法 人 に あ っ て は 、名 称 、代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 記

載 す る 。  

    ②   譲 渡 人 （ 法 第 ４ 条 に あ っ て は 申 請 人 ）の 住 所 と 土 地 の 登 記 事 項 証 明

書 の 住 所 が 異 な る 場 合 は 、 原 則 と し て 住 所 変 更 登 記 手 続 を 了 し て か ら

申 請 す る こ と 。緊 急 や む を 得 な い 場 合 に は 、住 所 移 転 の 経 過 を 示 す 書 類

（ 住 民 票 ま た は 戸 籍 の 附 票 ） を 添 付 す る こ と 。  

（ ３ ）「 ２  許 可 を 受 け よ う と す る 土 地 の 所 在 等 」 に 関 す る 部 分  

    ①   土 地 の 所 在 は 、 登 記 事 項 証 明 書 の 「 所 在 」 の う ち 「 〇 〇 市 （ 町 ） 〇

〇 」 と 記 入 す る こ と 。  

    ②   字 は 、登 記 事 項 証 明 書 の「 所 在 」の う ち「 ２ ５ 字（ 例 ）」の よ う に 記

入 す る こ と 。  

    ③   地 番 は 、登 記 事 項 証 明 書 の「 地 番 」を「 １ 番 ２（ 例 ）」の よ う に 記 入

す る こ と 。  

    ④   面 積 の 記 入 に つ い て  

      ア   土 地 の 面 積 は 、 登 記 事 項 証 明 書 の 「 地 積 」 に よ る こ と 。 た だ し 、

登 記 簿 の 地 積 が 著 し く 事 実 と 相 違 す る 場 合 お よ び 登 記 簿 の 地 積 が な

い 場 合 に は 、 実 測 に 基 づ き 、 農 業 委 員 会 が 認 定 し た と こ ろ に よ る 。

（ 法 第 ５ ６ 条 ）  

      イ   １ 筆 の 土 地 の 一 部 を 転 用 す る と き は 、あ ら か じ め 分 筆 し て お く こ

と が 望 ま し い が 、や む を 得 な い 場 合 に は 、面 積 欄 に「 〇 〇 ㎡ の う ち 〇

㎡ 」 と 記 入 し 、 求 積 図 を 添 付 す る こ と 。  

⑤   一 筆 の 土 地 に つ き 設 定 ま た は 移 転 し よ う と す る 権 利 の 譲 受 人（ 借 人 ）

が 複 数 で あ る 場 合 、各 々 の 権 利 に 係 る 持 分 を 記 載 す る こ と 。ま た 、記 載

す る ス ペ ー ス が な い 場 合 は 、 別 紙 を 添 付 し 、 各 筆 に つ い て 各 々 の 権 利

に 係 る 持 分 を 記 載 し て も 差 し 支 え な い 。  

⑥  市 街 化 区 域・市 街 化 調 整 区 域・そ の 他 の 区 域 の 別 に つ い て は 、申 請 土

地 が 都 市 計 画 法 に よ る 市 街 化 区 域 、 市 街 化 調 整 区 域 ま た は こ れ 以 外 の

区 域 の い ず れ に 含 ま れ て い る か を 記 載 す る 。  

（ ４ ）「 ３  転 用 計 画 」 に 関 す る 部 分  

    ①   申 請 者 が 許 可 を 受 け た 後 、申 請 に 係 る 土 地 を 利 用 す る こ と と な る 事

由 を 記 載 す る こ と 。 例 え ば 、 住 宅 、 工 場 兼 事 務 所 等 と 記 載 す る 。  

        山 林 に 転 用 す る 場 合 に は 、植 林 と 記 入 す る こ と 。（樹 種 、本 数 を 記 入 。

例 ： 杉 苗 ３ ０ ０ 本 ）  

    ②   転 用 し な け れ ば な ら な い 事 由 に つ い て 明 確 に 記 載 す る こ と 。  

③   操 業 期 間 （ 利 用 期 間 ） は 、 期 間 の 明 確 な 砂 利 採 取 等 の 一 時 転 用 に つ

い て 記 載 し 、そ の 他 の 場 合 は「 許 可 あ り 次 第 永 久 」と 記 入 し て も よ い 。  

    ④   建 築 面 積 は 、 真 上 か ら 見 た 時 の 水 平 投 影 面 積 を 記 入 す る こ と 。  

        当 該 申 請 地 以 外 に 法 第 ４ 条（ ま た は 第 ５ 条 ）の 申 請 を 行 っ て い る 場
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合 に は 、 そ の 全 体 の 合 計 面 積 を （  ） 書 き で 記 入 す る こ と 。  

        工 事 計 画 が 長 期 に わ た る も の で あ る と き は 、で き る か ぎ り 工 事 計 画

を ６ か 月 単 位 で 区 分 し て 記 載 す る こ と 。３ 期 以 上 に わ た る 場 合 に は 、別

紙 に よ り 工 事 計 画 書 を 添 付 す る こ と 。  

    ⑤   着 工 か ら 工 事 完 成 ま で の 期 間 を も れ な く 記 入 す る こ と 。  

（ ５ ）「 ４  権 利 を 設 定 、 移 転 し よ う と す る 契 約 の 内 容 」 に 関 す る 部 分  

      所 有 権 の 場 合 は 、移 転 に ○ 、 賃 借 権 、使 用 貸 借 権 等 の 場 合 に は 、 設 定

に ○ を 付 け る こ と 。時 期 に つ い て は 、契 約 で 定 め た 年 月 日 を 記 入 す る が 、

許 可 あ り 次 第 と 記 入 し て も よ い 。  

（ ６ ）「 ５  資 金 調 達 に つ い て の 計 画 」 に 関 す る 部 分  

      転 用 目 的 の 実 現 に 必 要 な 資 金 の 調 達 の 裏 付 け と な る も の で あ り 、当 該

転 用 計 画 を 実 施 す る の に 必 要 な 全 て の 資 金 に つ い て 記 載 す る こ と 。 経 費

の 区 分 ご と に 金 額 を 記 入 し 、 さ ら に 当 該 金 額 の 総 額 に つ い て 具 体 的 な 調

達 方 法 （ 自 己 資 金 、 借 入 金 等 ） を 記 入 す る こ と 。  

（ ７ ）「 ６  転 用 す る こ と に よ っ て 生 ず る 付 近 の 土 地 、作 物 、家 畜 等 の 被 害 の 防

除 施 設 の 概 要 」 に 関 す る 部 分  

      申 請 地 の 周 囲 に 農 地 が あ る 場 合 に は 、申 請 書 記 載 欄 は「 別 紙 の と お り 」

と し 、申 請 地 付 近 の 農 地 、作 物 等 に 対 す る 被 害 防 除 策 の 実 施 計 画 を「 被 害

防 除 策 等 概 要 書 （ 様 式 第 ３ － ７ 号 ）」 で 明 示 す る こ と 。  

（ ８ ）「 ７  そ の 他 の 参 考 と な る べ き 事 項 」 に 関 す る 部 分  

    ①   申 請 に か か る 土 地 が 市 街 化 調 整 区 域 内 に あ る 場 合 に は 、転 用 行 為 が

開 発 行 為 許 可 を 要 す る も の で あ る と き は そ の 旨 お よ び 市 街 化 調 整 区 域

に あ っ て は 都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号 を 記 載 す る こ と 。  

    ②   相 続 登 記 、 住 所 変 更 登 記 等 が 未 了 の 場 合 は 、 そ の 手 続 状 況 等 、隣 接

す る 山 林 、宅 地 等 を 同 時 に 利 用 す る 場 合 は 、そ の 面 積 等 、同 時 に 他 法 令

の 許 認 可 を 要 す る 場 合 は 、そ の 手 続 状 況（ 申 請 中 、許 認 可 の 見 込 、許 認

可 済 ） そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項 に つ い て 記 載 す る こ と 。  

 

６   添 付 書 類 （「 許 可 申 請 の 添 付 書 類 （ 規 則 第 ３ ０ 条 、 規 則 第 ５ ７ 条 の ４ 」）  

    法 第 ４ 条 ま た は 第 ５ 条 許 可 申 請 に 必 要 な 添 付 書 類 は 、 原 則 と し て 別 紙 ２

の と お り と し 、別 紙 ３ の 審 査 上 の 留 意 点 を 参 照 す る こ と 。ま た 、一 時 転 用 に

つ い て は 、別 紙 ４ を 併 せ て 参 照 す る こ と 。た だ し 、審 査 に 当 た っ て 農 業 委 員

会 ま た は 県 が 特 に 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 に は 、 そ の 他 の 書 類 の 提 出 を 求

め る こ と が で き る こ と と す る が 、 申 請 者 の 負 担 軽 減 の 観 点 か ら そ の 他 の 書

類 の 提 出 は 必 要 最 小 限 に 止 め る も の と す る 。  

    な お 、 県 に 提 出 す る 書 類 は 、 原 本 を 提 出 す る も の と す る 。  

  【 特 に 留 意 す べ き 事 項 】  

（ １ ） 周 辺 農 地 へ の 被 害 防 除 策 を 示 し た 書 面  

①   申 請 地 の 周 辺 に 農 地 が あ る 場 合 は 、被 害 防 除 策 等 概 要 書（ 様 式 第 ３ －
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７ 号 ）を 提 出 さ せ る こ と と し 、原 則 的 に は 隣 接 農 地 の 所 有 者 お よ び 耕 作

者 の 同 意 書 を 添 付 さ せ な い こ と 。  

②   周 辺 農 地 へ の 被 害 防 除 策 を 示 し た 書 面 が 提 出 さ れ た と き は 、 農 業 委

員 会 に お い て 調 査 を 行 い 、当 該 被 害 防 除 策 が 講 じ ら れ れ ば 、周 辺 農 地 へ

の 被 害 は な い と 判 断 す る 旨 を 、農 業 委 員 会 は 農 業 委 員 会 の 意 見 書 に お い

て 明 ら か に す る こ と 。  

③  被 害 防 除 策 等 概 要 書 に 記 載 さ れ て い る 取 水 ・ 排 水 の 方 法 等 に つ い て 、

取 水・排 水 に 関 す る 図 面 の 添 付 を 求 め る こ と と し て い な い 転 用 事 業（ 建

売 分 譲 住 宅 、工 場 、商 業 施 設 以 外 の も の ）で あ っ て も 、事 業 計 画 平 面 図

等 に よ り 、そ の 具 体 的 な 方 法 を 確 認 す る と と も に 、必 要 に 応 じ て 、許 可

申 請 者 に 記 入 等 を 求 め る こ と 。  

ま た 、 農 業 委 員 会 に よ る 人工衛星等利用調査又は実地調査に お い て 十 分

な 確 認 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） 転 用 を 行 う た め の 必 要 な 資 力 ・ 信 用 が あ る こ と を 証 す る 書 面  

農 地 を 転 用 す る た め の 許 可 申 請 に お い て 、「 資 金 計 画 に 基 づ い て 事 業 を

実 施 す る た め に 必 要 な 資 力 お よ び 信 用 が あ る こ と を 証 す る 書 面 」を 許 可 申

請 書 に 添 付 す る こ と と さ れ て い る 。（ 規 則 第 ３ ０ 条 第 ４ 号 、 規 則 第 ５ ７ 条

の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 ）  

こ の 法 定 添 付 書 類 は 、転 用 目 的 や 転 用 事 業 に 要 す る 費 用 の 多 寡 を 問 わ ず 、

農 地 転 用 許 可 申 請 書 に 添 付 さ れ る 必 要 が あ る 。  

具 体 的 に は 、例 え ば 次 に 掲 げ る 書 面 ま た は そ の 写 し の よ う に 、資 力 お よ

び 信 用 が あ る こ と を 客 観 的 に 判 断 す る こ と が で き る も の と す る こ と が 考

え ら れ る 。）   

ａ  金 融 機 関 等 が 発 行 し た 融 資 を 行 う こ と を 証 す る 書 面 そ の 他 の 融 資 を

受 け ら れ る こ と が 分 か る 書 面   

ｂ  預 貯 金 通 帳 、 金 融 機 関 等 が 発 行 し た 預 貯 金 の 残 高 証 明 書 そ の 他 の 預

貯 金 の 残 高 が 分 か る 書 面（ 許 可 を 申 請 す る 者 ま た は そ の 者 の 住 居 若 し

く は 生 計 を 一 に す る 親 族 の も の に 限 る 。）   

ｃ  源 泉 徴 収 票 そ の 他 の 所 得 の 金 額 が 分 か る 書 面   

ｄ  青 色 申 告 書 、 財 務 諸 表 そ の 他 の 財 務 の 状 況 が 分 か る 書 面  

な お 、 転 用 目 的 が 、「 資 金 計 画 2 ,50 0 万 円 以 下 の 事 業 、 個 人 住 宅 や 植 林

等 、 都 市 計 画 法 の 用 途 地 域 内 に あ り か つ 転 用 面 積 が 1 ,0 00 ㎡ 未 満 の 場 合 」

で あ っ て 、残 高 証 明 書 や 融 資 証 明 書 の 添 付 が 難 し い 場 合 に 、b の 預 金 通 帳

等 の 写 し（ 通 帳 の 名 義 お よ び 資 金 残 高 を 確 認 で き る ペ ー ジ の 写 し（ 許 可 を

申 請 す る 者 の も の に 限 る 。）。残 高 の 記 帳 日 は お お む ね 申 請 前 １ か 月 以 内 の

日 付 で あ る こ と 。） の 添 付 を 可 と す る 。  

ま た 、個 人 が 農 地 を 住 宅 等 に 転 用 す る 目 的 で 金 融 機 関 等 か ら 融 資 を 受 け

る 場 合 で あ っ て 、融 資 元 の 金 融 機 関 等 か ら 転 用 許 可 申 請 時 に 融 資 証 明 書 の

発 行 を 受 け る こ と が で き な い 場 合 、代 替 書 類 の 添 付 を 可 と す る（ 資 金 計 画
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2 ,5 00 万 円 を 超 え る 資 金 を 要 す る と き（ 個 人 住 宅 、植 林 、用 途 地 域 内 で の

1 ,0 00 ㎡ 未 満 の 転 用 事 業 を 除 く 。）に つ い て は 、こ れ ま で 同 様 、金 融 機 関 等

の 証 明（ 融 資 証 明 書 ま た は 残 高 証 明 書 ）を 添 付 す る こ と が 必 要 で あ り 、こ

れ を 緩 和 す る も の で は な い 。）。  

（ 注 １ ） 上 記 の 代 替 書 類 の 具 体 的 な 基 準  

金 融 機 関 等 の 書 式 ま た は 発 行 す る 書 類 で あ っ て 、融 資 元 の 金 融 機

関 等 が 融 資 の 申 込 み を 受 け 付 け て い る こ と が 、当 該 金 融 機 関 等 の 使

用 す る 印 ま た は 担 当 者 印 、 奥 書 等 に よ り 客 観 的 に 確 認 で き る こ と

（ 転 用 事 業 計 画 者 本 人 の 自 署 や 押 印 の み で は 不 可 ）。  

例 え ば 、次 の よ う な 添 付 書 類 が 考 え ら れ る（ 書 式 、名 称 は 金 融 機

関 等 ご と に 異 な る 。）。  

［ 例 ］融 資 予 定 証 明 書 、融 資 申 請 書（ の 写 し ）、融 資 見 込 額 通 知 書

（ の 写 し ）、 融 資 審 査 結 果 通 知 書 （ の 写 し ）  

（ 注 ２ ） 本 県 で は 、「 資 金 計 画 2 ,5 00 万 円 以 下 の 事 業 、 個 人 住 宅 や 植 林 等 、

都 市 計 画 法 の 用 途 地 域 内 に あ り か つ 転 用 面 積 が 1 ,0 00 ㎡ 未 満 の 場 合 」

の 転 用 目 的 に つ い て 、平 成 ２ ５ 年 ４ 月 の 農 業 会 議 諮 問 案 件 か ら 、資 金

計 画 書 （ 様 式 ３ － 12 号 ） に 添 付 す る 残 高 証 明 書 や 融 資 証 明 書 の 添 付

を 求 め る こ と と し た 。  

（ ３ ） 相 続 登 記 手 続 き 未 済 の 場 合  

      相 続 登 記 手 続 き 未 済 の 場 合 は 、原 則 と し て 相 続 登 記 手 続 を 終 え て か ら

申 請 す る こ と 。  

      緊 急 や む を 得 な い 場 合 に は 、 次 の 書 類 の 添 付 を 求 め る こ と 。  

      ① 相 続 関 係 説 明 図 、② 戸 籍 謄 本 、 ③ 戸 籍 の 附 票 ま た は 住 民 票 、 ④ 遺 産

分 割 協 議 書 、 相 続 放 棄 書 ま た は 他 の 相 続 人 の 同 意 書  

（ ４ ） 駐 車 場 、 資 材 置 場 等 を 目 的 と す る 申 請  

      転 用 目 的 が 駐 車 場 や 資 材 置 場 の よ う に 建 築 物 の 建 築 等 を 伴 わ な い も

の（ 以 下「 資 材 置 場 等 」と い う 。）で あ る 場 合 は 、そ の 必 要 性 が 判 断 で き

る よ う に 、資 材 置 場・駐 車 場 等 事 業 計 画 書（ 様 式 第 ３ － ８ 号 ）を 添 付 す る

こ と 。  

      ま た 、人工衛星等利用調査または実地調査の 際 に は 、当 該 申 請 地 の み な ら

ず 現 有 資 材 置 場（ 駐 車 場 ）も 調 査 し 、現 有 地 だ け で は 狭 小 で 不 足 し て い る

か ど う か を 確 認 す る こ と 。  

      な お 、貸 資 材 置 場 、貸 駐 車 場（ 相 手 方 が 特 定 さ れ な い も の を 除 く 。）を

転 用 目 的 と す る 場 合 は 、実 際 に 資 材 置 場（ 駐 車 場 ）を 使 用 す る 事 業 者 に つ

い て 事 業 計 画 書 を 添 付 さ せ る こ と 。  

ま た 、当 該 転 用 目 的 ど お り 十 分 な 利 用 が な さ れ な い ま ま 他 用 途 に 転 換 さ

れ る こ と が な い よ う 、農 地 転 用 許 可 権 者 お よ び 農 業 委 員 会 は 、次 に よ り 対

応 す る 。  
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① 恒 久 転 用 に よ り 資 材 置 場 等 と す る 目 的 で 農 地 転 用 許 可 申 請 の 相 談 が

あ っ た 場 合 の 対 応  

 ア  農 業 委 員 会 は 、相 談 者 か ら 提 示 さ れ た 事 業 計 画 か ら 、一 時 転 用 に

よ り 目 的 が 達 成 で き る 事 案 か ど う か を 検 討 す る 。  

 イ  ア の 検 討 の 結 果 、一 時 転 用 に よ り 目 的 が 達 成 で き る 事 案 か ど う か

に つ い て 疑 義 が あ る 場 合 は 、 農 地 転 用 許 可 権 者 と 協 議 す る 。  

 ウ  農 業 委 員 会 は 、イ の 協 議 の 結 果 、当 該 事 案 が 一 時 転 用 に よ り 目 的

が 達 成 で き る と さ れ た 場 合 は 、相 談 者 に 対 し 、一 時 転 用 に よ る 許 可

申 請 を 行 う よ う 指 導 す る 。  

② 資 材 置 場 等 と す る 目 的 で 恒 久 転 用 の 許 可 を 行 う 場 合 の 取 扱 い と そ の  

後 の 対 応  

ア  農 地 転 用 許 可 権 者 は 、資 材 置 場 等 と す る 目 的 の 恒 久 転 用 許 可 を 行

う 場 合 は 、「 工 事 の 完 了 の 報 告 の あ っ た 日 か ら ３ 年 間 、６ か 月 ご と に

事 業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 」 と い う 条 件 を 付 す る も の と す る 。 

イ  ア の 報 告 は 様 式 第 ６ － ７ 号 に よ り 行 う も の と し 、農 業 委 員 会 を 経

由 し て 農 地 転 用 許 可 権 者 へ 報 告 す る も の と す る 。（ 第 ６ の １ 参 照 ）  

  な お 、当 該 報 告 や 現 地 確 認 に お い て 、許 可 に 係 る 土 地 が 事 業 計 画

と 異 な る 目 的 に 使 用 さ れ て い る 場 合 は 、許 可 を 受 け た 者 か ら 事 情 を

聴 取 等 し た う え で 、法 第 ５ １ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 該 当 す る か ど う か を

確 認 し 、該 当 す る 場 合 は 同 項 の 規 定 に 基 づ く 処 分 を 検 討 す る も の と

す る 。  

加 え て 、過 去 に 資 材 置 場 等 に 供 す る 目 的 で 農 地 転 用 許 可 を 受 け た こ と の

あ る 事 業 者 か ら 新 た な 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、過 去 に 実 施 し た 転 用 事 業 が

当 初 計 画 ど お り に 実 施 さ れ て い る か 確 認 す る 必 要 が あ る 。  

ま た 、資 材 置 場 等 の 目 的 で 申 請 が あ っ た 土 地 が 電 気 事 業 者 に よ る 再 生 可

能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 調 達 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 23 年 法 律 第 108 号 ）

第 ９ 条 第 ３ 項 に 基 づ く 認 定 を 受 け た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 計 画 の

設 備 の 所 在 地 と な っ て い る 場 合 で あ っ て 、農 地 転 用 許 可 の 基 準 上 、当 該 設

備 の 設 置 が 許 可 で き な い 土 地 で あ る 場 合 に あ っ て は 、偽 り そ の 他 不 正 の 手

段 に よ り 農 地 転 用 許 可 を 得 よ う と し て い る 可 能 性 を 考 慮 し 、事 業 者 等 か ら

事 情 を 聴 取 す る な ど 、 慎 重 か つ 十 分 な 審 査 を 行 う 必 要 が あ る 。  

（ ５ ） 違 反 転 用 後 に お け る 申 請  

始 末 書 を 添 付 す る こ と と し 、転 用 し た 理 由 お よ び 転 用 時 期 を 明 記 す る

こ と 。  

ま た 、農 業 委 員 会 に お い て 現 地 調 査 を 行 い 、現 況 の 写 真 を 農 業 委 員 会

の 意 見 書 に 添 付 す る こ と 。  
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（ ６ ） そ の 他  

    ①   一 つ の 事 業 計 画 で 申 請 が 二 件 以 上 に わ た る 場 合 は 、 共 通 す る 書 類

（ 法 人 関 係 書 類 、位 置 図 、事 業 計 画 図 等 ）は 省 略 し て 差 し 支 え な い こ と 。 

        申 請 者 に よ っ て は 申 請 書 ご と に あ え て 配 置 図 や 資 金 計 画 を 分 割 す

る な ど か え っ て 事 業 全 体 を わ か り に く く し て い る 場 合 が あ る 。  

        こ の た め 、申 請 者 に 無 用 の 負 担 を か け る こ と な く 、ま た 事 業 計 画 を

的 確 に 把 握 す る た め に 、次 に 留 意 の 上 、事 業 計 画 全 体 に つ い て 添 付 資 料

を 作 成 し 、共 通 書 類 に つ い て は 省 略 す る と と も に 、農 地 転 用 申 請 状 況 一

覧 （ 様 式 第 ３ － １ ５ 号 ） を 添 付 す る よ う 申 請 者 に 指 導 す る こ と 。  

      ア   想定さ れる一つの事業計画で申請が二件 以上にわたる場 合（例示） 

        （ ア ）  自 己 所 有 地 と 他 人 か ら 所 有 権 等 の 権 利 移 転 を 伴 う 土 地 に わ

た り 、 転 用 す る 場 合 （ ４ 条 申 請 と ５ 条 申 請 の 分 割 申 請 ）  

        （ イ ）   転 用 面 積 が 大 き い こ と か ら 譲 渡 人 が 数 名 に な る た め 、譲 渡

人 単 位 で 申 請 書 を 分 割 す る 場 合    

        （ ウ ）  事 業 計 画 区 域 を 拡 大 す る も の で 転 用 許 可 を 受 け て い る 農 地

以 外 の 農 地 を 新 た に 計 画 区 域 に 加 え て 事 業 を 行 う 場 合 の 事 業

計 画 変 更 承 認 申 請 と 農 地 転 用 許 可 申 請  

        （ エ ）   事 業 承 継 し 、か つ 、新 た に 農 地 を 加 え て 事 業 実 施 し よ う と

す る 場 合 の 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 と 農 地 転 用 許 可 申 請  

      イ   共 通 す る 書 類 と し て 一 件 ご と に は 省 略 が 可 能 な 書 類  

        （ ア ）   事 業 計 画 全 体 で 作 成 し た 上 で 省 略 可 能 な 書 類  

              ａ   配 置 図  

              ｂ   施 設 図 （ 建 物 平 面 図 ）  

              ｃ   取 水 、 排 水 計 画 図  

              ｄ   資 材 置 場 ・ 駐 車 場 等 事 業 計 画 書  

              ｅ   資 金 計 画 書  

        （ イ ）   単 に 共 通 す る 書 類 と し て 省 略 が 可 能 な 書 類  

              ａ   位 置 図  

              ｂ   付 近 図  

              ｃ   地 籍 図  

              ｄ   周 辺 農 地 へ の 被 害 防 除 策 を 示 し た 書 面  

              ｅ   土 地 改 良 区 の 意 見 書  

              ｆ   道 路 、 水 路 の 管 理 者 の 意 見 書  

              ｇ   融 資 証 明 書 ま た は 残 高 証 明 書  

              ｈ   法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

              ｉ   定 款 、 寄 付 行 為 、 規 約 ま た は 規 則 の 写 し  

              ｊ   許 認 可 書 （ 申 請 書 ） の 写 し  

              ｋ   そ の 他 参 考 資 料  
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    ②  農 振 農 用 地 区 域 か ら の 除 外 の 申 出 等 と 農 地 転 用 許 可 申 請 に 共 通 す る

添 付 書 類 が あ る 場 合 に は 、農 業 委 員 会 は 転 用 事 業 計 画 者 に 対 し 、当 該 農

地 転 用 許 可 申 請 の 際 に 改 め て 当 該 書 類 を 提 出 す る 必 要 の な い 旨 を 伝 え

る こ と 。  

    ③   住 民 票 は 、申 請 書 と 登 記 簿 上 の 権 利 者 の 記 載 内 容 が 異 な っ て い る 場

合 等 、 特 別 な 場 合 を 除 い て 添 付 さ せ る こ と の な い よ う に す る こ と 。  

    ④   隣 接 農 地 の 所 有 者 お よ び 耕 作 者 の 同 意 書（（ １ ）の ① ）の ほ か 、農 業

委 員 、区 長 、農 家 組 合 長 の 同 意 書 に つ い て も 添 付 さ せ な い よ う に す る こ

と 。  

 

７   農 業 委 員 会 の 処 理  

（ １ ） 受 付  

    ①   農 業 委 員 会 は 、 申 請 者 か ら 許 可 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 許 可

申 請 書 に 受 付 印 を 押 印 し 、 受 付 年 月 日 を 明 ら か に す る こ と 。  

    ②   農 業 委 員 会 は 、 受 付 に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 を 確 認 す る こ と 。  

      ア   許 可 申 請 者 の 氏 名（ 法 人 の 場 合 は 法 人 名 お よ び 代 表 者 名 ）の 確 認  

      イ   許 可 申 請 書 記 載 の 留 意 事 項 に 従 っ て 誤 り な く 記 載 さ れ て い る か

ど う か 。  

      ウ   添 付 す べ き 書 類 の 有 無  

    ③   農 業 委 員 会 は 、 許 可 申 請 書 に 受 付 番 号 を 付 し て 許 可 申 請 整 理 簿 （ 様

式 第 １ － ２ 号 ） に 記 載 す る こ と 。  

    ④   受 付 、 補 正 等 に つ い て は 、 第 １ の ７ の （ １ ）の ④ と 同 様 の 考 え 方 に

よ る 。  

  ⑤   農 地 転 用 の 許 可 に あ た り 、 都 市 計 画 法 に よ る 開 発 許 可 、 宅 地 造 成 及

び 特 定 盛 土 等 規 制 法（ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 １ ９ １ 号 ）（ 以 下 、「 盛 土 規 制 法 」

と い う 。）に よ る 工 事 の 届 出・許 可 等 の 他 法 令 に お け る 必 要 な 許 認 可 の

要 否 を 申 請 者 等 に 確 認 す る こ と 。  

（ ２ ） 意 見 書 の 記 載  

農 地 転 用 許 可 に お い て は 、ど の 許 可 基 準 を 検 討 す る こ と に な る か は 、農

地 区 分 を ど う 判 断 す る か に よ っ て 左 右 さ れ る た め 、申 請 地 の 状 況 を 十 分 把

握 す る こ と は も と よ り 、 農 地 区 分 の 重 要 な 要 素 で あ る 申 請 地 周 辺 の 地 形 、

地 物 や 、市 街 地 化 の 指 標 と な る 施 設 の 設 置 状 況 等 に つ い て 、ま ず 、農 業 委

員 会 と し て 慎 重 か つ 十 分 に 確 認 を 行 い 、農 地 区 分 を 的 確 に 判 断 す る こ と が

重 要 で あ る 。  

意 見 書 の 記 載 に つ い て は 、 特 に 次 の 点 に 留 意 す る こ と  

①   農 地 の 区 分 に つ い て は 、農 地 転 用 の 許 可 基 準（ 第 ４ 参 照 ）に 基 づ き 厳

密 に 判 断 す る こ と 。  

特 に 、土 地 改 良 事 業 等 の 公 共 投 資 の 行 わ れ た 農 地 は 、原 則 と し て 第 １

種 農 地 で あ る の で 、運 用 第 ２ の １ の（ １ ）の オ の（ ア ）に 該 当 す る と し
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て 、 安 易 に 第 ２ 種 農 地 と し て 処 理 し な い こ と 。  

  な お 、農 地 区 分 を 判 断 し た こ と を 示 す 客 観 的 な 資 料 と し て 、転 用 許 可

申 請 書 ご と に 、 次 の と お り 図 面 を 添 付 す る こ と 。  

  （ ア ）都 市 計 画 法 の 市 街 化 調 整 区 域 、用 途 地 域 等 を 示 す 都 市 計 画 図 等  

  （ イ ） 各 農 地 区 分 の 要 件 に 該 当 す る こ と を 示 す 図 面  

      １ ０ ｈ ａ 以 上 の 一 団 の 農 地 で あ る こ と や 市 街 地 化 の 指 標 で

あ る 公 共 公 益 施 設 等 か ら の 距 離 お よ び 埋 設 管 等 の 位 置 等  

②   「 意 見 決 定 の 理 由 」欄 は 、① 申 請 地 の 位 置 、② 転 用 計 画 の 必 要 性 、③

申 請 地 の 隣 接 状 況 等 に つ い て 具 体 的 に 記 入 す る こ と 。 ま た 、 甲 種 農 地 、

第 １ 種 農 地 ま た は 第 ２ 種 農 地 で あ る 場 合 は 、や む を 得 な い と 認 め ら れ る

理 由 を 明 記 す る こ と 。ま た 、地 域 計 画 へ の 影 響 の 有 無 に つ い て も 明 記 す

る こ と 。  

  一 時 転 用 の 場 合 は 、復 元 後 の 農 地 の 営 農 状 況 の 確 認 方 法 に つ い て 記 載

す る こ と と す る 。  

③   「 特 定 土 地 改 良 等 事 業 関 係 」欄 、「 申 請 土 地 と 都 市 計 画 と の 関 係 」 欄

お よ び 「 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 と の 関 係 」 欄 は 必 ず 記 入 す る こ と 。  

  な お 、上 記 関 係 欄 を 記 載 す る に 当 た っ て 確 認 し た 客 観 的 な 資 料 を 添 付

す る こ と 。  

④   「 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 と の 関 係 」欄 は 、直 近 の 農 業 振 興 地 域 整 備 計

画 変 更 年 月 日 （ 変 更 計 画 の 公 告 縦 覧 日 ） を 記 載 す る こ と 。  

        な お 、農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 変 更 案 の 公 告 縦 覧 期 間 中 に お け る 転 用

申 請 の 場 合 は 、 手 続 中 と 記 載 す る こ と 。  

（ ３ ） 県 等 へ の 送 付  

    ①   申 請 書 の 受 理 後 、県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 意 見 を 聴 か な い

事 案 は ２ 週 間 、同 機 構 に 意 見 を 聴 く 事 案 は 、４ 週 間 以 内 に「 農 地 法 第 ４

条（ ま た は 第 ５ 条 ）第 1 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に 係 る 意 見 書 」（ 様 式

第 ３ － ３ 号 ） を 添 付 し て 知 事 等 に 送 付 す る こ と 。  

こ の 場 合 、県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 意 見 を 聴 い た と き は 、当

該 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 の 意 見 も 踏 ま え 意 見 書 を 作 成 す る 。  

ま た 、 農 業 委 員 会 は 、 意 見 書 の 写 し を 保 管 す る 。  

な お 、意 見 決 定 の 際 特 に 問 題 と し て 討 議 ま た は 質 疑 が 行 わ れ た 事 項 が

あ っ た 場 合 に は 、 関 係 議 事 録 の 写 し を 意 見 書 に 添 付 す る 。  

    ②   県 に お け る 許 可 申 請 書 の 提 出 期 限 は 原 則 と し て 県 農 業 委 員 会 ネ ッ

ト ワ ー ク 機 構 に 意 見 を 聴 か な い 事 案 に つ い て は 毎 月 ３ 日 ま で と し 、 期

限 厳 守 の こ と 。ま た 、同 機 構 に 意 見 を 聴 く 事 案 に つ い て は 、意 見 聴 取 後 、

遅 滞 な く 提 出 す る こ と 。  

    ③   原 則 と し て 農 業 委 員 会 担 当 者 が 県 へ 持 参 し て 行 う（ 指 定 市 町 お よ び

特 例 条 例 に よ る 移 譲 市 町 を 除 く 。）こ と と し 、県 担 当 者 に 案 件 ご と に 説

明 す る こ と 。そ の 際 に は 、特 に 農 地 区 分 が 適 正 に 判 断 さ れ て い る か 、添
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付 書 類 が 完 備 さ れ て い る か 等 を 審 査 す る も の と す る 。  

    ④   申 請 書 は 、該 当 す る 添 付 書 類 を 別 紙 ２ の 添 付 書 類 一 覧 表 の 順 序 に 従

っ て 整 理 す る こ と 。  

 

（ ４ ） 指 令 書 の 処 理  

      知 事 等 は 原 則 と し て 農 業 委 員 会 に 指 令 書 を 送 付 す る も の と し 、農 業 委

員 会 は 、知 事 等 の 指 令 書 を 受 け 取 っ た と き は 、こ れ を 複 写 し 、保 管 す る と

と も に 、 当 該 申 請 書 に 係 る 意 見 書 の 控 え に 知 事 等 の 処 理 結 果 を 記 入 す る

こ と 。  

      砂 利 （ 土 ） 採 取 を 目 的 と す る 一 時 転 用 許 可 に つ い て は 、 埋 戻 し の 際 に

廃 棄 物 等 が 混 入 さ れ て い る の で は な い か と い う 疑 い が 持 た れ る こ と が あ

り 、こ う し た 懸 念 を 払 拭 す る た め 許 可 条 件 と し て 、進 捗 状 況 報 告 書 お よ び

埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 完 了 届 の 提 出 を 義 務 付 け て い る 。し か し 、当 該 書 面

に 現 場 写 真 を 添 付 す る と い う 注 意 事 項 が 徹 底 さ れ な い お そ れ が あ り 、 ま

た 、 提 出 時 に 指 導 し て も 必 要 な 写 真 を 撮 影 し て い な か っ た と い う こ と が

考 え ら れ る た め 、許 可 時 に お い て あ ら か じ め 十 分 な 指 導 が 必 要 で あ る 。し

た が っ て 、 許 可 書 を 交 付 す る 際 に 、 次 の 文 例 を 参 照 し た 文 書 を 発 行 し 、

「 進 捗 状 況 報 告 書 」（ 様 式 第 ６ － ５ 号 ）お よ び「 埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 完

了 届 」（ 様 式 第 ６ － ６ 号 ）の 様 式 を 提 示 し て 、そ れ ら が 適 切 に 提 出 さ れ る

よ う 留 意 を 促 す こ と 。  

   ま た 、農 業 委 員 会 は 、農 地 復 元 完 了 届 の 受 理 後 に お い て は 、農 地 が 計 画

ど お り 復 元 さ れ て い る か 、ま た 、復 元 後 の 農 地 で の 営 農 に お い て 、従 前 の

単 収 が 確 保 さ れ て い る か 等 に つ い て 適 宜 確 認 を 行 う も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ○ 農 業 委 員 会  
 

砂利（土）採取を目的とする一時転用許可に係る注意事項について  
 
  許 可 を 受 けた転 用行 為の 実施に 当たって は許 可条件 を 遵守し て い
ただく必要がありますが、「本件許可の日から６カ月を 経過 したと き
は「進捗状況報告書」を提出し、農地への復元が完了したときは「埋
戻しおよび農地復元完了届」を提出する こ と 。」と い う 許 可 条 件 の 履
行 に つ い て は 下 記 に 注 意 し て く だ さ い 。  
  なお、「進捗状況報告書」および「埋戻しおよび農 地復元完了届 」
の様式は別添のとおりと な っ て い ま す 。  
 
                                記  
 

１   「 進 捗 状 況 報 告 書 」 に は 現 場 写 真 を 必 ず 添 付 す る こ と 。  
２   「 埋 戻しおよび農地復元完了届」には、埋 戻し中（ 各層ごと）

お よ び 農 地 復 元 後 の 現 場 写 真 な ら び に 地 層 断 面 図 を 必 ず 添 付
す る こ と 。  

この場合において、各層ごとに、遠景で採取 地全体が 写されて
い る 写 真 １ 枚 と 埋 戻 し の 土 の 状 態 が 判 別 で き る よ う な 部 分 的 な
写真１枚 とで１組 と す る こ と が 望 ま し い 。  
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（ ５ ） 申 請 者 に 対 す る 転 用 許 可 後 の 事 業 促 進 に 関 す る 意 識 喚 起  

転 用 許 可 を 得 た に も か か わ ら ず 未 着 工 ま た は 未 完 了 の ま ま で あ る 事 例

の 未 然 防 止 の 観 点 か ら 、全 て の 許 可 申 請 書 に 残 高 証 明 書 や 融 資 証 明 書 等 の

添 付 を 求 め る こ と と し て い る と こ ろ で あ る が 、併 せ て 、転 用 許 可 申 請 を 受

け 取 る 際 に 、 転 用 行 為 の 着 手 時 期 、 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル 等 の 確 認 を 通 し て 、

「 許 可 を 受 け た 後 、遅 滞 な く 申 請 に 係 る 農 地 を 申 請 に 係 る 用 途 に 供 す る 見

込 み が な い 」場 合 に は 、転 用 許 可 の 一 般 基 準 に 該 当 し な い 旨 を 告 げ る な ど 、

不 要 不 急 の 事 業 を 転 用 許 可 す る こ と と な ら な い よ う 努 め る こ と 。  

ま た 、許 可 申 請 者 に 対 し て 、許 可 書 交 付 時 に お い て も 、速 や か な 着 手 の

呼 び か け 、転 用 完 了 届 の 提 出 依 頼 を 徹 底 す る と と も に 、農 業 委 員 会 の 現 地

確 認 を も っ て 転 用 行 為 が 完 了 す る も の で あ る こ と を 認 識 す る よ う 働 き か

け る こ と 。  

（ ６ ） 事 務 処 理 の 迅 速 化  

    ①   農 業 委 員 会 の 受 付 期 間 を 、窓 口 で の 掲 示 や 広 報 紙 等 の 活 用 等 の 方 法

に よ り 住 民 に 周 知 徹 底 し 、 数 日 の 遅 れ で 許 可 が １ か 月 以 上 遅 れ る こ と

の な い よ う 配 慮 す る こ と 。  

    ②   申 請 に 必 要 な 書 類 の 一 覧 表 等 を 申 請 者 に 事 前 に 配 布 す る な ど に よ

り 、 書 類 不 備 で み だ り に 許 可 が 遅 れ る こ と の な い よ う 配 慮 す る こ と 。  

 

８   法 第 ３ 条 と の 関 連  

    法 第 ３ 条 の 許 可 を 受 け て 取 得 し た 農 地 に つ い て 、 許 可 後 短 期 間 の う ち に

転 用 許 可 申 請 が 行 わ れ る 場 合 が あ る 。こ の よ う な 場 合 、許 可 後 の 耕 作 期 間 が

短 い こ と を 理 由 に 転 用 許 可 を 拒 む こ と は で き な い が 、 当 初 の 法 第 ３ 条 の 許

可 の 取 消 し と い っ た 問 題 も 生 じ る の で 注 意 を 要 す る 。  

    農 業 委 員 会 と し て は 、 こ の よ う な 申 請 が あ っ た 場 合 、 形 式 的 要 件 が 備 わ

っ て い る と き は 受 理 し た 上 で 、３ 条 許 可 が な さ れ た 当 時 の 事 情 、転 用 申 請 に

至 っ た 経 緯 、転 用 の 必 要 性 、転 用 計 画 の 実 態 等 に つ い て や む を 得 な い 事 情 が

あ る か 等 十 分 な 調 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 意 見 書 に 記 載 す る も の と す る 。  

申 請 に 係 る 農 地 等 の 全 部 ま た は 一 部 が 賃 借 権 の 設 定 さ れ た 農 地 等 で あ る

場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 等 に つ い て 耕 作 ま た は 養 畜 の 事 業 を 行 っ て い る 者

以 外 の 者 が 転 用 す る と き は 、そ の 申 請 に 係 る 許 可 は 、当 該 農 地 等 に 係 る 法 第

１ ８ 条 第 １ 項 の 許 可 と 併 せ て 処 理 す る こ と と し 、特 に 、指 定 市 町 の 長 が 処 理

す る 事 案 に あ っ て は 、こ れ ら 双 方 の 許 可 に 食 い 違 い の 生 じ な い よ う 、許 可 権

者 間 の 連 絡 に 留 意 す る 。  

 

９   県 等 の 処 理  

（ １ ） 受 付  

    ①   知 事 等 は 、 農 業 委 員 会 か ら 許 可 申 請 書 が 送 付 さ れ た と き は 、 許 可 申

請 書 に 受 付 印 を 押 印 し 、 受 付 簿 に 所 要 事 項 を 記 載 す る 。  



- 63 - 
 

    ②   許 可 申 請 書 の 受 付 に 当 た っ て は 、前 記 ５ お よ び ７ の 事 項 に つ い て 確

認 の 上 、不 十 分 な 許 可 申 請 書 に つ い て は 、農 業 委 員 会 を 通 じ て 申 請 者 に

補 正 さ せ る 。  

    ③   受 付 、 補 正 等 に つ い て は 、 第 １ の ７ の （ １ ）の ④ と 同 様 の 考 え 方 に  

よ る 。  

（ ２ ） 審 査 お よ び 処 理  

    ①   知 事 等 は 、 農 地 転 用 許 可 基 準 、 農 業 委 員 会 意 見 書 、 現 地 調 査 等 に よ

り 内 容 審 査 を 行 う 。  

    ②   審 査 の 結 果 、許 可 ま た は 不 許 可 も し く は 却 下 を 決 定 し た と き は 、 指

令 書（ 様 式 第 ３ － ４ 号 、第 ３ － ４ － ２ 号 、第 ３ － ５ 号 、第 ３ － ５ － ２ 号

ま た は 第 ３ － ６ 号 ） を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 申 請 者 に 交 付 す る 。  

知 事 等 は 、申 請 を 却 下 し 、申 請 の 全 部 も し く は 一 部 に つ い て 不 許 可 処

分 を し 、ま た は 附 款 を 付 し て 許 可 処 分 を す る 場 合 に は 、指 令 書 の 末 尾 に

次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 教 示 文 を 記 載

す る 。  

（ ア ）  ４ ヘ ク タ ー ル 以 下 の 場 合  

〔 教 示 〕  

１  こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 ２ ６ 年 法 律 第

６ ８ 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 の あ っ た こ と を 知 っ た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 福 井 県 知 事 に 審 査 請 求 書 （ 同 法 第

１ ９ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 審 査 請 求 人 が 、 法 人 そ の 他 の 社 団

も し く は 財 団 で あ る 場 合 、 総 代 を 互 選 し た 場 合 ま た は 代 理 人 に よ っ

て 審 査 請 求 を す る 場 合 に は 、 同 法 同 条 第 ４ 項 に 掲 げ る 事 項 を 含 み ま

す 。 ） を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。 ） を 提 出 し て 審 査 請 求 を す る

こ と が で き ま す 。  

た だ し 、 当 該 処 分 に 対 す る 不 服 の 理 由 が 鉱 業 、 採 石 業 ま た は 砂 利

採 取 業 と の 調 整 に 関 す る も の で あ る と き は 、 農 地 法 第 ５ ３ 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ３ か 月 以 内 に 、 公 害 等 調 整 委 員 会 に 裁 定 申 請 書 （ 鉱 業 等 に 係 る 土

地 利 用 の 調 整 手 続 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第

２ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な り ま せ

ん 。 ）  を 提 出 し て 裁 定 の 申 請 を す る こ と が で き ま す 。  

な お 、 こ の 場 合 、 併 せ て 処 分 庁 お よ び 関 係 都 道 府 県 知 事 の 数 に 等

し い 部 数 の 当 該 裁 定 申 請 書 の 副 本 を 提 出 し て く だ さ い 。  

２  こ の 処 分 に つ い て は 、 上 記 １ の 審 査 請 求 の ほ か 、 こ の 処 分 が あ っ た

こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、福 井 県 を 被 告 と し

て （ 訴 訟 に お い て 福 井 県 を 代 表 す る 者 は 福 井 県 知 事 と な り ま す 。 ） 、

処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  

な お 、 上 記 １ の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え
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は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま す 。  

３  た だ し 、 上 記 の 期 間 が 経 過 す る 前 に 、 こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を し た 場

合 に は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て １ 年 を 経 過 し た 場 合 は 、 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴

え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。  

な お 、 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 上 記 の 期 間 や こ の 処 分 （ 審 査 請

求 を し た 場 合 に は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 後 で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処

分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す 。  

（ 留 意 事 項 ）  指 定 市 町 に あ っ て は 、 下 線 の 部 分 は 、 「 福 井 県 」 は 「 市

町 」 、 「 福 井 県 知 事 」 は 「 市 町 長 」 と 記 載 す る こ と 。  

（ イ ） （ ア ） 以 外 の 場 合  

〔 教 示 〕  

１  こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 地 方 自 治 法 第 ２ ５ ５ 条 の ２ 第 １ 項 の

規 定 に よ り 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

３ か 月 以 内 に 、 農 林 水 産 大 臣 に 審 査 請 求 書 （ 行 政 不 服 審 査 法 第 １ ９

条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 審 査 請 求 人 が 、 法 人 そ の 他 の 社 団 も し

く は 財 団 で あ る 場 合 、 総 代 を 互 選 し た 場 合 ま た は 代 理 人 に よ っ て 審

査 請 求 を す る 場 合 に は 、 同 法 同 条 第 ４ 項 に 掲 げ る 事 項 を 含 み ま

す 。 ） を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。 ） 正 副 ２ 通 を 提 出 し て 審 査 請

求 を す る こ と が で き ま す 。  

な お 、 審 査 請 求 書 は 、 福 井 県 知 事 を 経 由 し て 農 林 水 産 大 臣 に 提 出

す る こ と も で き ま す し 、 ま た 、 直 接 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る こ と も

で き ま す が 、 直 接 農 林 水 産 大 臣 に 提 出 す る 場 合 に は 、 金 沢 市 広 坂 ２

丁 目 ２ 番 ６ ０ 号 北 陸 農 政 局 長 に 提 出 し て く だ さ い 。 た だ し 、 当 該 処

分 に 対 す る 不 服 の 理 由 が 鉱 業 、 採 石 業 ま た は 砂 利 採 取 業 と の 調 整 に

関 す る も の で あ る と き は 、 農 地 法 第 ５ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 こ

の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、

公 害 等 調 整 委 員 会 に 裁 定 申 請 書 （ 鉱 業 等 に 係 る 土 地 利 用 の 調 整 手 続

等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ２ ５ 条 の ２ 第 ２ 項

各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。 ）  を 提 出 し て 裁 定

の 申 請 を す る こ と が で き ま す 。  

な お 、 こ の 場 合 、 併 せ て 処 分 庁 お よ び 関 係 都 道 府 県 知 事 の 数 に 等

し い 部 数 の 当 該 裁 定 申 請 書 の 副 本 を 提 出 し て く だ さ い 。  

２  こ の 処 分 に つ い て は 、 上 記 １ の 審 査 請 求 の ほ か 、 こ の 処 分 が あ っ た

こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 福 井 県 を 被 告 と

し て （ 訴 訟 に お い て 福 井 県 を 代 表 す る 者 は 福 井 県 知 事 と な り ま

す 。 ） 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  



- 65 - 
 

な お 、 上 記 １ の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え

は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 す る こ と が で き ま す 。  

３  た だ し 、 上 記 の 期 間 が 経 過 す る 前 に 、 こ の 処 分 （ 審 査 請 求 を し た 場

合 に は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て １ 年 を 経 過 し た 場 合 は 、 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴

え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。  

な お 、 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 上 記 の 期 間 や こ の 処 分 （ 審 査 請

求 を し た 場 合 に は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 ） が あ っ た 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 後 で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処

分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す 。  

（ 留 意 事 項 ）  指 定 市 町 に あ っ て は 、 下 線 の 部 分 は 記 載 し な い こ と 。

な お 、 指 定 市 町 に あ っ て は 、 二 重 下 線 の 部 分 は 「 農 林 水 産 大 臣 」 は

「 福 井 県 知 事 」 、 「 福 井 県 」 は 「 市 町 」 、 「 福 井 県 知 事 」 は 「 市 町

長 」 と 記 載 す る こ と 。  

    ③   当 該 申 請 が 、他 法 令 に よ る 許 認 可 を 必 要 と す る と き は 、 こ れ ら の 許

認 可 と 農 地 転 用 許 可 は 同 時 に 行 う （ 例 ： 都 市 計 画 法 に よ る 開 発 行 為 許

可 、砂 利 採 取 法 に よ る 砂 利 採 取 計 画 認 可 、福 井 県 土 採 取 規 制 条 例 に よ る

土 採 取 計 画 認 可 等 ）。な お 、盛 土 規 制 法 に よ る 工 事 の 許 可 が 必 要 な 農 地

転 用 は 当 該 許 可 以 降 に 行 う 。  

    ④   県 等 は 、転 用 許 可 を 行 う 際 は 、 必 要 な 条 件 と し て 、 次 に 掲 げ る 条 件

を 付 し て 行 う も の と す る 。  

      （ 報 告 書 等 の 様 式 等 に つ い て は 、 第 ６ の １ 参 照 ）  

      ア   一 時 転 用 以 外 の 場 合  

        １   申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。 

        ２   許 可 に 係 る 工 事 が 完 了 す る ま で の 間 、本 件 許 可 の 日 か ら ３ か 月

後 お よ び そ の 後 １ 年 ご と に「 工 事 進 捗 状 況 報 告 書 」を 、許 可 に 係 る

工 事 が 完 了 し た と き は「 工 事 完 了 届 」を そ れ ぞ れ 農 業 委 員 会 を 経 由

し て 遅 滞 な く 提 出 す る こ と 。  

      イ   一 時 転 用 （ ウ に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。） の 場 合  

        １   申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。 

        ２   許 可 に 係 る 農 地 へ の 復 元 が 完 了 す る ま で の 間 、本 件 許 可 の 日 か

ら ３ か 月 後 お よ び そ の 後 １ 年 ご と に「 進 捗 状 況 報 告 書 」を 提 出 し 、

農 地 へ の 復 元 が 完 了 し た と き は「 農 地 復 元 完 了 届 」を 提 出 す る こ と 。 

        ３       年     月     日 ま で に 農 地 に 復 元 す る こ と 。  

      ウ   砂 利 （ 土 ） 採 取 を 目 的 と す る 一 時 転 用 の 場 合  

        １   申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。 

        ２   本 件 許 可 の 日 か ら ６ か 月 を 経 過 し た と き は 「 進 捗 状 況 報 告 書 」

を 提 出 し 、農 地 へ の 復 元 が 完 了 し た と き は「 埋 戻 し お よ び 農 地 復 元
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完 了 届 」 を 提 出 す る こ と 。  

        ３       年     月     日 ま で に 農 地 に 復 元 す る こ と 。  

エ   建 築 物 の 建 築 等 を 伴 わ な い 資 材 置 場 等 を 目 的 と す る 恒 久 転 用 の  

場 合  

        １   申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。 

        ２   許 可 に 係 る 工 事 が 完 了 す る ま で の 間 、本 件 許 可 の 日 か ら ３ か 月

後 お よ び そ の 後 １ 年 ご と に「 工 事 進 捗 状 況 報 告 書 」を 、許 可 に 係

る 工 事 が 完 了 し た と き は「 工 事 完 了 届 」を そ れ ぞ れ 農 業 委 員 会 を

経 由 し て 遅 滞 な く 提 出 す る こ と 。  

     ３   「 工 事 完 了 届 」の 提 出 の あ っ た 日 か ら ３ 年 間 、６ か 月 ご と に 事

業 の 実 施 状 況 を 報 告 す る こ と 。  

    ⑤   知 事 等 は 当 分 の 間 、４ ヘ ク タ ー ル を 超 え る 申 請 に つ い て は 、あ ら か

じ め 農 林 水 産 大 臣（ 北 陸 農 政 局 長 ）に 協 議（ 様 式 ３ － ９ 号 ）し な け れ

ば な ら な い 。（ 法 附 則 第 ２ 項 ）  

 

10   認 定 電 気 通 信 事 業 者 お よ び 電 気 事 業 者 が 設 置 す る 施 設 等 の 取 扱 い  

（ １ ） 認 定 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る 施 設 の 取 扱 い  

    認 定 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る 施 設 に つ い て は 、「 有 線 電 気 通 信 の た め

の 線 路 」、「 空 中 線 系（ そ の 支 持 物 を 含 む 。）」も し く は「 中 継 施 設 」（ こ れ ら

の 施 設 を 設 置 す る た め に 必 要 な 道 路 ・ 索 道 を 含 む 。） に 該 当 す れ ば 許 可 が

不 要 で あ る 。（ 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ ６ 号 お よ び 第 ５ ３ 条 第 １ ４ 号 ）  

た だ し 、こ れ ら に 当 て は ま ら な い 交 換 施 設 、事 務 用 社 屋 、訓 練 施 設 、研

究 施 設 、 社 員 住 宅 、 厚 生 施 設 等 は 許 可 が 必 要 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 電 気 事 業 者 が 設 置 す る 施 設 の 取 扱 い  

     電 気 事 業 者 の 設 置 す る 施 設 等 に つ い て は 、「 送 電 用・配 電 用 の 施 設（ 電

線 の 支 持 物 お よ び 開 閉 所 に 限 る 。）」も し く は「 送 電 用・配 電 用 の 電 線 を 架

設 す る た め の 装 置 」（ こ れ ら の 施 設 を 設 置 す る た め に 必 要 な 道 路 ・ 索 道 を

［用語の定義］  

・有線電気通信のための線路：送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線およびこれに

係る中継器その他の機器（これらを支持し、または保蔵するための工作物を含む。）であって、

具体的には電線、電柱、支線、支柱、支線柱、とう道、管路、ハンドホール、マンホール等の

工作物をいう。  

・空中線系（その支持物を含む。）：電波を放射し、または吸収するため空中に張った導線およびこ

れに係る機器（その支持物を含む。）であって、具体的には無線鉄塔等の工作物をいう。  

・中継施設：中継装置、送受信装置その他の装置により電気信号の増幅、切替えを行う施設であっ

て、具体的には電話中継所、無線中継所等の施設をいう。  
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含 む 。）に 該 当 す れ ば 許 可 が 不 要 で あ る 。（ 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ ３ 号 お よ び 第

５ ３ 条 第 １ １ 号 ）  

   こ の 許 可 不 要 の 取 扱 い に つ い て は 、「 農 地 法 施 行 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ ３ 号

お よ び 第 ５ ３ 条 第 １ １ 号 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 許 可 不 要 の 取 扱 い に つ い

て（ 周 知 ）」（ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 付 け ６ 農 振 第 ２ ９ ６ ２ 号 農 林 水 産 省 農 村

振 興 局 農 村 政 策 部 農 村 計 画 課 長 通 知 ） に 基 づ き 行 う こ と と す る 。  

      

（ ３ ） 事 業 者 と の 調 整  

    許 可 が 不 要 と さ れ た も の に つ い て は 、 農 地 転 用 許 可 基 準 に 即 し て 農 業

上 の 土 地 利 用 と の 調 整 が 事 前 に 講 ぜ ら れ る こ と を 前 提 と し て 措 置 さ れ た

も の で あ り 、 次 の 調 整 を 十 分 行 う よ う 指 導 す る も の と す る 。  

   ①  認 定 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る 施 設 の う ち 中 継 施 設 の 設 置 の 場 合 お

よ び 電 気 事 業 者 が 設 置 す る 施 設 等 の う ち 送 電 用 の 電 気 工 作 物 の 設 置 の

場 合  

        農 業 委 員 会 は 、事 業 者 の 協 力 を 得 て 、当 該 施 設 の 設 置 に 係 る 用 地 取

得 前 に 、事 業 計 画 書（ 様 式 第 ３ － １ ０ 号 ）に よ り 、そ の 事 業 計 画 に つ い

て 説 明 を 求 め 、 土 地 改 良 事 業 等 農 業 関 係 公 共 事 業 お よ び 農 作 業 等 農 業

上 の 土 地 利 用 と の 調 整 を 図 る よ う 指 導 す る 。  

        ま た 、事 業 者 が 土 地 の 取 得 を 終 了 し た 場 合 は 、農 業 委 員 会 に 報 告 す

る よ う 指 導 し 、そ の 時 点 で 農 振 除 外 の 手 続 が 進 め ら れ て い な い 場 合 は 、

農 振 担 当 部 局 に 農 振 除 外 の 手 続 を と る よ う 連 絡 す る も の と す る 。  

   ②  ① 以 外 の 場 合  

        農 業 委 員 会 は 、農 業 上 の 土 地 利 用 に 不 都 合 を 生 じ る こ と の な い よ う 、

事 業 者 に 事 前 調 整 を 図 る よ う 指 導 す る 。  

        ま た 、事 業 計 画 や 土 地 の 取 得 状 況 を 把 握 し た 場 合 に は 、農 振 担 当 部

局 に 農 振 除 外 の 手 続 き の 状 況 に つ い て 確 認 す る 等 、 農 振 除 外 が 円 滑 に

進 め ら れ る よ う 配 慮 す る も の と す る 。  

 

11 土 地 区 画 整 理 事 業 と 農 地 転 用 許 可 と の 関 連  

    「 土 地 区 画 整 理 事 業 」 と は 、 土 地 区 画 整 理 法 の 定 め る と こ ろ に よ っ て 行

わ れ る 土 地 の 区 画 形 質 の 変 更 お よ び 公 共 施 設 の 新 設 ま た は 変 更 に 関 す る 事

業 で あ る 。（ 土 地 区 画 整 理 法 第 ２ 条 第 １ 項 ）  

    土 地 区 画 整 理 事 業 に よ り 道 路 、 公 園 等 の 公 共 施 設 を 建 設 す る た め 、 ま た

は そ の 建 設 に 伴 い 転 用 さ れ る 宅 地 の 代 地 と し て 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す

る 場 合 は 、 法 第 ４ 条 の 許 可 は 不 要 で あ る 。（ 規 則 第 ２ ９ 条 第 ５ 号 ）  

    そ れ 以 外 の 場 合 は 、 農 地 転 用 の 許 可 が 必 要 で あ り 、 土 地 に つ い て 宅 地 造

成 の み を 行 う 農 地 転 用 は 原 則 と し て 許 可 さ れ な い の で 、 許 可 が 可 能 と な る

都 市 計 画 区 域 内 の 用 途 地 域 等 で 許 可 申 請 を 行 う か （（ 注 ） 用 途 地 域 内 な ら 、

宅 地 造 成 の み の 許 可 が 可 能 ）、も し く は 農 地 転 用 許 可 が 不 要 と な る 道 路 、水
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路 等 の 整 備 の み を 行 う こ と と な る 。  

    な お 、 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 地 区 に お い て 、 土 地 の 所 有 者 等 が 土 地 区

画 整 理 事 業 と は 別 の 行 為 と し て 宅 地 造 成 を し て 住 宅 等 を 建 築 す る 場 合 に は 、

そ の 者 が 許 可 申 請 を 行 う 。  

（ １ ） 仮 換 地 を 農 地 転 用 す る 場 合 の 許 可 申 請  

    ①   所 有 権 を 有 す る 土 地 に 照 応 す る 仮 換 地 の 指 定 を 受 け る と 、所 有 地 を

使 用 ま た は 収 益 す る 権 利 が 停 止 さ れ 、 こ れ に 換 え て 仮 換 地 を 使 用 ま た

は 収 益 す る 権 利 が 生 じ る（ 土 地 区 画 整 理 法 第 ９ ９ 条 第 １ 項 ）。こ の た め 、

換 地 計 画 の 公 告 前 に 現 在 使 用 し て い る 仮 換 地 を 売 買 す る 場 合 に は 、 従

前 地 に 有 す る 所 有 権 を 移 転 す る こ と に な る 。  

    ②   法 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 申 請 に 当 た っ て は 、申 請 土 地 の 表 示 を 従 前 地

（ 所 有 権 を 移 転 す る 土 地 ）と 仮 換 地（ 転 用 す る 土 地 ）の 両 方 を 併 記 し て

行 う が 、 仮 換 地 指 定 の 通 知 書 等 従 前 地 と 仮 換 地 の 照 応 関 係 が 確 認 で き

る 資 料 等 を 添 付 す る 必 要 が あ る 。  

        な お 、仮 換 地 に 照 応 す る 従 前 地 の 所 有 者 が 、仮 換 地 を 転 用 し よ う と

す る 場 合 に お け る 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 申 請 を 行 う に 当 た っ て も 同 じ

で あ る 。  

（ ２ ） 保 留 地 予 定 地 を 農 地 転 用 す る 場 合 の 許 可 申 請  

    ①   土 地 区 画 整 理 事 業 の 実 施 に よ り 保 留 地 予 定 地 を 転 用 す る 場 合 は 、当

該 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 者 が 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 申 請 を 行 う 。  

        創 設 換 地 予 定 地 、工 事 施 行 等 の た め 使 用 収 益 権 の 停 止 さ れ た 土 地 を 、

土 地 区 画 整 理 事 業 の 実 施 に よ り 転 用 す る 場 合 も 同 じ で あ る 。  

    ②  土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 者 以 外 の 者 が 保 留 地 予 定 地 を 転 用 し よ う と

す る 場 合 は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 者 が 申 請 者 の 一 方 に な り 法 第 ５

条 第 １ 項 の 許 可 申 請 を 行 う 。こ の 場 合 、土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 者 が 保

留 地 予 定 地 の 所 有 権 を 有 す る こ と と な る の は 換 地 後 で あ る た め 、 換 地

公 告 前 に お い て は 所 有 権 以 外 の 権 利 が 対 象 と な る 。  

    ③   許 可 申 請 書 へ の 申 請 土 地 の 表 示 は 、 従 前 の 土 地 に よ り 行 い 、 備 考 欄

に お い て 仮 地 番 そ の 他 申 請 土 地 を 確 認 で き る 説 明 を 記 載 す る と と も に 、

保 留 地 予 定 地 で あ る こ と が 確 認 で き る 書 類 等 を 添 付 す る 。  

 

12  土 地 改 良 事 業 と 農 地 転 用 許 可 と の 関 連  

（ １ ） 土 地 改 良 法 に 基 づ く 換 地 処 分 前 の 農 地 転 用  

    ①   一 般 に 土 地 改 良 事 業 を 実 施 中 の 地 区 内 の 農 地 は 、農 振 法 に 基 づ く 農

業 振 興 地 域 整 備 計 画 に お い て 農 用 地 区 域 と さ れ て お り 、 農 地 転 用 の 許

可 は で き な い 。（ 農 振 法 第 １ ７ 条 ）  

    ②   た だ し 、換 地 計 画 を 定 め る 土 地 改 良 事 業 で そ の 施 行 に 係 る 地 域 の う

ち 農 用 地 以 外 の 用 に 供 す る 土 地 （ そ の 土 地 改 良 事 業 に よ っ て 生 じ る 土

地 改 良 施 設 の 用 に 供 す る 土 地 を 除 く 。）と し て 工 事 を 施 行 す る 土 地 の 区
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域（ い わ ゆ る「 非 農 用 地 区 域 」（ 土 地 改 良 法 第 ７ 条 第 ４ 項 ）と い わ れ て

い る 区 域 ） で あ れ ば 、 農 地 転 用 の 許 可 を 行 う こ と が で き る 。  

こ の 非 農 用 地 区 域 に 換 地 さ れ る こ と と な る 土 地 に は 、 次 の も の が あ

る 。  

    （ ア ） 特 定 用 途 用 地 （ 事 業 施 行 前 に 農 用 地 や 土 地 改 良 施 設 用 地 等 で な い

土 地 で 、事 業 施 行 後 も 農 用 地 や 土 地 改 良 施 設 用 地 等 で な い 土 地 ）に 代

わ る べ き 一 時 利 用 の 指 定 地  

    （ イ ） 異 種 目 換 地 事 前 指 定 地 （ 換 地 を 非 農 用 地 区 域 に 定 め る べ き 土 地 と

し て 事 前 指 定 さ れ た 土 地 ） に 代 わ る べ き 一 時 利 用 の 指 定 地  

    （ ウ ） 創 設 非 農 用 地 換 地 の 予 定 地  

（ ２ ） 土 地 改 良 法 に よ り 一 時 利 用 地 の 指 定 を 受 け た 土 地 の 許 可 申 請  

    ①   一 時 利 用 地 の 指 定 が な さ れ る と 、所 有 地 を 使 用 お よ び 収 益 す る 権 利

が 停 止 さ れ 、 こ れ に 換 え て 一 時 利 用 地 を 使 用 お よ び 収 益 す る 権 利 が 生

じ る こ と に な る （ 土 地 改 良 法 第 ５ ３ 条 の ５ ）。  

    ②   そ の た め 、 一 時 利 用 地 の 指 定 を 受 け た 土 地 の 許 可 申 請 は 、土 地 区 画

整 理 法 の 仮 換 地 の 場 合 と 同 じ で あ る 。  

③  許 可 申 請 に 係 る 留 意 事 項  

     ア  農 地 転 用 の 許 可 申 請 者 は 次 の と お り で あ る 。  

（ ア ）異 種 目 換 地 事 前 指 定 地 に 代 わ る べ き 一 時 利 用 地 の 指 定 が な さ れ て

い る 農 地 の 転 用  

          ・ 第 ４ 条 許 可 申 請 ：  当 該 土 地 の 一 時 利 用 地 の 指 定 を 受 け た 者  

          ・第 ５ 条 許 可 申 請：  譲 渡 人（ 貸 人 ）は 異 種 目 換 地 事 前 指 定 地 の

所 有 者 、 譲 受 人 （ 借 人 ） は 転 用 希 望 者  

（ イ ） 創 設 換 地 予 定 地 で 事 業 主 体 の 管 理 に 係 る 農 地 の 転 用  

          ・ 第 ４ 条 許 可 申 請 ：  事 業 主 体 の 管 理 に 係 る 農 地 の 転 用 に つ い

て は 、 当 該 事 業 主 体  

          ・ 第 ５ 条 許 可 申 請 ：  貸 人 は 当 該 事 業 主 体 、 借 人 は 事 業 計 画 に  

定 め ら れ て い る 当 該 取 得 予 定 者  

        （注）ただし、設定または移転の対象となる権利は、所有権以外の権利である。  

      イ  許 可 申 請 書 に は 別 紙 ２ の 添 付 書 類 に 加 え て 、下 記 書 類 を 添 付 す る

必 要 が あ る 。  

      （ ア ）  異 種 目 換 地 事 前 指 定 地 に 代 わ る べ き 一 時 利 用 地 の 指 定 が な さ

れ て い る 農 地 の 転 用  

          ・ 一 時 利 用 地 の 指 定 通 知 書 の 写 し  

          ・ 異 種 目 換 地 事 前 指 定 地 と し て の 指 定 通 知 書 の 写 し  

          ・換 地 計 画 に お い て 、当 該 一 時 利 用 地 を そ の ま ま 当 該 一 時 利 用

地 の 従 前 の 土 地 の 換 地 と し て 定 め る 旨 の 事 業 主 体 の 確 約 書  

          ・当 該 農 地 の 転 用 許 可 申 請 に 係 る 用 途 が 事 業 計 画 に お い て 定 め

ら れ た 用 途 で あ る 旨 の 事 業 主 体 の 証 明 書  
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（ イ ） 創 設 換 地 予 定 地 で 事 業 主 体 の 管 理 に 係 る 農 地 の 転 用  

          ・ 当 該 農 地 等 が 創 設 換 地 予 定 地 で あ る 旨 の 事 業 主 体 の 証 明 書  

          ・当 該 農 地 等 の 転 用 許 可 申 請 に 係 る 用 途 が 、事 業 計 画 に お い て

定 め ら れ て い る 用 途 で あ る 旨 の 事 業 主 体 の 証 明 書  

          ・創 設 換 地 取 得 予 定 者 で あ る 旨 の 事 業 主 体 の 証 明 書（ 法 第 ５ 条

の 規 定 に よ る 申 請 の 場 合 ）  

 

13  建 売 分 譲 住 宅 の 建 設 を 目 的 と す る 転 用 申 請 に つ い て の 留 意 事 項  

   （ １ ）建 売 分 譲 住 宅 の 建 設 を 目 的 と す る 場 合 、転 用 申 請 者（ 譲 受 人 ）自 ら

が 住 宅 を 建 設 す る こ と が 必 要 で あ り 、 宅 地 分 譲 （ い わ ゆ る 更 地 分 譲 ）

を 行 う こ と は 認 め ら れ な い の で 、 そ の 旨 申 請 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。

（ 宅 地 分 譲 を 目 的 と す る 転 用 許 可 が 可 能 で あ る の は 、都 市 計 画 法 に 定

め る 用 途 地 域 内 農 地 等 の 場 合 に 限 ら れ る 。）（ 規 則 第 ４ ７ 条 第 ５ 号 ）  

（ ２ ） 従 前 の 許 可 に 係 る 工 事 が 進 捗 し て い な い 場 合 は 、 転 用 目 的 実 現 の 確

実 性 （ ※ ） は 乏 し い と 考 え ら れ る の で 、 従 前 の 許 可 に 係 る 工 事 の 進 捗

状 況 を 確 認 す る こ と 。  

（ ３ ） 工 事 期 間 が 長 期 に わ た る 場 合 は 、 期 別 計 画 に 従 っ て 必 要 な 面 積 に つ

い て 申 請 す る こ と が 原 則 で あ る が 、 分 割 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る

と し て 全 体 計 画 を 一 括 し て 申 請 す る 場 合 に は 、第 １ 期 分 の み で は な く 、

当 該 全 体 計 画 を 実 現 す る の に 必 要 な 資 金 計 画 お よ び そ れ を 証 明 す る 書

類（ 融 資 証 明 書・残 高 証 明 書 等 ）の 添 付 が 必 要 で あ る こ と 。（ ５ の（ ４ ）

の ④ お よ び （ ６ ） 参 照 ）  

  

※ 建 売 分 譲 住 宅 の 転 用 目 的 実 現 の 確 実 性 の 判 断 に つ い て  

農 業 委 員 会 は 、 建 売 分 譲 住 宅 に か か る 転 用 許 可 申 請 が あ っ た 際 に は 、

下 記 に 留 意 す る も の と す る 。  

 

①  建 売 分 譲 住 宅 を 転 用 目 的 と す る 許 可 申 請 書 が 提 出 さ れ た 時 は 、同  

一 事 業 者 の 従 前 の 許 可 案 件 が 完 了 し て い る（ 工 事 完 了 届 提 出 ）こ と

を 確 認 す る 。  

②  農 業 委 員 会 は 事 業 が 完 了 し て い な い 従 前 の 許 可 案 件 が あ る 場 合

は 、申 請 者 よ り 定 期 的（ 毎 月 ）に 進 捗 状 況 報 告 を 受 け 、速 や か に 事

業 が 完 了 す る よ う 継 続 的 に 指 導 を 行 う 。  

③  ① お よ び ② に よ っ て も 、改 善 さ れ な い 事 業 者 か ら 仮 に 新 た な 許 可

申 請 書 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、転 用 目 的 実 現 の 確 実 性 が 判 断 で き な い

こ と か ら 原 則 不 許 可 と す る 。  

 

（令和 2 年 11 月 30 日付け福井県中山間農業・畜産課長、福井県農業会議会長通知 

「建売分譲住宅案件についての農地転用許可制度上の留意点について」）  
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14 地 域 計 画 に 記 載 し た 認 定 農 業 者 が 設 置 す る 農 業 用 施 設 の 取 扱 い  

 （ １ ） 申 出 の 手 続  

  ①  規 則 第 ２ ９ 条 第 ４ 号 お よ び 第 ５ ３ 条 第 ４ 号 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 許

可 を 不 要 と す る 特 例（ 以 下 １ ４ に お い て「 本 特 例 」と い う 。）の 適 用 を

受 け よ う と す る 者（ 以 下 １ ４ に お い て「 申 出 者 」と い う 。）に は 、（ ２ ）

の ① ま た は ② の 区 分 に 応 じ て 、 様 式 第 ３ － １ ６ 号 に よ る 申 出 書 を 市 町

ま た は 農 業 委 員 会 に 提 出 さ せ る 。  

  ②  申 出 書 に は 、 次 の 書 類 を 添 付 さ せ る 。  

   ア  農 業 経 営 改 善 計 画 認 定 書 の 写 し  

   イ  転 用 候 補 地 の 位 置 お よ び 付 近 の 状 況 を 表 示 す る 図 面 （ 縮 尺 は 、

10,000 分 の 1 な い し 50,000 分 の 1 程 度 ）  

   ウ  転 用 候 補 地 に 建 設 し よ う と す る 農 業 用 施 設 の 規 模 お よ び 構 造 を 明

ら か に し た 図 面（ 縮 尺 は 、500 分 の 1 な い し 2,000 分 の 1 程 度 。当 該

事 業 に 関 連 す る 設 計 書 等 の 既 存 の 書 類 の 写 し を 活 用 さ せ る こ と も 可

能 で あ る 。）  

   エ  そ の 他 参 考 と な る べ き 書 類  

 （ ２ ） 市 町 ま た は 農 業 委 員 会 の 処 理  

  ①  法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 市 町 ま た は 地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の

１ ７ の ２ 第 １ 項 の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 法 第 ４ 条 第 １ 項 お よ び 第

５ 条 第 １ 項 の 許 可 に 係 る 事 務 を 処 理 す る こ と と さ れ て い る 市 町 の 場 合

（ 地 方 自 治 法 第 １ ８ ０ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会 に 事 務 委

任 さ れ て い る 場 合 は 農 業 委 員 会 ）  

   ア  申 出 者 か ら 申 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 地 域 計 画 担 当 部 局 に そ

の 旨 を 連 絡 す る と と も に 、申 出 書 の 記 載 事 項 等 の 確 認 、周 辺 の 農 地 に

係 る 営 農 条 件 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い か の 検 討 を 行 う 。  

     な お 、 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い か

の 検 討 に つ い て は 、第 ４ の 第 ２ の １ の（ ２ ）の イ に 準 じ て 行 う も の と

す る 。  

     ま た 、 確 認 お よ び 検 討 に あ た っ て は 、 必 要 に 応 じ て 土 地 改 良 区 そ

の 他 の 関 係 者 に も 意 見 を 聴 く も の と す る  

   イ  ア の 確 認 お よ び 検 討 の 結 果 、 本 特 例 が 適 用 さ れ る と 判 断 し た 場 合

は 、そ の 旨 を 様 式 第 ３ － １ ７ 号 に よ り 申 出 者 に 通 知 す る と と も に 、地

域 計 画 担 当 部 局 に 対 し 、 当 該 農 業 用 施 設 を 地 域 計 画 に 記 載 す る た め

に 必 要 な 手 続 を 行 う よ う 連 絡 す る 。  

     ま た 、 本 特 例 が 適 用 さ れ な い と 判 断 し た 場 合 は 、 理 由 を 付 し て そ

の 旨 を 申 出 者 に 通 知 す る 。こ の 場 合 、９ の（ ２ ）の ② の 規 定 を 準 用 す

る （ ② の エ の 場 合 に お い て 同 じ 。）。  
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  ②  ① 以 外 の 市 町 に お け る 農 業 委 員 会 の 場 合  

   ア  申 出 者 か ら 申 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 地 域 計 画 担 当 部 局 に そ

の 旨 を 連 絡 す る と と も に 、 ① の ア に よ り 確 認 お よ び 検 討 を 行 う 。  

   イ  ア の 確 認 お よ び 検 討 の 結 果 、 本 特 例 が 適 用 さ れ る と 判 断 し た 場 合

は 、県 の 農 地 担 当 部 局 に 、様 式 第 ３ － １ ８ 号 の 意 見 聴 取 に 申 出 書 の 写

し を 添 付 し て 送 付 し 、 そ の 判 断 の 適 否 に つ い て 意 見 を 聴 く も の と す

る 。  

   ウ  （ ３ ）に よ り 県 の 農 地 担 当 部 局 か ら 、農 業 委 員 会 の 判 断 が 適 当 で あ

る 旨 の 回 答 が あ っ た と き は 、 本 特 例 が 適 用 さ れ る 旨 を 様 式 第 ３ －  

１ ７ 号 に よ り 申 出 者 へ 通 知 す る と と も に 、地 域 計 画 担 当 部 局 に 対 し 、

当 該 農 業 用 施 設 を 地 域 計 画 に 記 載 す る た め に 必 要 な 手 続 を 行 う よ う

連 絡 す る 。  

   エ  ア の 確 認 お よ び 検 討 の 結 果 、 本 特 例 が 適 用 さ れ な い と 判 断 し た 場

合 お よ び（ ３ ）に よ り 県 の 農 地 担 当 部 局 か ら 農 業 委 員 会 の 判 断 が 不 適

当 で あ る 旨 の 回 答 が あ っ た と き は 、 本 特 例 が 適 用 さ れ な い 旨 に つ い

て 理 由 を 付 し て 申 出 者 に 通 知 す る 。  

 （ ３ ） 県 の 処 理  

   （ ２ ）の ② の イ に よ り 意 見 を 聴 か れ た と き は 、申 出 書 の 写 し 等 に よ り 農

業 委 員 会 の 判 断 の 適 否 に つ い て 検 討 し 、 そ の 結 果 を 当 該 農 業 委 員 会 に 回

答 す る 。  

   そ の 際 、 農 業 委 員 会 の 判 断 が 不 適 当 で あ る 旨 の 回 答 を 行 う 場 合 は 、 理

由 を 付 し て 行 う も の と す る 。  

 （ ４ ） 農 業 振 興 地 域 制 度 担 当 部 局 と の 一 体 的 な 処 理  

   本 特 例 の ほ か 、 農 振 法 第 ３ ７ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 開 発 行 為 の 許 可 を

不 要 と す る 特 例 も 措 置 さ れ て い る こ と か ら 、 申 出 に 係 る 農 地 が 農 用 地 区

域（ 農 振 法 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 農 用 地 区 域 を い う 。）内 で あ る

場 合 は 、（ ２ ）の 市 町 ま た は 農 業 委 員 会（ 以 下（ ４ ）に お い て「 農 地 転 用

担 当 部 局 」と い う 。）は 、農 業 振 興 地 域 制 度 担 当 部 局 と 一 体 的 に 処 理 を 行

う も の と す る 。  

   こ の 場 合 、農 地 転 用 担 当 部 局 が（ ２ ）の ① の 市 町 ま た は 農 業 委 員 会 で あ

り 、 か つ 農 業 振 興 地 域 制 度 担 当 部 局 が 農 振 法 第 １ ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定

す る 指 定 市 町 ま た は 地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の １ ７ の ２ 第 １ 項 の 条 例 の 定

め る と こ ろ に よ り 同 条 同 項 の 許 可 に 係 る 事 務 を 処 理 す る こ と と さ れ て い

る 市 町 で あ る 場 合 に 限 り 、 県 へ の 意 見 聴 取 を 要 さ な い こ と と な る こ と に

つ い て 留 意 す る こ と 。  
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15 公 共 事 業 の 施 行 に 伴 う 残 土 置 場 の 取 扱 い  

   （ １ ）公 共 事 業 の 施 行 に 伴 う 残 土 置 場 の 選 定 は 、で き る だ け 農 地 を 避 け る

よ う 指 導 す る こ と と す る が 、や む を 得 ず 農 地 を 選 定 す る 場 合 に は 、優 良

農 地 を 避 け る と と も に 、一 時 転 用 を 原 則 と し 、事 業 終 了 後 は 速 や か に 農

地 に 復 旧 さ せ る も の と す る 。  

   （ ２ ）や む を 得 ず 農 地 を 選 定 す る 場 合 に は 、次 の 場 合 を 除 い て 、転 用 の 許

可 が 必 要 で あ る 。  

① 国 、 県 等 許 可 を 要 し な い 事 業 主 体 が 発 注 す る も の  

② 市 町 が 発 注 し 、 土 地 収 用 法 第 ３ 条 第 ３ ５ 号 に 該 当 す る も の で あ っ て 、

事 業 主 体 が 土 地 所 有 者 等 と 補 償 契 約 等 を 締 結 し て お り 、 か つ 、 工 事 設

計 書 等 に お い て 捨 土 の 位 置 が 明 確 に な っ て い る も の （ い わ ゆ る 位 置 指

定 捨 土 ）の 場 合 を 除 い て は 、転 用 の 許 可 が 必 要 で あ る 。（ 第 ９ の ７ の（ ２ ）

参 照 ）  

 

16  土 壌 改 良 と 称 す る 脱 法 行 為 の 防 止  

   （ １ ）一 般 に 農 地 の 所 有 者 等 が 生 産 性 の 向 上 の た め に 行 う 土 壌 改 良 は 、転

用 許 可 は 不 要 と な っ て い る が 、土 壌 改 良 に 伴 い 、農 地 外 へ 搬 出 し た 土 砂

を 事 後 的 に 採 取 計 画 の 認 可 を 取 っ て 砂 利 と し て 処 分 す る よ う な 脱 法 的

行 為 を 防 止 す る 必 要 が あ る 。  

   （ ２ ）土 壌 改 良 で は 、一 般 に 掘 削 深 が １ ｍ を 超 え る こ と は 稀 で あ る と 考 え

ら れ る の で 、こ れ を 目 安 に す る な ど し て 、具 体 的 に そ の 農 地 の 状 況 に 応

じ 、市 町 関 係 各 課 、県 農 林 総 合 事 務 所 、県 土 木 事 務 所 等 専 門 部 局 の 意 見

を 求 め て 、 土 壌 改 良 の 範 囲 内 で あ る か 等 に つ い て 判 断 す る の が 適 当 で

あ る 。  

   （ ３ ）農 業 委 員 会 で は 、県 土 木 事 務 所 、県 骨 材 工 業 組 合 等 関 係 機 関 と も 連

携 の 上 、違 反 行 為 の 未 然 防 止・早 期 発 見 の た め の パ ト ロ ー ル 等 を 行 う と

と も に 、疑 義 の あ る 案 件 に つ い て は 、事 前 に 県 に 相 談 す る も の と す る 。  

 

17 行 政 書 士 に よ る 代 理 申 請 手 続 に つ い て  

（ １ ） 考 え 方  第 １ の １ ７ （ １ ） 参 照  

（ ２ ） 行 政 書 士 に よ る 代 理 申 請 手 続 の 場 合 に 必 要 な 添 付 書 類  

○ 委 任 状  

      ア  様 式  様 式 第 １ － ９ 号  

      イ  日 付  農 業 委 員 会 へ の 申 請 前 ３ か 月 以 内 の も の と す る 。  

      ウ  そ の 他  委 任 状 は 申 請 ご と に 作 成 す る 。  
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（ ３ ） 申 請 者 の 記 載  

  ア  申 請 者 の 欄 は 誓 約 書 や 証 明 書 の 類 を 除 き 代 理 人 の 自 署 ま た は 記

名 押 印 で 可 と す る 。  

       そ の 際 、上 段 に 申 請 者 名（ 法 人 で あ る 場 合 は 法 人 名 お よ び 代 表 者

名 ） を 必 ず 記 載 す る 。（ 押 印 は 不 要 ）  

イ  代 理 人 に よ る 自 署 ・ 記 名 押 印 可 否 書 類 一 覧 （ ４ 条 、 ５ 条 関 係 ）  

区   分  書    類    名  

代 理 人 の 自 署 ま た は  

記 名 押 印 が 可 能 な も の  
 申 請 書  

申 請 人 本 人 が 自 署 ま た は  

記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い

も の  

(事 業 を 行 う 旨 の 確 認 書 を 兼

ね る )  

・ 資 材 置 場 ・ 駐 車 場 等 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ３ － ８ 号 ） 

・ 被 害 防 除 策 等 概 要 書 （ 様 式 第 ３ － ７ 号 ）  

・ 資 金 計 画 書 （ 様 式 第 ３ － １ ２ 号 ）  

・ 始 末 書 （ 違 反 転 用 の 場 合 ）  

・ 農 地 復 元 計 画 書 （ 一 時 転 用 の 場 合 ）（ 様 式 第 ３ －  

１ ３ 号 ）  

・ 埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 誓 約 書 （ 砂 利 採 取 の 場 合 ）  

 （ 様 式 第 ３ － １ ４ 号 ）  

 

18  相 談 ・ 苦 情 処 理 窓 口 の 設 置  

（ １ ）県 、指 定 市 町 お よ び 農 業 委 員 会 に お い て 農 地 転 用 に 関 す る 相 談・苦 情 処

理 窓 口 の 設 置 を 設 け る こ と と し 、 農 地 転 用 の 事 前 相 談 等 に 幅 広 く 応 じ る

と と も に 、 必 要 な 情 報 の 提 供 を 積 極 的 に 行 う こ と 。  

（ ２ ） 農 業 委 員 会 に お い て 相 談 等 の 内 容 が 農 業 振 興 地 域 制 度 の 運 用 に 係 る も

の で あ る 場 合 は 、 関 係 部 局 と の 連 携 を 図 り な が ら 相 談 に 応 じ る こ と 。  

（ ３ ）相 談・苦 情 の う ち 、処 理 方 針 に つ い て 十 分 な 検 討 を 要 す る 事 項 、対 応 に

相 当 の 時 間 を 要 す る 事 項 、 関 係 機 関 の 意 思 統 一 を 図 る 必 要 の あ る 事 項 お

よ び 今 後 に 問 題 を 残 す お そ れ が あ る 事 項 等 に つ い て は 、「 農 地 転 用 相 談 処

理 カ ー ド 」（ 様 式 第 ３ － １ １ 号 ）に よ り 整 理 し て お く も の と し 、相 談 等 が

文 書 に よ っ て 行 わ れ た と き は 、 文 書 を も っ て 速 や か に 回 答 す る も の と す

る 。ま た 、当 該「 農 地 転 用 相 談 処 理 カ ー ド 」の 写 し に つ い て 、県 等 は 該 当

農 業 委 員 会 に 、ま た 農 業 委 員 会 は 県（ 指 定 市 町 の 区 域 内 に あ っ て は 、指 定

市 町 ）に 送 付 す る も の と し 、同 カ ー ド 送 付 後 の 事 務 処 理 に つ い て は 、そ の

連 絡 等 を 相 互 に 密 に し て 円 滑 か つ 的 確 に 対 応 す る も の と す る 。  

 

19 そ の 他 処 理 上 の 留 意 事 項  

（ １ ） 農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 実 施 計 画 に 基 づ く 施 設 用 地 の 整 備 な ど 地 域 の 振 興 等 の 観 点 か ら 地 方 公

共 団 体 等 が 定 め る 公 的 な 計 画 に 従 っ て 農 地 等 を 転 用 し て 行 わ れ る 施 設 整

備 等 に つ い て は 、 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調 和 を 図 る 観 点 か ら 、 当 該 実 施



- 75 - 
 

計 画 の 策 定 の 段 階 で 、 転 用 を 行 う 農 地 等 の 位 置 等 に つ い て 当 該 実 施 計 画

の 所 管 部 局 と 十 分 な 調 整 を 行 う 。  

（ ２ ） 市 町 （ 指 定 市 町 を 除 く 。 ）  が 、 規 則 第 ２ ５ 条 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で

に 掲 げ る 施 設 ま た は 市 役 所 、 も し く は 町 役 場 の 用 に 供 す る 庁 舎 を 設 置 す

る た め の 用 地 と し て 農 地 等 を 選 定 せ ざ る を 得 な い 場 合 に は 、 法 第 ４ 条 第

１ 項 ま た は 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け る こ と の で き る 農 地 等 が 選 定 さ れ

る よ う 、 当 該 許 可 申 請 に 先 立 っ て 第 １ ７ の ４ お よ び ５ の 例 に な ら い 知 事

と 十 分 に 調 整 を 行 う こ と が 望 ま し い 。  
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別紙２                                            農地法第４条および第５条の許可申請に必要な添付書類一覧表 
番号 添 付 書 類 摘                                    要 

1 
 土地の登記事項証明書（全部事項証明書に限る） 

※２ 
 登記簿上の所有者と申請者が異なるときは、申請者が所有者であることを証する書面を添付すること。 

2  実測図（求積図）  分筆登記をせずに一筆の一部を転用しようとするときに限り、添付すること。 

3  位置図  縮尺１／５０，０００ないし１／１０，０００程度の地図に申請地を明示すること。また、図面には縮尺を明示すること。 

4  付近図  付近の状況を表示する縮尺１／５００ないし１／２，０００程度の地図（住宅地図等）に申請地を明示すること。また、図面には縮尺を明示すること。 

5  地籍図  申請地および隣接地の地番、地目、現況、所有者名、耕作者名、方位を明示すること。 

6  配置図  建物または施設の配置（隣地からの距離、施設の間隔距離等）を明示する図面  縮尺１／５００程度 図面には縮尺を明示すること。 

7  施設図（建物平面図） 
 申請地に設置する建物または施設の規模、構造を明示する図面  縮尺１／５００程度 

当該事業に関連する設計書等の既存の書類の写しを活用させることも可能である。図面には縮尺を明示すること。 

8  取水、排水計画図 
 建売分譲住宅、工場、商業施設等については、縮尺１／５００程度の取水および排水に関する図面を添付すること。また、図面には縮尺を明示するこ

と。 

9  資材置場・駐車場等事業計画書（様式3-8号）  転用目的が資材置場、駐車場など建築物等がないとき。 

10  周辺農地への被害防除策を示した書面  申請地の周辺に農地がある場合、被害防除策を示した書面（様式第３－７号）を添付すること。 

11  土地改良区の意見書  申請地が土地改良区の地区内にあるとき。（意見を求めた日から３０日を経過しても意見が得られないときは、その理由書） 

12 
地上権、永小作権、質権または賃借権に基づく 

耕作者の同意書 
申請に係る農地等につき地上権、永小作権、質権または賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面を添付すること。 

13  地役権者、仮登記権者の同意書  地役権、仮登記権が設定されているときに限り、添付すること。 

14  道路、水路の管理者の意見書  道路、水路を利用する場合で、施設の維持管理に著しい影響を及ぼすと認められる場合、当該施設の維持管理者の意見書を添付すること。 

15  所有者の同意書  所有権以外の権原に基づいて申請する場合には、所有者の同意があったことを証する書面を添付すること。 

16  資金計画書（様式第3-12号）  資金を要する全ての申請について添付すること。 

17  融資証明書または残高証明書 

資金を要する全ての申請について添付すること。（資金計画2,500万円以下の事業・個人住宅・植林等の場合は預金通帳等の写し（許可を申請する者の

者に限る。）、融資を受ける個人住宅等の場合は金融機関等の書式による融資予定証明書等、を代替書類として添付可とする。 

公的補助金等の場合は当該補助金等の交付決定通知書の写し等、公共事業の場合は予算書・議案書等の写しを添付する。） 

18 法人の登記事項証明書※１、※２  申請者が法人であるとき。（地縁団体の場合は、地縁団体台帳） 

19  定款、寄付行為、規約または規則の写し※１     同上  （原本と相違ない旨の証明を要する。） 

20  許認可書（申請書）の写し 
 他法令で許認可および届出を要するものは、受付印のある申請書の写し等を添付すること。（例：都市計画法上の開発行為許可、 

 砂利採取法上の砂利採取計画認可、盛土規制法の工事の届出・許可等） 

21  委任状  行政書士による代理申請の場合は添付すること。（様式第１－９号） 

22  その他参考資料 
 申請目的の実現が確実であることを証する書面（例：受付印のある国有財産売払申請書の写しまたは同申請書の提出に関する証明書の写し、 

 宅建免許写し、砂利採取登録証明書写し等）、代替性を検討したことを示す図面および検討結果一覧表 等 

  

 
※１いずれかを添付する。 
※２情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第１１条の規定に基づき書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、または参照することが 

できる場合には、添付することを要しない。 



- 77 - 
 

 別紙３            農地法第４条および第５条許可申請添付書類に係る審査上の留意点 

添付書類名 審   査   上   の   留   意   点 

 １ 土地の登記事項証明書 

 

 

 

 

 

 

 ２ 実測図（求積図） 

 

 

 

 

 ３ 位置図 

 

  

４ 付近図 

 

 

  

５ 地籍図 

  （１）申請者（譲渡人または貸人）と登記簿上の所有者の住所、氏名は一致しているか。 

      ①  異なるときは、住民票、戸籍の附票等本人と確認できる書面を添付する。 

      ②  相続手続きが完了していないときは、ア  相続関係説明図、イ  戸籍謄本、ウ  戸籍の附票または住民票、  

        エ 他の相続人の同意書、遺産分割協議書または相続放棄書を添付する。 

  （２）発行日がおおむね申請前３か月以内のものが添付されているか。 

  （３）土地区画整理事業が施行中の農地の転用については、仮換地証明が添付されているか。 

 

  （１）分筆登記がなされていない農地の一筆の一部分を転用しようとするときは、求積図が添付されているか。 

      ①  求積図は、必ずしも土地家屋調査士が作成したものでなくてもよいが、正確な求積および位置等が確認できる図面を 

        添付する。（登記の際、トラブルにならないよう特に注意すること。） 

      ②  求積図は、２部作成し、１部は許可書に添付する。 

 

    縮尺１／５０，０００ないし１／１０，０００程度の地図上に申請地を明示した図面が添付されているか。また、図面には縮尺が明示

されているか。 

 

    縮尺１／５００ないし１／２，０００程度の地図上に申請地を明示した図面が添付されているか。また、図面には縮尺が明示されてい

るか。 

    農地区分（甲種、第１種、第２種、第３種）が判断できる図面を添付する。 

 

  （１）申請地および周囲の地番や現況等が確認できる図面が添付されているか。 

        隣接地の地目、現況、所有者名、耕作者名、方位を地籍図に記入する。 

  （２）申請地への進入路が確保されているか。 

  （３）申請地内にいわゆる赤道、青道等官地が含まれていないか。 
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添付書類名 審   査   上   の   留   意   点 

 ６ 配置図 

 

 

 

 

 

 

  

 

７ 施設図（平面図） 

 

 ８ 取水排水計画図 

 

  

９ 資材置場・駐車場等 

 事業計画書 

 

 

 

 10 周辺農地への被害防除 

    策を示した書面 

  （１）日照、通風、粉じん、騒音等で周辺農地に悪影響を及ぼさないよう配慮した配置となっているか。 

      ①  建物や施設の配置、隣地からの距離が確認できる図面を添付する。 

      ②  悪影響が出る可能性がある場合は、どのような被害防除策を取るのかを明らかにする。 

  （２）建売分譲住宅、工場、商業施設等にあっては、区画計画が確認できる図面が添付されているか。 

  （３）事業計画は農地のかい廃を最小限におさえているか。 

        不必要な駐車場、資材置場等が含まれていないか。 

 （４）図面には縮尺が明示されているか。 

 

 

    規模、構造等を明示した縮尺１／５００程度の図面が添付されているか。また、図面には縮尺が明示されているか。 

 

    建売分譲住宅、工場、商業施設等にあっては、取水および排水計画が確認できる縮尺１／５００程度の図面が添付されているか。 

  また、図面には縮尺が明示されているか。 

 

  （１）申請者（貸資材置場等にあっては、その賃借人）が現在保有している全ての資材置場または駐車場の利用状況、今後 

      の利用見込みが記載されているか。 

  （２）今回新たに資材置場等を必要とする理由や当該地を必要とする理由、必要面積の根拠が明確に記載されているか。 

  （３）資材置場等の土地利用計画図が添付されており、土地の利用計画と整合しているか。 

 

    申請地の周囲に農地がある場合には、周辺農地への被害防除策を明らかにした書面が添付されているか。 

    ①  隣接農地の日照、通風、耕作等に著しい影響を及ぼさないか。 

    ②  農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼさないか。 

    ③  申請者から被害防除策について書面が提出されたときは、農業委員会は調査を行い、当該被害防除策が講じられれば、 
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添付書類名 審   査   上   の   留   意   点 

 11 土地改良区の意見書 

 

 12 地上権、永小作権、質 

権または賃借権に基づ 

く耕作者の同意書 

 

 13 地役権者、仮登記権者 

    の同意書 

 14 道路、水路の管理者の 

    意見書 

 

 

 

 

 

 15 所有者の同意書 

 

 16 資金計画書 

 

 17 融資証明書または残高 

    証明書 

    申請地が土地改良区の地区内にあるときは、土地改良区の意見書が添付されているか。 

 

    申請に係る農地等につき地上権、永小作権、質権または賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを 

証する書面が添付されているか。 

 

 

    土地の登記事項証明書に地役権者または仮登記権者の記載があるときは、その者の同意書が添付されているか。 

    仮登記権者の同意については、転用することについてまたは仮登記を抹消することについての同意とする。 

    道路や水路を利用する場合で、施設の維持管理に著しい影響を及ぼすと認められる場合は、その管理者の意見書が添付され 

  ているか。施設の維持管理に著しい影響を及ぼすと認められる場合とは、通常次のような場合をいい、一律的にこれらの意見 

  書を添付させることのないように特に留意すること。 

    ①  申請地への出入りのために水路をまたぐ橋を架ける必要がある場合 

    ②  申請地への出入口を確保するため、既設の道路等の一部を工事する必要がある場合 

    ③  建売分譲住宅、工場等を建設する場合で、排水等を水路に放流する場合 

 

    所有権以外の権限に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったことを証する書面が添付されているか。 

 

    事業計画からみて妥当な資金計画となっているか。（資金計画書は金額にかかわらず、添付するものとする。） 

 

  （１）金融機関等が証明する残高証明書、融資証明書等が添付されているか。 
・ 転用目的が「資金計画 2,500 万円以下の事業、個人住宅や植林等、都市計画法の用途地域内にありかつ転用面積が 1,000 ㎡ 
未満の場合」であって、残高証明書や融資証明書の添付が難しい場合は、預金通帳等の写し（許可を申請する者のものに限る。） 
の添付可 
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添付書類名 審   査   上   の   留   意   点 

 
 
 
 
  
 
 

18 法人の登記事項証明書 

 
 
 

 
19 定款、寄付行為、規約 
    または規則の写し 
 
 
 20 許認可書(申請書)等の 
    写し 
 
 
 
 
 
 
 21 その他参考資料 

・ 個人が農地を住宅等に転用する目的で金融機関等から融資を受ける場合であって、融資元の金融機関等から転用許可申請時に 
融資証明書の発行を受けることができない場合、代替書類（融資予定証明書等）の添付可 

（２）数期にまたがる転用計画の場合にあっても、全ての計画を達成するのに必要な資金について、証明書等を添付すること。 

 （３）残高証明書または融資証明書ともに発行日がおおむね申請前１か月以内のものが添付されているか。 

（４）公的な補助金等の場合は当該補助金等の交付決定通知書の写し等、公共事業の場合は予算書・議案書等の写しを添付する。 

 

    申請者が法人であるときは法人の登記事項証明書が添付されているか。（地縁団体の場合は、地縁団体台帳） 

    ①  申請書の申請者住所、氏名欄の法人名、法人の所在地が法人の登記事項証明書と合致しているか。 

    ②  事業計画が、その法人の目的に合致しているか。 

 

    申請者が法人であるときは、定款等が添付されているか。（地縁団体の場合は、地縁団体の規約等） 

    原本と相違ない旨の証明がなされていること。 

 

    他の法令で許認可および届出を要するときは、その受付印のある申請書の写し等が添付されているか。 

    ①  都市計画法による開発行為許可（市町の開発行為担当課受付印でも可） 

    ②  砂利採取法による砂利採取計画認可 

    ③  福井県土採取規制条例による土採取計画認可 

④ 盛土規制法による工事の届出・許可 

    ⑤  墓地、埋葬等に関する法律による墓地等経営許可  等 

 

  （１）申請目的の実現が確実であることを証する次のような書面が添付されているか。 

      ①  宅地建物取引業者免許証写し 

      ②  砂利採取業者登録証明写し 

      ③  委託者との受託契約書の写し等（土地開発公社が土地収用該当施設用地等を取得しようとする場合）等 

  （２）第１種農地等の不許可の例外として、農業従事者の雇用機会の増大に寄与する施設であることを挙げる場合は、申請者 
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別紙４                別紙２の添付書類以外に一時転用に必要な添付書類一覧表 
 
１  ２、３以外の一時転用 
番号 添付書類 摘            要 
１ 農地復元計画書 様式第３－１３号または必要事項が定められている貸人と借人の間の契約書の写し 

 
２  砂利採取を目的とする一時転用 
番号 添付書類 摘            要 

１ 埋戻しおよび農地復元誓約書 許可条件どおりに埋め戻すことおよび農地に復元することを誓約する書面を添付すること。原則として砂利採取業者で構成する法人格を
有する団体（福井県骨材工業組合等）との連名であるものとする。（様式第３－１４号） 

２ 搬出、埋戻ル－ト図 申請地からプラントまでの搬出ル－トおよび埋戻用の土砂採掘地から申請地までのル－トを記載すること。 

３ 砂利採取法による採取計画認可申
請書の写し 県土木事務所の受付印のあるもので、農地の復元に関する(埋戻)計画が定められているものを添付すること。 

４ 縦横断図面 申請地の砂利採取計画の縦横断図面（縮尺１／５００ないし１／１００の図面）図面には縮尺を明示すること。 

５ 埋戻のための土砂が確保されてい
ることを示す書面 採石権設定契約書の写し、土砂採掘地の登記事項証明書等 

６ 土砂採掘地の位置図 縮尺１／５０，０００ないし１／１０，０００の図面を添付すること。また、図面には縮尺を明示すること。 

７ 土砂採掘地の地籍図 地番、方位を明示すること。 
 

添付書類名 審   査   上   の   留   意   点 

１ 砂利採取法による採取計画認可 

   申請書の写し 

 

 

 

 ２ 縦横断図面 

 （１）隣地との保安距離、安全管理のための措置、地下水の浸出等への措置等が基準を満たしたものであるか。 

 （２）農地の復元に関する(埋戻)計画が定められており、転圧等の基準を満たしているか。 

 （３）採取計画は、砂利採取業者で構成する法人格を有する団体（福井県骨材工業組合等）の保証がされたものであるか。 

     （もしくは別途砂利採取業者と農地の所有者、復元の履行保証人との間で三者契約をしているか。） 

 

 （１）堀削深は通常１０ｍ以内であるか。 

       ただし、ボーリング調査により、砂利層が１０ｍ以上確認されている場合には、最大１５ｍ以内の掘削も可能であるが、その場合に

は、ボーリング調査結果の写しを添付すること。 

 （２）掘削法面の勾配が明示されており、基準を満たしているか。 
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３  福井県土採取規制条例に係る土採取を目的とする一時転用 
番号 添付書類 摘            要 
１ 埋戻しおよび農地復元誓約書 許可条件どおりに埋め戻すことを誓約する書面を添付すること。（様式第３－１４号（その２）に準ずる。） 

２ 
土の採取を行うことについての権

原を有することを示す書類 
土地の所有者との契約書の写し等を添付すること。 

３ 搬出、埋戻ル－ト図 申請地から搬出先までの搬出ル－トおよび埋戻用の土砂採掘地から申請地までのル－トを記載すること。 

４ 
福井県土採取規制条例による土採

取計画 
 

県土木事務所の受付印のあるもので、農地の復元に関する(埋戻)計画が定められているものを添付すること。 

５ 縦横断図面 申請地の土採取計画の縦横断図面（縮尺１／５００ないし１／１００の図面）図面には縮尺を明示すること。 

６ 
埋戻のための土砂が確保されてい

ることを示す書面 
陸掘りの場合、埋戻し土砂に関する契約書の写し、埋戻し土砂採掘地の登記事項証明書等 

７ 土採取地の位置図 縮尺１／５０，０００ないし１／１０，０００の図面を添付すること。また、図面には縮尺を明示すること。 

８ 土採取地の地籍図 地番、方位を明示すること。 

９ 
土砂の流出防止方法図、排出構造

図等 
土砂の流出防止方法図、排出構造図、土留構造図、搬出経路の補強、補修を示した図面等を添付すること。 

 
添付書類名 審   査   上   の   留   意   点 

 １ 福井県土採取規制条例による 

    土採取計画認可申請書の写し 

 

 ２ 縦横断図面 

 （１）隣地との保安距離、安全管理のための措置、地下水の浸出等への措置等が基準を満たしたものであるか。 

 （２）農地の復元に関する(埋戻)計画が定められており、転圧等の基準を満たしているか。 

 

   陸掘りの場合の堀削深は通常５ｍ以内であるか。 

   ただし、地下水の影響、保安距離等から判断して総合的に支障がない場合は、最大８ｍ以内の掘削調査結果等の写しを添付すること。 
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第４ 農地転用の許可基準 

 

第１  基本的な考え方 

法第４条第１項および第５条第１項の許可に当たっては、国が別に定める処理基

準および運用を参考に事務の適正かつ円滑な運用を図るものとする。 

 

第２  農地等の転用 

 １ 法第４条第６項関係  

    農地転用許可基準は、農地区分ごとの許可基準である「立地基準」と農地区分に

かかわらない許可基準である「一般基準」に大別される。  

（１）立地基準（営農条件等からみた農地の区分に応じた許可基準。法第４条第６項

第１号および第２号）  

      申請に係る農地を、その営農条件および周辺の市街地化の状況からみて区分し、

許可の可否を判断することとされている。  

      具体的な農地の区分および当該区分における許可の可否の基準は、以下のとお

りである。  

ア 農用地区域内にある農地（法第４条第６項第１号イ）  

    （ア）要件  

         法第４条第６項第１号イに掲げる農地は、農振法第８条第１項の規定に基

づき市町が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべ

き土地として定められた土地の区域（以下「農用地区域」という。同条第２

項第１号）内にある農地である。  

    （イ）許可の基準  

         農用地区域内にある農地の転用は、原則として、許可をすることができな

い。これは、同区域が市町の定める農業振興地域整備計画において、農用地

等として利用すべき土地の区域として位置付けられていることによるもので

ある。  

         ただし、農地の転用行為が次のいずれかに該当するときは、例外的に許可を

することができる。  

       a  土地収用法第２６条第１項の規定による告示（他の法律の規定による告示

または公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。以下同じ。）

に係る事業の用に供するために行われるものであること。（法第４条第６項

ただし書）  

         （注）土地収用法第２６条第１項のみなし規定を設けている法律としては、都

市計画法（第７０条）、鉱業法（第１０７条第２項）、採石法（第３７条第

２項）、公共用地の取得に関する特別措置法（第１２条第２項）等がある。  

        b  農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途

に供するために行われるものであること。（法第４条第６項ただし書）  
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         （注）農用地利用計画において、農業用施設用地として用途区分が行われてい

る農地で農業用施設を建設する場合等が考えられる。  

        c  次の全てに該当するものであること。（令第４条第１項第１号）  

       （a）申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため

に行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供するこ

とが必要であると認められるものであること。  

          （注１）「一時的な利用」とは、申請にかかる目的を達成することができる必要

最小限の期間をいい、農振法第８条第１項または第９条第１項の規定に

より定められた農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすことのな

いことを担保する観点から、３年以内の期間に限定するものとする。（処

理基準第６の１の（１）の①のア）  

                  ただし、これにかかわらず、陸砂利採取にあっては１年以内、福井県

土採取規制条例による土採取にあっては、丘陵地では２年以内、平地で

は１年以内とする。  

          また、「農地の区画や形質を変更することなくイベント会場等として

一時的に利用する場合の農地転用の取扱いについて（技術的助言）（令

和４年３月 31 日付け３農振第 2869 号農村振興局長通知）」の規定によ

り、農地をその区画や形質を変更することなく短期間で利用し、当該利

用が終了した後、直ちに当該農地を耕作の目的に供することが可能であ

ることが明らかな場合は、この限りではない。  

          （注２）「当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要である

と認められる」とは、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供する

ことによっては当該申請に係る事業の目的を達成することができない

と認められる場合であって、かつ、利用の目的が当該農地を農地として

利用することと比較して優先すべきものであると認められる（具体的に

は、令第４条第１項第２号イからヘまでのいずれかに該当するものが対

象となり得る。）場合をいうものである。（処理基準第６の１の（１）の

①のイ）  

       （b）農振法第８条第１項または第９条第１項の規定により定められた農業振

興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであ

ること。  

          （注）「農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある場合」とは、

例えば、転用行為の時期、位置等からみて農業振興地域整備計画に位置付

けられた土地改良事業等の土地基盤整備事業の施行の妨げとなる場合の

ほか、農地転用許可をすることができない工場、住宅団地等の建設のため

の地質調査を行う場合のように転用行為の最終目的が農用地区域の性格

と相容れない場合等である。（運用第２の１のアのｃの（ｂ）  
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イ  第１種農地（良好な営農条件を備えている農地。法第４条第６項第１号ロ）  

    （ア）要件  

        農用地区域内にある農地以外の農地であって、良好な営農条件を備えている

農地として、次に掲げる要件に該当するもののうち、ウの甲種農地以外のもので

ある。  

      （注）申請に係る農地が第１種農地の要件に該当する場合であっても、法第４条第

６項第１号ロ（１）に掲げる農地（以下「第３種農地」という。）の要件または

同号ロ（２）に掲げる農地（甲種農地、第１種農地または第３種農地のいずれ

の要件にも該当しない農地と併せ、以下「第２種農地」という。）の要件に該当

するものは、第１種農地ではなく、第２種農地または第３種農地として区分さ

れる。（法第４条第６項第１号ロ括弧書）  

a  おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地（令第

５条第１号）  

      （注１）「おおむね」の範囲は、都市の膨張速度や発展方向等周辺の土地利用の状況

からみて個々に判断すべきであるが、一般的には１割程度の範囲で運用する。 

      （注２）「一団の農地」とは、山林、宅地、河川、高速自動車道等により農業機械が

横断することができない土地により囲まれた集団的に存在する農地をいう。 

なお、農業用道路、農業用用排水施設、防風林等により分断されている場合

や、農作物栽培高度化施設または農業用施設（農作物栽培高度化施設を除く。

以下同じ。）その他の施設が点在している場合であっても、実際に、農業機械

が容易に横断しまたは迂回することができ、一体として利用することに支障

があると認められない場合には、一団の農地として取り扱うことが適当であ

る。  

また、傾斜、土性その他の自然的条件からみて効率的な営農を行うことがで

きず、一体として利用することに支障があると認められる場合には、一団の農

地として取り扱わないことが適当である。  

      b  土地改良法第２条第２項に規定する土地改良事業またはこれに準ずる事業

で、次の（a）および（b）の要件を満たす事業（以下「特定土地改良事業等」

という。）の施行に係る区域内にある農地（令第５条第２号）  

        （注）「施行に係る区域」には、特定土地改良事業等の工事を完了した地区だけで

なく、現に事業等を実施中である区域を含むが、特定土地改良事業等の調査計

画の段階であるものは含まない。  

      （a）次のいずれかに該当する事業（主として農地または採草放牧地の災害を防

止することを目的とするものを除く。）であること。（規則第４０条第１号） 

          ⅰ   農業用用排水施設の新設または変更  

          ⅱ   区画整理  

          ⅲ   農地または採草放牧地の造成（昭和３５年度以前の年度にその工事に

着手した開墾建設工事を除く。）  

            （注）「昭和３５年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事」には、
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旧制度開拓として実施された開拓事業が該当する。  

          ⅳ   埋立てまたは干拓  

          ⅴ   客土、暗きょ排水その他の農地または採草放牧地の改良または保全の

ため必要な事業  

      （b）次のいずれかに該当する事業であること。（規則第４０条第２号）  

          ⅰ   国または地方公共団体が行う事業  

          ⅱ   国または地方公共団体が直接または間接に経費の全部または一部につ

き補助その他の助成を行う事業  

          ⅲ   農業改良資金融通法に基づき株式会社日本政策金融公庫または沖縄振

興開発金融公庫から資金の貸付けを受けて行う事業  

          ⅳ   株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から資金の貸

付けを受けて行う事業（ⅲに掲げる事業を除く。）  

      c  傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生

産をあげることができると認められる農地（令第５条第３号）  

    （イ）許可の基準  

        第１種農地の転用は、原則として許可することができない。ただし、転用行為

が次のいずれかに該当する場合には、例外的に許可することができる。  

      a  土地収用法第２６条第１項の規定による告示に係る事業の用に供するため

に行われるものであること。（法第４条第６項ただし書）  

      b  申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために

行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必

要であると認められるものであること。（令第４条第１項第２号柱書、同項第１

号イ）  

      c  申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設そ

の他地域の農業の振興に資する施設として次に掲げるもの（次に掲げるものに

あっては、第１種農地および甲種農地以外の周辺の土地に設置することによっ

てはその目的を達成することができないと認められるものに限る。）の用に供

するために行われるものであること（令第４条第１項第２号イ、規則第３３条） 

（注）「第１種農地および甲種農地以外の周辺の土地に設置することによっては

その目的を達成することができないと認められる」か否かの判断基準につい

ては、①当該申請に係る事業目的、事業面積、立地場所等を勘案し、申請地

の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以外の土地、第２種農地

や第３種農地があるか否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業

目的に使用することが可能か否か等により行う。  

   なお、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の

農地の保全または利用の増進のための農業用施設（ため池、排水路、階段工、

土留工、防風林、防護柵等の災害を防止するために必要な施設およびかんが

い排水施設、農道等の土地の農業上の効用を高めるために必要な施設）の用

に供する場合については、農地転用の許可を要しない。  
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   また、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作または養畜の事業の

ための農業用施設（農業生産活動に必要不可欠となる畜舎、温室、種苗貯蔵

施設、農機具収納施設、農業用倉庫等に限る。）の用に供する場合であって、

当該農業用施設の規模が２アール未満であるときには、農地転用の許可を要

しないこととしている。この場合において、駐車場、トイレ、更衣室、事務

所等であって耕作または養畜の事業のために必要不可欠なものについても、

その規模が２アール未満であれば、農地転用の許可を要しないものに含まれ

る。  

（a） 農業用施設、農畜産物処理加工施設および農畜産物販売施設 

ⅰ 農業用施設には、次の施設が該当する。 

(ⅰ)農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全または利用の増

進上必要な施設 

(ⅱ)畜舎、温室、植物工場（閉鎖された空間において生育環境を制御して農

産物を安定的に生産する施設をいう。）、農産物集出荷施設、農産物貯

蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵または出荷の用に供する施

設 

(ⅲ)堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵または保

管の用に供する施設 

(ⅳ)廃棄された農畜産物または廃棄された農業生産資材の処理の用に供す

る農業廃棄物処理施設設（家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）

第 21 条第１項の規定による埋却が必要となる場合に備えて管理行為

のみが行われる土地を含む。） 

ⅱ 農畜産物処理加工施設には、その地域で生産される農畜産物（主として、

当該施設を設置する者が生産する農畜産物または当該施設が設置される

市町およびその近隣の市町の区域内において生産される農畜産物をいう。

ⅲにおいて同じ。）を原料として処理または加工を行う、精米所、果汁（び

ん詰、缶詰）製造工場、漬物製造施設、野菜加工施設、製茶施設、い草加

工施設、食肉処理加工施設等が該当する。 

ⅲ 農畜産物販売施設には、その地域で生産される農畜産物（当該農畜産物

が処理または加工されたものを含む。）の販売を行う施設で、農業者自ら

設置する施設のほか、農業者の団体、ⅱの処理または加工を行う者等が設

置する地域特産物販売施設等が該当する。 

ⅳ 耕作または養畜の事業のために必要不可欠な駐車場、トイレ、更衣室、

事務所等については、農業用施設に該当する。 

また、農業用施設、農畜産物処理加工施設または農畜産物販売施設（以

下ⅳおよびⅴにおいて「農業用施設等」という。）の管理または利用のた

めに必要不可欠な駐車場、トイレ、更衣室、事務所等については、当該施

設等と一体的に設置される場合には、農業用施設等に該当する。 
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ⅴ 農業用施設等に附帯して太陽光発電設備等を農地に設置する場合、当該

設備等が次に掲げる事項の全てに該当するときには、農業用施設に該当す

る。 

  (ⅰ)当該農業用施設等と一体的に設置されること。 

（ⅱ)発電した電気は、当該農業用施設等に直接供給すること。 

（ⅲ)発電能力は、当該農業用施設等の瞬間的な最大消費電力を超えないこ 

と。ただし、当該農業用施設等の床面積を超えない規模であること。 

      （b）都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置さ

れる施設（規則第３３条第１号）  

          （注）「都市等との地域間交流を図るために設置される施設」とは、農業体験施

設や農家レストランなど都市住民への来訪を促すことにより地域を活性

化したり、都市住民の農業、農村に対する理解を深める等の効果を発揮す

ることを通じて、地域の農業に資するものをいう。  

       （ c）農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設（同条第２号）            

          （注１）「農業従事者」には、農業従事者の世帯員も含まれる。  

          （注２）「就業機会の増大に寄与する」か否かは、当該施設に新たに雇用される

こととなる者に占める農業従事者の割合を目安として判断することと

し、当該割合がおおむね３割以上であれば、これに該当するものとする。

ただし、人口減少、高齢化の進行等により、雇用可能な農業従事者の数

が十分でないことその他の特別の事情がある場合には、このような事情

を踏まえて知事が設定した基準（以下この（ｃ）において「特別基準」

という。）により判断して差し支えない。  

この点、当該施設の用に供するために行われる農地転用に係る許可の

申請を受けた際には、申請書に雇用計画および申請者と地元自治体との

雇用協定を添付することを求めたうえで、農業従事者の雇用の確実性の

判断を行う。  

なお、雇用計画については、当該施設において新たに雇用されること

となる者の数、地元市町における農業従事者の数および農業従事者の実

態等を踏まえ、当該施設において新たに雇用されることとなる者に占め

る農業従事者の割合がおおむね３割以上となること（特別基準が設定さ

れている場合にあっては、当該特別基準を満たすこと）が確実であると

判断される内容のものであることが適当と考えられる。  

また、雇用協定においては、当該施設において新たに雇用された農業

従事者（当該施設において新たに雇用されたことを契機に農業に従事し

なくなった者を含む。）の雇用実績を毎年地元市町に報告し、当該施設に

おいて新たに雇用された者に占める農業従事者の割合がおおむね３割以

上となっていない場合（特別基準が設定されている場合にあっては、当

該特別基準を満たしていない場合）これを是正するために講ずべき措置

を併せて定められているものであること。この講ずべき措置の具体的な
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内容としては、例えば、被雇用者の年齢条件を緩和したうえで再度募集

すること、近隣自治体にまで範囲を広げて再度募集すること等である。  

       （d）農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設（同条第３号）  

          （注）「農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設」とは、農業従事者

の生活環境を改善するだけでなく、地域全体の活性化等を図ることにより、

地域の農業の振興に資するものであり、農業従事者個人の住宅等特定の者

が利用するものは含まれない。  

       （e）住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活

上または業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの（同条第４号） 

          （注１）「集落」とは、相当数の家屋が連たんして集合している区域をいう。た

だし、農村地域においては、様々な集落の形態があるところ、必ずしも

全ての家屋の敷地が連続していなくとも、一定の連続した家屋を中心と

して、一定の区域に家屋が集合している場合には、一つの集落として取

り扱って差し支えない。  

また、「集落に接続して」とは、既存の集落と間隔を置かないで接す

る状態をいう。  

（注２）この場合、申請地と集落の間に介在する場合であっても、集落周辺の

農地の利用状況等を踏まえ、周辺の土地の農業上の利用に支障がないと

認められる次に掲げる事項の全てに該当する場合には、集落に接続して

いると判断しても差し支えない。  

ⅰ 申請に係る農地の位置からみて、集団的に存在する農地を蚕食し、

または分断するおそれがないと認められること。 

ⅱ 集落の周辺の農地の利用状況等を勘案して、既存の集落と申請に係

る農地の距離が最小限と認められること。 

          （注３）「日常生活上または業務上必要な施設」には、店舗、事務所、作業場等

その集落に居住する者が生活を営む上で必要な施設全般が該当する。  

      d  申請に係る農地を市街地に設置することが困難または不適当なものとして

次に掲げる施設の用に供するために行われるものであること。（令第４条第１

第２号ロ、規則第３４条）  

      （a）病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上

で市街地以外の地域に設置する必要があるもの  

      （b）火薬庫または火薬類の製造施設  

      （c）その他（a）または（b）に掲げる施設に類する施設  

          （注）悪臭、騒音、廃煙等のため市街地の居住性を悪化させるおそれのある施

設をいい、ごみ焼却場、下水または糞尿等処理場等の施設が該当する。  

      e  申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする次のいずれかに該当するも

のに関する事業の用に供するために行われるものであること。（令第４条第１

項第２号ハ、規則第３５条）  
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      （a）調査研究（その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供すること

が必要であるものに限る。）  

          （注）当該土地の地耐力や地層を調査する必要のある場合、文化財の発掘調査

を行う場合等が考えられる。  

      （b）土石その他の資源の採取  

          （注）「土石その他の資源」には、砂利、園芸用土壌、鉱物資源等その資源の賦

存状況により採取の位置が制約されるものが該当し、単なる土取り場の「土」

はこれに該当しないものとして取扱う。  

      （c）水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの  

          （注）水産動植物の養殖用施設は、水辺に設置される必要があるため特別の立

地条件を必要とするものとして転用を許可することができることとするも

のであり、「これに類するもの」には「水産ふ化場」等が該当する。  

      （d）流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる

区域内に設置されるもの  

          （注１）「流通業務施設」には、トラックターミナル、卸売市場、倉庫、荷さば

き場、道路貨物運送業の事務所または店舗等の流通業務市街地の整備に関

する法律第５条第１項第１号から第５号までに掲げる流通業務施設をい

う。  

     （注２）「休憩所」とは、自動車の運転者が休憩のため利用することができる施

設であって、駐車場およびトイレを備え、休憩のため座席等を有する空間

を当該施設の内部に備えているもの（宿泊施設を除く。）をいう。したが

って、駐車場およびトイレを備えているだけの施設は、「休憩所」に該当

しない。  

 （注３）「これらに類する施設」には、車両の通行上必要な施設として「自動車

修理工場」、食堂等の施設が該当する。  

               なお、コンビニエンスストアおよびその駐車場については、主要な道路

の沿道において周辺に自動車の運転者が休憩のため利用することができ

る施設が少ない場合には、駐車場およびトイレを備え、休憩のための座席

等を有する休憩所と同様の役割を果たしていることを踏まえ、当該施設は

「これらに類する施設」に該当するものとして取り扱って差し支えない。 

     （注４）「次に掲げる区域内」とは、以下のとおり。               

ⅰ   一般国道または都道府県道の沿道の区域  

ⅱ   高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路（高架

の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造

のものに限る。）の出入口の周囲おおむね３００メートル以内の区域  

               ※「高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路

（高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りがで

きない構造のものに限る。）の出入口」とは、いわゆる「インター

チェンジ」をいうものである。  
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      （e）既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面

積の２分の１を超えないものに限る。）  

          （注）「既存の施設の拡張」とは、既存の施設の機能の維持・拡充等のため、既

存の施設に隣接する土地に施設を整備することをいうものである。  

      （ f） 第１種農地に係る法第４条第１項もしくは第５条第１項の許可または法

第４条第１項第７号もしくは第５条第１項第６号の届出に係る事業のため

に欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の

施設  

      ｆ   申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供

するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供す

ることが必要であると認められるものであること。  

          ただし、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る

第１種農地の面積の割合が３分の１を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に

供すべき土地の面積に占める申請に係る甲種農地の面積の割合が５分の１を

超えないものでなければならない（令第４条第１項第２号ニ、規則第３６条）。  

         （注）第１種農地の割合の算定に当たっては、事業用地に甲種農地を含む場合

には、当該甲種農地を合わせて第１種農地としてカウントする。なお、第１

種農地以外の土地となるのは、山林、原野、宅地等の異種目の土地のほか、

第２種農地、第３種農地に区分される農地も含まれる。  

ｇ   申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で、次のいずれかに該当す

るものに関する事業の用に供するために行われるものであること。（令第４条

第１項第２号ホ、規則第３７条）  

      （a）土地収用法その他の法律により土地を収用し、または使用することができ

る事業（太陽光を電気に変換する設備に関するものを除く。）  

         （注１）この場合、「土地を収用しまたは使用できることと定められている事業」

とは、事業認定の手続が済んだ場合のみをいうのではなく、広く同法第３

条各号に掲げられている事業等、いわゆる収用対象事業に該当するものを

いう。  

         （注２）「その他の法律」とは、都市計画法、道路法、土地区画整理法、河川法、

森林法、鉱業法、採石法、公有水面埋立法、災害救助法等  

      （b）森林法第２５条第１項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の

造成  

      （c）地すべり等防止法第２４条第１項に規定する関連事業計画もしくは急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律第９条第３項に規定する勧告に基

づき行われる家屋の移転その他の措置または同法第１０条第１項もしくは

第２項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事  

          （注）本項は、人命財産に係る事項であり、かつ、従前の居住地や生活基盤等

との関係から見た用地の選定を必要とする等の事情を総合的に勘案し、第１

種農地であっても許可できるとしたものである。  
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      （d）非常災害のために必要な応急措置  

      （e）土地改良法第７条第４項（国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第

８条第３項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑

資源機構法（以下単に「旧独立行政法人緑資源機構法という。」）第１５条第

６項または国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第１０条第３項の規

定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法（以下単に

「旧農用地整備公団法」という。）第２１条第６項において準用する場合を含

む。）に規定する非農用地区域（以下単に「非農用地区域」という。）と定め

られた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良法第７条第１

項の土地改良事業計画（以下単に「土地改良事業計画」という。）、旧独立行

政法人緑資源機構法第１５条第１項の特定地域整備事業実施計画（以下単に

「特定地域整備事業実施計画」という。）または旧農用地整備公団法第２１条

第１項の農用地整備事業実施計画（以下単に「農用地整備事業実施計画」と

いう。）に定められた用途に供する行為  

      （ f）工場立地法第３条第１項の工場立地調査簿に工場適地として記載された土

地の区域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内において行わ

れる工場または事業場の設置  

なお、「農業上の土地利用との調整」は、別に農村振興局長が定めるところ

により行う。（ (g)と (h)も同じ。）  

      （g）独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤

整備機構法附則第５条第１項第１号に掲げる業務（農業上の土地利用との調

整が調った土地の区域内において行われるものに限る。）  

      （h）集落地域整備法第５条第１項の集落地区整備計画の定められた区域（農業

上の土地利用との調整が調ったもので、集落地区整備計画（同条第３項に規

定する集落地区整備計画をいう。以下同じ。）が定められたものに限る。）内

において行われる同項に規定する集落地区施設および建築物等の整備              

      （ i）優良田園住宅の建設の促進に関する法律第４条第１項の認定を受けた同項

に規定する優良田園住宅建設計画（同法第４条第４項および第５項の規定に

よる協議が調ったものに限る。）に従って行われる同法第２条に規定する優

良田園住宅の建設  

      （ j）農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第３条第１項に規定する農用地土

壌汚染対策地域（以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。）として指定

された地域内にある農用地（同法第２条第１項に規定する農用地をいう。）

（同法第５条第１項に規定する農用地土壌汚染対策計画において農用地と

して利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を

除く。）その他の農用地の土壌の同法第２条第３項に規定する特定有害物質

（以下単に「特定有害物質」という。）による汚染に起因して当該農用地で生

産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土

地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当である
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と認められる農用地の利用の合理化に資する事業  

       (k)東日本大震災復興特別区域法第４６条第２項第４号に規定する復興整備事

業であって、次に掲げる要件に該当するもの 

ⅰ 東日本大震災復興特別区域法第４６条第１項第２号に掲げる地域をその

区域とする市町村が作成する同項に規定する復興整備計画に係るものであ

ること。  

ⅱ 東日本大震災復興特別区域法第４７条第１項に規定する復興整備協議会

における協議が調ったものであること。 

ⅲ 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 

ⅳ 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められ

ること。 

(l)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促

進に関する法律第５条第１項に規定する基本計画に定められた同条第２項第

２号に掲げる区域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内に

おいて同法第７条第１項に規定する設備整備計画（当該設備整備計画のうち

同条第２項第２号に掲げる事項について同法第６条第１項に規定する協議会

における協議が調ったものであり、かつ、同法第７条第４項第１号に掲げる

行為に係る当該設備整備計画についての協議が調ったものに限る。）に従っ

て行われる同法第３条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備

「農業上と土地利用との調整」は、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた

再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する計画

制度の運用に関するガイドラインについて」（平成２６年５月３０日付け２

６食産第９７４号・２６農振第７００号・２６林政利第４３号・２６水港第

１０８７号・２０１４０５３０資第５１号・環政計発第１４０５３０１号・

環自総発第１４０５３０２号農林水産省食料産業局長・農村振興局長・林野

庁長官・水産庁長官、経済産業省資源エネルギー庁長官、環境省総合環境政

策局長・自然環境局長連名通知）第４の２（２）①ニに定めるところにより

行う。 

 (m) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条第 

     ５項第２号に規定する促進区域（農業上の土地利用との調整が調ったものに

限る。）内において同法第 21 条の２第１項において読み替えて適用する農

林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進

に関する法律第７条第１項の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に

従って行われる同法第３条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備

の整備 

「農業上の土地利用との調整」は、「地域脱炭素化促進事業に係る農地転用の

取扱いに関する留意事項についての制定について」（令和４年６月２８日付

け４農振第９４８号農村振興局長通知）第２の４に定めるところにより行う。 
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(n) 農山漁村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律

（平成１９年法律第４８号）第５条第１項の規定により作成された活性化計画

（当該活性化計画に記載された同条第２項第２号ニに規定する事項および同

条第４項各号に掲げる事項について同法第６条第１項に規定する協議会にお

ける協議が調ったものに限る。）に従って行われる同法第５条第２項第２号ニ

に規定する事業 

ｈ   農村地域への産業の導入の促進等に関する法律その他の地域の開発または整

備に関する法律で令第４条第 1 項第２号ヘ（１）から（５）までに掲げるもの

（以下「地域整備法」という。）の定めるところに従って行われる場合で令第４

条第１項第２号ヘ（１）から（５）までのいずれかに該当するものその他地域の

農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる場合で（a）の要件に

該当するものであること。  

        （注１）「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画」とは土地の農業上の効

率的な利用を図るための措置が講じられているものとして（ｂ）に掲げる

計画に限られる。（令第４条第１項第２号ヘ（６）、規則第３８条および第

３９条）  

        （注２）「地域整備法の定めるところに従って行われる場合」については、次によ

り、あらかじめこれらの法律による施設の整備と農業上の土地利用との調

整を即地的に行うものとする。  

             ①  農村地域への産業の導入の促進等に関する法律……農村地域への産業の導入

の促進等に関する法律に基づく計画に係る農業振興地域制度および農地転用

許可制度との調整について（平成３０年３月１日付け２９農振第１７７１号農

林水産省農村振興局長通知）  

               ②   総合保養地域整備法……「総合保養地域整備法に基づく重点整備地区の整

備と農地等転用規制との調整等について」（昭和６２年１１月１９日付け６２

構改Ｂ第１１３９号農林水産事務次官依命通達）                

               ③   多極分散型国土形成促進法……④に同じ  

④   地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律

……「地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法

律に基づく拠点地区の整備と農地等転用規制との調整等について」（平成５年

２月５日付け５構改Ｂ第６３号農林水産事務次官依命通達）  

⑤ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律…  

 …「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

基づく計画に係る農業振興地域制度および農地転用許可制度の運用について

（平成３０年３月１日付け２９農振１７７１号農林水産省農村振興局長通知） 

      （a）（b）に掲げる計画において、その種類、位置および規模が定められている

施設（農振法施行規則第４条の５第１項第２６号の２の計画にあっては、同

号に規定する農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に

おいて設置されるものとして当該計画に定められている施設）を（b）に掲げ

る計画にしたがって整備するため行われるものであること。  

      （b）農振法第８条第１項の規定により市町が定める農業振興地域整備計画また
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は同計画に沿って当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点

から市町が策定する計画  

 

ウ 甲種農地（市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。令

第６条） 

   （ア）要件  

甲種農地は、第１種農地の要件に該当する農地のうち市街地調整区域内にある

特に良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当するものであ

る。  

      a おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のう

ち、その区画の面積、形状、傾斜および土性が高性能農業機械（農作業の効率

化または農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、

農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。）による営農に適するものと認め

られること。（令第６条第１号、規則第４１条）  

      b  特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事

が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過したもの以外のもの。 

ただし、特定土地改良事業等のうち、農地を開発することまたは農地の形質

に変更を加えることによって当該農地を改良し、もしくは保全することを目的

とする事業（いわゆる面的整備事業）で次に掲げる基準に適合するものの施行

に係る区域内にあるものに限られる。（令第６条第２号、規則第４２条）  
    （注１）「工事が完了した年度」については、土地改良事業の工事の場合にあって

は土地改良法第１１３条の３第２項または第３項の規定による公告により、

土地改良事業以外の事業の工事の場合にあっては事業実績報告等により確

認する。  

    （注２）「施行に係る区域」には、特定土地改良事業等の工事を完了した区域だけ

でなく、特定土地改良事業等を実施中である区域を含むが、特定土地改良事

業等の調査段階であるものは含まない。  

      （a）イの（ア）のｂの（a）のⅱからⅴまでに掲げる事業（区画整理、農地また

は採草放牧地の造成、埋立てまたは干拓、客土等）のいずれかに該当する事

業であること。  

      （b）次のいずれかに該当するものであること。  

          ⅰ   国または県が行う事業  

          ⅱ   国または県が直接または間接に経費の全部または一部を補助する事業  

    （イ）  許可の基準  

甲種農地の転用は、原則として許可することができない。  

ただし、転用行為  が次のいずれかに該当する場合には、例外的に許可する

ことができる。  

この場合、甲種農地が特に良好な営農条件を備えている農地であることにか

んがみ、許可をすることができる場合は、第１種農地より更に限定される。  

      a  イの（イ）の a（土地収用法の規定による告示に係る事業の用に供する場合）

に該当する場合（法第４条第６項ただし書）  
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      b  イの（イ）の b（一時的な利用）に該当する場合（令第４条第１項第２号柱  

書、同項第１号イ）  

      c  申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設ま

たはイの（イ）の c の (a)から (e)までに掲げる施設の用に供するため行われるも

のであること。ただし、同 (b)から (e)までに掲げる施設にあっては、第１種農地

および甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成

できないと認められるものに限り、同 (e)に掲げる施設にあっては、敷地面積が

おおむね５００平方メートルを超えないものに限る。（令第４条第１項第２号

イ、規則第３３条）  

    （注）「第１種農地および甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはそ

の目的を達成できないと認められる」か否かの判断については、①当該申請に

係る事業目的、事業面積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業目的

を達成することが可能な農地以外の土地、第２種農地や第３種農地があるか

否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目的に使用することが

可能か否か等により行う。  

      d  イの（イ）の e の (a)から（e）までのいずれかに該当するものに関する事業

の用に供するために行われるものであること。（令第４条第１項第２号ハ、規則

第３５条）  

      e  イの（イ）のｆに該当する場合（令第４条第１項第２号ニ、規則第３６条） 

      f  イの（イ）のｇの (b)、 (d)、 (e)または (h)から (j)までのいずれかに該当するも

のに関する事業の用に供するために行われるものであること。（令第４条第１

項第２号ホ、規則第３７条）  

      g  イの（イ）のｈに該当する場合（令第４条第１項第２号ヘ、規則第３８条お

よび第３９条）  

 

エ 第３種農地（市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。

法第４条第６項第１号ロ（１）） 

   （ア）  要件  

        第３種農地は、農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街地の区域内

または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあ

るものである。（令第７条、規則第４３条および第４４条）  

       （注）申請に係る農地が第３種農地の要件に該当する場合は、同時に第１種農地

の要件に該当する場合であっても、第３種農地として区分される。（法第４条

第６項第１号ロ括弧書）  

      a  道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他の公益的施設の整備の

状況が次に掲げる程度に達している区域（令第７条第１号、規則第４３号）  

       (a) 水管、下水道管またはガス管のうち２種類以上が埋設されている道路（幅

員４メートル以上の道および建築基準法第４２条第２項の規定による指定

を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、イの（イ）の e
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の (d)のⅱに規定する道路（高速自動車道路等）および農業用道路を除く。）

の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、

かつ、申請に係る農地または採草放牧地からおおむね５００メートル以内に

２以上の教育施設、医療施設その他の公共施設または公益的施設が存するこ

と。  

          （注１）「おおむね」の範囲は、周辺の市街化の状況、地形等を考慮した上で１

割程度の範囲で運用する。  

          （注２）「教育施設、医療施設その他の公共施設または公益的施設」は、市街化

の指標となり、かつ、住宅等の施設を誘引することが期待できるものが

対象となる。このため、一般的には、自然公園、汚水処理場等の通常市

街地に整備されていない施設、周辺地域の市街化を誘引することが期待

できない施設はこれになじまない。  

         ※別紙（Ｐ１０５）参照  

        (b) 申請に係る農地または採草放牧地からおおむね３００メートル以内に次

に掲げる施設のいずれかが存すること。  

          ⅰ   鉄道の駅、軌道の停車場または船舶の発着場  

          ⅱ   イの（イ）の e の(d)のⅱに規定する道路（高速自動車道路等）の出入口 

              （注）いわゆるインターチェンジをいう。  

          ⅲ 県庁、市役所または町役場（これらの支所を含む。）  

          ⅳ   その他ⅰからⅲまでに掲げる施設に類する施設  

              （注１）具体的には、自動車ターミナル法第２条第６項に規定するバスタ

ーミナルおよび同条第７項に規定する専用バスターミナルが該当

する。  

         （注２）消防署、警察署、保健所、公民館等は、一般的には既存の施設や

既に居住している住民に対応した施設であり、住宅等を誘致する性

格のものではないので、含まれない。  

      b  宅地化の状況が次のいずれかに掲げる程度に達している区域（令第７条第２

号、規則第４４条）  

      （a）住宅の用もしくは事業の用に供する施設または公共施設もしくは公益的施

設が連たんしていること。  

（注）住宅、事務所、工場、資材置場、駐車場、公園、学校等の施設が連たんし

ている区域に、農地が点々と散在している状態が想定されている。  

単に住宅、事務所等が連なっていることや、市街地に近接していること

のみをもって、「連たんしている」区域内にある第３種農地として区分する

ことはできない。  

※市街地に近接している農地の場合、第２種農地に該当するか否かを検討する。  

（b）街区（道路、鉄道もしくは軌道の線路その他の恒久的施設または河川、水路

等によって区画された地域をいう。以下同じ。）の面積に占める宅地の面積

の割合が４０パーセントを超えていること。  
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           （注）「宅地」には、住宅等の建築物の敷地のほか、運動場施設、駐車場等の

都市的な土地利用を行っている土地は含まれるが、農業用施設用地や単

に耕作放棄されている農地は含まれない。  

      （c）都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域（以下単に「用途地域」

という。）が定められていること。（農業上の土地利用との調整が調ったもの

に限る。）  

            「農業上の土地利用との調整」は、別に農村振興局長が定めるところに

より行う。  

       なお、高度化施設用地に用途地域の指定または変更がなされた場合には、

当該指定または変更がなされたことをもって農業上の土地利用との調整が

調ったものとはならないことに留意する必要がある。  

      c  土地区画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業またはこれに準

ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域（令第７条第３号） 

          （注）「これに準ずる事業」については、現時点で該当するものがないので、

省令は定められていない。  

    （イ）  許可の基準  

        第３種農地の転用は、許可をすることができる。  

 

オ 第２種農地（エ（第３種農地）の区域に近接する区域その他市街地化が見込ま

れる区域内にある農地。法第４条第６項第１号ロ（２）） 

（注）第２種農地は、次の要件に当てはまるものとカ（第２種農地（その他の農地））

の要件に当てはまるものとの２種類がある。  

    （ア）要件  

        第２種農地は、農用地区域内にある農地以外の農地のうち、エ（第３種農地）

の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、次に掲

げる区域内にあるものである。（令第８条、規則第４５条および第４６条）  

（注）申請に係る農地が第２種農地の要件に該当する場合は、同時に第１種農地

の要件に該当する場合であっても、第２種農地として区分される。（法第４条

第６項第１号ロ括弧書）  

      a  道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他の公益的施設の整備の

状況からみてエの（ア）の a に掲げる区域に該当するものとなることが見込

まれる区域として次に掲げるもの（令第８条第１号、規則第４５条）  

      （a）相当数の街区を形成している区域  

         （注１）道路が網状に配置されていることにより複数の街区が存在している区

域をいい、この場合の道路には農業用道路は含まれない。  

         （注２）「街区」の定義については、エの（ア）の b の（b）参照  

      （b）エ（第３種農地）の（ア）の a の（ｂ）のⅰ、ⅲまたはⅳ（駅、県庁、市

役所、町役場、バスターミナル等）に掲げる施設の周囲おおむね５００メー

トル（当該施設を中心とする半径５００メートルの円で囲まれる区域の面積
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に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が４０パーセントを超える場合

にあっては、その割合が４０パーセントとなるまで当該施設を中心とする円

の半径を延長したときの当該半径の長さまたは１キロメートルのいずれか短

い距離）以内の区域  

      ｂ   宅地化の状況からみてエ（第３種農地）の（ア）のｂに掲げる区域に該当す

るものとなることが見込まれる区域として、宅地化の状況が同ｂの（ａ）に掲

げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模が

おおむね１０ヘクタール未満であるもの（令第８条第２号、規則第４６条）  

    （イ）許可の基準  

        第２種農地の転用は、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供すること

により当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合に

は、原則として許可することができない。  

         （注）「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に

係る事業の目的を達成することができると認められる」か否かの判断は、

①転用許可申請に係る事業目的、事業面積、立地場所等を勘案し、申請地

の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以外の土地や第３種

農地があるか否か、②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目的に

使用することが可能か否か等により行う。  

        ただし、この場合であっても、次の場合には、例外的に許可することができる。 

       a  転用行為が土地収用法第２６条第１項の規定による告示に係る事業の用

に供するために行われるものである場合。（法第４条第６項ただし書）  

       b  転用行為がイ（第 1 種農地）の（イ）の c（農業用施設等）、d（市街地設

置が困難な施設）、g（公益性の高い事業）または h（地域整備法等によるも

の）のいずれかに該当する場合（令第４条第２項）  

        （注）第１種農地において例外的に許可される場合のうちイの（イ）の c の (b) か

ら (e) までに掲げる施設にあっては、第２種農地以外の周辺の土地に設置す

ることによってその目的を達成することができると認められるものであっ

ても、許可をすることができる（規則第３３条括弧書）。  

なお、第１種農地において例外的に許可をすることができる場合のうちイ

の（イ）の b、e または f の場合は、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地

を供することによっては当該申請に係る事業の目的を達成することができる

と認められないため第２種農地の転用を許可することができるものであるこ

とから、改めて令第４条第２項において規定することはされていないもので

ある。  

 

 

 

 

 



- 100 - 
 

カ 第２種農地（その他の農地） 

    （ア）要件  

        農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第１種農地および第

２種農地（オに規定するものに限る。（イ）において同じ。）および第３種農地の

いずれの要件にも該当しない農地である。例えば、中山間地域等に存在する農業

公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等が該当する。  

    （イ）  許可の基準  

        法第４条第６項第２号により、オの第２種農地の場合と同様の基準となる。  
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（参考）                      農 地 区 分 条 項 対 照 表 
                                                                                 参照ﾍ゚ ｰｼ゙ ┐ 

 
１  第１種農地 85 

（１）要件  良好な営農条件を備えている農地 85 

 

 第２の１の（１）のイの（ア）のa…おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 85 

第２の１の（１）のイの（ア）のb…特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地 85 

第２の１の（１）のイの（ア）の c…近傍の標準的な農地を超える生産をあげると認められる農地 
86 
 
 

（２）許可基準  次の例外規定に該当する場合を除いて許可できない 86 

 
第２の１の（１）のイの（イ）のa…土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業 86 

第２の１の（１）のイの（イ）のb…一時転用（仮設工作物の設置その他の一時的な利用） 86 

第２の１の（１）のイの（イ）の c…農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設、 
その他地域の農業の振興に資する施設として次に掲げるもの

（(b)から(e)までに掲げる施設にあっては、第１種農地および甲

種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を

達成することができないと認められるものに限る。） 
(a)農業用施設、農畜産物処理加工施設および農畜産物販売施設 
(b)都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図る

ために設置される施設 
(c)農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設 
(d)農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設 
(e)住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者

の日常生活上または業務上必要な施設で集落に接続して設置

されるもの 

86 
 

第２の１の（１）のイの（イ）のd…市街地に設置することが困難または不適当なもの 
                           (a)病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設 
                           (b)火薬庫または火薬類の製造施設 
                           (c)その他(a)または(b)に類する施設 

89 

第２の１の（１）のイの（イ）のe…特別の立地条件を必要とするもの 
                            (a)調査研究 
                            (b)土石その他の資源の採取 
                            (c)水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの 
                            (d)流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設 
                               ⅰ 一般国道または都道府県道の沿道の区域 
                               ⅱ 高速道路の出入口の周囲おおむね３００ｍ以内 
                            (e)既存施設の拡張（既存敷地面積の２分の１を超えない。） 
                            (f)事業に欠くことのできない通路、橋、水路等 

89 

第２の１の（１）のイの（イ）の f…申請に係る農地を隣接する土地と一体として同一の事業の目

的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成

する上で当該農地を供することが必要であると認められるも

の。（第1種農地の面積が全体の３分の１を超えない、かつ、

甲種農地の面積の割合が全体の５分の１を超えない。） 

91 
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第２の１の（１）のイの（イ）のg…公益性が高いと認められる事業 
                            (a)土地収用法対象事業 
                            (b)森林法に基づく森林の造成 
                            (c)地すべり等防止法、急傾斜地崩壊防止法 
                            (d)非常災害のために必要な応急措置 
                            (e)土地改良法等に規定する非農用地区域 
                            (f)工場立地法 
                            (g)独立行政法人中小企業基盤整備機構法 
                            (h)集落地域整備法 
                            (i)優良田園住宅建設促進法 
                            (j)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 
             (k)東日本大震災復興特別区域法 
             (l) 農山漁村再生可能エネルギー法 
             (m)地球温暖化対策推進法 
             (n)農山漁村活性化法 

91 

第２の１の（１）のイの（イ）のh…地域整備法、農業振興地域整備計画・これに沿って策定す

る計画 
94 

 

２  甲種農地 95 

（１）要件  第１種農地の要件に該当する農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農条件 
を備えている農地として次のａまたはｂに該当するもの 

95 

 
第２の１の（１）のウの（ア）の a… おおむね 10ha 以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

のうちその区画の面積、形状、傾斜および土性が高性能農業機
械による営農に適するものと認められること。 

95 

第２の１の（１）のウの（ア）の b… 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、
当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して８年を
経過していないもの。ただし、特定土地改良事業等のうち、い
わゆる面的整備事業（区画整理、農地等の造成、埋立て、干
拓、客土等）の施行に係る区域内にあるものであって、国、
県が行う事業または国、県の補助事業のいずれかに該当する
ものに限られる。 

95 

（２）許可基準  次の例外規定に該当する場合を除いて許可できない 95 

 第２の１の（１）のウの（イ）のa…第１種農地のaに該当する場合 95 

第２の１の（１）のウの（イ）のb…第１種農地のbに該当する場合 96 

第２の１の（１）のウの（イ）のｃ…第１種農地のcの農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産
物販売施設または(a)から(e)までに掲げる施設。ただし、(b)から
(e)までに掲げる施設にあっては、第１種農地および甲種農地以
外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成す
ることができないと認められるものに限り、さらに(e)について
は、敷地面積がおおむね５００㎡を超えないものに限る。 

96 

第２の１の（１）のウの（イ）のd… 第１種農地のeのうち、（a）から（e）までのいずれかに該当
するものに関する事業の用に供するために行われるもの 

96 

第２の１の（１）のウの（イ）のe…第１種農地の fに該当する場合 96 
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第２の１の（１）のウの（イ）の f… 第１種農地のgのうち、（b）、（d）、（e）または（h）から（j）
までのいずれかに該当するものに関する事業の用に供される
ために行われるもの 

96 

第２の１の（１）のウの（イ）のg…第１種農地のhに該当する場合 96 

 

３ 第３種農地 96 

（１）要件  市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 96 

 

 第２の１の（１）のエの（ア）のa…道路、下水道その他の公共施設または鉄道の駅その他 
の公益的施設の整備状況  

                          (a)水管、下水道管またはガス管のうち２種類以上が埋設されている 
道路（幅員４ｍ以上、建築基準法の位置指定を受けた道で、農道 
を除く。）の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を 
享受することができ、かつ、おおむね５００ｍ以内に２以上の教 
育施設、医療施設その他の公共施設または公益的施設が存するこ 
と。 

                         (b)おおむね３００ｍ以内に次に掲げる施設のいずれか 
                             ⅰ  鉄道の駅、軌道の停車場または船舶の発着場 
                             ⅱ  高速道路の出入口（インターチェンジ） 
                             ⅲ  県庁、市役所または町役場 
                             ⅳ  ⅰからⅲに類する施設（バスターミナル等） 

96 

 

第２の１の（１）のエの（ア）のｂ…  宅地化の状況 
                          (a)住宅、事業用施設、公共施設または公益施設が連たん 
                          (b)街区の面積に占める宅地の面積の割合が４０％超 
                          (c)都市計画法の用途地域内 

97 

 第２の１の（１）のエの（ア）の c…土地区画整理事業施行区域 98 

（２）許可基準  許可できる。 98 

 

４ 第２種農地 98 

（１）要件  第３種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地 98 

 
第２の１の（１）のオの（ア）のa… 第３種農地に近接する区域その他市街地が見込まれる区域内

にある農地で次に掲げる区域内にあるもの 
                            (a)相当数の街区を形成している区域 
                               (b)おおむね500ｍ以内の区域（１㎞を限度として、宅地の割合 

が40％まで可）に次に掲げる施設のいずれか 
                ⅰ 鉄道の駅、軌道の停車場または船舶の発着場 
                ⅱ 県庁、市役所、町役場 
               ⅲ ⅰおよびⅱに類する施設（バスターミナル等） 
               ※高速道路の出入口（インターチェンジは）不可  

98 

第２の１の（１）のオの（ア）のb…住宅、事業用施設、公共施設または公益施設が連たんしている

区域に近接する10ha未満の区域 
99 



- 104 - 
 

（２）許可基準  代替性がある場合は許可できない（次の例外規定に該当する場合を除く）。 99 

 第２の１の（１）のオの（イ）のa…土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業 99 

         〃               b…第１種農地の c、d、gまたはh に該当する場合 
この場合、イの(イ)の c の(b)から(e)までに掲げる施設にあ

っては、第２種農地以外の周辺の土地に設置することによっ

てはその目的を達成することができると認められるものであ

っても、許可をすることができる。 
なお、第１種農地において例外的に許可をすることができ

る場合のうちイの（イ）b、e または f の場合は申請に係る農

地に代えて周辺の他の土地を供することによっては当該申請

に係る事業の目的を達成することができると認められないた

め第２種農地の許可をすることができる。 

99 

 

５ その他の農地（第２種農地） 100 

（１）要件  甲種農地、第１種農地、（４に掲げる）第２種農地、第３種農地のいずれかの要件 

にも該当しない農地 
100 

 
第２の１の（１）のカの（ア）…農業公共投資の対象となっていない小集団の農地（例えば、中山

間地域等に存在する農地） 
100 

（２）許可基準  代替性がある場合は許可できない（次の例外規定に該当する場合を除く。）。 

（４の（２）と同じ） 
100 

 

第２の１の（１）のカの（イ）のa…土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業 100 

         〃                b…第１種農地の c、d、gまたはh に該当する場合 
この場合、イの(イ)の cの(b)から(e)までに掲げる施設にあ

っては、第２種農地以外の周辺の土地に設置することによ

ってはその目的を達成することができると認められるもの

であっても、許可をすることができる。 
                                なお、第１種農地において例外的に許可をすることがで

きる場合のうちイの（イ）b、e または f の場合は申請に係

る農地に代えて周辺の他の土地を供することによっては当

該申請に係る事業の目的を達成することができると認めら

れないため第２種農地の許可をすることができる。 

100 
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（別紙）  
３種農地の要件となる「公共施設または公益的施設」について 

 
第３種農地の要件となる「公共施設または公益的施設」とは、市街地の区域内または市

街地化の傾向が著しい区域の指標となる施設であることから、住民の福祉または利便のた

め必要な公共または公益的サービスが提供され、かつ、周辺の地域に新たに住宅等の建設

を誘発することが想定される施設が該当する。  
具体的には、規則第４３条第２号に規定する「鉄道の駅」や「高速道路インターチェン

ジの出入口」、「県庁、市役所等」等のほか、国・県・市町が設置する体育館、図書館、文化

センター等が該当し、警察署や消防署、保健所、自然公園、汚水処理条等は、既存の施設

もしくは住民に対応して建設されるので、この基準を適用する際の「公共施設または公益

的施設」には該当しない。  
 

 該当するもの  該当しないもの  

教育施設  

○学校教育法第 1 条の学校  
→小学校、中学校、高等学校、中

等教育学校、大学、高等専門学

校、特別支援学校、幼稚園（学

校法人の設立する私立も含む。）  
○学校教育法第 124 条の学校  

→高等専修学校、専門学校  
○認可保育所、認可外保育施設  

○塾  
○学校教育法第 134 条第 1 項に規

定する各種学校  
○廃校となった小学校、中学校  
○予備校、学習塾  
○そろばん教室、書道教室等  
○自動車教習所  
 
 

医療施設  

○医療法第 1 条の 5 に規定する病

院、診療所（右記載を除く。）  
○医療法第 2 条に規定する助産所  
 
 
 
 

○農地法施行規則第 34 条第 1 号

に該当する病院・診療所その他

医療事業の用に供する施設  
○老人保健施設  
○接骨医、鍼灸施設  
○薬局  
○健康センター、健康ランド  

公共公益的  
施設  

△市町民センター（市町民活動関

係団体等の公益的な活動を支援

するとともに、市町民の交流の

場を提供するために設置された

ものに限る。）  
△体育館（市町の区域内に居住す

る者の利用に供することを目的

とするものなどに限る。）  
△図書館（〃）  
△福祉文化センター（〃）  
 
 

○警察署、交番・派出所  
○消防署、消防団事務所・詰所  
○郵便局  
○県営・市町営の宿泊施設  
○都市公園法第 2 条第 1 項に規定

する都市公園  
○自然公園、児童公園  
○道の駅  
○上水・下水処理場  
○博物館・美術館  
○空港、漁港  
○公会堂（地縁団体の使用する集会所） 

 ※上記表中の△については、具体的な設置目的を考慮して判断することが必要  
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（ ２ ）一 般 基準（ 立地基準以外の基準。法第４条第６項第３号から第 ６号まで ）  

    （ １ ）の 立 地 基 準 に 適 合 す る 場 合 で あ っ て も 、次 の い ず れ か に 該 当 す る と き に

は 、 許 可 を す る こ と が で き な い 。  

 

ア  農 地 を 転 用 し て 申 請 に 係 る 用 途 に 供 す る こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い 場 合

（ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ３ 号 ）  

      具 体 的 に は 、 次 に 掲 げ る 事 由 が あ る 場 合 で あ る 。  

      （ ア ）転 用 行 為 を 行 う の に 必 要 な 資 力 お よ び 信 用 が あ る と 認 め ら れ な い こ と 。 

（ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ３ 号 ）  

な お 、規 則 第 ３ ０ 条 第 ４ 号 ま た は 第 ５ ７ 条 の ４ 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ

り 、申 請 書 に 資 金 計 画 に 基 づ い て 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 資 力 お よ び

信 用 が あ る こ と を 証 す る 書 面 を 添 付 す る こ と が 義 務 付 け ら れ て い る が 、資

力 お よ び 信 用 は 申 請 者 に よ っ て 様 々 で あ る こ と か ら 、当 該 書 面 は 、当 該 資

金 計 画 の 額 の 多 寡 に よ ら ず 添 付 が 必 要 で あ る 。ま た 、当 該 書 面 は 、転 用 行

為 を 行 う の に 必 要 な 資 力 お よ び 信 用 が あ る こ と を 客 観 的 に 裏 付 け る も の

で あ る 必 要 が あ り 、 申 請 者 の 申 出 に よ る も の は 適 当 で な い と 考 え ら れ る 。 

         （ 注 ）具 体 的 に は 、資 金 計 画 、申 請 適 格（ 自 然 人 の 場 合 は 、行 為 能 力 を 有

す る か 、法 人 の 場 合 は 、申 請 に 係 る 内 容 が 定 款 等 に お い て 定 め ら れ た

目 的 ま た は 業 務 に 適 合 す る か 。）、 過 去 の 実 績 等 に よ り 判 断 す る 。  

（ イ ）申 請 に 係 る 農 地 の 転 用 行 為 の 妨 げ と な る 権 利 を 有 す る 者 の 同 意 を 得 て

い な い こ と 。（ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ３ 号 ）  

          （ 注 ）「 転 用 行 為 の 妨 げ と な る 権 利 」と は 、法 第 ３ 条 第 １ 項 本 文 に 掲 げ る

権 利 で あ る 。  

      （ ウ ）法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 後 、遅 滞 な く 、申 請 に 係 る 農 地 を 申 請

に 係 る 用 途 に 供 す る 見 込 み が な い こ と 。（ 規 則 第 ４ ７ 条 第 １ 号 ）  

          （ 注 １ ）「 許 可 を 受 け た 後 、遅 滞 な く 申 請 に 係 る 土 地 を 申 請 の 目 的 に 供 す

る 」 と は 、 速 や か に 工 事 に 着 手 し 必 要 最 小 限 の 期 間 で 申 請 に 係 る

用 途 に 供 さ れ る こ と を い う が 、こ れ に 要 す る 期 間 は 、原 則 と し て 、

許 可 の 日 よ り お お む ね １ 年 以 内 で あ る 。  

                  た だ し 、 大 規 模 な 転 用 で あ る こ と 等 か ら １ 年 を 超 え る こ と と な

る 事 案 に つ い て は 、事 業 目 的 か ら み て 通 常 必 要 と し て い る 期 間 で

あ る か 、事 業 の 一 体 性 か ら 事 業 用 地 を 分 割 す る こ と が 著 し く 困 難

で あ る か 等 に よ り 、 転 用 期 間 の 妥 当 性 が 判 断 さ れ る 。  

       （ 注 ２ ）申 請 に 係 る 事 業 の 施 行 に 関 し て 法 令（ 条 例 も 含 む 。）に よ り 義 務

づ け ら れ て い る 行 政 庁 と の 協 議 を 行 っ て い な い 場 合 に つ い て は 、

上 記 事 由 に 該 当 し 、 申 請 に 係 る 用 途 に 供 す る こ と が 確 実 と 認 め

ら れ な い と 判 断 す る こ と が 適 当 と 考 え ら れ る 。  

      （ エ ）申 請 に 係 る 事 業 の 施 行 に 関 し て 行 政 庁 の 免 許 、許 可 、認 可 等 の 処 分 を

必 要 と す る 場 合 に お い て は 、こ れ ら の 処 分 が さ れ な か っ た こ と ま た は こ

れ ら の 処 分 が さ れ る 見 込 み が な い こ と 。（ 規 則 第 ４ ７ 条 第 ２ 号 ）  

      （ オ ） 申 請 に 係 る 事 業 の 施 行 に 関 し て 法 令 （ 条 例 を 含 む 。） に よ り 義 務 付 け

ら れ て い る 行 政 庁 と の 協 議 を 現 に 行 っ て い る こ と 。（ 規 則 第 ４ ７ 条 第 ２
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号 の ２ ）  

（ カ ）申 請 に 係 る 農 地 と 一 体 と し て 申 請 に 係 る 事 業 の 目 的 に 供 す る 土 地 を 利

用 で き る 見 込 み が な い こ と 。（ 規 則 第 ４ ７ 条 第 ３ 号 ）  

          （ 注 ）転 用 事 業 が 農 地 と 併 せ て 山 林 、原 野 等 の 土 地 を 利 用 す る 計 画 で あ

る 場 合 に お い て 、地 権 者 が 同 意 し て い な い 農 地 以 外 の 土 地 が 転 用 事

業 の 計 画 地 に 含 ま れ 、か つ 、そ れ が 事 業 計 画 上 主 要 な 部 分 を 占 め る

等 に よ り 当 該 事 業 計 画 を 達 し が た い と 認 め ら れ る よ う な と き は 許

可 さ れ な い 。  

（ キ ）申 請 に 係 る 農 地 の 面 積 が 申 請 に 係 る 事 業 の 目 的 か ら み て 適 正 と 認 め ら

れ な い こ と 。（ 規 則 第 ４ ７ 条 第 ４ 号 ）  

         （ 注 １ ）転 用 す る 農 地 の 面 積 は 、当 該 転 用 事 業 を 達 成 す る 上 に お い て 必 要

と さ れ る 最 低 限 度 の も の と す べ き で あ る が 、適 正 な 事 業 目 的 の 実 現

や 適 正 な 土 地 利 用 を 阻 害 し な い 観 点 か ら 、そ の 事 業 目 的 に 照 ら し て

規 模 が 適 正 か を 判 断 す る 。  
                具 体 的 な 判 断 と し て は 、 一 般 個 人 住 宅 は 敷 地 面 積 全 体 で 5 0 0 ㎡

以 内 、 農 家 住 宅 は 農 作 業 場 等 が 必 要 と な る の で 敷 地 面 積 全 体 で

1 , 0 0 0 ㎡ 以 内 が 一 つ の 目 安 と さ れ て い る が 、 一 般 的 に は 、 個 々 の 転

用 事 業 の 内 容 、類 似 施 設 の 通 常 の 規 模 、当 該 土 地 の 形 状 、周 辺 の 土

地 利 用 の 状 況 等 を 考 慮 し な が ら 、 転 用 事 業 ご と に 判 断 す る 。  
         （ 注 ２ ）大 規 模 な 施 設 の 建 設 等 で 、当 該 建 設 事 業 の 計 画 が 長 期 に わ た る も

の に つ い て は 、期 別 計 画 に 従 っ て 必 要 な 面 積 に つ い て 申 請 さ れ た も

の で あ る こ と 。た だ し 、当 該 事 業 の 計 画 の 一 体 性 の 見 地 か ら こ れ を

分 割 す る こ と が 著 し く 困 難 な も の に あ っ て は こ の 限 り で な い 。  
      （ ク ）申 請 に 係 る 事 業 が 工 場 、住 宅 そ の 他 の 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 の 造 成

（ そ の 処 分 を 含 む 。）の み を 目 的 と す る も の で あ る こ と 。（ 規 則 第 ４ ７ 条

第 ５ 号 ）ま た 、申 請 者 が 工 場 、住 宅 そ の 他 の 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 の

造 成 を 行 い 、自 ら 当 該 施 設 を 建 設 せ ず に 当 該 土 地 を 処 分 し 、申 請 者 以 外

の 者 が 当 該 施 設 を 建 設 す る 場 合 、 当 該 申 請 に 係 る 事 業 は 、「 土 地 の 造 成

（ そ の 処 分 を 含 む 。） の み を 目 的 と す る も の 」 に 該 当 す る 。  
          （ 注 ） そ の 理 由 は 、  
              ①   宅 地 分 譲 の た め の 宅 地 が 造 成 さ れ た と し て も 、 そ の 宅 地 が 速

や か に 住 宅 や 工 場 建 設 の 用 に 使 用 さ れ る 保 証 が な い こ と 。  
              ②   場 合 に よ っ て は 、 む し ろ 地 価 値 上 が り 期 待 の た め 荒 廃 地 化 す

る お そ れ す ら あ り 、土 地 の 有 効 利 用 を 期 待 す る こ と は 困 難 で あ

る こ と 。  
              ③   許 可 目 的 に 反 す る 用 途 に 使 用 さ れ る こ と を 事 前 に 防 止 す る

た め で あ る 。  

         た だ し 、第 ４ の 第 ２ の ７ の 建 築 条 件 付 売 買 予 定 地（ 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９

日 付 け ３ ０ 農 振 第 ４ ０ ０ ２ 号 農 林 水 産 省 農 村 振 興 局 長 通 知 ）と す る 場 合

の ほ か 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
a 農 業 構 造 の 改 善 に 資 す る 事 業 の 実 施 に よ り 農 業 の 振 興 に 資 す る 施 設

の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場

合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が 当 該 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め

ら れ る と き 。  
なお、｢農業構造の改善に資する事業｣は、別に農村振興局長が定める。 
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ま た 、「 当 該 農 地 が 当 該 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 」か 否 か は 、

別 に 農 村 振 興 局 長 が 定 め る と こ ろ に よ り 判 断 す る 。  
ｂ  農 業 協 同 組 合 が 農 業 協 同 組 合 法 第 １ ０ 条 第 ５ 項 各 号 の 事 業 の 実 施

に よ り 工 場 、 住 宅 そ の 他 の 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め

農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が こ れ ら の 施

設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  
ｃ  農 地 中 間 管 理 機 構 が 農 業 用 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た

め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が 当 該 施 設

の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  
ｄ  規 則 第 ３ ８ 条 に 規 定 す る 計 画（ 農 振 法 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 町

農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 等 ）に 従 っ て 工 場 、住 宅 そ の 他 の 施 設 の 用 に 供

さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合  

e  非 農 用 地 区 域 内 に お い て 当 該 非 農 用 地 区 域 に 係 る 土 地 改 良 事 業 計

画 、特 定 地 域 整 備 事 業 実 施 計 画 ま た は 農 用 地 整 備 事 業 実 施 計 画 に 定 め

ら れ た 用 途 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に

す る 場 合 で あ っ て 、当 該 農 地 が 当 該 用 途 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め

ら れ る と き 。  

ｆ  用 途 地 域 が 定 め ら れ て い る 土 地 の 区 域 （ 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調

整 が 調 っ た も の に 限 る 。） 内 に お い て 工 場 、 住 宅 そ の 他 の 施 設 の 用 に

供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ

っ て 、当 該 農 地 が こ れ ら の 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ

る と き 。  

な お 、「 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調 整 」 は 、 別 に 農 村 振 興 局 長 が 定 め

る と こ ろ に よ り 行 う 。  

ｇ  都 市 計 画 法 第 １ ２ 条 の ５ 第 １ 項 の 地 区 計 画 が 定 め ら れ て い る 土 地

の 区 域 （ 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調 整 が 調 っ た も の に 限 る 。） 内 に お い

て 、同 法 第 ３ ４ 条 第 １ ０ 号 の 規 定 に 該 当 す る も の と し て 同 法 第 ２ ９ 条

第 １ 項 の 許 可 を 受 け て 住 宅 ま た は こ れ に 附 帯 す る 施 設 の 用 に 供 さ れ

る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、当

該 農 地 が こ れ ら の 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。 

な お 、「 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調 整 」は 、別 に 農 村 振 興 局 長 が 定 め る

と こ ろ に よ り 行 う 。  

ｈ  集 落 地 域 整 備 法 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 集 落 地 区 計 画 が 定 め ら れ

て い る 区 域 （ 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調 整 が 調 っ た も の に 限 る 。） 内 に

お い て 集 落 地 区 整 備 計 画 に 定 め ら れ る 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 に 適 合

す る 建 築 物 等 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の

も の に す る 場 合 で あ っ て 、当 該 農 地 が こ れ ら の 建 築 物 等 の 用 に 供 さ れ

る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  

な お 、「 農 業 上 の 土 地 利 用 と の 調 整 」 は 、 別 に 農 村 振 興 局 長 が 定 め

る と こ ろ に よ り 行 う 。  
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i   国（ 国 が 出 資 し て い る 法 人 を 含 む 。）の 出 資 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 、

地 方 公 共 団 体 の 出 資 に よ り 設 立 さ れ た 一 般 社 団 法 人 も し く は 一 般 財

団 法 人 、土 地 開 発 公 社 ま た は 農 業 協 同 組 合 も し く は 農 業 協 同 組 合 連 合

会 が 、農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 定 め ら れ た 実 施 計 画 に 基 づ き 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す

る 産 業 導 入 地 区 内 に お い て 同 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 施 設 用 地 に 供 さ れ

る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合  

j   総 合 保 養 地 域 整 備 法 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 同 意 基 本 構 想 に 基 づ

き 同 法 第 ４ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 重 点 整 備 地 区 内 に お い て 同 法

第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た

め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、当 該 農 地 が 当 該 施 設 の

用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  

k   多 極 分 散 型 国 土 形 成 促 進 法 第 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 同 意 基 本 構

想 に 基 づ き 同 法 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 重 点 整 備 地 区 内 に お

い て 同 項 第 ３ 号 中 に 規 定 す る 中 核 的 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成

す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が 当

該 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  

l   地 方 拠 点 都 市 地 域 の 整 備 お よ び 産 業 業 務 施 設 の 再 配 置 の 促 進 に 関

す る 法 律 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 同 意 基 本 計 画 に 基 づ き 同 法 第 ２ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 拠 点 地 区 内 に お い て 同 項 の 事 業 と し て 住 宅 お よ び

住 宅 地 も し く は 同 法 第 ６ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 教 養 文 化 施 設 等 の 用 に

供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め ま た は 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 拠 点 地 区

内 に お い て 同 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 産 業 業 務 施 設 の 用 に 供 さ れ

る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、

当 該 農 地 が こ れ ら の 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と

き 。  

m  地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の 基 盤 強 化 に 関 す

る 法 律 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 承 認 地 域 経 済 牽 引 事 業 計 画 に 基 づ

き 同 法 第 １ １ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 土 地 利 用 調 整 区 域 内 に お い

て 同 法 第 １ ３ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 施 設 の 用 に 供 す る 土 地 を 造

成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が

当 該 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  

n   大 都 市 地 域 に お け る 優 良 宅 地 開 発 の 促 進 に 関 す る 緊 急 措 置 法 第 ３

条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 宅 地 事 業 開 発 計 画 に 従 っ て 住 宅 そ の 他 の 施

設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る

場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が 当 該 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認
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め ら れ る と き 。  

o  地 方 公 共 団 体 （ 県 お よ び 指 定 市 町 を 除 く 。） ま た は 独 立 行 政 法 人 都

市 再 生 機 構 そ の 他 国（ 国 が 出 資 し て い る 法 人 を 含 む 。）の 出 資 に よ り

設 立 さ れ た 地 域 の 開 発 を 目 的 と す る 法 人 が 工 場 、 住 宅 そ の 他 の 施 設

の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場

合  

p   電 気 事 業 者 ま た は 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 そ の 他 国 も し く は 地 方

公 共 団 体 の 出 資 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 が 、 ダ ム の 建 設 に 伴 い 移 転 が

必 要 と な る 工 場 、 住 宅 そ の 他 の 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る

た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合  

q   独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 法 施 行 令 第 ３ 条 第 １ 項 第 ３ 号

に 規 定 す る 事 業 協 同 組 合 等 が 同 号 に 規 定 す る 事 業 の 実 施 に よ り 工 場 、

事 業 場 そ の 他 の 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地

以 外 の も の に す る 場 合  

r 地 方 住 宅 供 給 公 社 、 日 本 勤 労 者 住 宅 協 会 も し く は 土 地 開 発 公 社 ま た

は 一 般 社 団 法 人 も し く は 一 般 財 団 法 人 が 住 宅 ま た は こ れ に 附 帯 す る

施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す

る 場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が こ れ ら の 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確

実 と 認 め ら れ る と き 。  

s   土 地 開 発 公 社 が 土 地 収 用 法 第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 を 設 置 し よ う

と す る 者 か ら 委 託 を 受 け て こ れ ら の 施 設 の 用 に 供 さ れ る 土 地 を 造 成

す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 農 地 が こ

れ ら の 施 設 の 用 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き 。  

t   農 用 地 土 壌 汚 染 対 策 地 域 と し て 指 定 さ れ た 地 域 内 に あ る 農 用 地 （ 農

用 地 土 壌 汚 染 対 策 計 画 に お い て 農 用 地 と し て 利 用 す べ き 土 地 の 区 域

と し て 区 分 さ れ た 土 地 の 区 域 内 に あ る 農 用 地 を 除 く 。）そ の 他 の 農 用

地 の 土 壌 の 特 定 有 害 物 質 に よ る 汚 染 に 起 因 し て 当 該 農 用 地 で 生 産 さ

れ た 農 畜 産 物 の 流 通 が 著 し く 困 難 で あ り 、か つ 、当 該 農 用 地 の 周 辺 の

土 地 の 利 用 状 況 か ら み て 農 用 地 以 外 の 土 地 と し て 利 用 す る こ と が 適

当 で あ る と 認 め ら れ る 農 用 地 の 利 用 の 合 理 化 に 資 す る 事 業 の 実 施 に

よ り 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合  
 

イ  周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合

（ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ４ 号 ）  

      申 請 に 係 る 農 地 の 転 用 行 為 に よ り 、土 砂 の 流 出 ま た は 崩 壊 そ の 他 の 災 害 を 発  
生 さ せ る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 、 農 業 用 用 排 水 施 設 の 有 す る 機 能 に  
支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 そ の 他 の 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農  



- 111 - 

条 件 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合（ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ４ 号 ） 
に は 、 転 用 の 許 可 を す る こ と が で き な い 。  

     「 災 害 を 発 生 さ せ る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 」 と は 、 土 砂 の 流 出 ま た

は 崩 壊 の お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の ほ か 、ガ ス 、粉 じ ん ま た は 鉱 煙 の 発

生 、 湧 水 、 捨 石 等 に よ り 周 辺 の 営 農 条 件 へ の 支 障 が あ る 場 合 を い う 。  
      ま た 、「 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ

る 場 合 」と し て は 、法 に 例 示 さ れ て い る も の の ほ か 、次 に 掲 げ る 場 合 が 想 定 さ

れ る 。  
（ ア ）申 請 に 係 る 農 地 の 位 置 等 か ら み て 、集 団 的 に 存 在 す る 農 地 を 蚕 食 し 、ま

た は 分 断 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合  
（ イ ）周 辺 の 農 地 に お け る 日 照 、通 風 等 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら

れ る 場 合  
（ ウ ）農 道 、た め 池 そ の 他 の 農 地 の 保 全 ま た は 利 用 上 必 要 な 施 設 の 有 す る 機 能

に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合  
（ 注 １ ）転 用 に 伴 い 道 路 、水 路 、溜 池 等 を 廃 止 す る 場 合 は 、代 替 施 設 を 設 置 す る

等 そ の 廃 止 が 近 傍 の 農 業 生 産 条 件 に 著 し い 影 響 を 及 ぼ さ な い よ う 措 置 す

る も の で あ る こ と 。  
（ 注 ２ ）代 替 施 設 と は 、従 前 の 構 造 、能 力 と 同 等 の も の 、お よ び 施 設 と し て は 異

な る が 機 能 的 に 従 前 と 同 等 と 見 ら れ る も の の 双 方 を 含 む と 解 す べ き で あ

る 。つ ま り 、溜 池 が 廃 止 さ れ る が 、溜 池 と 同 じ 給 水 能 力 を 内 容 と す る 水 利

権 の 取 得 が で き る と か 、水 路 を 廃 止 す る が 、自 己 の 工 場 の 冷 却 水 を 提 供 す

る と か 等 は そ の 例 と し て 考 え ら れ る 。  
 

ウ  地 域 に お け る 農 地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 に 支 障 を 生 ず

る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 （ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ５ 号 ）  

法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ５ 号 の 「 地 域 に お け る 農 地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利

用 の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 」 と は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場

合 と さ れ て い る 。  

(ｱ)  基 盤 法 第 １ ９ 条 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 地 域 計 画 の 案 の 公 告 が あ っ て

か ら 同 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 地 域 計 画 の 公 告 が あ る ま で の 間 に お

い て 、当 該 地 域 計 画 の 案 に 係 る 農 地 を 転 用 す る こ と に よ り 、当 該 地

域 計 画 に 基 づ く 農 地 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 に 支 障 を 及 ぼ す お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 （ 規 則 第 ４ ７ 条 の ３ 第 １ 号 ）。  

(ｲ)  地 域 計 画 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る こ と に よ り 、当 該 地 域

計 画 の 達 成 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合（ 規 則 第

４ ７ 条 の ３ 第 ２ 号 ）。 基 盤 法 第 １ ９ 条 第 ８ 項 の 規 定 に よ る 地 域 計 画

の 公 告 が あ っ た 後 も 、  

ａ  当 該 公 告 に 係 る 地 域 計 画 の 区 域 内 の 農 地 が 農 地 以 外 の 用 途  

に 供 さ れ る こ と に よ り 、当 該 地 域 計 画 に 定 め ら れ た 農 作 物 の 生  

産 振 興 や 産 地 形 成 に 支 障 が 生 じ る 場 合   

ｂ  当 該 公 告 に 係 る 地 域 計 画 の 区 域 内 の 農 地 に お い て 農 業 を 担  

う 者 が 特 定 さ れ て い る 場 合 ま た は 農 業 を 担 う 者 の 確 保 が 見 込  

ま れ て い る 場 合 に お い て 、そ の 者 に 係 る 当 該 地 域 計 画 の 区 域 内  

の 農 地 を 農 地 以 外 の 用 途 に 供 す る 場 合   

ｃ  当 該 公 告 に 係 る 地 域 計 画 の 区 域 内 の 農 地 が 農 地 以 外 の 用 途  

に 供 さ れ る こ と に よ り 、当 該 地 域 計 画 に 定 め ら れ た 効 率 的 か つ  

安 定 的 な 農 業 経 営 を 営 む 者 に 対 す る 農 用 地 の 利 用 の 集 積 お よ  
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び 農 用 地 の 集 団 化 に 関 す る 目 標 の 達 成 に 支 障 が 生 じ る 場 合  

等 の 場 合 に つ い て は 、「 地 域 計 画 の 達 成 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が

あ る と 認 め ら れ る 場 合 」 に 該 当 す る も の と 解 さ れ る 。   

な お 、ａ か ら ｃ ま で に 掲 げ る 場 合 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で

あ っ て も 、 例 え ば 、   

ⅰ  仮 設 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 一 時 的 な 利 用 に 供 す る た め 農  

 地 を 農 地 以 外 の も の に す る と き に お い て 、そ の 利 用 に 供 さ れ  

 た 後 に そ の 土 地 が 地 域 計 画 に 位 置 付 け ら れ た 農 業 を 担 う 者  

が 行 う 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き   

ⅱ  地 域 計 画 の 達 成 の た め に 必 要 な 農 業 用 施 設（ 基 盤 法 第 ４ 条  

 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 農 業 用 施 設 を い う 。） と し て 当 該 地  

域 計 画 に 位 置 づ け ら れ た も の の 用 に 供 す る た め 農 地 を 農 地  

以 外 の 用 に 供 す る と き  

ⅲ  規 則 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 本 文 に 定 め る 営 農 型 太 陽 光 発 電 に つ  

い て 、「 営 農 型 太 陽 光 発 電 に 係 る 農 地 転 用 許 可 制 度 上 の 取 扱  

い に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン の 制 定 に つ い て 」（ 令 和 ６ 年 ３ 月  

２ ５ 日 付 け ５ 農 振 第 ２ ８ ２ ５ 号 農 林 水 産 省 振 興 局 長 通 知 ）別  

添 ２ の（ ２ ）の ク の 定 め に 基 づ き 、協 議 の 場 で 合 意 を 得 た 土  

地 の 区 域 内 で 行 う と き 等 に つ い て は 、「 地 域 計 画 の 達 成 に 支  

障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 」に は 該 当 し な い  

も の と 解 さ れ る 。   

（ ｳ）農 用 地 区 域 を 定 め る た め の 農 振 法 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 告  

が あ っ て か ら 農 振 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 （ 農 振 法 第 １ ３ 条 第 ４ 項 に お い  

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 公 告 が あ る ま で の 間 に お い て 、 

農 振 法 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 公 告 に 係 る 農 振 法 第 ８ 条 第 １ 項  

に 規 定 す る 市 町 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 案 に 係 る 農 地 （ 農 用 地 区  

域 と し て 定 め る 区 域 内 に あ る も の に 限 る 。） を 転 用 す る こ と に よ り 、 

当 該 計 画 に 基 づ く 農 地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 に  

支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 （ 則 第 ４ ７ 条 の ３ 第 ３  

号 ）。  

 

エ  仮 設 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 一 時 的 な 利 用 に 供 す る た め に 農 地 を 転 用 し よ う

と す る 場 合 に お い て 、 そ の 利 用 に 供 さ れ た 後 に そ の 土 地 が 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ

る こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い と き 。（ 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ６ 号 ）  

     （ 注 １ ）「 そ の 利 用 に 供 さ れ た 後 に そ の 土 地 が 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ る こ と 」と は 、

一 時 的 な 利 用 に 供 さ れ た 後 、 速 や か に 農 地 と し て 利 用 す る こ と が で き る

状 態 に 回 復 さ れ る こ と を い う も の で あ る 。  

 

（ ３ ）  そ の 他  

法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 に 係 る 土 地 に つ い て 、 当 該 許 可 に 係 る 工 事 が 完 了 す る 前

に 、 当 該 土 地 が 農 地 以 外 の 土 地 で あ る と 判 断 す る こ と は 、 適 当 で な い 。  

ま た 、 法 第 ４ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 に つ い て も 、 同 様 で

あ る 。な お 、当 該 土 地 に つ い て 、工 事 が 完 了 す る 前 に 同 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し

な く な っ た 場 合 に は 、 改 め て 許 可 を 受 け る 必 要 が あ る こ と に 留 意 す る 。  
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２  法 第 ４ 条 第 ４ 項 お よ び 法 第 ５ 条 第 ３ 項 関 係（ 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 の

意 見 聴 取 ）  
   農 業委 員 会は 、法第 ４ 条第 ３ 項お よ び 法第 ５条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 意 見 を

述 べ よ うと する とき（ 同一 の 事業（同 一 の 事 業 主 体 が 一 連 の 事 業 計 画 の 下に

転 用 し よ う と す る 事 業 を い う 。） の 目 的 に 供 す る た め ３ ０ ア ー ル を 超 え る農

地 転 用 に係 るも ので あ る とき に 限 る 。）は、あ ら か じ め 、県 農 業 委 員 会 ネ ット

ワ ー ク 機構（ 農 業委員 会 法 第４ ２条 第１ 項 の 規定 に よ る 知 事 の 指 定 を 受 けた

農 業 委 員会 ネッ トワ ー ク 機構 を い う 。以 下同 じ 。）の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら

な い 。  
ま た 、農業 委 員会は 、意 見を 述 べるた め 必 要が あ る と 認 め る と き は 、県農

業 委 員 会ネ ット ワー ク 機 構の 意見 を聴 く こ とが でき る 。  

 
 農業委員会が福井県農業会議の意見を聴く「必要があると認める」案件の基準  

   農振農用地、甲種農地、第１種農地および現地調査対象農地（※）とする。  
※  現地調査対象農地とは（農地法転用関係）  
 ⅰ  市街化調整区域における転用 原則として１,０００㎡以上の農地  
 ⅱ  都市計画用途地域における転用 原則として３,０００㎡以上の農地  
 ⅲ  上記ⅰ、ⅱ以外の地域における転用 原則として２,０００㎡以上の  

農地  
 ⅳ  その他必要と認めた事項（営農型太陽光発電等）  
 

農 業 委 員 会 か ら 意 見 を 求 め ら れ た 事 案 に つ い て の 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー

ク 機 構 の 審 議 は 、 原 則 と し て 書 面 審 理 に よ る も の と す る 。  
      な お 、農 業 委 員 会 は 、県農業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 の 意 見 を 聴 く た め に 必

要 な 書 面（ 以 下「 諮 問 書 」と い う 。）の 記 載 内 容 が 簡 略 化 さ れ て い た り 、諮 問 書

の 提 出 が 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に お け る 審 議 の 直 前 と な る こ と の な

い よ う 留 意 す る も の と す る 。  
 

３  法 第 ５ 条 第 ２ 項 の 許 可 の 基 準  
      法 第 ５ 条 第 ２ 項 の 許 可 の 基 準 の 内 容 は 、採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動

に 係 る 場 合 を 含 め 、以 下 を 除 き １ の 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 の 基 準 等 の 内 容 と 同

様 と な る 。（ 法 第 ５ 条 第 ２ 項 ）  
    ア  仮 設 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 一 時 的 な 利 用 に 供 す る た め 所 有 権 を 取 得 し よ う

と す る 場 合 に は 、許 可 を す る こ と が で き な い こ と 。（ 法 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 ）  
    イ  農 地 を 採 草 放 牧 地 に す る た め 法 第 ３ 条 第 １ 項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ

う と す る 場 合 に お い て 、同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 の 許 可 を す る こ

と が で き な い 場 合 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、許 可 す る こ と が で き な い

こ と 。（ 法 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ８ 号 ）  
 
４  陸 砂 利 採 取 に 係 る 一 時 転 用 の 基 準  
    陸 砂 利 採 取 に 係 る 一 時 転 用 に つ い て は 、こ の ほ か 次 の 事 項 に 留 意 す る も の と す  

る 。  
（ １ ） 農 業 基 盤 の 整 備 等 と の 調 整  
    ア   砂 利 採 取 に つ い て は 、農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 に 基 づ く 農 業 基 盤 の 整 備 お よ

び 開 発 等 に 関 す る 計 画 の 実 施 に 支 障 が 生 じ な い も の で あ る こ と 。  
    イ   土 地 改 良 事 業 施 行 計 画 区 域 内 の 砂 利 採 取 に あ っ て は 、当 該 土 地 改 良 組 合 と

意 見 調 整 し 、 当 該 事 業 の 実 施 に 支 障 が 生 じ な い こ と 。  
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（ ２ ） 被 害 防 除 策  
    砂 利 採 取 に 係 る 一 時 転 用 に よ り そ の 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障 を 生 じ

な い よ う に 、 次 の 被 害 防 除 策 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  
ア  掘 削 深 は 、 原 則 と し て １ ０ ｍ 以 内 と す る こ と 。  

た だ し 、 ボ ー リ ン グ 調 査 等 に よ り 砂 利 層 が １ ０ ｍ 以 上 確 認 さ れ て い る 場 合

は 、 最 大 １ ５ ｍ 以 内 と す る こ と 。  
イ  掘 削 法 面 の 勾 配 は 、 １ 割 （ ４ ５ 度 ） と す る こ と 。  

た だ し 、 知 事 が 災 害 防 止 上 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 知 事 が 定 め る 勾 配 に

よ る こ と 。  
    ウ   隣 地 と の 保 安 距 離 は 最 小 限 ２ ｍ と し 、水 路 に 対 し て は ３ ｍ 、道 路 、河 川 等

の 公 共 物 件 に 対 し て は ５ ｍ 以 上 の 保 安 距 離 を 確 保 す る こ と 。  
       た だ し 、知 事 が 災 害 防 止 上 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、知 事 が 定 め る 保 安 距

離 を 確 保 す る こ と 。  
    エ   採 取 場 の 付 近 の 安 全 管 理 の た め 、立 入 禁 止 の 表 示 板 、有 刺 鉄 線 等 に よ る 強

固 な 柵 を 設 け る こ と 。  
    オ   掘 削 箇 所 へ の 地 下 水 の 浸 出 等 に よ り 、付 近 の 農 地 や 農 業 用 水 に 対 し 水 位 低

下 、枯 渇 等 の 影 響 が で な い よ う に 十 分 配 慮 さ れ て い る こ と と し 、湧 水 の ポ ン

プ ア ッ プ は 、 原 則 と し て 禁 止 す る 。  
       た だ し 、湧 水 ・ 雨 水 を や む を 得 ず 排 出 す る 場 合 は 、農 業 用 の 水 路 の 管 理 に

支 障 が 生 じ な い よ う に 、沈 殿 池 を 設 け る 等 に よ り 、そ の 上 澄 み を 排 出 す る こ

と と し 、 農 業 用 の 用 水 路 に は 排 出 し な い こ と 。  
（ ３ ） 農 地 へ の 復 元  

ア  砂 利 採 取 後 の 農 地 へ の 復 元 に つ い て は 、 当 該 農 用 地 区 域 に 係 る 農 用 地 利 用

計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
イ  砂 利 採 取 業 者 が 砂 利 の 採 取 後 直 ち に 採 取 跡 地 の 埋 戻 し お よ び 廃 土 の 処 理 を

行 う こ と に よ り 、 転 用 期 間 内 に 確 実 に 当 該 農 地 を 復 元 す る こ と を 担 保 す る た

め 、 次 の い ず れ か の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  
      ａ  砂 利 採 取 法 第 １ ６ 条 の 規 定 に よ り 知 事 の 認 可 を 受 け た 採 取 計 画 （ 以 下

「 採 取 計 画 」と い う 。）が 当 該 砂 利 採 取 業 者 と 砂 利 採 取 業 者 で 構 成 す る 法 人

格 を 有 す る 団 体（ そ の 連 合 会 を 含 む 。）と の 連 名 で 策 定 さ れ て お り 、か つ 、

当 該 砂 利 採 取 業 者 お よ び 当 該 団 体 が 採 取 跡 地 の 埋 戻 し お よ び 農 地 の 復 元

に つ い て 共 同 責 任 を 負 っ て い る こ と 。  
      ｂ  当 該 農 地 の 所 有 者 、砂 利 採 取 業 者 な ら び に 採 取 跡 地 の 埋 戻 し お よ び 農 地

の 復 元 の 履 行 を 保 証 す る 資 力 お よ び 信 用 を 有 す る 者（ 以 下「 保 証 人 」と い

う 。） の 三 者 間 の 契 約 に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 項 が 定 め ら れ て い る こ と 。  
      （ ａ ）当 該 砂 利 採 取 業 者 が 採 取 計 画 に 従 っ て 採 取 跡 地 の 埋 戻 し お よ び 農 地 の

復 元 を 行 わ な い と き に は 、保 証 人 が こ れ ら の 行 為 を 当 該 砂 利 採 取 業 者 に

代 わ っ て 行 う こ と 。  
      （ ｂ ）当 該 砂 利 採 取 業 者 が 適 当 な 第 三 者 機 関 に 採 取 跡 地 の 埋 戻 し お よ び 農 地

の 復 元 を 担 保 す る の に 必 要 な 金 額 の 金 銭 等 を 預 託 す る こ と 。  
      （ ｃ ）保 証 人 が 当 該 砂 利 採 取 業 者 に 代 わ っ て 採 取 跡 地 の 埋 戻 し お よ び 農 地 の

復 元 を 行 っ た と き に は 、（ ｂ ）の 金 銭 等 を そ の 費 用 に 充 当 す る こ と が で き

る こ と 。  
ウ  砂 利 採 取 業 者 の 農 地 の 復 元 に 関 す る 計 画 が 、 当 該 農 地 お よ び 周 辺 の 農 地 の

農 業 上 の 効 率 的 利 用 を 確 保 す る 見 地 か ら み て 適 当 で あ る と 認 め ら れ る も の で

あ る こ と 。 ま た 、 当 該 農 地 に つ い て 土 地 改 良 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 土 地

改 良 事 業 の 施 行 が 計 画 さ れ て い る 場 合 に お い て は 、 当 該 土 地 改 良 事 業 の 計 画
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と 農 地 の 復 元 に 関 す る 計 画 と の 調 整 が 行 わ れ て い る こ と 。  
エ   砂 利 採 取 後 の 埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 は 、 次 の 方 法 に よ り 行 う こ と 。  

    （ ア ）地 下 水 面 下 の 掘 削 の 場 合 は 、水 深 部 に つ い て は 、全 量 を 山 土 ま た は 岩 石

で 埋 め 戻 す こ と 。  
    （ イ ）別 図 の と お り 埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 す る と と も に 、各 層 ご と に 転 圧 を 行

い 、 地 盤 の 沈 下 を 防 止 す る こ と 。  
 
 
 （別図）  
           耕作土（表土）      ３０㎝以上  

 
 
  １００㎝以上  
 
 
  １００㎝以上  

          粘質土の山土  

          山土または山砂  

 
 
            山土  
            または岩石土等  



- 116 - 

５   土 採 取 に 係 る 一 時 転 用 の 基 準  
    土 採 取 に 係 る 一 時 転 用 に つ い て は 、 こ の ほ か 次 の 事 項 に 留 意 す る も の と す る 。 

な お 、 第 １ 種 農 地 の 許 可 基 準 第 ２ の １ の （ １ ） の イ の （ イ ） の e の （ ｂ ） の 注

を 参 照 の こ と 。  
（ １ ） 農 業 基 盤 の 整 備 等 と の 調 整  
    ア   土 採 取 に つ い て は 、農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 に 基 づ く 農 業 基 盤 の 整 備 お よ び

開 発 等 に 関 す る 計 画 の 実 施 に 支 障 が 生 じ な い も の で あ る こ と 。  
    イ   土 地 改 良 事 業 施 行 計 画 区 域 内 の 土 採 取 に あ っ て は 、当 該 土 地 改 良 組 合 と 意

見 調 整 し 、 当 該 事 業 の 実 施 に 支 障 が 生 じ な い こ と 。  
（ ２ ） 被 害 防 除 策  

    土 採 取 に 係 る 一 時 転 用 に よ り そ の 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障 を 生 じな

い よ う に 、 次 の 被 害 防 除 策 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  
    ア   陸 掘 り（ 採 取 す る 区 域 に 隣 接 す る 土 地 の う ち 最 も 低 い 地 点 よ り も 掘 り 下 げ

る こ と を い う 。以 下 同 じ 。）の 場 合 の 掘 削 深 に つ い て は 、原 則 と し て ５ ｍ 以 内

と す る こ と 。  
        た だ し 、地 下 水 の 影 響 、保 安 距 離 等 か ら 判 断 し て 総 合 的 に 支 障 が な い 場 合

は 、 ８ ｍ 以 内 と す る こ と 。  
    イ   隣 地 と の 保 安 距 離 は 最 小 限 ２ ｍ と し 、公 共 施 設 等 に 対 し て は 、保 安 上 必 要

な 距 離 を と る こ と 。  
    ウ   土 の 採 取 中 お よ び 完 了 後 、隣 接 地 に 土 砂 が 流 出 し な い よ う な 対 策 を 講 ず る

こ と 。  
    エ   採 取 場 の 付 近 の 安 全 管 理 の た め 、立 入 禁 止 の 表 示 板 、有 刺 鉄 線 等 に よ る 強

固 な 柵 を 設 け る こ と 。  
    オ   掘 削 箇 所 へ の 地 下 水 の 浸 出 等 に よ り 、付 近 の 農 地 や 農 業 用 水 に 対 し 水 位 低

下 、枯 渇 等 の 影 響 が 出 な い よ う に 十 分 配 慮 さ れ て い る こ と と し 、湧 水 の ポ ン

プ ア ッ プ は 、 原 則 と し て 禁 止 す る 。  
       た だ し 、湧 水 ・ 雨 水 を や む を 得 ず 排 出 す る 場 合 は 、農 業 用 の 水 路 の 管 理 に

支 障 が 生 じ な い よ う に 、沈 殿 池 を 設 け る 等 に よ り 、そ の 上 澄 み を 排 出 す る こ

と と し 、 農 業 用 の 用 水 路 に は 排 出 し な い こ と 。  
（ ３ ） 農 地 へ の 復 元  
    ア   土 採 取 後 の 農 地 へ の 復 元 に つ い て は 、当 該 農 用 地 区 域 に 係 る 農 用 地 利 用 計

画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
    イ   陸 掘 り を す る 場 合 は 、土 砂 に よ り 、採 取 前 の 地 盤 ま で 埋 戻 す も の と し 、表

土 等 耕 作 に 支 障 の な い よ う 配 慮 す る も の と す る 。ま た 、地 盤 沈 下 を 防 止 す る

措 置 を 講 じ る こ と 。  
 
６   再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 設 置 に 係 る 転 用 の 基 準  

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 係 る 農 地 転 用 許 可 に つ い て は 、次 の 事 項 に 留 意 す

る も の と す る 。  

（ １ ） 発 電 設 備 の 農 地 法 上 の 取 扱 い に つ い て  

電 気 事 業 者 が 設 置 す る 送 電 用 、配 電 用 の 施 設 に つ い て は 、 公 共 性 が 高 い 施 設 と

し て 、 転 用 許 可 が 不 要 と さ れ て い る （ 規 則 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号 、 規 則 第 ５ ３

条 第 １ 項 第 １ １ 号 ） が 、 発 電 用 施 設 に つ い て は 当 該 設 備 の 設 置 主 体 に よ ら ず 、 転

用 許 可 が 必 要 で あ る 。  

ま た 、 農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 電 の

促 進 に 関 す る 法 律 （ 以 下 、 「 農 山 漁 村 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 法 」 と い う 。 ） に 基 づ

く 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 設 備 整 備 区 域 内 で 、 農 山 漁 村 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 法 に 基 づ
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く 設 備 整 備 計 画 に 従 っ て 整 備 さ れ る 再 生 可 能 発 電 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に つ い て

は 、 第 １ 種 農 地 の 転 用 不 許 可 の 例 外 と さ れ て い る （ 第 ４ の 第 ２ の １ の （ １ ） の イ

の （ イ ） の g の （ l） 参 照 ） 。  

（ ２ ） 発 電 設 備 の 農 地 転 用 許 可 基 準 等 に つ い て  

太 陽 光 発 電 設 備 等 の 発 電 用 設 備 に つ い て は 、 次 の 立 地 基 準 を 満 た す こ と 。  

な お 、立 地 基 準 に 適 合 す る 場 合 で あ っ て も 、併 せ て 一 般 基 準 を 満 た す 必 要 が あ

る 。  

ア  農 地  

① 第 １ 種 農 地 ・ 甲 種 農 地  

・ 原 則 と し て 許 可 す る こ と が で き な い 。  

な お 、発 電 用 設 備 が 、電 気 事 業 者 に よ る 送 電 が な さ れ て い る 地 域 に お い

て 設 置 さ れ る 場 合 に は 、当 該 設 備 は「 住 宅 そ の 他 申 請 に 係 る 土 地 の 周 辺 の

地 域 に お い て 居 住 す る 者 の 日 常 生 活 上 ま た は 業 務 上 必 要 な 施 設 で 集 落 に

接 続 し て 設 置 さ れ る も の 」 に 該 当 す る も の で は な い 。  

た だ し 、 支 柱 を 立 て て 営 農 を 継 続 す る 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 設 置 す る 場

合 （ 後 記 ６ の （ ３ ）の ア ）、 ま た は 農 地 の 法 面 ま た は 畦 畔 に 設 置 す る 場 合

（ 後 記 ６ の （ ３ ） の イ ） は 例 外 的 に 許 可 す る こ と が で き る 。  

② 第 ２ 種 農 地 （「 そ の 他 第 ２ 種 農 地 」 を 含 む 。）  

・ 代 替 性 が あ る 場 合 は 許 可 す る こ と が で き な い 。  

そ の 土 地（ 農 地 ）以 外 に 設 置 す る こ と が で き な い 理 由 お よ び 検 討 結 果 等

が 必 要 で あ る 。  

な お 、第 １ 種 農 地 の 許 可 基 準 に 掲 げ る も の の う ち「 住 宅 そ の 他 申 請 に 係

る 土 地 の 周 辺 の 地 域 に お い て 居 住 す る 者 の 日 常 生 活 上 ま た は 業 務 上 必 要

な 施 設 で 集 落 に 接 続 し て 設 置 さ れ る も の 」に 該 当 す る も の で あ る と し て 、

代 替 性 が あ る に も か か わ ら ず 第 ２ 種 農 地 の 許 可 を す る こ と が で き る 、 と

い う 例 外 規 定 の 適 用 は な い 。  

③ 第 ３ 種 農 地  

・ 原 則 と し て 許 可 す る こ と が で き る 。  

④ 農 用 地 区 域 内 農 地  

・ 原 則 と し て 許 可 す る こ と が で き な い 。  

た だ し 、 支 柱 を 立 て て 営 農 を 継 続 す る 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 設 置 す る 場

合 （ 後 記 ６ の （ ３ ）の ア ）、 ま た は 農 地 の 法 面 ま た は 畦 畔 に 設 置 す る 場 合

（ 後 記 ６ の （ ３ ） の イ ） は 例 外 的 に 許 可 す る こ と が で き る 。  

イ  荒 廃 農 地 へ の 設 置  

 第 １ ５ の ２ ０ の （ ３ ） に よ り 、 農 業 委 員 会 が 農 地 に 該 当 し な い と 判 断 し た

土 地 は 、 農 地 法 の 規 制 の 対 象 外 と な る た め 、 当 該 土 地 に 設 置 す る 場 合 に は 、

農 地 法 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 許 可 は 要 し な い （ 農 用 地 区 域 内 の 土 地 に あ っ て

は 、当 該 土 地 を 農 用 地 区 域 か ら あ ら か じ め 除 外 し て お く こ と が 必 要 で あ る 。）。 

（ ３ ） 農 用 地 区 域 内 農 地 ・ 第 １ 種 農 地 ・ 甲 種 農 地 の 例 外  

ア  支 柱 を 立 て て 営 農 を 継 続 す る 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 設 置 す る 場 合  

支 柱 を 立 て て 営 農 を 継 続 す る 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 設 置 す る 場 合 は 、「 支 柱 を

立 て て 営 農 を 継 続 す る 太 陽 光 発 電 設 備 等 に つ い て の 農 地 転 用 許 可 制 度 上 の 取

扱 い に つ い て 」（ 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 １ ５ 日 付 け ３ ０ 農 振 第 ７ ８ 号 農 林 水 産 省 農 村

振 興 局 長 通 知 ） に よ る 。  

① 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 は 、 農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許

可 書 （ 様 式 第 ３ － ４ － ２ 号 、 様 式 第 ３ － ４ － ３ 号 ） に よ る 。  
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② 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 は 、 農 地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許

可 書 （ 様 式 第 ３ － ５ － ２ 号 、 様 式 第 ３ － ５ － ３ 号 ） に よ る 。  

イ  農 地 の 法 面 ま た は 畦 畔 に 設 置 す る 場 合  

太 陽 光 発 電 設 備 を 農 地 の 法 面 ま た は 畦 畔 に 設 置 す る 場 合 は 、「 太 陽 光 発 電 設

備 を 農 地 の 法 面 ま た は 畦 畔 に 設 置 す る 場 合 の 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 ２ ８ 年 ３

月 ３ １ 日 付 け ２ ７ 農 振 第 ２ ４ ４ ２ 号 農 林 水 産 省 農 村 振 興 局 長 通 知 ） に よ る 。  

① 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 は 、 農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許

可 書 （ 様 式 第 ３ － ４ － ２ 号 、 様 式 第 ３ － ４ － ３ 号 ） に よ る 。  

② 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 は 、 農 地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許

可 書 （ 様 式 第 ３ － ５ － ２ 号 、 様 式 第 ３ － ５ － ３ 号 ） に よ る 。  

 
７   建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 に 係 る 農 地 転 用 の 基 準  

１  趣 旨  

こ の 基 準 は 、 建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 に 係 る 農 地 転 用 許 可 関 係 事 務 に 関 し 、

「 農 地 法 の 運 用 に つ い て 」 の 制 定 に つ い て （ 平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 １ １ 日 付 け ２

１ 経 営 第 ４ ５ ３ ０ 号 ・ ２ １ 農 振 第 １ ５ ９ ８ 号 農  林 水 産 省 経 営 局 長 ・ 農 村 振

興 局 長 通 知 ） 第 ２ の １ の （ ２ ） の ア の （ ク ） の 特 例 を 定 め る も の と す る 。  

 

２  定 義  

こ の 基 準 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 農 地 法 に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ  

る ほ か 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。  

建 築 条 件 付 売 買 予 定

地  

自 己 の 所 有 す る 宅 地 造 成 後 の 土 地 を 売 買 す る に 当

た り 、土 地 購 入 者 と の 間 に お い て 自 己 ま た は 自 己 の

指 定 す る 建 設 業 者 と の 間 に 当 該 土 地 に 建 設 す る 住

宅 に つ い て 一 定 期 間 内 に 建 築 請 負 契 約 が 成 立 す る

こ と を 条 件 と し て 売 買 が 予 定 さ れ る 土 地  

特 定 建 築 条 件 付 売 買

予 定 地  

建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 で あ っ て 、３ の（ １ ）か ら（ ３ ）

ま で の 要 件 を 全 て 満 た す こ と が 確 実 と 認 め て 許 可

さ れ た も の  

建 築 業 者  建 設 業 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ）第 ３ 条 第 １

項 の 許 可 を 受 け て 建 設 業 を 営 む 者  

土 地 購 入 者  農 地 転 用 事 業 者 か ら 建 築 条 件 付 売 買 に よ り 土 地 を

購 入 し 、 住 宅 を 建 設 す る 者  

建 築 確 認  建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）第 ６ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ る 確 認  

 

３  建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 に 係 る 農 地 転 用 許 可 の 取 扱 い  

建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 と す る た め 農 地 転 用 許 可 を 受 け よ う と す る 場 合 で  

あ っ て 、 次 の 要 件 を 全 て 満 た す こ と が 確 実 と 認 め ら れ る と き に は 、 当 該 土  

地 は 、 宅 地 造 成 の み を 目 的 と す る も の に 該 当 し な い も の と し て 取 り 扱 う も  

の と す る 。  

（ １ ） 当 該 土 地 に つ い て 、 農 地 転 用 事 業 者 と 土 地 購 入 者 と が 売 買 契 約 を 締 結 し 、

当 該 農 地 転 用 事 業 者 ま た は 当 該 農 地 転 用 事 業 者 が 指 定 す る 建 設 業 者 （ 建 設 業

者 が 複 数 の 場 合 を 含 む 。（ ２ ） に お い て 同 じ 。） と 土 地 購 入 者 と が 当 該 土 地 に

建 設 す る 住 宅 に つ い て 一 定 期 間 内 （ お お む ね ３ 月 以 内 ） に 建 築 請 負 契 約 を 締

結 す る こ と を 約 す る こ と 。  
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（ ２ ）（ １ ）の 農 地 転 用 事 業 者 ま た は 農 地 転 用 事 業 者 が 指 定 す る 建 設 業 者 と 土 地 購

入 者 と が 、（ １ ）の 一 定 期 間 内 に 建 築 請 負 契 約 を 締 結 し な か っ た 場 合 に は 、当

該 土 地 を 対 象 と し た 売 買 契 約 が 解 除 さ れ る こ と が 当 事 者 間 の 契 約 書 に お い

て 規 定 さ れ て い る こ と 。  

（ ３ ） 農 地 転 用 事 業 者 は 、 農 地 転 用 許 可 に 係 る 当 該 土 地 の 全 て を 販 売 す る こ と が

で き な い と 判 断 し た と き は 、販 売 す る こ と が で き な か っ た 残 余 の 土 地 に 自 ら

住 宅 を 建 設 す る こ と 。  

 

４  農 地 転 用 許 可 申 請  

特 定 建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 と す る た め の 農 地 転 用 許 可 申 請 に 当 た っ て は 、  

建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 に 係 る 許 可 申 請 書 （ 様 式 第 ３ － １ － ２ 号 ま た は ３ － ２  

－ ２ 号 ） に よ り 申 請 を し 、 次 に 留 意 す る も の と す る 。  

（ １ ） 当 該 許 可 申 請 書 中 の 「 そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項 」 欄 等 に 、 ３ の （ １ ） か

ら （ ３ ） ま で の 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。  

（ ２ ） 当 該 許 可 申 請 書 に は 、 次 の 書 類 を 添 付 す る も の と す る 。  

ア  農 地 法 施 行 規 則 第 30 条 第 ３ 号 ま た は 第 ４ 号 の 書 類 と し て 、当 該 許 可 申 請

に 係 る 土 地 の 全 て に 関 す る 標 準 的 な 建 物 の 面 積 、 位 置 等 を 表 示 す る 図 面 、

当 該 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 資 力 お よ び 信 用 が あ る こ と を 証 す る 書 面

等 （ ３ の （ ３ ） の 状 況 と な っ た 場 合 に お い て 必 要 と な る も の を 含 む も の と

し 、 転 用 事 業 者 自 ら 住 宅 を 建 設 す る 場 合 の １ 棟 分 の 標 準 的 な 図 面 を 添 付 す

る 。 ま た 、 宅地造成を行う資力および信用に加え、全区画で転用事業者自ら住宅

を建設する場合に必要な資力等があることを証する書面とする。）  

イ  規 則 第 30 条 第 ７ 号 ま た は 第 57 条 の ４ 第 ２ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 「 そ の 他  

参 考 と な る べ き 書 類 」 と し て 、 農 地 転 用 事 業 者 と 土 地 購 入 者 と の 間 に お け

る 売 買 契 約 の 一 般 的 な 契 約 書 案 （ ３ の （ ２ ） の 解 除 条 件 が 記 載 さ れ て い る も

の ）  

ウ  ５ の （ １ ） の ア か ら ウ を 確 認 す る た め の 資 料 と し て 、 当 該 転 用 事 業 者 が

過 去 ５ か 年 に 宅地造成および建売分譲住宅の許可を受けた土地について、申請時

点での許可案件毎の土地販売割合または建売住宅完成割合を示した資料。（過去に

宅地造成等の転用許可のない事業者の場合を除く。）  
（ ３ ）（ ２ ）の ア の「 必 要 な 資 力 お よ び 信 用 が あ る こ と を 証 す る 書 面 」に つ い て は 、

４ の（ ２ ）の ウ の 資 料 等（ 過去に宅地造成等の転用許可のない事業者においては、当

該事業を実施する地域およびその近傍の条件が類似する地域における住宅および宅地

の販売状況やニーズ、当該農地転用事業者のこれらの販売の実績および計画等） に よ

り 販 売 す る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る 土 地 の 区 画 に つ い て は 、住 宅 建 設 に 必 要 な

資 力 お よ び 信 用 を 求 め な い こ と と し て 差 し 支 え な い 。  

 

５  農 地 転 用 許 可 の 判 断 等  

（ １ ） 知 事 は 、 特 定 建 築 条 件 付 売 買 予 定 地 に 供 す る た め の 農 地 転 用 許 可 申 請 が あ

っ た 場 合 に は 、 農 地 転 用 許 可 を し 得 る も の と す る 。 た だ し 、 農 地 転 用 事 業 者 に

つ い て 、 こ れ ま で に 、 次 に 掲 げ る 事 実 が あ る こ と そ の 他 の 事 情 が あ る 場 合 で あ

っ て 、こ れ ら を 総 合 的 に 勘 案 し た 上 で 、当 該 土 地 を 申 請 に 係 る 用 途 に 供 す る こ

と が 確 実 と 認 め ら れ な い と 判 断 さ れ る と き は 、 ３ を 適 用 し な い こ と と す る こ と

が で き る も の と す る 。  

ア  農 地 転 用 許 可 に 付 し た 条 件 を 履 行 し な か っ た こ と 。  

イ  住 宅 等 の 建 設 を 行 う た め に 農 地 転 用 許 可 を 受 け た に も か か わ ら ず 、 住 宅  

等 の 建 設 を 行 わ ず 造 成 し た 土 地 を 放 置 し 、 ま た は 必 要 な 許 可 を 得 ず に 転 売  
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し た こ と 。  

ウ  関 係 法 令 を 遵 守 し な か っ た こ と 。  

（ ２ ） 知 事 が 発 行 す る 許 可 指 令 書 に つ い て は 、 転 用 事 由 が 特 定 建 築 条 件 付 土 地 と

す る た め の 農 地 転 用 で あ る こ と を 明 記 す る こ と 。  

 

６  農 地 転 用 許 可 に 付 け る 条 件  

特 定 建 築 条 件 付 土 地 に 係 る 農 地 転 用 許 可 に つ い て 、 法 第 ４ 条 第 ７ 項 ま た  

は 法 第 ５ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 ３ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 付 け る  

条 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

 （ １ ） 申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。  

（ ２ ）許 可 に 係 る 工 事（ 住 宅 の 建 設 工 事 を 含 む 。）が 完 了 す る ま で の 間 、本 件 許 可

の 日 か ら ３ か 月 後 お よ び １ 年 ご と に 「 工 事 進 捗 状 況 報 告 書 」 を 提 出 し 、 許 可

に 係 る 工 事 が 完 了 し た と き は 、 遅 滞 な く 「 工 事 完 了 届 」 を 提 出 す る こ と 。  

ま た 、工 事 進 捗 状 況 報 告 書 に は ① 売 買 契 約 、② 建 築 請 負 契 約 、③ 建 築 確 認 、

④ 土 地 の 引 き 渡 し の 状 況 の わ か る 契 約 書 等 の 写 し を 添 付 し 、 農 地 転 用 事 業 者

自 ら が 住 宅 を 建 設 す る こ と と な っ た 場 合 は 、 ⑤ そ の 理 由 、 状 況 等 の わ か る 書

面 を ① か ら ④ に 加 え て 添 付 す る こ と 。  

(３ )農 地 転 用 事 業 者 か ら 土 地 購 入 者 へ の 土 地 の 引 渡 し に つ い て は 、 当 該 土 地 に

住 宅 が 建 設 さ れ た こ と を 確 認 し た 後 ま た は 当 該 土 地 の 宅 地 造 成 後 に 建 築 確 認

が 行 わ れ た 後 に 行 う こ と 。  

  

７  農 地 転 用 許 可 後 の 措 置  

特 定 建 築 条 件 付 土 地 に 係 る 転 用 事 業 に つ い て 、 知 事 は 、 住 宅 が 建 設 さ れ  

る ま で の 間 、 農 地 転 用 許 可 に 付 け た 条 件 の 履 行 状 況 を 確 認 す る 必 要 が あ る 。   

こ の た め 、 ６ の （ ２ ） の 報 告 に よ り 履 行 状 況 を 確 認 す る こ と 。  
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第５ 届出関係（市街化区域内の農地転用）  
 
１   届 出 手 続  
（ １ ） 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 届 出 手 続  
    ア  都 市 計 画 法 に よ る 市 街 化 区 域 内 の 農 地 等 を 転 用 す る た め 届 出 を し よ う と す

る 者 に は 、様 式 第 ５ － １ 号 に よ る 届 出 書 を 農 業 委 員 会 に 提 出 さ せ る も の と す

る 。  
    イ   届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 さ せ る も の と す る 。  
      ①   土 地 の 位 置 を 示 す 地 図 （ 縮 尺   １ ／ １ ０ ， ０ ０ ０ 程 度 ）  
      ②   土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 全 部 事 項 証 明 書 に 限 る 。）  
      ③   届 出 に 係 る 農 地 が 賃 貸 借 の 目 的 と な っ て い る 場 合 に は 、 そ の 賃 貸 借 に

つ き 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 許 可（ 解 約 等 の 許 可 ）が あ っ た こ と を 証 す る 書 面  
（ ２ ） 法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 届 出 手 続  
    ア   市 街 化 区 域 内 の 農 地 等 に つ い て 転 用 の 目 的 で 権 利 を 設 定 し 、ま た は 移 転 す

る た め 届 出 を し よ う と す る 者 に は 、様 式 第 ５ － ２ 号 に よ る 届 出 書 を 農 業 委 員

会 に 提 出 さ せ る も の と す る 。  
    イ   届 出 書 に は 、（ １ ）の イ に 掲 げ る 書 類（ 同 イ の ③ 中「 農 地 」と あ る の は「 農

地 等 」 と 読 み 替 え る 。） を 添 付 さ せ る も の と す る 。  
（ ３ ） 添 付 書 類 そ の 他 に つ い て の 留 意 事 項  
    ア   届 出 者 が 相 続 後 ま だ 相 続 に よ る 権 利 移 転 の 登 記 を 了 し て い な い 場 合 の よ

う に 、届 出 者 が そ の 届 出 に 係 る 農 地 等 つ い て の 真 正 な 権 利 者 で あ る か ど う か

が 、土 地 の 登 記 事 項 証 明 書（ 全 部 事 項 証 明 書 に 限 る 。）に よ っ て 確 認 で き な い

場 合 に は 、戸 籍 謄 本（ 除 籍 の 謄 本 を 含 む 。）そ の 他 の 書 類 の 提 出 を 求 め て 届 出

者 が そ の 届 出 に 係 る 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 の 真 正 な 権 利 者 で あ る こ と の 確

認 を 行 う も の と す る 。  
    イ   下 記 の 場 合 に お い て は 、そ の 賃 貸 借 に つ き 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 許 可 が あ っ

た こ と を 証 す る 書 面 を 添 付 す る 必 要 は な い が 、① の 場 合 に は 、こ れ に 代 え て 、

解 約 に つ き 合 意 の 成 立 し た こ と を 証 す る 書 面 そ の 他 賃 貸 借 契 約 が 終 了 す る

こ と が 確 実 で あ る と 認 め る こ と が で き る 書 面 を 添 付 さ せ る も の と す る 。  
      ①  届 出 に 係 る 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 の 賃 貸 借 が 農 事 調 停 等 に よ り 成 立 し

た 合 意 に よ っ て 解 約 さ れ る こ と と な っ て い る 場 合 そ の 他 そ の 賃 貸 借 契 約

が 終 了 す る こ と と な っ て い る 場 合  
      ②  届 出 に 係 る 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 が 賃 貸 借 の 目 的 と な っ て い る 場 合 で

あ っ て 賃 借 人 が そ の 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 を 転 用 し 、も し く は 転 用 の た め

そ の 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 を 取 得 し よ う と す る 場 合  
（ ４ ）届 出 に 係 る 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 の 賃 貸 借 の 解 約 等 が 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 た だ

し 書 の 規 定 に よ り 同 項 の 許 可 を 要 し な い で 行 わ れ て い る 場 合 で あ っ て 、そ の 旨

が 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ い て 農 業 委 員 会 に 通 知 さ れ て い な い と き は 、そ の 通

知 を 届 出 と 同 様 に 行 わ せ る も の と す る 。  
 
２   届 出 者  
    届 出 を す る 者 は 、 次 の と お り で あ る 。  
（ １ ） 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 届 出 に あ っ て は 、 農 地 を 転 用 し よ う と す る 者  
（ ２ ）法 第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 届 出 に あ っ て は 、農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 に つ い て 権

利 を 取 得 し よ う と す る 者 お よ び そ の 者 の た め に 権 利 を 設 定 し 、ま た は 移 転 し よ

う と す る 者 の 双 方（ 単 独 申 請 が 可 能 な 場 合 に つ い て は 、第 ４ の ４ の（ ３ ）② の

と お り 。）  
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３   農 業 委 員 会 の 処 理  
（ １ ）農 業 委 員 会 は 、届 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、直 ち に 届 出 に 係 る 土 地 が 市 街

化 区 域 内 に あ る か ど う か 、届 出 書 の 法 定 記 載 事 項 が 記 載 さ れ て い る か ど う か お

よ び 添 付 書 類 が 具 備 さ れ て い る か ど う か を 検 討 す る ほ か 、当 該 届 出 に 係 る 農 地

ま た は 採 草 放 牧 地 が 賃 貸 借 の 目 的 と な っ て い る か ど う か を 調 査 の 上 、そ の 届 出

が 適 法 で あ る か ど う か を 審 査 し て 、そ の 受 理 ま た は 不 受 理 を 決 定 す る も の と す

る 。  
   農 業 委 員 会 は 、届 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、直 ち に 届 出 者 に 対 し 、こ の 届

出 は 農 業 委 員 会 に お い て 、適 正 に 受 理 さ れ る ま で は 届 出 の 効 力 が 発 生 し な い こ

と を 十 分 に 説 明 し 、受 理 通 知 書 の 交 付 が あ る ま で は 転 用 行 為 に 着 手 し な い よ う

指 導 す る 。  
      農 業 委 員 会 は 、届 出 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、直 ち に 受 理 ま た は 不 受 理 の

決 定 に 係 る 専 決 処 理 手 続 を 進 め る も の と す る 。  
      ま た 、受 理 ま た は 不 受 理 の 通 知 書 が 遅 く と も 届 出 書 の 到 達 が あ っ た 日 か ら ２

週 間 以 内 に 届 出 者 に 到 達 す る よ う に 事 務 処 理 を 行 う も の と す る 。  
      な お 、届 出 に 係 る 事 務 を 専 決 処 理 し た と き は 、当 該 事 案 に つ い て 直 近 の 総 会

ま た は 部 会 等 に 報 告 す る も の と す る 。  
（ ２ ）届 出 に つ い て は 、少 な く と も 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、当 該 届 出 が 適 正 な も の で

は な い こ と と し て 不 受 理 と す る も の と す る 。  
      ア   届 出 に 係 る 農 地 が 市 街 化 区 域 に な い 場 合  
      イ   届 出 者 が 届 出 に 係 る 農 地 に つ き 権 原 を 有 し て い な い 場 合  
      ウ   届 出 書 に 添 付 す べ き 書 類 が 添 付 さ れ て い な い 場 合  
（ ３ ）農 業 委 員 会 は 、届 出 を 受 理 し た と き は 遅 滞 な く 様 式 第 ５ － ３ 号 に よ る 受 理 通

知 書 を そ の 届 出 者 に 交 付 し 、届 出 を 受 理 し な い こ と と し た と き は 、遅 滞 な く 理

由 を 付 け て そ の 旨 を そ の 届 出 者 に 通 知 す る も の と す る 。  
（ ４ ）農 業 委 員 会 は 届 出 者 に 対 し 受 理 し な い 旨 の 通 知 を す る 場 合 に は 、不 受 理 の 通

知 書 の 末 尾 に 審 査 請 求 に つ い て の 教 示 文 を 記 載 す る も の と す る 。  
（ ５ ）農 業 委 員 会 は 、届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、届 出 に 係 る 農 地 等 が 土 地 改 良 区

の 地 区 内 に あ る と き は 、農 地 転 用 を 行 う 旨 の 届 出 が な さ れ た こ と を 当 該 土 地 改

良 区 に 通 知 す る も の と す る 。  
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第６     農地転用許可後の処理  
 
１   進 捗 状 況 報 告 書 等 の 処 理  
（ １ ） 農 業 委 員 会 の 処 理 （ 報 告 書 等 の 随 時 提 出 ）  

 農 業 委 員 会 は 、 随 時 、 許 可 条 件 が 遵 守 さ れ て い る か を 調 査 す る な ど に よ り 、

そ の 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障 が 生 じ な い よ う 指 導 す る と と も に 、 許 可

条 件 に 従 い 事 業 者 に 次 の 報 告 書 等 を 提 出 さ せ る こ と 。  
   ま た 、農 業 委 員 会 は 、こ れ ら 報 告 書 等 が 提 出 さ れ た と き は 、現 地 確 認 等 を 行

い 、そ の 結 果 を 報 告 書 等 の 下 欄 に 記 載 し 、知 事 等 の 許 可 権 者 に 送 付 す る も の と

す る 。  
     ア   一 時 転 用 以 外 の 場 合  
       ①   許 可 か ら ３ か 月 後 お よ び そ の 後 １ 年 ご と … … 工 事 進 捗 状 況 報 告 書

（ 様 式 第 ６ － １ 号 ）  
       ②   許 可 に 係 る 工 事 が 完 了 し た と き … … 工 事 完 了 届 （ 様 式 第 ６ － ２ 号 ）  
     イ   一 時 転 用 （ ウ に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。） の 場 合  
       ①   許 可 か ら ３ か 月 後 お よ び そ の 後 １ 年 ご と … … 進 捗 状 況 報 告 書 （ 様 式

第 ６ － ３ 号 ）  
       ②   農 地 へ の 復 元 が 完 了 し た と き … … 農 地 復 元 完 了 届（ 様 式 第 ６ － ４ 号 ）

現 場 写 真 を 添 付 す る こ と 。  
     ウ   砂 利 （ 土 ） 採 取 を 目 的 と す る 一 時 転 用 の 場 合  
       ①   許 可 後 ６ か 月 を 経 過 し た と き … … 進 捗 状 況 報 告 書（ 様 式 第 ６ － ５ 号 ）

現 場 写 真 を 添 付 す る こ と 。  
       ②   埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 工 事 が 完 了 し た と き … … 埋 戻 し お よ び 農 地 復

元 完 了 届（ 様 式 第 ６ － ６ 号 ）現 場 写 真（ 埋 戻 中 （ 各 層 ご と ）な ら び に 埋

戻 し お よ び 農 地 復 元 後 ）、 地 層 断 面 図 を 添 付 す る こ と 。  
   エ  建 築 物 の 建 築 等 を 伴 わ な い 資 材 置 場 等 を 目 的 と す る 恒 久 転 用 の 場 合  

①   許 可 か ら ３ か 月 後 お よ び そ の 後 １ 年 ご と … … 工 事 進 捗 状 況 報 告 書

（ 様 式 第 ６ － １ 号 ）  
       ②   許 可 に 係 る 工 事 が 完 了 し た と き … … 工 事 完 了 届 （ 様 式 第 ６ － ２ 号 ）  

③   許 可 に 係 る 工 事 完 了 の 報 告 日 か ら ３ 年 間 、 ６ か 月 ご と … … 事 業 実 施

状 況 報 告 書 （ 様 式 第 ６ － ７ 号 ）  
（ ２ ） 農 業 委 員 会 の 処 理 （ 定 期 報 告 ）  

 農 業 委 員 会 は 、（ １ ）の 他 、毎 年 １ ２ 月 末 時 点 に お け る 農 地 転 用 許 可 後 の 転 用

事 業 進 捗 状 況 に つ い て 、 翌 年 １ 月 第 ２ 週 末 ま で に 様 式 第 ６ － ９ 号 を 知 事 等 の 許

可 権 者 に 提 出 す る も の と す る 。  
 ま た 、 農 業 委 員 会 は 、 上 記 の 報 告 を 受 け た 毎 年 １ ２ 月 末 時 点 に お け る 案 件 の

う ち 未 着 工 ま た は 事 業 休 止 中 の 案 件 に つ い て 、 転 用 事 業 者 か ら 翌 年 １ 月 第 ３ 週

末 ま で に 農 地 転 用 許 可 後 の 工 事 進 捗 状 況 報 告 書 （ 様 式 第 ６ － １ ０ 号 ） の 提 出 を

求 め 、 現 地 確 認 等 を 行 い 、 知 事 等 の 許 可 権 者 へ 提 出 す る も の と す る 。  
（ ３ ） 農 業 委 員 会 の 処 理 （ 遅 滞 案 件 等 の 処 理 ）  

農 業 委 員 会 は 、（ 工 事 ）進 捗 状 況 報 告 書 が 提 出 さ れ た も の の う ち 、未 着 工 、一

時 休 止 中 ま た は 計 画 に 比 し て 遅 延 し て い る 案 件 も し く は 他 の 目 的 に 供 さ れ て い

る 等 転 用 計 画 に 従 っ て 転 用 事 業 が 行 わ れ て い な い 案 件 、 工 事 完 了 届 が 提 出 さ れ

た も の の う ち 、 転 用 計 画 に 従 っ て 事 業 の 用 に 供 さ れ て い な い 案 件 お よ び 農 地 復

元 完 了 届 ま た は 埋 戻 し お よ び 農 地 復 元 完 了 届 が 提 出 さ れ た も の の う ち 計 画 ど お

り に 農 地 に 復 元 さ れ て い な い な ど 農 地 と し て の 利 用 に 支 障 が あ る 案 件 に つ い て

は 、 詳 細 な 事 情 を 調 査 の 上 、 転 用 事 業 者 を 指 導 す る と と も に 、 転 用 遅 滞 案 件 等
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状 況 調 査 書 （ 様 式 第 ６ － ８ 号 ） を 作 成 、 報 告 書 等 に 添 付 し 、 県 等 の 許 可 権 者 と

対 応 に つ い て 相 談 す る も の と す る 。  
ま た 、 上 記 の う ち 、 必 要 な も の に つ い て は 、 第 １ ０ に 記 載 す る 違 反 転 用 の 処

理 を 行 う も の と す る 。  
（ ４ ） 県 等 の 許 可 権 者 の 処 理  

知 事 等 の 許 可 権 者 は 、 農 業 委 員 会 か ら 報 告 書 等 の 送 付 が あ っ た と き は 、 台 帳

に 記 載 す る 。 ま た 、 転 用 遅 滞 案 件 等 状 況 報 告 書 の 添 付 さ れ て い る も の に つ い て

は 、 農 業 委 員 会 と 連 携 し て 事 業 者 の 指 導 を 行 う と と も に 、 催 告 、 許 可 の 取 消 し

ま た は 事 業 計 画 変 更 の 承 認 等 の 措 置 を 行 う も の と す る 。  
 
２   事 業 計 画 の 変 更  
（ １ ） 事 業 計 画 変 更 の 対 象  
    ア   許 可 目 的 達 成 が 困 難 な 場 合 の 変 更  
        農 地 転 用 許 可 後 に 、 許 可 を 受 け た 転 用 事 業 の 実 施 の 促 進 措 置 を 講 じ て も

な お 転 用 目 的 を 達 成 す る こ と が 困 難 と 認 め ら れ る 事 案 で 、法 第 ５ １ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し 等 の 処 分 が 困 難 ま た は 不 適 当 と 認 め ら れ る 場 合

に お い て 、次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、（ ３ ）の 手 続 き に よ り 変 更 申 請 を 行

わ せ る も の と す る 。  
      ①   転 用 事 業 者 が 許 可 目 的 の 変 更 を 希 望 す る 場 合  
      ②   転 用 事 業 者 に 代 わ っ て 、許 可 に 係 る 土 地 に つ い て 転 用 を 希 望 す る 者（ 承

継 者 ） が あ る 場 合  
      ③   当 事 者 が 設 定 ま た は 移 転 し た 権 利 の 種 類 の 変 更 を 希 望 す る 場 合  
    イ   転 用 目 的 達 成 が 可 能 な 場 合 の 変 更  
        農 地 転 用 許 可 処 分 後 に 、転 用 事 業 者 が 、許 可 申 請 書 に 記 載 さ れ た 事 業 計 画

の 変 更 を 行 え ば 当 初 の 転 用 目 的 を 実 現 で き る も の と し て 許 可 に 係 る 事 業 計

画 変 更 を 希 望 し て い る 場 合 、（ ３ ）の 手 続 に よ り 変 更 申 請 を 行 わ せ る も の と す

る 。  
（ ２ ） 事 業 計 画 変 更 の 承 認  
    ア   許 可 目 的 達 成 が 困 難 な 場 合 の 変 更  
        申 請 が 次 の 全てに 該 当 す る と き は 、知 事 等 の 許 可 権 者 は こ れ を 承 認 す る こ

と が で き る 。  
①   許 可 の 取 消 し 処 分 を 行 っ て も 、そ の 土 地 が 旧 所 有 者（ 転 用 事 業 者 が 所 有

権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 転 用 事 業 に 供 す る も の で あ る 場 合 に あ っ て は 、 所

有 者 ）に よ っ て 農 地 等 と し て 効 率 的 に 利 用 さ れ る と は 認 め ら れ な い こ と 。 
      ②   許 可 目 的 達 成 が 困 難 に な っ た こ と が 転 用 事 業 者 の 故 意 ま た は 重 大 な 過

失 に よ る も の で な い と 認 め ら れ る こ と 。  
      ③   変 更 後 の 転 用 事 業 が 変 更 前 の 転 用 事 業 に 比 べ て 、 そ れ と 同 程 度 ま た は

そ れ 以 上 の 緊 急 性 お よ び 必 要 性 が あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
      ④  変 更 後 の 転 用 事 業 が そ の 事 業 計 画 に 従 っ て 実 施 さ れ る こ と が 確 実 で あ

る と 認 め ら れ る こ と 。  
      ⑤   変 更 後 の 転 用 事 業 に よ り 周 辺 の 地 域 に お け る 農 業 等 に 及 ぼ す 影 響 が 、

変 更 前 の 転 用 事 業 に よ る 影 響 に 比 べ て そ れ と 同 程 度 ま た は そ れ 以 下 で あ

る と 認 め ら れ る こ と 。  
      ⑥   ① か ら ⑤ の ほ か 、 変 更 後 の 転 用 事 業 が 農 地 転 用 許 可 基 準 に よ り 転 用 許

可 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ る こ と 。  
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    イ   転 用 目 的 達 成 が 可 能 な 場 合 の 変 更  
        申 請 が（ ２ ）の ア の ④ か ら ⑥ の 全てに 該 当 す る と き は 、知 事 等 は こ れ を 承

認 す る こ と が で き る 。  
（ ３ ） 変 更 申 請 の 手 続  
    ア   農 地 転 用 の 許 可 に 係 る 事 業 計 画 の 変 更 を 希 望 す る 者 に は 、次 の 様 式 に よ る

農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請 書 を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 の 許 可 権 者 に

提 出 さ せ る も の と す る 。  
      ①   転 用 事 業 者 が 事 業 計 画 の 変 更 や 転 用 目 的 の 変 更（ 一 部 変 更 を 含 む 。）を

希 望 す る 場 合 （ 承 継 者 が な い 場 合 ）（ 様 式 第 ６ － １ １ 号 ）  
      ②   転 用 事 業 者 に 代 わ っ て 許 可 に 係 る 土 地 に つ い て 転 用 を 希 望 す る 者 （ 承

継 者 ） が あ る 場 合 （ 一 部 承 継 を 含 む 。）（ 様 式 第 ６ － １ ２ 号 ）  
      ③   当 事 者 が 設 定 ま た は 移 転 し た 権 利 の 種 類 の 変 更 を 希 望 す る 場 合 （ ① と

併 せ て 希 望 す る 場 合 を 含 む 。）（ 様 式 第 ６ － １ ３ 号 ）  
    イ   変 更 申 請 書 に は 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 さ せ る も の と す る 。（ 別 紙 ５ 参 照 ）  
     （ ア ） 当 初 転 用 事 業 者 が 事 業 計 画 の 変 更 や 転 用 目 的 の 変 更 を 行 う 場 合（（ ３ ）

の ア の ① の 場 合 ）  
       ①  変 更 後 に 建 設 し よ う と す る 建 物 ま た は 施 設 の 面 積 、配 置 お よ び 施 設 物

間 の 距 離 を 表 示 す る 図 面（ 縮 尺 は １ ／ ５ ０ ０ な い し １ ／ ２ ，０ ０ ０ 程 度 。

当 該 事 業 に 関 連 す る 設 計 書 等 の 既 存 の 書 類 の 写 し を 活 用 さ せ る こ と も

可 能 で あ る 。）  
②  当 該 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 資 力 が あ る こ と を 証 す る 書 面 （ 金

融 機 関 等 が 発 行 し た 融 資 を 行 う こ と を 証 す る 書 面 や 預 貯 金 通 帳 の 写 し

（ 許 可 を 申 請 す る 者 の も の に 限 る 。）を 活 用 さ せ る こ と も 可 能 で あ る 。） 
       ③  変 更 後 の 転 用 事 業 に 関 連 し て 他 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 許 可 、認 可 、

関 係 機 関 の 議 決 等 を 要 す る 場 合 に お い て 、こ れ を 了 し て い る と き は 、そ

の 旨 を 証 す る 書 面  
       ④  転 用 事 業 者 の 変 更 前 の 事 業 計 画 に つ い て 関 係 者 の 同 意 ま た は 意 見（ 例

え ば 取 水 、排 水 等 に つ い て の 水 利 権 者 、漁 業 権 者 、土 地 改 良 区 等 の 同 意

ま た は 意 見 ） を 得 て い る 場 合 あ る い は 変 更 後 の 事 業 計 画 に つ い て 関 係

者 の 同 意 ま た は 意 見 を 新 た に 求 め る 必 要 が あ る 場 合 に は 、 当 該 事 業 計

画 変 更 に つ い て の こ れ ら の 者 の 同 意 書 ま た は 意 見 書 の 写 し  
       ⑤  転 用 事 業 者 の 変 更 前 の 事 業 計 画 に つ い て 地 方 公 共 団 体 が 財 政 補 助 等

の 形 で 関 与 し て い る 場 合 に は 、 事 業 計 画 の 変 更 お よ び こ れ に 伴 う 影 響

に つ い て の 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 の 意 見 書  
       ⑥  転 用 事 業 者 が 変 更 前 の 事 業 計 画 に つ い て 旧 所 有 者 に 対 し て 雇 用 予 約 、

施 設 の 利 用 予 約 等 の 債 務 を 有 し て い る 場 合 に は 、 当 該 債 務 の 処 理 に つ

い て の 関 係 者 の 取 り 決 め 書 の 写 し お よ び 旧 所 有 者 の 事 業 計 画 変 更 に つ

い て の 同 意 書  
       ⑦  事 業 計 画 変 更 に つ い て の 関 係 地 元 民 の 意 向 と こ れ に 対 す る 申 請 者 の

見 解  
       ⑧  現 況 写 真 （ 転 用 期 間 を 延 長 す る 場 合 に 限 る ）  
     （ イ ） 当 初 転 用 事 業 者 に 代 わ っ て 許 可 に 係 る 土 地 に つ い て 転 用 を 希 望 す る 者

（ 承 継 者 ） が あ る 場 合 （（ ３ ） の ア の ② の 場 合 ）  
       ①  上 記 （ ア ） に 掲 げ る 書 類  
       ②  申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 、 定 款 も し く は 寄 附 行 為 ま た は 法 人 の 登

記 事 項 証 明 書  
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       ③  申 請 に 係 る 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 全 部 事 項 証 明 書 ま た は 現 在 事 項

証 明 書 に 限 る 。）  
       ④  申 請 に 係 る 土 地 の 地 番 を 表 示 す る 図 面  
       ⑤  申 請 に 係 る 土 地 の 位 置 お よ び 付 近 の 状 況 を 表 示 す る 図 面  
            （ 縮 尺 は １ ／ ５ ０ ， ０ ０ ０ な い し １ ／ １ ０ ， ０ ０ ０ 程 度 ）  
     （ ウ ） 当 事 者 が 設 定 ま た は 移 転 し た 権 利 の 種 類 の 変 更 を 希 望 す る 場 合 （ ① と

併 せ て 希 望 す る 場 合 を 含 む 。）（（ ３ ）の ア の ③ の 場 合 ）や 転 用 目 的 達 成 が 可

能 な 場 合 （（ ２ ） の イ の 場 合 ）  
       ①  上 記 （ ア ） に 掲 げ る 書 類  
（ ４ ） 経 由 庁 に お け る 処 理  
     農 業 委 員 会 は 、事 業 計 画 変 更 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、様 式 第 ６ － １ ４ 号 に

よ る 意 見 書 を 作 成 し 、こ れ を 申 請 書 に 添 付 し て 知 事 等 の 許 可 権 者 に 提 出 す る も

の と す る 。  
（ ５ ） 許 可 権 者 の 処 理  
   許 可 権 者 は 、申 請 書 を 受 理 し た と き は 、そ の 内 容 を 審 査 し 、必 要 に 応 じ 、現

地 調 査 等 を 行 っ た 上 で 、承 認 ま た は 不 承 認 を 決 定 す る 。承 認 ま た は 不 承 認 を 決

定 し た と き は 、 そ の 旨 を 申 請 者 に 通 知 す る と と も に 、 関 係 農 業 委 員 会 に 対 し 、

そ の 旨 を 連 絡 す る こ と が 適 当 と 考 え ら れ る 。  
（ ６ ） 農 地 法 に 基 づ く 転 用 許 可 申 請  

   事 業 計 画 変 更 の 承 認 を 受 け た 申 請 者 に 対 し 、当 該 承 認 に 係 る 土 地 の 権 利 の 設

定 ま た は 移 転 に つ い て 法 第 ５ 条 第 1 項 に 基 づ く 許 可 を 要 す る と き は 、改 め て 同

項 の 許 可 申 請 手 続 を 行 わ せ る も の と し 、そ の 際 当 該 申 請 書 の 写 し を 添 付 さ せ る

も の と す る 。  
   （ 注 ）事 業 計 画 の 変 更 の 内 容 が 次 の 場 合 に 該 当 す る と き は 、法 第 ５ 条 の 許 可 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  
      ア   事 業 計 画 区 域 を 拡 大 す る も の で 転 用 許 可 を 受 け て い る 農 地 以 外 の 農

地 を 新 た に 計 画 区 域 に 加 え て 事 業 を 行 う 場 合  
      イ   第 三 者 へ の 事 業 承 継 に 伴 い 所 有 権 移 転 等 を す る も の で 申 請 に 係 る 土

地 の 現 況 が 農 地 で あ る 場 合  
（ ７ ） 農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請 書 等 の 記 載 要 領  
    ア   当 初 転 用 事 業 者 が 事 業 計 画 の 変 更 や 転 用 目 的 の 変 更 を 希 望 す る 場 合（ 様 式

第 ６ － １ １ 号 ）  
       

      ①   申 請 人 が 法 人 の 場 合 は 、名 称 、主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、業 務 の 内 容 お よ

び 代 表 者 の 氏 名 を 記 入 す る 。  
      ②   記 の １ の 欄 は 、 事 業 変 更 の 概 要 を 簡 潔 に 記 入 す る 。  
      ③   記 の ２ の 欄 は 、 許 可 書 に 基 づ い て 記 入 す る 。  
         な お 、許 可 を 受 け た 土 地 が ５ 筆 以 上 の 場 合 は 、別 紙 に よ り 作 成 す る こ と 。 
      ④   記 の ３ の 欄 は 、許 可 を 受 け た 全ての 土 地 に つ い て 計 画 変 更 を 希 望 す る 場

合 、「 上 記 ２ の と お り 」と 記 入 し て よ い が 、面 積 の 合 計 欄 は 、記 入 す る こ

と 。  
          許 可 を 受 け た 土 地 の 一 部 の 計 画 変 更 を 希 望 す る 場 合 は 、 計 画 変 更 を し

よ う と す る 土 地 の み を 記 入 す る 。  
      ⑤   記 の ４ の 欄 は 、 変 更 前 の 事 業 計 画 に 係 る 工 事 を ど の 程 度 実 施 し た か に

つ い て 現 在 ま で の 状 況 を 具 体 的 に 記 入 す る 。  
      ⑥   記 の ５ ～ １ １ の 欄 は 、で き る だ け 具 体 的 に 記 入 す る こ と 。た だ し 、農 地

法 第 ４ 条 に よ る 許 可 の 場 合 は 、 権 利 の 種 類 に つ い て は 記 入 を 要 し な い 。  
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    イ   当 初 転 用 事 業 者 に 代 わ っ て 許 可 に 係 る 土 地 に つ い て 転 用 を 希 望 す る 者（ 承

継 者 ） が あ る 場 合 （ 様 式 第 ６ － １ ２ 号 ）  
      ①   申 請 人 は 連 署 に よ る も の と す る 。ま た 、法 人 に あ っ て は ア の ① に 準 じ て

記 入 す る 。  
      ②   記 の ３ の 欄 は 、許 可 を 受 け た 全ての 土 地 に つ い て 事 業 承 継 を 希 望 す る 場

合 、「 上 記 ２ の と お り 」と 記 入 し て よ い が 、面 積 の 合 計 欄 は 記 入 す る こ と 。  
          許 可 を 受 け た 土 地 の 一 部 の 事 業 承 継 を 希 望 す る 場 合 は 、 事 業 承 継 し よ

う と す る 土 地 の み を 記 入 す る 。  
      ③   記 の ４ の 欄 は 、 当 初 事 業 者 が 転 用 許 可 に 係 る 工 事 を ど の 程 度 実 施 し た

か に つ い て 現 在 ま で の 状 況 を 具 体 的 に 記 入 す る 。  
      ④   記 の ５ の 欄 は 、当 初 事 業 者 に お け る 理 由 、記 の １ ０ の 欄 は 、事 業 承 継 者

に お け る 理 由 を そ れ ぞ れ 具 体 的 に 記 入 す る 。  
      ⑤   他 の 欄 に つ い て は 、 ア に 準 じ て 記 入 す る 。  
    ウ   当 事 者 が 設 定 ま た は 移 転 し た 権 利 の 種 類 の 変 更 を 希 望 す る 場 合（ 様 式 第 ６

－ １ ３ 号 ）  
        ア お よ び イ に 準 じ て 記 入 す る 。  
    エ   農 業 委 員 会 の 意 見 書 （ 様 式 第 ６ － １ ４ 号 ）  
      ①  事 業 承 継 を 伴 わ な い 場 合 、申 請 人 の 氏 名 等 は「 当 初 計 画 者 」欄 に 記 入 す

る 。  
      ②  「 許 可 事 項 」 欄 は 、 許 可 書 の と お り 記 入 す る 。  
      ③  「 変 更 計 画 」 欄 は 、 変 更 を 希 望 す る 内 容 に つ い て 記 入 す る 。  
      ④  「 １ 許 可 の 取 消 処 分 を 行 っ て も 旧 所 有 者 に よ っ て 農 地 と し て 有 効 に 利 用

す る と 認 め ら れ な い 理 由 」 欄 は 、 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 （ 特 に 第 １ 、 ４ 号 ）

を 基 準 に し て 検 討 の 上 、 記 入 す る 。  
      ⑤   転 用 目 的 の 変 更 で は な く 事 業 計 画 の 変 更 を 行 う こ と に よ り 転 用 目 的 の

実 現 が 行 わ れ る 場 合（ 事 業 承 継 は 含 ま な い 。）に は 、１ 、２ お よ び ３ の 欄 は

記 入 し な い 。  
      ⑥   「 農 地 転 用 許 可 基 準 か ら み た 意 見 」欄 は 、同 基 準 に よ り 判 断 し た 内 容 が

適 当 か ど う か 具 体 的 に 記 入 す る 。  
（ ８ ） 農 用 地 区 域 内 に お け る 一 時 転 用 の 期 間 延 長  
    ア   変 更 申 請 の 対 象  
        農 用 地 区 域 内 に お け る 一 時 転 用 の 期 間 延 長 に つ い て は 、 農 地 転 用 許 可 処

分 後 に 、許 可 を 受 け た 転 用 事 業 の 実 施 の 促 進 措 置 を 講 じ て も な お 転 用 目 的 を

達 成 す る こ と が 困 難 と 認 め ら れ る 事 案 に 限 り 、イ の 手 続 に よ り 変 更 申 請 を 行

わ せ る も の と す る 。  
        具 体 的 に は 、例 え ば 、転 用 期 間 １ 年 で 農 地 転 用 許 可 を 受 け た 場 合 に 、延 長

期 間 が ２ 年 以 内 で 、転 用 期 間 が 併 せ て ３ 年 以 内 と な る 場 合 に は 、変 更 申 請 を

行 わ せ る が 、転 用 期 間 が 併 せ て ３ 年 を 超 え る 場 合 に は 、変 更 申 請 を 行 わ せ な

い も の と す る 。    
た だ し 、 陸 砂 利 採 取 に つ い て は 、 転 用 期 間 １ 年 で 農 地 転 用 許 可 を 受 け た 場

合 に 、転 用 期 間 を 延 長 す る こ と に つ い て 真 に や む を 得 な い 理 由 が あ り 、か つ 、

延 長 期 間 が １ 年 以 内 で 、転 用 期 間 が 併 せ て ３ 年 以 内 の 必 要 最 小 限 の 期 間 内 で 、

変 更 申 請 を 行 わ せ る も の と す る が 、 安 易 に 延 長 す る こ と の な い よ う 事 業 計 画

を 精 査 さ せ る こ と 。  
    イ  変 更 申 請 の 手 続 等  

変 更 申 請 の 手 続 、 経 由 庁 に お け る 処 理 お よ び 農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請

書 等 の 記 載 要 領 に つ い て は 、（ ３ ）、（ ４ ）お よ び（ ６ ）に 準 じ る も の と す る 。  
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        た だ し 、 陸 砂 利 採 取 の 場 合 の 添 付 書 類 は 、 別 紙 ６ の と お り と す る 。  
（ ９ ） 農地転用許可を要しない転用事業の変更または中断   

特定地方公共団体（地方公共団体のうち、都道府県および指定市町を除いたものをいう。

以下この（９）において同じ。）は、農業振興地域整備計画その他の土地利用に関する計画

との調和を図りつつ、農地転用許可基準に即した適切かつ合理的な土地利用が確保される

ことを前提として、則第２９条第６号または第５３条第５号に規定する施設の敷地に供す

るため農地等を転用するときは、農地転用許可を要しないこととされている。このため、

特定地方公共団体が農地転用許可を要しない転用事業を行う場合であっても、あらかじめ

農地転用許可権者に相談を行うことが望ましい。   
また、特定地方公共団体が、農地転用許可を要しない転用事業に係る土地について、当

初の転用目的を変更し、若しくは転用事業を行おうとする第三者に所有権を移転し、若し

くは使用収益権を設定し、若しくは移転する場合（以下「転用目的の変更等を行う場合」

という。）または転用事業を中止する場合には、次により処理することが望ましい。  
（ア ) 転用目的の変更等を行う場合   

ａ  特定地方公共団体は、転用目的の変更等を行う場合には、転用事業者の氏名（法人  
にあっては、名称）のほか、２の（３）のアの農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請 書 と 同  
等 の 事項を記載した書面に、位置および付近の状況を表示する図面、転用目的の変  
更前および変更後の建物または施設の面積、配置および施設物間の距離を表示する  
図面等を添付して、農地転用許可権者に報告すること。   

ｂ  農地転用許可権者は、ａの報告を受けた場合であって、当該報告の内容が次の全て  
に該当し、かつ、変更後の転用事業が農地転用許可を要する場合に該当するときは、  
許可申請を行わせること（申請に必要な書類であってａの報告時に添付したものに  
変更がない場合には、当該書類をもって代えることができる。）。なお、変更後に農地  
転用許可できない場合には、 (ｲ)のｂにより処理すること。  

(a) 当該土地が旧所有者によって農地等として効率的に利用されるとは認められない

こと。  
(b) 当初の転用目的の達成が困難になったことが当該特定地方公共団体の故意または

重大な過失によるものではないと認められること。   
(c) 変更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、それと同程度またはそれ以上の

緊急性および必要性があると認められること。  
(d) 変更後の転用事業がその転用目的に従って実施されることが確実であると認めら

れること。  
(e) 変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変更前の転

用事業による影響に比べてそれと同程度またはそれ以下であると認められること。 
(f) (a)から (e)までに掲げるもののほか、変更後の転用事業が農地転用許可基準により

許可相当であると認められるものであること。  
 

 (イ ) 転用事業を中止する場合   
ａ  特定地方公共団体は、転用事業を中止する場合には、農地転用許可権者にその旨を

書面により報告すること。   
ｂ  農地転用許可権者は、ａの報告を受けた場合には、将来の当該土地の利用見込み等

を当該特定地方公共団体と協議し、必要な措置を講ずること。  
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別紙５ 
事業計画変更申請に必要な添付書類  

添  付  書  類 
① 転用事業者が許可に係る目的の変更を希望する場合 
③ 当事者が設定または移転した権利の種類の変更を希望する

場合 

② 転用事業者に代わって、許可に係る土地について転用
を希望する者（承継者）がある場合 

 土地の登記事項証明書 原則として不要 要 
 実測図（求積図） 原則として不要 要 
 位置図 原則として不要 要 
 付近図 原則として不要 要 
 地籍図 原則として不要 要 
 配置図 要 
 施設図（平面図） 要 
 取水、排水計画図 当初申請に添付されているときおよび変更後の転用事業に必要な場合、要 
 隣接農地への被害防除策を示した書面 当初申請に添付されているとき、要 
 土地改良区の意見書 当初申請に添付されているとき、要 
地上権、永小作権、質権または賃借権に基づく耕作者

の同意書または合意解約通知の写し 
原則として不要 

 地役権者、仮登記権者の同意書 該当ある場合、要 
 道路、水路の管理者の意見書 当初申請に添付されているときおよび変更後の転用事業に必要な場合、要 
 所有者の同意書 該当ある場合、要 
 資金計画書 要 

 融資証明または残高証明 

○ 転用目的が「資金計画 2,500 万円以下の事業、個人住宅や植林等、都市計画法の用途地域内にありかつ転用面積が1,000 ㎡未満の場

合」であって、残高証明書や融資証明書の添付が難しい場合は、預金通帳等の写しの添付可（許可を申請する者のものに限る。） 

○ 個人が農地を住宅等に転用する目的で金融機関等から融資を受ける場合であって、融資元の金融機関等から転用許可申請時に融資

証明書の発行を受けることができない場合、代替書類（融資予定証明書等）の添付可 
 法人の登記事項証明書 

不要 承継者が法人の場合、いずれか要 
 定款、寄付行為、規約または規則 

その他 

○ 変更後の転用事業に関連して他法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合には、受付印のある申請書の写し等 
○ 転用事業者の変更前の事業計画について地方公共団体が財政補助等の形で関与している場合には、事業計画の変更およびこれに伴う影響についての
当該地方公共団体の長の意見書 

○ 転用事業者が変更前の事業計画について旧所有者に対して雇用予約、施設の利用予約等の債務を有している場合には、当該債務の処理についての関
係者の取り決め書の写しおよび旧所有者の事業計画変更についての同意書 

○ 事業計画変更についての関係地元民の意向とこれに対する申請者の見解 
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別紙６  
陸砂利採取のための一時転用の期間延長の場合における事業計画変更の際の添付書類  

番号 添  付  書  類 事業計画変更の場合の添付の要否 
◎ 農地法第４条第1項および第５条第1項の許可申請に必要な書類 
1  土地の登記事項証明書  不要 
2  実測図（求積図）  不要 
3  位置図  不要 
4  付近図  不要 
5  地籍図  不要 
6  配置図  変更なければ不要 
7  施設図（平面図）  要（埋戻し済､埋戻し中､採掘中､採掘予定を区分して図示した現況説明図として添付すること｡） 
8  取水、排水計画図  変更なければ不要 
9  現有資材置場等利用状況調書  不要 
10  隣接農地への被害防除策を示した書面  変更なければ不要 
11  土地改良区の意見書  要（該当のある場合のみ。ただし､明らかに延長期間も含めた意見書が当初申請時に添付されている場合を除く｡） 
12 賃借権等に基づく耕作者の同意書、合意解約通知の写  要（該当のある場合のみ。ただし､明らかに延長期間も含めた同意書が当初申請時に添付されている場合を除く｡） 
13  地役権者、仮登記権者の同意書  要（該当のある場合のみ。ただし､明らかに延長期間も含めた同意書が当初申請時に添付されている場合を除く｡） 
14  道路、水路の管理者の意見書  要（該当のある場合のみ。ただし､明らかに延長期間も含めた意見書が当初申請時に添付されている場合を除く｡） 
15  所有者の同意書  要（該当のある場合のみ。ただし､明らかに延長期間も含めた同意書が当初申請時に添付されている場合を除く｡） 
16  資金計画書  要 
17  融資証明または残高証明  要 
18  法人の登記事項証明書  不要 
19  定款、寄付行為、規約または規則  不要 
20  許認可書（申請書）の写し  要（砂利採取法上の砂利採取計画変更認可） 
21  その他参考資料  原則として不要 
◎ 砂利採取を目的とする一時転用に必要な書類 
1  埋戻しおよび農地復元誓約書  要 
2  搬出、埋戻ルート図  変更なければ、不要 
3  砂利採取法による採取計画変更認可書の写し  要 
4  縦横段図面  変更なければ不要 
5  埋戻のための土砂が確保されていることを示す書面  当初計画より採取量が増えなければ不要 
6  土砂採掘地の位置図  変更なければ不要 
7  土砂採掘地の地籍図  変更なければ不要 



- 131 - 

第７ 農地等の賃貸借の解約等  

 

１  解 除 条 件 付 賃 貸 借 契 約 の 解 除 の 場 合 等 の 届 出 関 係  

解 除 条 件 付 賃 貸 借 契 約 の 解 除 の 場 合 （ 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 第 ４ 号 ） に お い て は 、

あ ら か じ め 農 業 委 員 会 に 届 け 出 る も の と す る 。  

（ １ ） 届 出 手 続  

   届 出 書 は 様 式 第 ７ － １ 号 に よ る 。  

（ ２ ） 農 業 委 員 会 の 処 理  

  ア  農 業 委 員 会 は 届 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、速 や か に 届 出 に 係 る 賃 貸 借 の

解 除 が 賃 借 人 が そ の 農 地 等 を 適 正 に 利 用 し て い な い と 認 め ら れ る 場 合 に 行 わ

れ る も の で あ る か ど う か 、 届 出 書 の 法 定 記 載 事 項 が 記 載 さ れ て い る か ど う か

お よ び 添 付 書 類 が 具 備 さ れ て い る か ど う か を 検 討 し 、 そ の 届 出 が 適 法 で あ る

か ど う か を 審 査 し て 、 そ の 受 理 ま た は 不 受 理 を 決 定 す る 必 要 が あ る 。  

イ  農 業 委 員 会 は 、 届 出 を 受 理 し た と き は 遅 滞 な く 受 理 通 知 書 （ 様 式 第 ７ － ２

号 ）を そ の 届 出 者 に 交 付 し 、届 出 を 受 理 し な い こ と と し た と き は 、遅 滞 な く 理

由 を 付 け て そ の 旨 を そ の 届 出 者 に 通 知 す る 必 要 が あ る 。  

（ ３ ） 事 務 処 理 上 の 留 意 事 項  

  ア  農 業 委 員 会 は 、届 出 書 の 提 出 の あ っ た と き は 、直 ち に 届 出 者 に 対 し 、農 業

委 員 会 に お い て 適 法 に 受 理 さ れ る ま で 届 出 の 効 力 が 発 生 し な い こ と を 十 分 説

明 す る こ と 。  

  イ  農 業 委 員 会 は 、（ ２ ）の 規 定 に よ る 事 務 処 理 に 当 た っ て は 、届 出 に 係 る 農 地

等 の 利 用 関 係 に つ い て 現 に 紛 争 が 生 じ て い る 場 合 を 除 き 、 農 業 委 員 会 の 事 務

局 長 に 専 決 処 理 さ せ る こ と 等 に よ り 迅 速 な 事 務 処 理 を 行 う 体 制 を 整 備 す る も

の と す る 。  

な お 、 専 決 処 理 す る 場 合 は 、 総 会 ま た は 部 会 の 議 を 経 て あ ら か じ め 事 務 処

理 規 程 を 作 成 し て お く も の と す る が 、届 出 に 係 る 事 務 を 専 決 処 理 し た と き は 、

当 該 事 案 に つ い て 直 近 の 総 会 ま た は 部 会 に 報 告 す る 必 要 が あ る 。  

    な お 、専 決 処 理 を 行 わ な い 場 合 に あ っ て も 、農 業 委 員 会 は 届 出 書 の 到 達 の

あ っ た 日 か ら ４ ０ 日 以 内 に 受 理 ま た は 不 受 理 の 通 知 書 が 必 ず 届 出 者 に 到 達 す

る よ う に 事 務 処 理 を 行 う 必 要 が あ る 。  

    （ 注 ） 農 業 委 員 会 に 届 出 を 行 っ た 場 合 で あ っ て も 、届 出 に 係 る 農 地 等 が 適 正

に 利 用 さ れ て い る 場 合 に は 、 解 除 の 効 力 を 生 じ な い こ と は 言 う ま で も

な い 。  

 

２   農 地 等 の 賃 貸 借 の 解 約 等 の 許 可  

 （ １ ） 解 約 等 の 許 可 と 許 可 が 不 要 な 場 合  

      農 地 等 の 賃 貸 借 の 解 除 を し 、 解 約 の 申 入 れ を し 、 合 意 に よ る 解 約 を し 、 ま

た は 賃 貸 借 の 更 新 を し な い 旨 の 通 知 を す る 場 合 は 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば

な ら な い （ 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 ）。  
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（ 注 ）  国 ま た は 都 道 府 県 を 当 事 者 と す る 賃 貸 借 に も 適 用 さ れ る 。  

た だ し 、 次 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

①  解 約 の 申 入 れ 、 合 意 に よ る 解 約 ま た は 賃 貸 借 の 更 新 を し な い 旨 の 通 知

が 信 託 事 業 に 係 る 信 託 財 産 に つ き 行 わ れ る 場 合 （ 同 項 第 １ 号 ）  

②  合 意 に よ る 解 約 が 、 そ の 解 約 に よ っ て 農 地 等 を 引 き 渡 す こ と と な る 期

限 前 ６ か 月 以 内 に 成 立 し た 合 意 で そ の 旨 が 書 面 に お い て 明 ら か で あ る も

の に 基 づ い て 行 わ れ る 場 合 ま た は 民 事 調 停 法 に よ る 農 事 調 停 に よ っ て 行

わ れ る 場 合 （ 同 項 第 ２ 号 ）  

     （ 注 ）  賃 貸 人 の 一 方 的 意 思 表 示 に よ っ て 「 合 意 に よ る 解 約 」 が 成 立 す る 旨

を あ ら か じ め 定 め る 等 、「 合 意 に よ る 解 約 」に つ い て 賃 貸 借 の 当 事 者 が 実

質 的 に 合 意 を し た 時 が 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に い う 「 合 意 」 の と き で

あ る と 解 さ れ 、そ の 時 が 農 地 等 を 引 き 渡 す こ と と な る 期 限 前 ６ か 月 前 で

あ る 場 合 に は 、 そ の 合 意 に 係 る 「 合 意 に よ る 解 約 」 を し よ う と す る 当 事

者 は 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

③  賃 貸 借 の 更 新 を し な い 旨 の 通 知 が １ ０ 年 以 上 の 期 限 の 定 め が あ る 賃 貸

借 （ 解 約 を す る 権 利 を 留 保 し て い る も の お よ び 期 間 の 満 了 前 に そ の 期 間

を 変 更 し た も の で そ の 変 更 を し た 時 以 後 の 期 間 が １ ０ 年 未 満 で あ る も の

を 除 く 。）ま た は 水 田 裏 作 を 目 的 と す る 賃 貸 借 に つ き 行 わ れ る 場 合（ 同 項

第 ３ 号 ）  

（ 注 １ ） 「 期 間 の 満 了 前 に そ の 期 間 を 変 更 し た も の 」に は 、賃 貸 借 の 期 間 を

変 更 し て そ の 期 間 を 延 長 し た も の は も ち ろ ん 、 そ の 期 間 を 短 縮 し た

も の も 含 ま れ る 。  

（ 注 ２ ） 期 間 の 定 め の な い 賃 貸 借 に つ き そ の 期 間 を 定 め た 場 合 に お け る そ の

賃 貸 借 に つ い て は 、 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 「 １ ０ 年 以 上 の 期 間 」

の 始 期 は 、 そ の 期 間 を 定 め た 時 で あ る 。  

④  法 第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 同 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け て 設 定

さ れ た 賃 借 権 に 係 る 賃 貸 借 の 解 除 が 、 賃 借 人 が そ の 農 地 等 を 適 正 に 利 用

し て い な い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 あ ら か じ め 農 業 委 員 会 に 届 け 出

て 行 わ れ る 場 合 （ 同 項 第 ４ 号 ）  

    ⑤  農 地 中 間 管 理 機 構 が 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ３

項 第 １ 号 に 掲 げ る 業 務 の 実 施 に よ り 借 り 受 け 、ま た は 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ

る 業 務 も し く は 基 盤 法 第 ７ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業 の 実 施 に よ り 貸 し 付

け た 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 に 係 る 賃 貸 借 の 解 除 が 、同 法 第 ２ ０ 条 ま た は

第 ２ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け て 行 わ れ る 場 合（ 同 項 第

５ 号 ）  
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（ ２ ） 許 可 を す る こ と が で き る 場 合  

    法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 許 可 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 で な け れ ば し て は な ら な い 。

（ 同 条 第 ２ 項 ）  

ア  賃 借 人 が 信 義 に 反 し た 行 為 を し た 場 合 （ 同 項 第 １ 号 ）  

       （ 注 ）「 信 義 に 反 し た 行 為 」と は 、特 段 の 事 情 が な い の に 通 常 賃 貸 人 と 賃 借 人 の 関 係

を 持 続 す る こ と が 客 観 的 に み て 不 能 と さ れ る よ う な「 信 義 誠 実 の 原 則 」に 反 し

た 行 為 を い う 。  

        例 え ば 、賃 借 人 の 借 賃 の 滞 納 、無 断 転 用 、田 畑 転 換 等 の 用 法 違 反 、無 断 転 貸 、

不 耕 作 、賃 貸 人 に 対 す る 不 法 行 為 等 の 行 為 が 想 定 さ れ る 。（ 処 理 基 準 第 ９ の ２

の （ １ ））  

イ  そ の 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 を 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 以 外 の も の に す る こ

と を 相 当 と す る 場 合 （ 同 項 第 ２ 号 ）  

     （ 注 ） 例 え ば 、具 体 的 な 転 用 計 画 が あ り 、転 用 許 可 が 見 込 ま れ 、か つ 、賃

借 人 の 経 営 お よ び 生 計 状 況 や 離 作 条 件 等 か ら み て 賃 貸 借 契 約 を 終 了

さ せ る こ と が 相 当 と 認 め ら れ る 等 の 事 情 に よ り 判 断 す る も の と す る 。

（ 処 理 基 準 第 ９ の ２ の （ ２ ））  

ウ  賃 借 人 の 生 計（ 法 人 に あ っ て は 、経 営 ）、賃 貸 人 の 経 営 能 力 等 を 考 慮 し 、

賃 貸 人 が そ の 農 地 ま た は 採 草 放 牧 地 を 耕 作 ま た は 養 畜 の 事 業 に 供 す る こ

と を 相 当 と す る 場 合 （ 同 項 第 ３ 号 ）（ 処 理 基 準 第 ９ の ２ の （ ３ ））  

       （ 注 ）  「 賃 借 人 の 生 計 、 賃 貸 人 の 経 営 能 力 等 を 考 慮 し 」 と は 、 賃 貸 借 の

消 滅 に よ っ て 賃 借 人 の 相 当 の 生 活 の 維 持 が 困 難 と な る お そ れ は な い

か 、 賃 貸 人 が 土 地 の 生 産 力 を 十 分 に 発 揮 さ せ る 経 営 を 自 ら 行 う こ と

が そ の 者 の 労 働 力 、技 術 、施 設 等 の 点 か ら 確 実 と 認 め ら れ る か 等 の 事

情 を 判 断 す る も の と す る 。  

エ  そ の 農 地 に つ い て 賃 借 人 が 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を  受 け た

場 合 （ 同 項 第 ４ 号 ）  

オ  ①  賃 借 人 で あ る 農 地 所 有 適 格 法 人 が 農 地 所 有 適 格 法 人 で な く な っ た

場 合  

②  賃 借 人 で あ る 農 地 所 有 適 格 法 人 の 構 成 員 と な っ て い る 賃 貸 人 が そ

の 法 人 の 構 成 員 で な く な り 、 そ の 賃 貸 人 ま た は そ の 世 帯 員 等 が そ の 許

可 を 受 け た 後 に お い て 耕 作 ま た は 養 畜 の 事 業 に 供 す べ き 農 地 お よ び

採 草 放 牧 地 の 全てを 効 率 的 に 利 用 し て 耕 作 ま た は 養 畜 の 事 業 を 行 う こ

と が で き る と 認 め ら れ 、 か つ 、 そ の 事 業 に 必 要 な 農 作 業 に 常 時 従 事 す

る と 認 め ら れ る 場 合 （ 同 項 第 ５ 号 ）  

カ  そ の 他 正 当 の 事 由 が あ る 場 合 （ 同 項 第 ６ 号 ）  

        （ 注 ）  「 そ の 他 正 当 の 事 由 が あ る 場 合 」 と は 、 賃 借 人 の 離 農 等 に よ り 賃

貸 借 を 終 了 さ せ る こ と が 適 当 で あ る と 客 観 的 に 認 め ら れ る 場 合 で あ

る 。  

 こ れ ら の 判 断 に 当 た っ て は 、 個 別 具 体 的 な 事 案 ご と に 様 々 な 状 況
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を 勘 案 し 、総 合 的 に 判 断 す る 必 要 が あ る が 、法 第 ２ 条 の ２ の 責 務 規 定

が 設 け ら れ て い る こ と を 踏 ま え れ ば 、 賃 借 人 が 農 地 を 適 正 か つ 効 率

的 に 利 用 し て い な い 場 合 は 、 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 該 当 し な い

場 合 で あ っ て も 、同 項 第 ６ 号 に 該 当 す る こ と が あ り 得 る 。こ の た め 、

賃 貸 借 の 解 約 等 を 認 め る こ と が 農 地 等 の 適 正 か つ 効 率 的 な 利 用 に つ

な が る と 考 え ら れ る 場 合 に は 積 極 的 に 許 可 を 行 う べ き で あ る 。（ 処 理

基 準 第 ９ の ２ の （ ４ ））  

（ ３ ） 許 可 申 請 手 続  

ア  申 請  

       農 地 等 に つ い て 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け よ う と す る 者

は 、申 請 書（ 様 式 第 ７ － ３ 号 ）を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

       こ の 場 合 、 合 意 に よ る 解 約 に 係 る 申 請 は 、 当 事 者 が 連 署 す る も の と す る 。

た だ し 、次 に 掲 げ る 場 合 は 単 独 に て 申 請 す る こ と が で き る 。（ 規 則 第 ６ ４ 条 第

１ 項 た だ し 書 ）  

    （ ア ） 判 決 が 確 定 し た 場 合  

    （ イ ） 裁 判 上 の 和 解 ま た は 請 求 の 認 諾 が あ っ た 場 合  

    （ ウ ） 民 事 調 停 法 に よ り 調 停 が 成 立 し た 場 合  

    （ エ ） 家 事 事 件 手 続 法 に よ り 審 判 が 確 定 し 、 も し く は 調 停 が 成 立 し た  

場 合  

イ  提 出 期 限  

   賃 貸 借 の 解 除 を し 、 解 約 の 申 入 れ を し 、 合 意 に よ る 解 約 を し 、 ま た は 賃 貸

借 の 更 新 の 拒 絶 の 通 知 を し よ う と す る 日 の ３ か 月 前 ま で に 農 業 委 員 会 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。（ 規 則 第 ６ ４ 条 第 ２ 項 ）  

ウ  添 付 書 類  

  （ ア ）申 請 農 地 の 登 記 事 項 証 明 書（ 全 部 事 項 証 明 書 に 限 る 。申 請 前 お お む ね ３ か

月 以 内 の も の ）  

 （ イ ） 申 請 地 の 土 地 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  

  （ ウ ）合 意 に よ る 解 約 に 係 る 申 請 で ア の（ ア ）か ら（ エ ）ま で に 該 当 す る 単 独 申

請 で あ る 場 合 に は 、 そ れ ら を 証 す る 書 面  

 （ エ ）解 除 、解 約 の 申 入 れ 、ま た は 更 新 の 拒 絶 の 通 知 を す る 場 合 は 、そ の 申 請 理

由 を 詳 細 に 記 載 し た 理 由 書  

  （ オ ） そ の 他 参 考 と な る べ き 書 類  

（ ４ ） 農 業 委 員 会 の 処 理  

ア  農 業 委 員 会 は 、 許 可 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 記 載 事 項 お よ び

添 付 書 類 を 審 査 す る と と も に 必 要 に 応 じ 実 情 を 調 査 し 、 そ の 申 請 が 適 法 な も

の で あ る か ど う か お よ び （ ２ ） の 許 可 す る こ と が で き る 場 合 に 該 当 す る か ど

う か を 検 討 す る 。  

な お 、 こ の 場 合 に お い て 、 許 可 申 請 書 の 記 載 事 項 お よ び 添 付 書 類 に 不 備 が

あ る と き は 、 こ れ を 補 正 ま た は 追 完 さ せ る 。  
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イ  農 業 委 員 会 は 、 ア の 検 討 に よ り そ の 申 請 の 却 下 ま た は 許 可 も し く は 不 許 可

に つ い て の 意 見 を 決 定 し 、 意 見 書 （ 様 式 ７ － ４ 号 ） を 作 成 の 上 、 こ れ を 議 事

録 の 写 し と と も に 許 可 申 請 書 に 添 付 し て 申 請 書 の あ っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ４ ０ 日 以 内 に 知 事 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

な お 、 農 業 委 員 会 は 意 見 書 の 写 し を 保 管 す る 。  

ウ  農 業 委 員 会 は 、 イ の 送 付 に 係 る 申 請 に 対 す る 知 事 の 指 令 書 を 受 け 取 っ た 場

合 は 、 そ の 写 し を 保 管 す る と と も に 、 当 該 申 請 に 係 る 意 見 書 の 控 え に 知 事 の

処 理 結 果 を 朱 筆 ま た は 処 理 簿 を 作 成 し 処 理 結 果 等 を 記 入 す る こ と 。  

（ ５ ）  県 の 処 理  

ア  知 事 は 、 農 業 委 員 会 か ら 許 可 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、 農 業 委 員 会

の 意 見 書 お よ び 議 事 録 の 写 し を 参 考 に 検 討 す る 。  

な お 、 こ の 場 合 に お い て 、 許 可 申 請 書 の 記 載 事 項 お よ び 添 付 書 類 に 不 備 が

あ る と き は 、 こ れ を 補 正 ま た は 追 完 さ せ る 。  

イ  知 事 は 、 申 請 の 却 下 ま た は 許 可 も し く は 不 許 可 を 決 定 し 、 指 令 書 （ 様 式 第

７ － ５ 号 ） を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 申 請 者 に 交 付 す る 。  

ウ  知 事 は 、 許 可 し よ う と す る 案 件 に つ い て は 、 あ ら か じ め 県 農 業 委 員 会 ネ ッ

ト ワ ー ク 機 構 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。（ 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 ）  

 

３  法 第 １ ８ 条 第 ６ 項 の 賃 貸 借 の 解 約 等 の 通 知  

（ １ ）農 業 委 員 会 に 対 す る 通 知 を 要 す る 場 合（ 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に

よ り 同 項 の 許 可 を 要 し な い で 解 約 等 が 行 わ れ た 場 合 ）  

      農 地 等 の 賃 貸 借 に つ き 解 約 の 申 入 れ 、合 意 に よ る 解 約 ま た は 賃 貸 借 の 更 新 を

し な い 旨 の 通 知 が 次 の い ず れ か に 該 当 し 、法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 許 可 を 要 し な い

で 行 わ れ た 場 合 は 、こ れ ら の 行 為 を し た 者 は 、農 業 委 員 会 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い （ 法 第 １ ８ 条 第 ６ 項 お よ び 規 則 第 ６ ８ 条 ）。  

    ア   信 託 事 業 に 係 る 信 託 財 産 に つ き 行 わ れ る 場 合 （ 同 条 第 １ 項 第 １ 号 ）  

    イ   合 意 に よ る 解 約 が 、そ の 解 約 に よ っ て 農 地 等 を 引 き 渡 す こ と と な る 期 限 前

６ カ 月 以 内 に 成 立 し た 合 意 で そ の 旨 が 書 面 に お い て 明 ら か で あ る も の に 基

づ い て 行 わ れ る 場 合 ま た は 民 事 調 停 法 に よ る 農 事 調 停 に よ っ て 行 わ れ る 場

合 （ 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 ）  

    ウ   賃 貸 借 の 更 新 を し な い 旨 の 通 知 が 、１ ０ 年 以 上 の 期 間 の 定 め が あ る 賃 貸 借

ま た は 水 田 裏 作 を 目 的 と す る 賃 貸 借 に つ き 行 わ れ る 場 合（ 同 条 第 １ 項 第 ３ 号 ） 

   エ  第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 同 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け て 設 定 さ れ

た 賃 借 権 に 係 る 賃 貸 借 の 解 除 が 、賃 借 人 が そ の 農 地 等 を 適 正 に 利 用 し て い な

い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、あ ら か じ め 農 業 委 員 会 に 届 け 出 て 行 わ れ る 場

合 （ 同 条 第 １ 項 第 ４ 号 ）  

オ  農 地 中 間 管 理 機 構 が 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ３ 項

第 １ 号 に 掲 げ る 業 務 の 実 施 に よ り 借 り 受 け 、 ま た は 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 業 務

も し く は 基 盤 法 第 ７ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業 の 実 施 に よ り 貸 し 付 け た 農 地 ま た
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は 採 草 放 牧 地 に 係 る 賃 貸 借 の 解 除 が 、 同 法 第 ２ ０ 条 ま た は 第 ２ １ 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け て 行 わ れ る 場 合 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 ）  

（ ２ ） 通 知 手 続  

農 地 等 に つ い て 上 記（ １ ）の 通 知 を し よ う と す る 者 は 、様 式 第 ７ － ６ 号 に よ

り 当 事 者 が 連 署 し 、 農 業 委 員 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ３ ） 提 出 期 限  

      法 第 １ ８ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、賃 貸 借 の 解 約 の 申 入 れ を し 、合 意 に

よ る 解 約 を し 、ま た は 賃 貸 借 の 更 新 を し な い 旨 の 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ３ ０ 日 以 内 に し な け れ ば な ら な い （ 規 則 第 ６ ８ 条 第 １ 項 ）。  

（ ４ ） 添 付 書 類  

ア  土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 （ 規 則 第 ６ ８ 条 第 ３ 項 第 １ 号 ）  

    イ   当 該 賃 貸 借 契 約 の 写 し  

    ウ   信 託 事 業 に 係 る 信 託 財 産 に つ き 行 わ れ る 場 合 に は そ の 信 託 財 産 に 係 る 信

託 契 約 書 の 写 し （ 同 項 第 ２ 号 ）  

    エ   合 意 解 約 が 行 わ れ た 場 合 に は 、賃 貸 借 の 当 事 者 間 に お い て 法 第 １ ８ 条 第 １

項 第 ２ 号 に 規 定 す る 合 意 が 成 立 し た こ と を 証 す る 書 面 （ 同 項 第 ３ 号 ）  

    オ   民 事 調 停 法 に よ る 農 事 調 停 に よ っ て 行 わ れ る 場 合 に は 、当 該 農 事 調 停 の 調

書 の 謄 本 （ 同 項 第 ３ 号 ）  

    カ   賃 貸 借 の 更 新 を し な い 旨 の 通 知 が 、法 第 １ ８ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 し て 同

項 の 許 可 を 要 し な い で 行 わ れ た 場 合 に は 、当 該 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し（ 同 項 第

４ 号 ）  

キ  そ の 他 参 考 と な る べ き 書 類 （ 同 項 第 ５ 号 ）    

（ ５ ） 農 業 委 員 会 の 処 理  

      農 業 委 員 会 は 、通 知 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 通 知 書 に 受 付 印 を 押 し 受 付 年

月 日 を 明 ら か に し 、 次 の 点 に 留 意 し て 処 理 す る も の と す る 。  

    ア   通 知 書 記 載 事 項 は 事 実 に 即 し て い る か 、通 知 書 に 添 付 さ れ て い る 書 類 は そ

ろ っ て い る か 、 ま た は 現 に 効 力 を 有 す る も の か ど う か を 審 査 す る 。  

        な お 、 こ の 場 合 に お い て 通 知 書 の 記 載 事 項 ま た は 添 付 書 類 に 不 備 が あ る

と き は こ れ を 補 正 ま た は 追 完 さ せ る 。  

    イ   賃 貸 借 の 解 約 の 申 入 れ 等 が 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け る こ と を 要 し

な い も の（（ １ ）の ア か ら オ に 該 当 す る も の ）で あ る か ど う か を 審 査 す る こ と 。 

    ウ   上 記 ア お よ び イ に よ り そ の 賃 貸 借 の 解 約 の 申 入 れ 等 が 法 第 １ ８ 条 第 １ 項

た だ し 書 の 規 定 に 該 当 し な い と 認 め た と き は 直 ち に 賃 貸 借 の 当 事 者 に そ の

旨 を 書 面 に よ り 通 知 す る こ と 。（ 規 則 第 ６ ７ 条 ）ま た 、法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 許

可 申 請 手 続 を す る よ う 指 導 す る こ と 。  

    エ   審 査 の 結 果 、当 該 通 知 書 が 適 正 な も の で あ れ ば 、こ れ を 整 理 簿 に 記 入 の 上 、

保 管 す る と と も に 関 連 す る 台 帳 （ 農 地 台 帳 等 ） を も 整 理 す る こ と 。  
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４   関 係 判 例（ 農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 平 成 ２ １ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）施 行 前  

の 旧 農 地 法 に か か る 判 例 ）  

（ １ ） 合 憲 性  

      ２ ０ 条 は 、憲 法 １ ４ 条 、２ ９ 条 に 違 背 し な い 。（ 最 高 大 ３ １（ オ ）   ３ ２ ６

号 ３ ５ ． ２ ． １ ０ ）  

（ ２ ） 永 小 作 権 と 本 条 等 の 適 用 、 準 用 の 有 無  

      １ ９ 条 、 ２ ０ 条 は 永 小 作 権 に 適 用 ま た は 準 用 が な い 。（ 最 高 ２ 小 ３ ２ （ オ ）   

１ １ ２ ５ 号   ３ ４ ． １ ２ ． １ ８ ）  

（ ３ ）「 信 義 ニ 反 シ タ ル 行 為 」 に あ た ら な い 場 合  

      昭 和 ２ １ 年 頃 か ら 同 ２ ３ 年 頃 ま で の 間 、小 作 人 が 非 農 家 で あ る 知 人 数 名 の 食

料 難 に 同 情 し 、そ の 懇 請 を 容 れ 、地 主 に 無 断 で 、小 作 地 の 一 部 を 同 人 ら に 無 償

で 転 貸 し こ れ を 裏 作（ 蚕 豆 の 栽 培 ）さ せ た か ら と い っ て 、右 行 為 が 農 地 調 整 法

第 ９ 条 第 １ 項 に い う 賃 借 人 の「 信 義 ニ 反 シ タ ル 行 為 」に あ た る も の と は い え な

い 。（ 最 高 １ 小 ２ ６ （ オ ）   ５ ５ １ 号   ２ ７ ． １ １ ． ６ ）  

（ ４ ）「 賃 貸 人 ノ 自 作 ヲ 相 当 ト ス ル 場 合 」 の 意 義  

      農 地 調 整 法 第 ９ 条 第 １ 項 に い う「 賃 貸 人 ノ 自 作 ヲ 相 当 ト ス ル 事 由 」と は 、賃

貸 人 に お い て 生 活 上 そ の 他 の 事 情 に よ り 相 当 高 度 に 自 作 を 必 要 と す る 事 由 を

い い 、単 に 賃 貸 人 が 自 作 す る こ と に よ り 、そ の 生 活 が よ り 向 上 さ れ る と い う に

す ぎ な い 事 情 は こ れ に あ た ら な い 。（ 福 島 地 方 ２ ５（ 行 ）４ １ 号  ２ ６ ．４ ．６ ）  

（ ５ ）「 賃 貸 人 の 生 計 」 の 意 義  

      ２ ０ 条 ２ 項 ３ 号 の 賃 借 人 の 生 計 は 、 も っ ぱ ら 農 業 経 営 の 合 理 化 と い う 経 済 、

農 業 政 策 的 見 地 か ら 客 観 的 に 判 断 さ れ る べ き で あ り 、社 会 政 策 的 見 地 か ら 、す

な わ ち 賃 貸 人 の 生 計 と の 比 較 相 対 的 な 見 地 か ら 判 断 さ れ る べ き も の で は な い

と 解 す べ き で あ る 。（ 山 形 地 方 ２ ９ （ 行 ）   ９ 号  ３ ０ ． ３ ． ２ ３ ）  

（ ６ ）「 そ の 他 正 当 の 事 由 」 の 趣 旨  

      ２ ０ 条 ２ 項 ４ 号 〔 現 ５ 号 〕 は 、 農 業 生 産 力 の 増 進 と い う 公 的 利 益 の ほ か に 、

賃 貸 人 お よ び 賃 借 人 の 生 活 の 維 持 と い う 私 的 利 益 を も 比 較 考 慮 し て 農 地 賃 貸 借

の 解 約 等 を 許 可 す べ き か ど う か を 決 定 せ し め る 趣 旨 の 規 定 と 解 す べ き で あ る 。

（ 山 形 地 方 ２ ９ （ 行 ）  ９ 号   ３ ０ ． ３ ． ２ ３ ）  

（ ７ ） 賃 貸 借 の 当 事 者 で な い も の の 申 請 に 基 づ く 解 約 許 可 処 分 の 適 否  

     農 地 賃 貸 借 解 約 に つ い て の 知 事 の 許 可 が 賃 貸 借 の 当 事 者 で な い 者 の 申 請 に 基

づ い て 為 さ れ た 場 合 は 、当 該 許 可 処 分 は 違 法 で あ る 。（ 新 潟 地 方 ２ ３（ 行 ）  ３

９ 号  ２ ３ ． １ ２ ． ９ ）  

（ ８ ） 小 作 料 の 滞 納 に つ き 宥 怨 す べ き 事 由 の 有 無  

    ア  小 作 農 が 自 己 お よ び 家 族 の 疾 病 等 に よ り 稼 働 力 が 不 十 分 な た め 収 穫 も あ が

ら ず 、こ れ が た め 生 活 に 窮 し 、生 活 保 護 法 に よ る 生 活 扶 助 を う け て い た 等 の

事 情 の も と に あ っ て 、小 作 料 を 滞 納 し た 場 合 は 、農 地 調 整 法 第 ９ 条 第 １ 項 に

い う 小 作 料 の 滞 納 に つ き 宥 怨 す べ き 事 情 が あ る も の と 認 む べ き で あ る 。（ 仙

台 地 方 ２ ７ （ 行 ） １ ３ 号   ２ ９ ． １ ． ２ ５ ）  
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    イ   農 地 の 賃 貸 人 が ひ た す ら 農 地 取 上 げ の 機 会 を う か が い 、再 度 に わ た る 小 作

人 の 提 供 を ゆ え な く 拒 絶 し 、た と え 、賃 借 人 が 小 作 料 を 提 供 し て も 、農 地 の

返 還 を 求 め ら れ る の み で 、そ の 受 領 を 期 待 す る こ と が で き な い 場 合 に は 、小

作 料 の 滞 納 に つ き 宥 怨 す べ き 事 情 が あ っ た も の と 解 す べ き で あ る 。（ 仙 台 地

方 ２ ７ （ 行 ）  １ ７ 号   ２ ９ ． ３ ． １ ０ ）  

（ ９ ） 許 可 指 令 書 に 理 由 記 載 の 要 否  

      農 地 賃 貸 借 解 除 許 可 指 令 書 に お い て は 、 そ の 許 可 が 農 地 法 ２ ０ 条 ２ 項 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る か を 明 示 す る こ と を 要 し な い 。（ 徳 島 地 方 ３ ２（ 行 ）  １ 号   

３ ５ ． ６ ． ８ ）  

（ １ ０ ） 瑕 疵 あ る 県 農 業 会 議 の 意 見 を 聞 い て し た 許 可 の 効 力  

      県 農 業 会 議 の 意 見 の 答 申 が 、法 定 の 議 決 方 法 に よ ら ず 会 長 の み の 意 見 に よ っ

て な さ れ た と し て も 、そ の た め に 知 事 の 許 可 処 分 の 違 法 を き た す も の で は な い

と 解 す べ き で あ る 。（ ３ ０ ． ３ ． ２ ３   山 形 地 裁 判 決 ）  

 

５   行 政 不 服 審 査 裁 決 例  

（ １ ）小 作 料 の 滞 納 が 信 義 違 反 と 認 め ら れ る 場 合 と は 、賃 貸 人 が 賃 借 人 に 対 し 、相

当 の 期 間 を 定 め て 支 払 い を 催 告 し た に も か か わ ら ず 宥 怨 す べ き 事 由 の な い の

に 、 そ の 期 間 内 に 賃 借 人 が 支 払 い を し な か っ た 場 合 が こ れ に 該 当 す る 。（ 昭 和  

５ ２ ． ３ ． １ ５ ）  

（ ２ ）昭 和 １ ９ 年 度 分 の 小 作 料 が 仮 に 未 納 で あ っ た と し て も そ れ は １ ０ 有 余 年 前 の

こ と で あ り 、そ の 間 申 立 人 は 賃 借 人 に 対 し て な ん ら の 請 求 も せ ず に 経 過 し て い

た も の で あ る こ と か ら 見 れ ば 、そ の 未 納 が 賃 貸 借 契 約 を 継 続 し 難 い ほ ど の 信 義

に 反 す る 行 為 に あ た る と は 認 め ら れ な い 。（ 昭 和 ４ ７ ． １ ２ ． ４ ）  

（ ３ ）申 立 人 は 、賃 借 人 と し て 、本 件 農 地 の 不 耕 作 期 間 が 少 な く と も ３ 、４ 年 に も

及 ん だ こ と 、そ の 間 に 不 耕 作 を 余 儀 な く さ せ る 特 別 の 事 情 も な い の に 依 然 と し

て 荒 廃 せ し め た こ と 、か つ 、そ の 荒 廃 の 程 度 が 回 復 に 相 当 の 労 力 を 要 す る も の

で あ る こ と 等 は 、賃 貸 人 に 対 す る 信 義 違 反 と し て 法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 該

当 す る も の と 認 め ざ る を 得 な い 。（ 昭 和 ５ ０ ． ６ ． ２ ０ ）  

（ ４ ）農 地 の 賃 貸 借 に お い て 、賃 貸 人 の 解 除 権 は 通 常 小 作 料 の 滞 納 、小 作 地 の 無 断

転 用 、用 法 違 反 等 の 債 務 不 履 行 お よ び 賃 借 権 の 無 断 譲 渡 ま た は 転 貸 の 行 為 が あ

っ た 場 合 に 発 生 す る 。し か し 、こ れ ら の 賃 借 人 の 行 為 が た だ ち に 法 第 ２ ０ 条 第

２ 項 第 １ 号 に い う 信 義 違 反 に 該 当 す る と は 限 ら ず 信 義 に 反 し た 行 為 か 否 か は

そ の 債 務 不 履 行 等 の 実 態 、お よ び そ の 原 因 に つ い て 社 会 通 念 上 の 宥 怨 す べ き 事

情 の 有 無 を 客 観 的 に 判 断 し て な さ れ る べ き で あ り 、そ の 結 果 、公 平 に み て こ れ

以 上 賃 貸 人 と 賃 借 人 の 関 係 を 維 持 す る こ と が 不 能 と さ せ る 場 合 に は 信 義 違 反

と 解 さ れ る 。  
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（ ５ ）賃 借 人 の 所 有 す る 自 作 地 を 売 却 し た 行 為 は 、本 件 農 地 の 使 用 収 益 に 関 す る 当

事 者 の 信 頼 関 係 と は 無 関 係 で あ り 、そ れ を も っ て 他 に 使 用 収 益 に 関 し て 争 い の

な い 本 件 農 地 の 賃 貸 借 契 約 解 除 の 理 由 と す る に は 当 た ら な い も の と い わ な け

れ ば な ら な い 。（ 昭 和 ５ １ ． １ ２ ． １ ４ ）  

（ ６ ）賃 貸 人 は 、本 件 農 地 に つ い て 、法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 判 断 を す る に あ た

っ て は 、転 用 目 的 、転 用 計 画 お よ び そ の 確 実 性 並 び に 当 該 農 地 の 立 地 条 件 、さ

ら に は 賃 借 人 の 経 営 お よ び 生 計 の 状 況 、離 作 条 件 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 許 否 を

決 す べ き も の で あ る 。（ 昭 和 ５ ０ ． ４ ． ２ ２ ）  

（ ７ ）請 求 人 の 生 計 も ゆ と り の あ る も の と は い え ず 、従 っ て 、本 件 農 地 の 賃 貸 借 契

約 を 解 除 し 、生 活 状 態 を 改 善 し た い と す る 願 望 に 同 情 す べ き 点 も あ る が 、仮 に

賃 借 人 が 本 件 農 地 の 賃 貸 借 を 解 消 し 、こ れ を 返 還 す る こ と と な れ ば 、す で に 困

窮 を 極 め て い る 生 計 が 一 段 と 悪 化 す る こ と は 明 白 と い う べ き 、ま た 、請 求 人 の

解 約 後 の 経 営 能 力 を 考 慮 す れ ば 必 ず し も 効 率 的 な 経 営 が 可 能 と 考 え ら れ ず 、従

っ て 賃 貸 人 が 自 作 を 相 当 と す る 場 合 に 該 当 し な い 。（ 昭 和 ４ ９ ． ７ ． ６ ）  

（ ８ ）請 求 人 は 家 族 ３ 人 で 田 ３ １ ０ ア － ル 、畑 ３ ５ ア － ル を 自 作 す る ほ か 、田 畑 あ

わ せ て １ ４ ７ ア － ル の 小 作 地 を 保 有 し 、農 機 具 農 業 用 施 設 等 を 完 備 す る 専 業 農

家 で あ っ て 、さ ら に 経 営 規 模 拡 大 の た め 本 件 農 地 の 賃 貸 借 を 解 約 し た い と す る

願 望 は 認 め ら れ な い わ け で は な い が 、今 直 ち に 本 件 農 地 の 賃 貸 借 を 解 約 し な け

れ ば な ら な い と す る 緊 急 必 要 性 は 認 め ら れ な い 。（ 昭 和 ５ １ ． １ ０ ． ８ ）  

（ ９ ）法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 の「 そ の 他 正 当 の 事 由 が あ る 場 合 」と は 、同 法 第 １

号 か ら 第 ４ 号 に 該 当 し な い 場 合 で あ っ て も 、賃 貸 人 、賃 借 人 双 方 の 当 該 小 作 地

の 必 要 の 程 度 、解 約 に よ っ て 生 ず る 双 方 の 利 害 得 失 、当 該 小 作 地 の 耕 作 の 経 緯 、

そ の 他 諸 般 の 事 情 を 総 合 的 に 考 慮 し 、法 全 体 の 趣 旨 か ら み て 賃 貸 人 が 賃 貸 借 の

解 約 の 申 入 れ ま た は 、更 新 を し な い 旨 の 通 知 を す る に つ き 客 観 的 に 正 当 性 が 認

め ら れ る 場 合 を 指 称 す る も の と 解 す べ き で あ る 。（ 昭 和 ５ ２ ． １ ０ ． ２ ４ ）  
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第８   和解の仲介 

 

１   和解の仲介制度の趣旨  

    農地の利用関係をめぐる紛争を適正かつ円満に処理するため、昭和４５年の農地法改正

により、和解の仲介制度が設けられた。（法第２５条～第２９条）  

    農地等の利用関係をめぐる紛争が生じた場合の解決方法としては、訴訟のほかに民事調

停法による農事調停制度、農業委員会による利用関係のあっせんおよび争議の防止制度が

あり、いずれの制度を選択することも可能である。しかし、農事調停については、調停の

たびに裁判所へ出向かわなければならないことは不都合であり、農業委員会の利用関係の

あっせんおよび争議の防止制度では制度的に十分ではないといった問題がある。  

    よって、農地の利用関係をめぐる紛争が生じた場合、これを農業者の身近なところで簡

易かつ適正に処理するための農業委員会を中心とする紛争処理制度として設けられたの

が和解の仲介制度である。  

  法第２５条の和解の仲介により和解が成立した場合には、民法第６９６条の和解の効力

が発生する。  

 

２   定義  

（１）小作主事  

      「小作主事」とは、知事が県職員のうちから命じた者をいう。（地方自治法施行規程

第４条第１項）  

（２）仲介委員  

      この制度において、「仲介委員」とは、農業委員会会長が農業委員会の委員のうちか

ら事件ごとに指名する３名の委員をいう。（法第２５条第２項）  

 

３   和解の仲介の手続  

 

   紛争の発生   

 

                                      

                                仲介の申立て 

 ・書面による申立ての場合、申立人が作成し農業委員会に提出（様式第８－１号） 

 ・口頭による申立ての場合、申立人が農業委員会に出頭、陳述し、農業委員会職員がこれを 

   もとに調書を作成（様式第８－２号） 

 

                                      

 申立簿に記載（様式第８－10 号）   
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 和解の仲介可能   農業委員会が和解の仲

介を行うことが困難ま

たは不適当  

 農地または採草放牧

地の利用関係の紛争

ではないと認められ

る場合  

 

 

                                      

 農業委員会会長は次の

農業委員会の会議で、

知事に仲介の申出をす

るか、農業委員会が仲

介を行うかの決定を得

る。  

              

 却下   

 

                                       

 知事に仲介の申出を行

う こ と に 決 定 し た 場

合、申立人の同意書を

徴した上で知事に申出

書を提出（様式第８－

５号）  

 

                                     

 農業委員会による

仲介  

 知事による仲介   

 

               

 ・農業委員会会長  

  が仲介委員  

  （３名 )を指名  

・互選により仲介  

  主任の決定  

 

                                       

 当事者に仲介開始通知（様式第８－３号）   

                                        

 知事に仲介開始通知および紛争概要通知（様式第８－４号）   

                                        

  ・当事者に仲介期日の通知（様式第８－６号）  

 ・県小作主事に仲介期日の通知  

 

                                        

   期日に当事者または代理人の出頭  

            実情の聴取  

            真相の解明  

        小作主事の意見聴取  
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 仲介案の提示   

                                        

 説得   

                                       

 仲介の終了   

 

 

                                                           

和解成立  

  和解調書  作成  

  (様式第８－11 号､第

８－12 号）  

・農業委員会が和解調書  

  の原本を編綴し保存  

・農業委員会会長に報告  

 和解不成立  

仲介の場所以外で打切

りの決定をしたときは

当事者および参加人に

その旨を通知  

（様式第８－７号）  

 取下げ  

仲介の場所以外で取

下げがあったときは

被申立人および参加

人にその旨を通知  

（様式第８－８号）  

 

 

                                                         

 知事に対し仲介結果を通知（様式第８－９号）   

 

４   農業委員会による和解の仲介  

（１）和解の仲介の申立て  

    ア   和解の仲介（以下「仲介」という。）の申立書は様式第８－１号とする。  

    イ   口頭で仲介を申し立てる場合には、申立人が農業委員会の事務所に出頭し、職員の

面前で申し立てる事項を陳述しなければならない。この場合には農業委員会職員は、

申立人が陳述した事項を記録し、調書を作成した後、申立事項を申立人に読み聞かせ

て申立ての内容に相違ないことを確認し、その調書の末尾に当該申立人が署名または

記名押印するものとする。調書の様式は様式第８－２号とする。  

ウ 代理人が申し立てる場合には、当該申立てにつき代理権を有することを証する書面

を提出しなければならない。  

  民事調停法による農事調停に付されている紛争について和解の仲介の申立てがあ

った場合には、その申立は受け付けておくものとし、和解の仲介は、原則として、農

事調停の決着を待って行うものとする。  

（２）仲介委員の指名等  

    ア   農業委員会会長は、仲介の申立てがあったときは、当該紛争が、農業委員会におい

て仲介することが困難もしくは不適当であると認められる場合または農地もしくは

採草放牧地の利用関係の紛争ではないと認められる場合を除き、遅滞なく仲介委員を

指名し、仲介を行わせるものとする。  
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    イ   「仲介することが困難または不適当」とは、次に掲げる場合とする。  

（ア）その紛争に係る農地等のうちに他の農業委員会の区域内にある農地等が含まれて

いるとき。  

    （イ）その事件が農地等に係る行政処分の変更などを必要とすることとなることが予想

されるとき。  

    （ウ）その紛争の当事者の一方が、国、県または市町であるとき。  

    （エ）その紛争の当事者の一方が、当該農業委員会の委員またはその配偶者もしくは世

帯員であるとき。  

    （オ）その紛争が、所有権の存否に係る純法律的な紛争、農業委員会で既に仲介を試み

たことのある紛争でその後当該紛争についての基本的な事態に変更のないもの、

多数の当事者に係る紛争等農業委員会が自ら仲介することを困難または不適当と

認める事由があるとき。  

    ウ   農業委員会会長は仲介の申立てがあった事件について仲介委員を指名したきは遅

滞なく、当事者に対し様式第８－３号により仲介を開始する旨を通知するとともに、

知事に対し様式第８－４号によりその旨および当該紛争の概要を通知するものとす

る。  

    エ   農業委員会会長は、仲介の申立てがあった事件のうち農業委員会において仲介を行

うことが困難もしくは不適当であると認めるもの（仲介委員から（３）のキの申出が

あったものを含む。）があった場合には、次の農業委員会の会議において、知事に仲介

を行うべき旨の申出をすることとするかまたは農業委員会が仲介を行うこととする

かの決定を得なければならない。  

    オ   農業委員会は、エにより知事に仲介を行うべき旨の申出をすることと決定した場合

にあっては、遅滞なく、申立人の同意書を徴した上、知事に対し様式第８－５号によ

る申出をするものとする。  

    カ   農業委員会会長は、仲介委員を指名するに当たっては、次に掲げる委員は当該事件

の仲介委員に指名しないものとする。  

      （ア）  当該紛争の当事者の親族たる委員  

      （イ）  当該紛争について利害関係を有する委員  

    キ   農業委員会会長は、仲介委員に事故がある場合には、その仲介委員の指名を解き、

新たに仲介委員を指名するものとする。この場合には、当事者および小作主事に対し、

その旨を通知する。  

（３）仲介手続  

ア 仲介委員はその互選により仲介主任を定める必要がある。  

イ 当事者、小作主事等への通知その他の行為は、仲介主任が行う必要がある。  

ウ 仲介に関する意思決定は、多数決により行うことができるが、仲介の期日および場

所、仲介の方針、和解条項、仲介の終了等については、その性質上、全員一致の意見に

基づいて行うよう努める必要がある。  

エ  令第２３条第１項の規定による仲介期日の通知は様式第８－６号により行うものと

する。  
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オ 仲介委員は、令第２３条第１項の規定による仲介期日の通知をしたときは、県の小

作主事に対し、その旨を通知する必要がある。  

カ 仲介期日には当事者の出頭を求める必要がある。ただし、仲介期日にやむを  

得ない理由により自ら出頭できないときには、代理人の出頭でも差しつかえな  

いが、この場合は、当事者がその者に対し仲介についての代理権を授与したこ  

とを証する書面の提出を求めるものとする。  

キ 仲介委員は、仲介に係る事件を農業委員会において仲介を行うことが困難ま  

たは不適当である事情が判明したときは、申立人の同意を得て、農業委員会会  

長に対し、知事による仲介の手続をとるよう申し出ることができる。  

ク   仲介委員は、仲介に係る紛争が農事調停等他の法令による紛争処理制度に係  

属しているときは、その係属中は、仲介手続を休止するものとする。  

ケ   仲介による和解が成立したときは、仲介委員がその内容を記載した調書（様式第８

－11 号、第８－12 号）を作成し、仲介委員および当事者双方（仲介手続に参加した利

害関係人のうち、その和解の結果を容認した者を含む。）は、その調書の末尾に署名ま

たは記名押印するものとする。  

コ 仲介委員は、仲介の場所において令第２５条第２項の規定により仲介を打ち切るこ

とを決定した場合は、その旨を宣言するものとし、その他の場所においてその旨を決

定した場合は、当事者および参加人に対し、その旨を様式第８－７号により通知して

和解の仲介を打ち切るものとする。  

サ 仲介手続中に申立人から仲介の申立ての取下げがあったときは、その時に仲介は終

了することとなるので、仲介の場所以外において取下げがあったときは、仲介委員は、

被申立人および参加人に対し様式第８－８号によりその旨を通知するものとする。  

    シ   仲介委員は、和解が成立したとき、または令第２５条第２項の規定により仲介を打

ち切ったときは、その経過および結果を農業委員会会長に報告しなければならない。 

    ス   農業委員会は、申し立てられた事件について仲介が終了したときは、知事に対し、

様式第８－９号により仲介結果を通知するものとする。  

    セ   農業委員会職員は、仲介に出席するとともに、仲介主任の命を受けて仲介手続に係

る書面の作成その他の事務を処理するものとする。  

（４）仲介の記録等  

    ア  農業委員会は、様式第８－10 号による和解の仲介申立簿を備え、事件名、申立人、

仲介委員および結果を記載しなければならない。  

    イ   農業委員会は、仲介の申立てがあった事件につき自ら仲介を行ったときは、事件ご

とに記録簿（様式第８－13 号）を作成し、仲介の経過および結果を記録しておかなけ

ればならない。この場合、仲介の経過には、仲介の期日ごとにその出席した仲介委員、

当事者および利害関係人等の氏名ならびに仲介の概要を記載するものとする。  

ウ 農業委員会は、仲介により成立した事件につき、（３）のケで作成した調書の原本を

整理し、これを保存しなければならない。  

    エ   農業委員会は、当事者その他利害関係人から申請があったときは、和解調書の謄本

を交付するものとする。  
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（５）小作主事等の意見聴取  

    ア   法第２６条の規定により聴く県の小作主事の意見は、遅くとも、和解を成立させる

前に、成立させるべき和解条項の可否について聴くこととし、必要があれば、仲介方

針についても聴くものとする。  

    イ  仲介委員は、法第２６条第１項に規定する事項以外の事項に係る紛争であっても、

その内容が純法律的なものまたは相当長期間にわたる法律関係を成立させることと

なるものについては、努めて県の小作主事の意見を聴くようにするものとする。  

    ウ   農業委員会は、小作主事が口頭で意見を述べたときは、その要旨を（４）のイの記

録簿に記録し、書面により意見が述べられたときは、その意見書と記録簿を整理し、

保管するものとする。  

（６）県の処理  

    ア  小作主事は、４の（２）のウの通知を受けたときは、仲介を行うのに必要と認めら

れる意見を仲介委員に述べるものとする。  

    イ   小作主事は、仲介委員から意見を求められたときは、仲介期日に出席して、当事者

から事情を聴取し、意見を述べるものとするが、仲介期日に出席できないときは、仲

介委員または農業委員会職員等から事件の内容の詳細を聞き、書面その他の方法によ

って意見を述べるものとする。  

    ウ   県においては、農業委員会が行った仲介事件につき、事件ごとに整理し、小作主事

が意見を述べたときは、その要旨を記録しておくものとする。  

   エ 小作主事は、その発する書面には、その職印を押印するものとする。  

       

５   知事による和解の仲介  

（１）知事は、農業委員会から仲介を行うべき旨の申出があったときは仲介を行うものとす

る。  

（２）知事は、法第２８条第２項の規定により小作主事その他の職員（以下「小作主事等」

という。）に仲介を行わせる場合には当該事件を担当する小作主事等を指定しなければ

ならない。この場合には、当事者に対し、小作主事等に仲介を行わせることとした旨お

よび担当小作主事等の氏名を通知するものとする。  

（３）知事（法第２８条第２項の規定により小作主事等に仲介を行わせる場合には、当該小

作主事等。（４）において同じ。）は仲介期日を定めたときは、当事者に対し仲介の期日、

仲介の場所その他必要な事項を通知するものとする。この場合の通知は、様式第８－６

号に準ずる。  

（４）仲介による和解が成立したときは、知事がその内容を記載した調書を作成し、知事お

よび当事者双方（仲介手続に参加した利害関係人のうち、その和解結果を容認した者を

含む。）は、その調書の末尾に署名または記名押印するものとする。  

（５）小作主事等は、事件につき和解が成立したときまたは令第２５条第２項の規定により

仲介を打ち切ったときは、その結果を知事に報告しなければならない。  

（６）令第２８条の規定による仲介結果の通知は、様式第８－９号に準じて行うものとする。

この場合、この通知書には「４   仲介の経過」として、農業委員会が所掌事務の処理上

参考となるべき仲介の経過の概要を記載するものとする。  
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（７）知事は、仲介を行うため必要があると認める場合には、成立させるべき和解条項の適

否および仲介方針について、農業委員会の意見を求めるものとする。  

（８）４の（４）の仲介の記録は、知事による仲介に準用する。  
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第９ 違反転用に対する処理等  

 

１   違 反 転 用 の 態 様 （ 法 第 ５ １ 条 ）  

    知 事 等 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て 、土 地 の 農 業 上 の 利 用 の

確 保 お よ び 他 の 公 益 な ら び に 関 係 人 の 利 益 を 衡 量 し て 特 に 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 、そ の 必 要 の 限 度 に お い て 、法 第 ４ 条 も し く は 第 ５ 条 の 規 定 に よ っ て し た

許 可 を 取 り 消 し 、そ の 条 件 を 変 更 し 、も し く は 新 た に 条 件 を 付 し 、ま た は 工 事 そ

の 他 の 行 為 の 停 止 を 命 じ 、も し く は 相 当 の 期 限 を 定 め て 原 状 回 復 そ の 他 違 反 を 是

正 す る た め 必 要 な 措 置 を 講 ず る べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

（ １ ）法 第 ４ 条 第 １ 項 、第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 ま た は そ の 一 般 承 継 人（ 同

法 第 １ 項 第 １ 号 ）  

（ ２ ）法 第 ４ 条 第 １ 項 、第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 に 付 し た 条 件 に 違 反 し て い る 者（ 同 法

第 １ 項 第 ２ 号 ）  

（ ３ ）（ １ ）、（ ２ ）に 掲 げ る 者 か ら 当 該 違 反 に 係 る 土 地 に つ い て 工 事 そ の 他 の 行 為 を

請 け 負 っ た 者 ま た は そ の 工 事 そ の 他 の 行 為 の 下 請 人 （ 同 法 第 １ 項 第 ３ 号 ）  

（ ４ ）偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、法 第 ４ 条 第 １ 項 、第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け

た 者（ 同 法 第 １ 項 第 ４ 号 ）（ 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 許 可 を 受 け た 者 の 一 般

承 継 人 は 含 ま れ な い 。）  

 

２   違反転用処理の流れ（知事許可に係るもの）  

 農業委員会が違反転用事案を了知   

                                     

 農業委員会が事情調査し、知事に概要をファクシミリ等で報告  

（様式第９－２号－わかる範囲で）  

 

                                       

 農業委員会が違反転用者等に対し工事中止などの指導  

（様式第９－１号）  

 

                                       

 農業委員会が知事に報告書を提出  

（様式第９－２号）  

 

                                      

           

 

  

                     

 知事が違反転用者等に対し書面により勧告  

（様式第９－３号）  

 

                                       

 農業委員会は勧告が遵守されるよう違反転用者を指導   

知事が違反転用者等に対し、  

期限を定めて是正するよう指導  
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知事は違反転用者等に対する処分または命令をしようとする場合には  

違反転用者等に対し、行政手続法による聴聞または弁明の機会の付与を行う。  

                                      

 知事は処分または命令を農業委員会を経由して違反転用者等に通知  

（様式第９－４号）  

 

                                       

 農業委員会は処分または命令が遵守されるよう違反転用者等を指導   

                                       

 違反転用者等は処分または命令を履行した旨の届出書を農業委員会に提出  

（様式第９－５号）  

 

                                       

 農業委員会は届出のあった旨を知事に報告   

                                       

 農業委員会および知事は違反転用事案処理簿を作成、保管  

（様式第９－６号、第９－７号、第９－８号）  

 

 

３   農 業 委 員 会 の 処 理  

（ １ ） 農 業 委 員 会 は 、法 第 ５ １ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者（ 以 下「 違 反

転 用 者 等 」と い う 。）に 係 る 違 反 転 用 等 の 事 案（ 以 下「 違 反 転 用 事 案 」と い う 。）

を 知 っ た と き は 、速 や か に 、そ の 事 情 を 調 査 し 、知 事 等 に 概 要 を 報 告（ 様 式 第

９ － ２ 号 を 使 用 し 、わ か る 範 囲 で 記 載 す る 。）す る（ ４ の（ １ ）に よ る 勧 告 を し

た 事 案 ま た は 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 に お い て 農 作 物 の 栽 培 が 行 わ れ な い こ と

が 確 実 と な っ た 場 合 に お い て 農 業 委 員 会 か ら 高 度 化 施 設 用 地 が 違 反 転 用 に 該

当 す る 旨 の 報 告 が あ っ た 事 案 を 除 く 。）と と も に 、市 町 関 係 部 課 所 お よ び そ の 他

と 調 整 の 上 、工 事 中 止 等 の 指 導（ 様 式 第 ９ － １ 号 ）を 行 い 、違 反 転 用 を 把 握 し

た 日 か ら １ か 月 以 内 に 違 反 転 用 事 案 報 告 書（ 様 式 第 ９ － ２ 号 ）を 知 事 等 に 提 出

す る も の と す る 。（ 農 業 委 員 会 は 、 報 告 書 の 写 し を 保 管 す る 。）  

（ ２ ）農 業 委 員 会 は 、法 第 ５ ２ 条 の ４ の 規 定 に よ る 知 事 等 に 対 す る 要 請 を 行 う 場 合

に は 、知 事 等 が 講 ず べ き 法 第 ５ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令 そ の 他 必 要 な 措 置

の 内 容 を 示 し て 行 う も の と す る 。  

   な お 、法 第 ５ ２ 条 の ４ の 規 定 は 、農 業 委 員 会 が 農 地 パ ト ロ ー ル 等 を 通 じ て 農

地 転 用 許 可 事 案 の 進 捗 状 況 や 無 断 転 用 事 案 の 詳 細 を 把 握 し て い る こ と を 前 提

に 、違 反 転 用 の 早 期 是 正 に 資 す る も の と し て 措 置 さ れ て い る と こ ろ で あ り 、違

反 転 用 の 状 況 か ら み て 早 急 に 処 分 ま た は 命 令 を 行 う 必 要 が あ る と 認 め ら れ る

場 合 は 、（ １ ）の 報 告 と 併 せ て 当 該 規 定 に よ る 要 請 を 行 う こ と が 適 当 と 考 え ら

れ る 。  

（ ３ ）  農 業 委 員 会 は 、４ の（ １ ）お よ び（ ３ ）に よ る 知 事 等 の 通 知 お よ び 処 分 ま た

は 命 令 が あ っ た と き は 、そ の 通 知 お よ び 処 分 ま た は 命 令 に 基 づ き 市 町 関 係 課 お
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よ び そ の 他 と 調 整 の 上 、そ の 処 分 ま た は 命 令 が 遵 守 履 行 さ れ る よ う 違 反 転 用 者

等 を 指 導 す る も の と す る 。こ の 場 合 、農 業 委 員 会 の 主 た る 業 務 が 農 地 等 の 利 用

の 最 適 化 の 推 進 で あ る こ と に 鑑 み 、集 団 的 な 農 地 等 の 優 良 農 地 の 確 保 の 観 点 か

ら 県 と 連 県 し て 当 該 指 導 に あ た る こ と が 適 当 と 考 え ら れ る 。  

（ ４ ）  農 業 委 員 会 は 、違 反 転 用 者 等 に 対 し て 、違 反 転 用 が（ １ ）の 指 導 お よ び ４ の

（ １ ）の 勧 告 な ら び に ４ の（ ３ ）に よ る 知 事 等 の 通 知 に 係 る 処 分 ま た は 命 令 の

履 行 を 完 了 し た と き は 遅 滞 な く そ の 旨 を 履 行 状 況 報 告（ 様 式 第 ９ － ５ 号 ）に よ

り 届 け 出 る よ う 指 導 す る も の と す る 。こ の 場 合 の 届 出 書 の 部 数 に つ い て は 、２

部 と す る 。  

（ ５ ）  農 業 委 員 会 は 、（ ３ ）に よ る 処 分 ま た は 命 令 の 履 行 を 完 了 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た と き は 、市 町 関 係 課 お よ び そ の 他 と 調 整 の 上 、そ の 旨 を 知 事 等 に 報 告 す る

も の と す る 。  

な お 、 再 び 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 と 認 め ら れ る 事 案 に つ い て は 、 当 該 施 設

が 則 第 88 条 の ３ 各 号 の 要 件 を 満 た し て い る か を 農 業 委 員 会 が 確 認 し た 上 で 、

都 道 府 県 知 事 等 に 報 告 す る 。  

（ ６ ） 農 業 委 員 会 は 、違 反 転 用 者 等 が ４ の（ ３ ）に よ る 知 事 等 の 通 知 に 係 る 処 分 ま

た は 命 令 の 履 行 を 遅 滞 し て い る と 認 め ら れ る 場 合（ 違 反 転 用 者 等 が 原 状 回 復 等

の 措 置 を 講 ず べ き 旨 の 命 令 を 受 け て い る と き に は 、そ の 履 行 期 限 ま で に 措 置 を

完 了 す る こ と が で き な か っ た 場 合 ）に は 、直 ち に そ の 理 由 お よ び 処 分 ま た は 命

令 の 履 行 状 況 を 報 告 す べ き こ と を 文 書 を も っ て 督 促 し 、漫 然 と 日 時 を 経 過 さ せ

な い よ う 留 意 す る も の と し 、そ の 処 理 経 過 を 知 事 等 に 報 告 す る も の と す る 。（ 農

業 委 員 会 は 、 報 告 し た 書 面 の 写 し を 保 管 す る 。）  

（ ７ ）農 業 委 員 会 は 、違 反 転 用 事 案 の 処 理 経 過 を 明 確 に し 、事 後 の 指 導 の 便 に 資 す

る た め 違 反 転 用 処 理 台 帳（ 様 式 第 ９ － ６ 号 ）を 作 成 し 、こ れ を 保 管 す る も の と

す る 。こ の 台 帳 は 、事 案 ご と に（ １ ）、（ ４ ）お よ び（ ６ ）、４ の（ １ ）な ら び に

４ の （ ３ ） に 関 す る 書 類 を 合 綴 し 、 整 理 番 号 を 付 し た も の と す る 。  

（ ８ ） 県 内 の 違 反 転 用 の 状 況 に つ い て は 、 定 期 的 （ 毎 年 ３ 月 末 、 ６ 月 末 、 ９ 月 末 、

１ ２ 月 末 時 点 ）に 知 事 等 か ら 農 業 委 員 会 に 報 告 を 求 め 、取 り ま と め の う え 北 陸

農 政 局 長 へ 報 告 を 行 う こ と と な る た め 、農 業 委 員 会 は 、管 内 の 状 況 把 握・ 整 理

に 努 め る こ と 。（ 平 成 ２ ６ 年 １ 月 ３ １ 日 付 け 水 農 第 １ ３ ３ 号「 違 反 転 用 の 是 正 に

係 る 取 組 の 強 化 等 に つ い て 」 に 係 る 報 告 に つ い て 参 照 ）  

 

４   知 事 等 の 処 理  

（ １ ）知 事 等 は 、３ の（ １ ）に よ る 農 業 委 員 会 か ら の 報 告 書 の 提 出 等 に よ り 違 反 転

用 事 案 を 把 握 し た 場 合 に は 、次 の よ う に 対 応 す べ き も の と す る 。な お 、高 度 化

施 設 用 地 が 違 反 転 用 に 該 当 す る こ と に つ い て は 、農 業 委 員 会 か ら の 報 告 に よ り

確 知 す る も の と す る 。  

ａ  必 要 に 応 じ て 人工衛星等利用調査または実 地 調 査 を 行 い 、 違 反 転 用 者 等 に 対

し 、 期 限 を 定 め て 是 正 す る よ う 指 導 を 行 う 。  
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ｂ  ａ の 指 導 に 応 じ な い 場 合 に は 、違 反 転 用 者 等 に 工 事 そ の 他 の 行 為 の 停 止 等

を 書 面（ 様 式 第 ９ － ３ 号 ）に よ り 勧 告 す る と と も に 、農 業 委 員 会 に そ の 旨

を 通 知 す る 。 ま た 、 都 道 府 県 知 事 等 は 、 そ の 勧 告 書 の 写 し を 保 管 す る 。  

ｃ  ｂ の 勧 告 に 従 わ な い 場 合 に は 、 法 第 51 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 処 分 ま た は

命 令 を 行 う こ と を 検 討 す る も の と す る 。ま た 、当 該 処 分 ま た は 命 令 を 行 お

う と す る 場 合 に は 、行 政 手 続 法 に 基 づ き 聴 聞 ま た は 弁 明 の 手 続 を と る こ と

が 適 当 と 考 え ら れ る 。  

（ ２ ）違 反 転 用 者 等 が（ １ ）の 指 導 に 従 わ な い 場 合 に は 、刑 事 訴 訟 法 ２ ３ ９ 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 検 察 官 ま た は 司 法 警 察 員 に 対 し て 告 発 を す る か ど う か を 検 討

す る 。  

な お 、 こ の 場 合 、 書 類 の 作 成 な ど 告 発 の た め の 手 続 等 に つ い て 、 あ ら か じ め

検 察 官 ま た は 司 法 警 察 員 と 十 分 に 調 整 を 行 う も の と す る 。  

（ ３ ）知 事 等 は 、違 反 転 用 事 案 の 内 容 お よ び 聴 聞 ま た は 弁 明 の 内 容 を 検 討 す る と と

も に 、当 該 違 反 転 用 事 案 に 係 る 土 地 の 周 辺 に お け る 土 地 利 用 の 状 況 、そ の 土 地

の 現 況 、違 反 転 用 に よ り 農 地 等 以 外 の も の に な っ た 後 に お い て そ の 土 地 に 関 し

形 成 さ れ た 法 律 関 係 、農 地 等 以 外 の も の に な っ た 後 の 転 得 者 が 偽 り そ の 他 不 正

の 手 段 に よ り 農 地 転 用 許 可 を 受 け た 者 か ら そ の 情 を 知 っ て そ の 土 地 を 取 得 し

た か ど う か 、過 去 に 違 反 転 用 を 行 っ た こ と が あ る か ど う か 、是 正 勧 告 を 受 け て

も こ れ に 従 わ な い と 思 わ れ る か ど う か 等 の 事 情 を 総 合 的 に 考 慮 し て 、処 分 ま た

は 命 ず べ き 措 置 の 内 容 を 決 定 す る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 違 反 転

用 事 案 に 係 る 土 地 が 、農 振 法 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 農 用 地 区 域 内 の 土 地 で あ る

場 合 に は 、 特 段 の 事 情 が な い 限 り こ れ ら の 処 分 ま た は 命 令 を 行 う も の と す る 。 

   ま た 、高 度 化 施 設 用 地 が 違 反 転 用 に 該 当 す る 場 合 に は 、法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規

定 に 違 反 す る こ と と な る た め 、当 該 高 度 化 施 設 用 地 に 設 置 さ れ た 農 作 物 栽 培 高

度 化 施 設 の 設 置 者 が 処 分 の 対 象 と な る こ と に 留 意 す る も の と す る 。  

当 該 処 分 の 内 容 を 決 定 し た 場 合 に は こ れ を 様 式 第 ９ － ４ 号 に よ り 、 命 ず べ き

措 置 の 内 容 を 決 定 し た 場 合 に は こ れ を 様 式 第 ９ － ４ － ２ 号 に よ り 、 そ れ ぞ れ 違

反 転 用 者 に 通 知 す る と と も に 、そ の 写 し を 関 係 農 業 委 員 会 に 送 付 す る 。（ 知 事 等

は 、 そ の 命 令 書 の 写 し を 保 管 す る 。）  

こ の 場 合 、 あ ら か じ め 、 北 陸 農 政 局 長 と 協 議 す る こ と と し 、 協 議 に 係 る 事 案

に つ い て 違 反 転 用 者 等 に 命 令 し た と き は 、 そ の 旨 を 北 陸 農 政 局 長 に 報 告 す る 。

（ 知 事 等 は 、 そ の 命 令 書 の 写 し を 保 管 す る 。）  

な お 、 処 分 書 ま た は 命 令 書 は 、 配 達 証 明 郵 便 に よ り 送 付 す る も の と す る 。  

（ ４ ）知 事 等 が 必 要 な 処 分 を し 、ま た は 措 置 を 命 ず る 場 合 に つ い て 、法 第 ６ ３条第

１ 項 第 １９ 号に 該当 す る 場合 は 第 ３ の ９ の（ ２ ）の ② の（ ア ）の 教 示 文 を 記

載 し 、それ 以 外に該 当 す る場 合は 第３ の ９ の（ ２ ）の ② の（ イ ）の 教 示文 を

記 載 す る。  

（ ５ ）知 事 等 は 、違 反 転 用 事 案 総 括 表（ 様 式 第 ９ － ７ 号 ）お よ び 違 反 転 用 台 帳（ 様

式 第 ９ － ８ 号 ）を 作 成 し 、こ れ を 保 管 す る も の と す る 。総 括 表 は 、事 案 ご と に
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３ の （ １ ）お よ び （ ３ ）な ら び に ４ の（ １ ）お よ び（ ３ ） に 関 す る 書 類 を 合 綴

し 、 整 理 番 号 を 付 し た も の と す る 。  

（ ６ ）知 事 等 は 違 反 転 用 者 等 に 対 し て ４ の（ ３ ）に よ る 処 分 ま た は 命 令 を し よ う と

す る 場 合 で あ っ て 、農 地 転 用 許 可 と 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 の 許 可 と の 調

整 の 内 容 を 変 更 す る こ と と な る 場 合 は 、あ ら か じ め 、当 該 処 分 ま た は 命 令 の 内

容 、当 該 処 分 ま た は 命 令 を す る 理 由 お よ び 時 期 を 開 発 許 可 権 者 に 連 絡 す る も の

と す る 。  

（ ７ ）知 事 等 は 、原 状 回 復 等 の 措 置 を 講 ず べ き 旨 の 命 令 を 受 け て い る 違 反 転 用 者 が 、

命 令 書 に 記 載 さ れ た 履 行 期 限 ま で に 正 当 な 理 由 が な く て こ れ に 従 わ な か っ た

と き は 、３ の（ ６ ）に よ る 農 業 委 員 会 か ら の 報 告 の 内 容 も 勘 案 し 、法 第 ５ １ 条

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、当 該 違 反 転 用 に 事 案 に 関 す る 情 報 の 公 表 に つ い て 検 討 す

る も の と す る 。  

   こ の 場 合 の 正 当 な 理 由 と し て は 、原 状 回 復 等 の 措 置 を 講 じ る た め 、そ の 工 事

等 に 係 る 契 約 を 事 業 者 と の 間 で 行 っ て い る も の の 、 事 業 者 の 都 合 （ 資 材 不 足 、

人 員 不 足 等 ） で 期 限 ま で に 工 事 が 間 に 合 わ な か っ た 場 合 な ど が 考 え ら れ る 。  

   な お 、公 表 に つ い て は 様 式 第 ９ － ９ 号 に よ り 、命 令 に 従 わ な か っ た 旨 、命 令

に 係 る 違 反 転 用 に 関 係 す る 土 地 の 所 在 等 、命 令 に 係 る 違 反 転 用 の 内 容 、命 令 の

内 容 等 、 命 令 を 受 け た 者 の 氏 名 （ 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 お よ び 代 表 者 の 氏 名 ）

を ホ ー ム ペ ー ジ や 公 報 等 に よ り 行 う 。  

   ま た 、公 表 を 行 っ た 場 合 は 、そ の 旨 を 当 該 違 反 転 用 者 等 お よ び 農 業 委 員 会 に

連 絡 す る ほ か 、開 発 許 可 が な さ れ た 土 地 の 場 合 に あ っ て は 、公 表 し た 旨 を 開 発

許 可 権 者 に 連 絡 す る こ と が 適 当 と 考 え れ ら れ る 。  

（ ８ ）知 事 等 は 、違 反 転 用 者 等 に 対 し て 、４ の（ ３ ）に よ る 処 分 ま た は 命 令 の 履 行

を 完 了 し た と き は 、遅 滞 な く そ の 旨 を 様 式 第 ９ － ５ 号 に よ り 関 係 農 業 委 員 会 を

経 由 し て 届 け 出 る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

（ ９ ） 知 事 等 は 、違 反 転 用 者 等 が ４ の（ ３ )  に よ る 処 分 ま た は 命 令 の 履 行 を 遅 滞 し

て い る と 認 め ら れ る と き（ 現 状 回 復 等 の 措 置 を 講 ず べ き 旨 の 命 令 を 受 け て い る

違 反 転 用 事 案 に あ っ て は 、履 行 期 限 ま で に 措 置 を 完 了 す る こ と が で き な か っ た

と き ）は 、当 該 違 反 転 用 者 に 対 し て そ の 理 由 お よ び 処 分 ま た は 命 令 の 履 行 状 況

の 報 告 を 関 係 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 提 出 さ せ る も の と す る 。  

 

５   違 反 転 用 に 対 す る 行 政 代 執 行  

（ １ ） 法 第 ５ １ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 公 告  

   知 事 等 は 、法 第 ５ １ 条 第 ４ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る と き（ 原 状 回 復 等 の 措 置 を 命

ず べ き 違 反 転 用 者 を 確 知 す る こ と が で き な い と き ） に 同 項 の 規 定 に よ り 行 政 代

執 行 を 行 う 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ る 公 告 を 行 う 。  

   な お 、知 事 等 は 、同 号 の 政 令 で 定 め る 方 法 に よ り 、違 反 転 用 者 等 で あ っ て 確

知 す る こ と が で き な い も の（ 以 下「 不 確 知 違 反 転 用 者 等 」と い う 。）に 関 す る 情

報 の 探 索 を 行 っ て も な お 違 反 転 用 者 等 を 特 定 で き な い 場 合 に は 、 当 該 公 告 を 行
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う 。 具 体 的 に は 、 当 該 違 反 転 用 者 等 の 氏 名 ま た は 名 称 お よ び 住 所 ま た は 居 所 そ

の 他 の 不 確 知 違 反 転 用 者 等 を 確 知 す る た め に 必 要 な 情 報 （ 以 下 「 不 確 知 違 反 転

用 者 等 関 連 情 報 」 と い う 。） を 取 得 す る た め 、 次 の 措 置 を と る 必 要 が あ る 。  

(ｱ )  令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 １ 号 に よ り 登 記 所 の 登 記 官 に 対 し 、

違 反 転 用 に 該 当 す る 農 地 等 の 登 記 事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 し 、 所 有 権 の 登 記 名

義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 氏 名 お よ び 住 所 を 確 認 す る 。  

(ｲ )  令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ２ 号 に よ り 当 該 農 地 等 を 現 に 占 有 す

る 者 ま た は 農 地 台 帳 に 記 録 さ れ た 事 項 に 基 づ き 不 確 知 違 反 転 用 者 等 関 連 情 報 を

保 有 す る と 思 料 さ れ る 者 に 対 し 、不 確 知 違 反 転 用 者 等 関 連 情 報 の 提 供 を 求 め る 。 

( ｳ )  令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ３ 号 に よ り ( ｱ )で 確 認 し た 所 有 権 の

登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 そ の 他 ( ｱ )ま た は ( ｲ )に よ り 判 明 し た 当 該 農 地 等

の 違 反 転 用 者 等 と 思 料 さ れ る 者（ 以 下「 登 記 名 義 人 等 」と い う 。）が 記 録 さ れ て

い る 住 民 基 本 台 帳 を 備 え る と 思 料 さ れ る 市 町 村 の 長 に 対 し 、 不 確 知 違 反 転 用 者

等 関 連 情 報 の 提 供 を 求 め る 。  

(ｴ )  登 記 名 義 人 等 の 死 亡 が 判 明 し た 場 合 に は 、 令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １

８ 条 第 ４ 号 に よ り 、 当 該 登 記 名 義 人 等 が 記 録 さ れ て い る 戸 籍 簿 ま た は 除 籍 簿 を

備 え る と 思 料 さ れ る 市 町 村 の 長 に 対 し 、 当 該 登 記 名 義 人 等 が 記 載 さ れ て い る 戸

籍 謄 本 ま た は 除 籍 謄 本 の 交 付 を 請 求 し 、当 該 登 記 名 義 人 等 の 相 続 人 を 確 認 す る 。 

  次 に 、確 認 し た 相 続 人 が 記 録 さ れ て い る 戸 籍 簿 ま た は 除 籍 簿 を 備 え る と 思 料 さ

れ る 市 町 村 の 長 に 対 し 、 当 該 相 続 人 の 戸 籍 の 附 票 の 写 し ま た は 消 除 さ れ た 戸 籍

の 附 票 の 写 し の 交 付 を 請 求 す る 。  

(ｵ )  登 記 名 義 人 等 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 当 該 法 人 の 登 記 簿 を 備 え る と 思 料 さ れ る

登 記 所 の 登 記 官 に 対 し 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る こ と に よ

り 、 法 人 の 名 称 お よ び 住 所 を 確 認 す る 。 ま た 、 法 人 が 合 併 に よ り 解 散 し た 場 合

に あ っ て は 、 合 併 後 存 続 し 、 ま た は 合 併 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 が 記 録 さ れ て い

る 法 人 の 登 記 簿 を 備 え る と 思 料 さ れ る 登 記 所 の 登 記 官 に 対 し 、 当 該 法 人 の 登 記

事 項 証 明 書 を 請 求 す る こ と に よ り 、 合 併 後 の 法 人 の 住 所 を 確 認 す る 。 合 併 以 外

の 理 由 に よ り 解 散 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 に 記 載 さ れ

て い る 清 算 人 を 確 認 し 、 書 面 の 送 付 な ど の 措 置 に よ っ て 、 不 確 知 違 反 転 用 者 等

関 連 情 報 の 提 供 を 求 め る 。  

(ｶ ) 令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ５ 号 に よ り（ ア ）か ら（ オ ）ま で の

措 置 に よ り 判 明 し た 違 反 転 用 者 等 と 思 料 さ れ る 者（（ オ ）の 場 合 に あ っ て は 、法

人 ま た は 法 人 の 役 員 ） に 対 し て 、 書 留 郵 便 そ の 他 配 達 を 試 み た こ と を 証 明 す る

こ と が で き る 方 法 に よ る 書 面 の 送 付 を 行 い 、 違 反 転 用 者 等 を 特 定 す る 。 な お 、

送 付 す る 住 所 が 当 該 農 地 等 の 所 在 す る 市 町 村 内 の 場 合 に は 、 訪 問 に よ り 代 え る

こ と が で き る 。  

（ ２ ） 事 前 準 備  

 知 事 等 は 、 法 第 ５ １ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 行 政 代 執 行 を 行 う 場 合 に は 、 あ ら

か じ め 次 に 掲 げ る 準 備 を す る 。  



- 153 - 

ア  行 政 代 執 行 に 際 し 、 違 反 転 用 者 等 に よ る 妨 害 等 が 予 想 さ れ る 場 合 等 に は 、

必 要 に 応 じ 、 警 察 の 協 力 を 得 る た め の 手 続 を 執 る こ と 。  

イ  行 政 代 執 行 の 内 容 、方 法 、工 程 、要 す る 経 費 等 を 記 載 し た 代 執 行 計 画 を 作 成

す る こ と 。  

ウ  行 政 代 執 行 に 係 る 工 事 を 業 者 に 発 注 す る 場 合 に は 、 時 間 的 に 余 裕 を も っ て  

会 計 担 当 部 局 と 調 整 す る こ と 。  

  エ  開 発 許 可 が な さ れ た 土 地 に お い て 行 政 代 執 行 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 内 容 お

よ び 実 施 時 期 等 を 開 発 許 可 権 者 に 連 絡 す る こ と 。  

（ ３ ） 行 政 代 執 行 の 実 施  

   知 事 等 は 、行 政 代 執 行 の 実 施 に 当 た っ て は 、後 日 違 反 転 用 者 等 か ら 説 明 を 求

め ら れ る 場 合 等 に 備 え て 、代 執 行 前 、代 執 行 作 業 中 、代 執 行 後 の 写 真 を 撮 影 す

る な ど 、 代 執 行 の 実 施 状 況 、 経 過 等 が わ か る 記 録 を 必 ず 残 す も の と す る 。  

   ま た 、知 事 等 は 行 政 代 執 行 の 実 施 に 当 た っ て は 、行 政 代 執 行 法 第 ４ 条 の 規 定

の 例 に よ り 、 当 該 処 分 の た め に 現 場 に 派 遣 さ れ る 執 行 責 任 者 に 対 し 、 本 人 で

あ る こ と を 示 す 証 明 書 を 携 帯 さ せ る こ と 。 相 手 方 か ら 要 求 が あ る と き は 、 い

つ で も こ れ を 提 示 さ せ る も の と す る 。  

（ ４ ） 行 政 代 執 行 に 要 す る 費 用 の 徴 収  

   違 反 転 用 者 等 に 負 担 さ せ る 行 政 代 執 行 に 係 る 費 用 の 徴 収 に つ い て は 、行 政 代

執 行 法 第 ５ 条 お よ び 第 ６ 条 の 規 定 を 準 用 す る こ と と さ れ て い る こ と か ら 、 知

事 等 は 、 実 際 に 要 し た 費 用 の 額 お よ び こ れ を 納 付 す べ き 期 日 を 定 め 、 違 反 転

用 者 等 に 対 し 、 文 書 を も っ て そ の 納 付 を 命 ず る も の と す る 。  

   な お 、 当 該 文 書 に は 第 ３ の ９ の （ ２ ） の ② の 教 示 文 を 記 載 す る も の と す る 。 

 

６   罰 則  

（ １ ）法 第 ４ 条 第 １ 項 、第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 は 、３ 年 以 下 の 懲 役 ま た

は ３ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ る 。（ 法 第 ６ ４ 条 第 １ 号 ）  

（ ２ ）偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、法 第 ４ 条 第 １ 項 、第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け

た 者 は 、３ 年 以 下 の 懲 役 ま た は ３ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ る 。（ 法 第 ６ ４

条 第 ２ 号 ）  

（ ３ ）法 第 ５ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 知 事 等 の 命 令 に 違 反 し た 者 は 、３ 年 以 下 の 懲

役 ま た は ３ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ る 。（ 法 第 ６ ４ 条 第 ３ 号 ）  

（ ４ ） 法 第 ４ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 職 員 の 調 査 、 測 量 、 除 去 ま た は 移 転 を 拒 み 、

妨 げ 、ま た は 忌 避 し た 者 は 、６ 月 以 下 の 懲 役 ま た は ３ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ

ら れ る 。（ 法 第 ６ ５ 条 ）  

（ ５ ）法 人 の 代 表 者 ま た は 法 人 も し く は 人 の 代 理 人 、使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、そ

の 法 人 ま た は 人 の 業 務 ま た は 財 産 に 関 し 、次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 の 違 反 行 為 を

し た と き は 、行 為 者 が 罰 せ ら れ る ほ か 、そ の 法 人 に つ い て も 当 該 各 号 に 定 め る

罰 金 刑 を 科 せ ら れ る 。  

   ア  法 第 ６ ４ 条 第 １ 号 も し く は 第 ２ 号（ こ れ ら の 規 定 中 第 ４ 条 第 １ 項 ま た は
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第 ５ 条 第 １ 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。） ま た は 第 ３ 号  １ 億 円 以 下 の 罰 金 刑  

   イ  法 第 ６ ４ 条（（ ５ ）ア に 係 る 部 分 を 除 く 。）、法 第 ６ ５ 条 ま た は 法 第 ６ ６ 条  

各 本 条 の 罰 金 刑  

 

７   違 反 転 用 事 案 の 発 生 防 止  

（ １ ）違 反 転 用 事 案 の 発 生 を 防 止 す る た め に は 、農 地 法 の 趣 旨 の 徹 底 や 早 期 発 見 が

重 要 で あ る の で 、農 業 委 員 会 は 次 の 取 組 み 例 を 参 考 に 、防 止 策 を 推 進 す る も の

と す る 。  

    ア   法 の 趣 旨 の 徹 底  

      ①   農 業 委 員 会 だ よ り へ の 掲 載 や パ ン フ レ ッ ト 等 の 配 布  

      ②   説 明 会 や 相 談 会 の 開 催  

      ③   農 業 委 員 に よ る 担 当 地 区 へ の 普 及 啓 発  

      ④   ケ ー ブ ル テ レ ビ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の ホ ー ム ペ ー ジ に よ る 広 報  

      ⑤   関 係 業 者 団 体 等 へ の 周 知 徹 底  

    イ   未 然 防 止 、 早 期 発 見  

      ①   農 業 委 員 ・ 職 員 に よ る 随 時 パ ト ロ ー ル  

      ②   関 係 機 関 と の 一 斉 パ ト ロ ー ル  

      ③   市 町 関 係 各 課 と の 情 報 交 換  

      ④   申 請 者 へ の 転 用 許 可 書 交 付 時 に お け る 許 可 条 件 等 の 周 知 徹 底  

（ ２ ）市 町 の 公 共 工 事 に 関 連 し た 違 反 転 用 が 生 じ な い よ う 、関 係 各 課 に 対 し 、農 地

法 制 度 に 関 す る 周 知 を 図 る こ と 。（ 転 用 許 可 の 要 否 に つ い て は 、第 ３ の ２ の（ １ ）

の （ 注 ） 参 照 ）  

      特 に 、公 共 事 業 の 残 土 捨 場 に 関 連 し て 違 反 転 用 が 発 生 し な い よ う 、関 係 各 課

を 通 じ 、 発 注 先 の 業 者 等 に 対 し 周 知 徹 底 す る こ と 。（ 第 ３ の １ ４ 参 照 ）  
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第１０ 買受適格証明関係  

 

１   買 受 適 格 証 明 制 度 の 趣 旨  

    通 常 の 不 動 産 の 競 売 の 場 合 に は 、買 受 申 出 人 の う ち 最 高 価 買 受 申 出 人 が 競 落 す

る こ と に な る が 、農 地 の 競 売 の 場 合 に は 最 高 価 買 受 申 出 人 が 決 ま っ て も 、そ の 者

が 農 地 法 の 規 定 に よ る 権 利 移 動 の 許 可 を 受 け ら れ な け れ ば 所 有 権 を 取 得 す る こ

と が で き な い 。し た が っ て 、農 地 法 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け る こ と が で き な か っ

た 場 合 に は 、再 度 競 売 を 行 わ な け れ ば な ら な く な る 。こ の よ う な 不 都 合 を 未 然 に

防 止 し 、競 売 の 進 行 を 円 滑 に す る た め 、農 地 の 競 売 の 場 合 は 、買 受 け の 申 出 が で

き る 者 を 買 受 適 格 証 明 書 を 有 し て い る 者 に 限 定 す る 取 扱 い が な さ れ て い る 。  

 

２   買 受 適 格 証 明 事 務 手 続  

    法 第 ３ 条 第 １ 項 、第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 ま た は 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号 、

第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 規 定 に よ る 届 出（ 市 街 化 区 域 内 の 農 地 転 用 届 出 ）を 要 す る

農 地 等 に つ い て の 売 却 が 行 わ れ る 場 合 に お け る 買 受 適 格 証 明 書 の 交 付 は 、そ れ ぞ

れ 当 該 許 可 ま た は 届 出 受 理 の 権 限 庁 に お い て 行 う 。  

    な お 、第 ５ 条 第 ４ 項 の 協 議 が 成 立 し た 場 合 に は 、同 条 第 １ 項 の 許 可 が あ っ た も

の と み な さ れ る こ と か ら 、当 該 協 議 の 対 象 と な る 農 地 等 に つ い て は 、同 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 許 可 を 要 す る 農 地 等 と 同 様 に 取 り 扱 う 。  

（ １ ） 耕 作 目 的 で の 買 受 適 格 証 明 願 （ 法 第 ３ 条 関 係 ）  

    ア   農 業 委 員 会 に よ る 買 受 適 格 証 明  

     （ ア ） 農 業 委 員 会 は 、買 受 適 格 証 明 願（ 様 式 第 10－ １ 号 ）の 提 出 が あ っ た

と き は 、法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 を 処 理 す る 場 合 と 同 様 の 判 断 基

準 に よ り 、 申 請 者 の 買 受 適 格 の 有 無 を 審 査 す る も の と す る 。  

な お 、競 売 手 続 と の 関 係 上 、法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書 を 同 時

に 提 出 す る よ う 申 請 者 を 指 導 す る も の と し 、 許 可 申 請 書 に 添 付 す べ き 書

類 で 買 受 適 格 証 明 願 に 添 付 し て 提 出 さ れ た 書 類 に つ い て は 、 許 可 申 請 書

の 末 尾 に そ の 旨 を 記 載 し て 省 略 し て さ し つ か え な い 。  

      （ イ ）  農 業 委 員 会 は 、 買 受 適 格 を 有 す る 旨 を 証 明 す る 場 合 （ 様 式 第 10－

４ 号 参 照 ）に は 、そ の 後 の 事 務 処 理 の 迅 速 化 を 図 る た め 、「 当 該 買 受 適 格

証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 が 最 高 価 買 受 申 出 人 ま た は 次 順 位 買 受 申 出 人

（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）と な っ た 場 合 は 、許 可 を し て

さ し つ か え な い 」 旨 の 議 決 を し て お く も の と す る 。  

    イ  買 受 適 格 証 明 願 の 添 付 書 類  

        ①  法 第 ３ 条 許 可 申 請 に 必 要 と さ れ る 添 付 書 類  

        ②  不 動 産 入 札 期 間 証 明 書（ 執 行 裁 判 所 か ら 農 業 委 員 会 に 、期 間 入 札 か

ら 特 別 売 却 ま で の 売 却 期 間 等 を 記 載 し た 通 知 書（ 以 下「 期 間 入 札 等 通

知 書 」と い う 。）が 送 付 さ れ て い る 場 合 は 、こ の 証 明 書 の 添 付 は 不 要 ）  
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    ウ  最 高 価 買 受 申 出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）が 定 め ら れ た

後 の 処 理  

           買 受 適 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 が 、競 公 売 の 結 果 、最 高 価 買 受 申 出

人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）と 定 め ら れ た 場 合 は 、直 ち

に 期 間 入 札 調 書（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、特 別 売 却 調 書 ）の 謄 本

を 農 業 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。こ れ に よ り 農 業 委 員 会 は 、速 や か

に（ 期 間 入 札 で 買 受 申 出 が あ っ た 場 合 は 、売 却 決 定 期 日 ２ 日 前 ま で に 最

高 価 買 受 申 出 人 に 届 く よ う に 。特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、特 別 売 却

買 受 申 出 日 か ら ５ 日 以 内 に 買 受 人 に 届 く よ う に ）許 可 書 の 交 付 を 行 う も

の と す る 。  

          な お 、農 業 委 員 会 は 、最 高 価 買 受 申 出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合

は 、買 受 人 ）以 外 の 許 可 申 請 者 に 対 し 、許 可 申 請 書 受 付 前 の 場 合 は 、許

可 申 請 書 の 返 戻 を 行 い 、受 付 後 の 場 合 は 、許 可 申 請 の 取 下 げ を 指 導 す る

も の と す る 。  

（ ２ ） 転 用 目 的 で の 買 受 適 格 証 明 願 （ 法 第 ５ 条 関 係 ）  

    ア  知 事 等 が 買 受 適 格 証 明 を 行 う 場 合  

      （ ア ） 農 業 委 員 会 は 、 農 地 の 転 用 を 目 的 と し た 買 受 適 格 証 明 願 （ 様 式 第 10

－ ３ 号 ）の 提 出 が あ っ た と き は 、法 第 ５ 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請

を 処 理 す る 場 合 と 同 様 の 判 断 基 準 に よ り 、申 請 者 の 買 受 適 格 の 有 無 を 審

査 す る も の と す る 。な お 、競 売 手 続 と の 関 係 上 、法 第 ５ 条 第 1 項 の 規 定

に よ る 許 可 申 請 書 を 同 時 に 提 出 す る よ う 申 請 者 を 指 導 し 、買 受 適 格 証 明

願 お よ び 許 可 申 請 書 に 意 見 書 お よ び 執 行 裁 判 所 か ら 農 業 委 員 会 あ て の

期 間 入 札 等 通 知 書 の 写 し を 付 し て 知 事 に 送 付 す る も の と す る 。ま た 、農

業 委 員 会 は 事 務 処 理 の 迅 速 化 を 図 る た め 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機

構 へ 意 見 を 聴 く 等 の 手 続 き を 行 っ て お く も の と す る 。さ ら に 、許 可 申 請

書 に 添 付 す べ き 書 類 で 買 受 適 格 証 明 願 に 添 付 し て 提 出 さ れ た 書 類 に つ

い て は 、許 可 申 請 書 の 末 尾 に そ の 旨 を 記 載 し て 省 略 し て さ し つ か え な い 。 

      （ イ ）買 受 適 格 証 明 願 の 送 付 を 受 け た 知 事 等 は 、法 第 ５ 条 第 1 項 の 規 定 に よ

る 許 可 申 請 を 処 理 す る 場 合 と 同 様 の 判 断 基 準 に よ り 、適 格 で あ る と 判 断

す る も の に つ い て は 申 請 者 に 証 明 書（ 様 式 第 10－ 4 号 ）を 交 付 す る も の

と す る 。  

      （ ウ ） 買 受 適 格 証 明 願 の 添 付 書 類 は 次 の と お り と す る 。  

         ① 法 第 ５ 条 第 1 項 許 可 申 請 に 必 要 と さ れ る 添 付 書 類  

         ② 不 動 産 入 札 期 間 証 明 書（ 執 行 裁 判 所 か ら 農 業 委 員 会 に 期 間 入 札 等 通

知 書 が 送 付 さ れ て い る 場 合 は 、 こ の 証 明 書 の 添 付 は 不 要 ）  

      （ エ ） 買 受 適 格 証 明 願 の 処 理 に 当 た り 留 意 す べ き 事 項  

          そ の 土 地 が 都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 ま た は 附 則 第 ４ 項 の 開 発 許 可 を 要 す

る も の で あ る と き 、森 林 法 第 １ ０ 条 の ２ に 基 づ く 開 発 許 可 を 要 す る 土 地

ま た は 公 共 用 財 産 等 の 土 地 を 含 め て 開 発 し よ う と す る も の で あ る と き
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は 、当 該 許 可・使 用 等 の 申 請 、審 査 の 状 況 に つ い て 当 該 許 可 権 者 等 と 調

整 を 図 り 、開 発 許 可 等 の 見 込 み が 確 実 で あ る か を 審 査 し て 処 理 す る も の

と す る 。  

           ま た 、農 業 委 員 会 は 、買 受 適 格 証 明 願 の 提 出 が あ っ た と き は 、期 間 入

札 の 売 却 決 定 期 日 前 の 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 意 見 を 聴 く 前

日 ま で に 買 受 適 格 証 明 願 を 知 事 等 に 送 付 す る も の と す る 。た だ し 、や む

を 得 ず 当 該 売 却 決 定 期 日 が 県 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 が 意 見 を 述

べ る 日 の 前 に な っ た 場 合 は 、農 業 委 員 会 は そ の 旨 を 県 等 に 連 絡 し 、県 は

こ れ を 受 け て 、執 行 裁 判 所 と の 間 で 売 却 決 定 期 日 延 期 の 調 整 を 行 い 、そ

の 結 果 を 農 業 委 員 会 に 連 絡 す る も の と す る 。  

      （ オ ）最 高 価 買 受 申 出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）が 定 め ら

れ た 後 の 処 理  

           買 受 適 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 競 公 売 の 結 果 最 高 価 買 受 申 出

人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）と 定 め ら れ た 場 合 は 、直 ち

に 期 間 入 札 調 書（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、特 別 売 却 調 書 ）の 謄 本

を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 に 送 付 す る も の と す る 。こ れ に よ り 知 事

等 は 、速 や か に（ 期 間 入 札 で 買 受 申 出 が あ っ た 場 合 は 、売 却 決 定 期 日 ２

日 前 ま で に 最 高 価 買 受 申 出 人 に 届 く よ う に 。特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合

は 、特 別 売 却 買 受 申 出 日 か ら ５ 日 以 内 に 買 受 人 に 届 く よ う に ）許 可 書 の

交 付 を 行 う も の と す る 。  

           な お 、農 業 委 員 会 は 、最 高 価 買 受 申 出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合

は 、買 受 人 ）以 外 の 許 可 申 請 者 に 対 し 、県 等 が 許 可 申 請 書 受 付 前 の 場 合

は 、県 等 か ら の 通 知 を 受 け て 許 可 申 請 書 の 返 戻 を 行 い 、受 付 後 の 場 合 は 、

許 可 申 請 の 取 下 げ を 指 導 す る も の と す る 。  

    イ   農 業 委 員 会 が 買 受 適 格 証 明 を 行 う 場 合（ 法 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号 、第 ５ 条

第 １ 項 第 ６ 号 関 係 ）  

      （ ア ） 農 業 委 員 会 は 、 農 地 の 転 用 を 目 的 と し た 買 受 適 格 証 明 願 （ 様 式 第 10

－ ２ 号 ）の 提 出 が あ っ た と き は 、届 出 書 を 受 理 す る 場 合 と 同 様 に 買 受 適

格 の 有 無 を 審 査 す る も の と す る 。な お 、競 売 手 続 と の 関 係 上 、法 第 ３ 条

第 １ 項 第 １ ３ 号 ま た は 、第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 規 定 に よ る 届 出 書 を 同 時

に 提 出 す る よ う 申 請 者 を 指 導 し 、届 出 書 に 添 付 す べ き 書 類 で 買 受 適 格 証

明 願 に 添 付 し て 提 出 さ れ た 書 類 に つ い て は 、届 出 書 の 末 尾 に そ の 旨 を 記

載 し て 省 略 し て さ し つ か え な い 。  

      （ イ ） 農 業 委 員 会 は 、 買 受 適 格 を 有 す る こ と を 証 明 す る 場 合 （ 様 式 第 10－

４ 号 参 照 ）に は 、そ の 後 の 事 務 処 理 の 迅 速 化 を 図 る た め 、「 当 該 買 受 適 格

証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 が 最 高 価 買 受 申 出 人 ま た は 次 順 位 買 受 申 出 人

（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）と な っ た 場 合 は 、届 出 書 を 受

理 し て も さ し つ か え な い 」 旨 の 議 決 を し て お く も の と す る 。  
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      （ ウ ） 買 受 適 格 証 明 願 の 添 付 書 類 は 次 の と お り と す る 。  

        ①  法 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号 ま た は 、第 ５ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 届 出 に 必 要

と さ れ る 添 付 書 類  

        ②  不 動 産 入 札 期 間 証 明 書（ 執 行 裁 判 所 か ら 農 業 委 員 会 に 期 間 入 札 等 通

知 書 が 送 付 さ れ て い る 場 合 は 、 こ の 証 明 書 の 添 付 は 不 要 ）  

      （ エ ） 買 受 適 格 証 明 願 の 処 理 に 当 た り 留 意 す べ き 事 項  

           そ の 土 地 が 都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 の 開 発 許 可 を 要 す る も の で あ る と き 、

ま た は 公 共 用 財 産 等 の 土 地 を 含 め て 開 発 し よ う と す る も の で あ る と き

は 、当 該 許 可・使 用 等 の 申 請 、審 査 の 状 況 に つ い て 当 該 許 可 権 者 等 と 調

整 を 図 り 、 開 発 許 可 等 の 見 込 み が 確 実 で あ る か を 審 査 し て 処 理 す る も

の と す る 。  

      （ オ ）最 高 価 買 受 申 出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）が 定 め ら

れ た 後 の 処 理  

            買 受 適 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 競 公 売 の 結 果 、 最 高 価 買 受 申

出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、買 受 人 ）と 定 め ら れ た 場 合 は 、直

ち に 期 間 入 札 調 書（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、特 別 売 却 調 書 ）の 謄

本 を 農 業 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。こ れ に よ り 農 業 委 員 会 は 、速 や

か に（ 期 間 入 札 で 買 受 申 出 が あ っ た 場 合 は 、売 却 決 定 期 日 ２ 日 前 ま で に

最 高 価 買 受 申 出 人 に 届 く よ う に 。特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合 は 、特 別 売

却 買 受 申 出 日 か ら ５ 日 以 内 に 買 受 人 に 届 く よ う に ）届 出 受 理 通 知 書 の 交

付 を 行 う も の と す る 。  

           な お 、農 業 委 員 会 は 、最 高 価 買 受 申 出 人（ 特 別 売 却 が 実 施 さ れ た 場 合

は 、買 受 人 ）以 外 の 届 出 者 に 対 し 、届 出 書 受 付 前 の 場 合 は 、届 出 書 の 返

戻 を 行 い 、 受 付 後 の 場 合 は 、 届 出 の 取 下 げ を 指 導 す る も の と す る 。  

 

３   再 競 公 売 の 場 合  

    競 公 売 事 件 に お い て 競 落 人 と な っ た 者 が い な い 場 合 に は 、後 日 、再 度 競 公 売 が

行 わ れ る 場 合 が あ る が 、 こ の 場 合 に は 、 新 た な 買 受 適 格 証 明 願 が 必 要 で あ る 旨 、

事 前 に 申 請 者 に 対 し て 指 導 す る こ と 。  

 

４   入 札 期 日 ま で に 農 業 委 員 会 が 開 催 さ れ な い 場 合  

    「 民 事 執 行 法 に よ る 農 地 等 の 売 却 の 処 理 方 法 に つ い て 」（ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ ０

日 付 け ２ ７ 経 営 第 ３ １ ９ ５ 号・２ ７ 農 振 第 ２ １ ４ ６ 号 農 林 水 産 省 経 営 局 長・農 村

振 興 局 長 通 知 ）に よ り 、買 受 適 格 証 明 は 、そ れ ぞ れ 当 該 許 可 の 申 請 ま た は 届 出 の

手 続 き に 準 じ て 行 う こ と と さ れ て い る 。  

    法 第 ３ 条 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 農 業 委 員 会 に 、第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る 者 は 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 に 、当 該 許 可 申 請 書 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い （ 法 第 ４ 条 第 ２ 項 ま た は 第 ５ 条 第 ３ 項 ）。  
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５   民事執行法による農地等の売却の流れ  

（１）農業委員会許可権限に係るもの  

 

 執行裁判所が不動産競売手続の開始決定   

↓  

 期間入札等通知（入札期間が開始される約４か月前までに執行裁判所か

ら競売対象農地所在の農業委員会に送付。なお、新聞掲載等の広告は、

入札期間が開始される約２か月半前までに実施）  

 

↓  

 買受申出人が農業委員会に買受適格証明願を提出  

同時に法第３条の許可申請書を提出  

 

↓  

 

↓  

 農業委員会は買受適格証明書を交付   

↓  

 期間入札（入札期間は１週間）  

執行裁判所が買受申出を受付  

 

↓  

 開札期日（入札期間の満了後１週間以内）  

執行官が最高価買受申出人および次順位買受申出人を定め、最高

価買受申出人に期間入札調書の謄本を交付  

 

                ↓                ↓買受申出がなかった場合  

 

 

 

          ↓                 ↓  

 農業委員会が最高価買受申出人に対し許可指

令書交付  

最高価買受申出人以外は許可申請を取下げ  

 

                   ↓                ↓  

  売却決定期日（開札期日から１週間以

内）  執行裁判所が売却許可および競落

人を決定  

 

 

（注）法第３条第１項第１３号または、第５条第１項第６号関係の場合、「法第３条」を「法

第３条第１項第１３号または、第５条第１項第６号」に、「許可申請」を「届出」に、

「許可指令書」を「届出受理通知書」に読替え  

 

農業委員会で審査  

特別売却（実施期間は当面２カ月、平成２１年か

らは２週間に）先着順で買受人を定め、買受人に

特別売却調書の謄本を交付  

最高価買受申出人が農業委員会に期

間入札調書の謄本を提出  

買受人が農業委員会に特別売却調書の謄本

提出  

農業委員会が買受人に対し許可指令書交付  

買受人以外は許可申請を取下げ  
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（２）知事等の許可権限に係るもの  

 

   執行裁判所が不動産競売手続の開始  

↓  

 期間入札等通知（入札期間が開始される約４か月前までに執行裁判所か

ら競売対象農地所在の農業委員会に送付。なお、新聞掲載等の公告は、

入札期間が開始される約２か月半前までに実施）  

 

↓  

 買受申出人が農業委員会に買受適格証明願を提出  

同時に法第５条第１項の許可申請書を提出  

 

↓  

 

↓  

 

↓  

↓  

 知事等が買受申出人に対し買受適格証明書を交付   

↓  

 期間入札（入札期間は１週間）  

執行裁判所が買受申出を受付  

 

↓  

 開札期日（入札期間の満了後１週間以内）  

執行官が最高価買受申出人および次順位買受申出人を定

め、最高価買受申出人に期間入札調書の謄本を交付  

 

                 ↓                 ↓買受申出がなかった場合  

 

 

 

          ↓                 ↓  

 

          ↓  

 知事等が最高価買受申出人に対し許可指令書交付  

最高価買受申出人以外は許可申請を取下げ  

        ↓  

 

                 ↓                 ↓  

 売却決定期日（開札期日から１週間以内）  

執行裁判所が売却許可および競落人を決定  

 

 農業委員会は意見書および期間入札等通知書の写しを添付して知事等

に買受適格証明願および第５条第 1 項の許可申請書を送付  

 

農業委員会で審査・検討、意見書の作成  

農業委員会が県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取  

特別売却（実施期間は当面２カ月、平成２１年

からは２週間に）先着順で買受人を定め、買受

人に特別売却調書の謄本を交付  

最高価買受申出人が農業委員会に期間入

札調書の謄本を提出  

買受人が農業委員会に特別売却調書の

謄本を提出  

知事等が買受人に対し許可指令書を交

付買受人以外は許可申請を取下げ  

農業委員会は同謄本を知事等に送付  

農業委員会は同謄本を知事等に送付  
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第１１ 取下げ、取消し等関係  

 

  知 事 等 の 権 限 に 属 す る も の の 取 扱 い は 次 の と お り と す る 。な お 、農 業 委 員 会 の 権

限 に 属 す る も の の 取 扱 い に つ い て も こ れ に 準 じ て 処 理 す る 。  

 

１   許 可 申 請 の 取 下 げ  

（ １ ）許 可 申 請 者 が 許 可 申 請 後 処 分 前 に お い て 、当 該 許 可 申 請 を 取 り 下 げ よ う と す

る 場 合 は 、様 式 第 11－ １ 号 に よ る 許 可 申 請 の 取 下 げ 申 請 書 を 農 業 委 員 会 を 経 由

し て 知 事 等 に 提 出 さ せ る も の と す る 。  

（ ２ ） 申 請 者 が 代 理 人 の 場 合 は 委 任 状 を 添 え て 申 請 さ せ る も の と す る 。  

  な お 、申 請 者 が 死 亡 等 の 理 由 で 、委 任 状 を 作 成 で き な い 場 合 、戸 籍 謄 本 や 登 記

事 項 証 明 書 等 の 提 出 を 求 め 、ま た 、必 要 に 応 じ て 他 の 相 続 人 全 員 の 同 意 書 な ど

を 添 付 す る こ と と す る 。  

（ ３ ）農 業 委 員 会 は 、許 可 申 請 の 取 下 げ 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、そ れ が 真 意

に 基 づ く も の で あ る か ど う か を 審 査 の 上 、 知 事 等 に 送 付 す る も の と す る 。  

（ ４ ）法 第 ３ 条 ま た は 第 ５ 条 第 1 項 の 許 可 申 請 に 係 る 取 下 げ 申 請 の 場 合 は 、譲 受 人

（ 借 人 ） お よ び 譲 渡 人 （ 貸 人 ） の 原 則 と し て 連 署 に よ る も の と す る 。  

       

 

２   許 可 の 取 消 し  

（ １ ）許 可 処 分 を 受 け た 当 事 者（ 法 第 ４ 条 第 1 項 の 場 合 は 申 請 者 ）が 当 該 許 可 処 分

の 取 消 し を 受 け よ う と す る 場 合 は 、原 則 と し て 連 署 で 様 式 第 11－ ２ 号 に よ る 許

可 の 取 消 し 申 請 書 を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 に 提 出 さ せ る も の と す る 。  

（ ２ ） 取 消 し 申 請 書 記 載 の 留 意 事 項 お よ び 添 付 書 類  

    ア   当 該 許 可 処 分 の 年 月 日 お よ び 許 可 指 令 番 号 は 、 正 確 に 記 載 す る こ と 。  

    イ   許 可 指 令 書 を 添 付 す る こ と 。（ 紛 失 し た 場 合 は そ の 旨 を 末 尾 に 記 載 す る 。） 

（ ３ ）農 業 委 員 会 は 、許 可 書 の 取 消 し 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、記 載 に 誤 り が

な い か ど う か お よ び 添 付 書 類 を 確 認 の 上 、 知 事 等 に 送 付 す る も の と す る 。  

 

３   許 可 指 令 書 の 訂 正  

（ １ ）許 可 指 令 書 の 交 付 を 受 け た 後 、許 可 指 令 書 に 誤 り が あ る 場 合 は 、様 式 第 11－

３ 号 に よ る 許 可 指 令 書 の 訂 正 申 請 書 を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 に 提 出 さ

せ る も の と す る 。  

（ ２ ）上 記（ １ ）の 許 可 指 令 書 の 訂 正 申 請 書 に は 、訂 正 を 要 す る こ と を 証 す る 書 面

お よ び 当 該 許 可 指 令 書 を 添 付 す る こ と と す る 。  

（ ３ ）農 業 委 員 会 は 、許 可 指 令 書 の 訂 正 願 の 提 出 が あ っ た と き は 、記 載 に 誤 り が な

い か ど う か 、 お よ び 添 付 書 類 を 確 認 の 上 、 知 事 等 に 送 付 す る も の と す る 。  
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４   許 可 の 取 り 消 さ れ て い な い 旨 の 証 明  

（ １ ）許 可 指 令 書 の 紛 失 等 に よ り 、再 交 付 を 希 望 す る 場 合 は 様 式 第 11－ ４ 号 に よ る

許 可 の 取 り 消 さ れ て い な い 旨 の 証 明 申 請 書 を 農 業 委 員 会 を 経 由 し て 知 事 等 に

提 出 さ せ る も の と す る 。  

（ ２ ） 申 請 者 が 代 理 人 の 場 合 は 委 任 状 を 添 え て 申 請 さ せ る も の と す る 。  

  な お 、転 用 許 可 を 受 け た 者 が 死 亡 等 の 理 由 で 、委 任 状 を 作 成 で き な い 場 合 、戸

籍 謄 本 や 登 記 事 項 証 明 書 等 の 提 出 を 求 め 、ま た 、必 要 に 応 じ て 他 の 相 続 人 全 員

の 同 意 書 な ど を 添 付 す る こ と と す る 。  

（ ３ ）上 記（ １ ）の 証 明 申 請 書 に は 、当 該 許 可 指 令 書 ま た は そ の 写 し を 添 付 す る こ

と と す る 。  

（ ４ ）農 業 委 員 会 は 上 記（ １ ）の 証 明 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、知 事 等 に 送 付

す る も の と す る 。  
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第１２ 現況証明関係     

 

１   現 況 証 明 制 度 の 趣 旨  

    転 用 許 可 な く 、不 動 産 登 記 法 の み の 手 続 き で 地 目 変 更 登 記 等 を 行 う こ と を 防 止

す る 必 要 が あ る た め 、 現 況 証 明 に つ い て は 、 次 に よ り 取 り 扱 う も の と す る 。  

 

２   現 況 証 明 の 申 請 等  

（ １ ）現 況 証 明 に 当 た っ て は 、申 請 人 か ら 現 況 証 明 申 請 書（ 様 式 第 12－ １ 号 ）を ２

部 提 出 さ せ る も の と す る 。 ま た 、 申 請 人 は 土 地 所 有 者 に 限 る 。  

（ ２ ）農 業 委 員 会 は 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、原 則 と し て 農 業 委 員 ３ 人 以 上 と 農 業

委 員 会 事 務 局 職 員 に よ り 遅 滞 な く 現 地 調 査 を 行 う も の と し 、そ の 結 果 を 現 地 調

査 報 告 書 （ 様 式 第 12－ ２ 号 ） に 記 録 し 、 保 管 す る も の と す る 。  

（ ３ ）農 地 で あ る か の 認 定 は 別 記 の「 農 地 で あ る か を 定 め る 基 準 」に よ り 慎 重 に 検

討 の 上 、 行 う も の と す る 。  

（ ４ ）農 地 で な い と 認 め た と き は 申 請 書 の 下 方 に 奥 書 き し て 交 付 し 、１ 部 は 農 業 委

員 会 に お い て 整 理 保 管 す る も の と す る 。  

      な お 、 奥 書 き し た も の を 「 現 況 証 明 書 」 と み な す 。  

 

３   現 況 証 明 の 交 付 の 基 準  

    次 の 事 項 の 一 つ に 該 当 す る 場 合 は 、 現 況 証 明 を 交 付 し て も よ い こ と と す る 。  

（ １ ） 天 災 地 変 に よ っ て 農 地 お よ び 採 草 放 牧 地 以 外 の 土 地 と な っ た も の  

（ ２ ） 農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 転 用 規 制 の 例 外 に 該 当 す る も の  

（ ３ ）登 記 簿 上 の 地 目 が 農 地 で あ っ て も 昭 和 ２ １ 年 １ １ 月 ２ １ 日（ 改 正 農 地 調 整 法

施 行 日 ）以 前 に 現 況 が 農 地 以 外 と な っ た も の で 、こ の 要 領 で 処 理 す る こ と が 妥

当 と 認 め ら れ る も の  

（ ４ ）そ の 他 農 地 以 外 と な っ た 実 情 お よ び 実 態 が 真 に や む を 得 な い も の と 農 業 委 員

会 が 認 め た も の  

 

４   農 地 で あ る 場 合 の 処 理  

   ２ の 申 請 に 基 づ き 調 査 し た と こ ろ 農 地 で あ る と 認 め ら れ る と き は 理 由 を 付 し て

申 請 者 に 返 戻 す る と と も に 、転 用 し よ う と す る と き は 農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ く 転 用 許 可 を 受 け る よ う 指 導 す る こ と 。  

    た だ し 、こ の 場 合 で あ っ て も 申 請 書 １ 部 と 現 地 調 査 報 告 書 １ 部 は 保 管 し て お く

も の と す る 。  
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（ 別 記 ）  

農 地 で あ る か を 定 め る 基 準  

 

１   通 常 の 田 畑 以 外 の も の に つ い て は 、肥 培 管 理 を 施 し て い る か ど う か を 標 準 と し

て 農 地 か ど う か を 決 め る の が 妥 当 で あ る 。（ 山 形 地 方 ２ ２（ ワ ）７ ２ 号 ２ ３ ．７ ．

２ ３ ）  

２   農 地 と は 、必 ず し も 現 実 に 耕 作 の 目 的 に 供 せ ら れ て い な く と も 、耕 作 し よ う と

す れ ば い つ で も 耕 作 で き る 土 地 で あ れ ば 足 り る 。（ 盛 岡 地 方 ２ ２ （ 行 ） ３ ９ 号 ２

５ ． ３ ． ２ ８ ）  

３   竹 を 植 林 し 、 毎 年 竹 ま た は 筍 を 採 取 し て い る 土 地 は 農 地 で あ る 。（ 福 井 地 方 ２

２ （ ワ ） １ ０ ５ 号 ２ ３ ． ８ ． ３ １ ）  

４   家 庭 菜 園 は 農 地 で は な い 。（ 最 高 ２ ４ （ オ ） １ ７ 号 ２ ４ ． ５ ． ２ １ ）  

５   か つ て 桐 樹 栽 培 の た め 、肥 培 管 理 が さ れ た と し て も 、肥 培 管 理 を 廃 し て す で に

相 当 間 を 経 過 し 、現 況 が 森 林 状 態 を 呈 し て い る 土 地 は 、た と え 豊 沃 で 、桐 樹 伐 採

後 直 ち に 農 耕 の 用 に 供 す る こ と が で き る 場 合 で あ っ て も 農 地 で は な い 。（ 東 京 高

裁 ２ ３ （ ネ ） ４ ２ １ 号 ２ ５ ． ６ ． ２ ９ ）  

６   「 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ る 土 地 」と は 、当 該 土 地 所 有 者 の 主 観 的 な 土 地 の 入 手 目

的 な い し 将 来 の 使 用 目 的 だ け に よ っ て 判 断 す べ き で は な く 、そ の 現 況 に 即 し て 当

該 土 地 が 現 に 耕 作 さ れ て い る か ま た は 現 在 た ま た ま 耕 作 に 供 さ れ て い な く と も 、

少 な く と も 耕 作 に 供 せ ら れ る 状 態 に あ る 土 地 を い う も の と 解 す べ き で あ る 。（ 神

戸 地 方 ２ ６ （ 行 ） ５ ． １ ２ ． １ ６ 号 ２ ７ ． １ １ ． １ ３ ）  

７   農 地 と は 、耕 作 の 目 的 に 供 さ れ る 土 地 を い い 、そ の 土 地 が 現 に 耕 作 の 目 的 に 供

さ れ て い る 以 上 都 市 計 画 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 に よ る 土 地 区 画 整 理 施 行 区 域 内 に あ

る か ら と い っ て 、ま た 仮 換 地 の 指 定 が あ っ た か ら と い っ て 、そ の こ と か ら 直 ち に

当 該 農 地 が 農 地 法 所 定 の 農 地 た る 性 質 を 失 う も の で は な い 。（ 最 高 ２ 小 決 定 ３ ６

（ あ ） ９ ３ ９ 号 ３ ８ ． １ ２ ． ２ ７ ）  

８   小 学 校 の 学 校 農 園 の 中 に 建 物 の 敷 地 と 空 地 が あ る 場 合 、右 農 園 が 肥 培 管 理 さ れ

て お り 、建 物 は 農 園 に 付 随 し た 教 室 、農 園 管 理 者 の 宿 舎 、農 機 具 倉 庫 な ど で あ り 、

空 地 は 児 童 の 集 合 場 所 、通 路 等 に 使 用 さ れ 、そ の 使 用 目 的 な ら び に 客 観 的 使 用 状

況 に お い て 学 校 農 園 と し て 不 可 分 の 一 体 を 形 成 し て い る と き は 、右 建 物 の 敷 地 お

よ び 空 地 も 農 地   と 認 め て 妨 げ な い 。（ 最 高 １ 小 ３ ４ （ オ ） ４ ２ 号 ３ ５ ． ３ ． １

７ ）  

９   農 地 と は「 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ て い る 土 地 」で あ り 耕 作 と は 土 地 に 労 費 を 加 え 、

肥 培 管 理 を 行 っ て 作 物 を 栽 培 す る こ と を い い 、そ の 作 物 は 穀 類 、蔬 菜 類 に と ど ま

ら ず 、花 き 、桑 、茶 、梨 、桃 、り ん ご 等 の 植 物 を 広 く 含 み 、そ れ が 林 業 の 対 象 と

な る も の で な い 限 り 、永 年 性 の 植 物 で も 妨 げ な い 。（ 最 高 ２ 小 ３ ８（ オ ）１ ０ ６ ５

号 ４ ０ ． ８ ． ２ ）  
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第１３ 農地等の賃貸借契約の文書化  

 

  法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 、農 地 等 の 賃 貸 借 契 約 に つ い て は 、当 事 者 は 、書 面 に よ

り そ の 存 続 期 間 、借 賃 等 の 額 お よ び 支 払 条 件 そ の 他 そ の 契 約 な ら び に こ れ に 付 随

す る 契 約 の 内 容 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い も の と さ れ て い る 。  

 

１  契 約 の 文 書 化  

（ １ ）農 地 等 の 賃 貸 借 契 約 に つ い て は 様 式 第 13－ １ 号 を 参 考 と し て 契 約 書 を 作 成 す

る 。 ま た 、 法 第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 同 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け よ う

と す る 場 合 の 賃 貸 借 契 約 ま た は 使 用 貸 借 契 約（ 以 下「 解 除 条 件 付 契 約 」と い う 。）

に つ い て は 、 様 式 第 13－ ２ 号 を 参 考 と し て 契 約 書 を 作 成 す る 。  

   転 貸 借 契 約 の 場 合 は 、そ の 土 地 の 所 有 者 と 第 一 の 賃 借 人 と の 間 で 契 約 書 を 作

成 す る と 同 時 に 第 一 の 賃 借 人 と 第 二 の 賃 借 人 と の 間 に お い て も 様 式 第 13－ １

号 ま た は 第 ２ 号 に よ り 別 途 に 契 約 書 を 作 成 す る 。  

   こ の 後 者 の 契 約 書 作 成 の 場 合 に は 、 契 約 書 の 見 出 し の 下 に 「（ 転 貸 借 ）」 を 、

貸 主 、 借 主 の 名 義 の 上 に 「（ 転 貸 人 ）」「（ 転 借 人 ）」 を 追 加 記 載 す る 。  

（ ２ ）既 に 文 書 化 さ れ た 貸 借 契 約 に つ き 、契 約 書 の 書 替 え を 行 う 場 合 は 、様 式 第 13

－ １ 号 ま た は 第 13－ ２ 号 を 参 考 と し て 文 書 化 す る も の と す る 。  

 

２  契 約 の 当 事 者  

    契 約 の 当 事 者 が 、 民 法 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 制 限 行 為 能 力 者 で あ る 場 合 に は 、

次 の 事 項 に つ き 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

（ １ ）未 成 年 者 が 契 約 を な す 場 合 は 、法 定 代 理 人（ 親 権 者 、指 定 後 見 人 、選 任 後 見

人 ） の 同 意 ま た は 代 理 の 有 無  

（ ２ ） 成 年 被 後 見 人 が 契 約 を な す 場 合 は 、 成 年 後 見 人 の 代 理 の 有 無  

（ ３ ） 被 保 佐 人 が ５ 年 を 超 え る 契 約 を な す 場 合 は 、 保 佐 人 の 同 意 の 有 無  

（ ４ ）後 見 人 が 被 後 見 人 に 代 わ っ て そ の 存 続 期 間 が ５ 年 を 超 え る 契 約 を 締 結 し ま た

は 未 成 年 者 が そ の 契 約 を す る こ と に つ き 後 見 人 が 同 意 す る 場 合 に お い て 後 見

監 督 人 が あ る と き は 、 後 見 監 督 人 の 同 意 の 有 無  

（ ５ ）民 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 審 判 を 受 け た 被 補 助 人 が ５ 年 を 超 え る 契 約 を な す 場 合

は 、 補 助 人 の 同 意 ま た は 補 助 人 の 同 意 に 代 わ る 家 庭 裁 判 所 の 許 可 の 有 無  

 

３  契 約 期 間  

  契 約 期 間 に つ い て は 、果 樹 そ の 他 永 年 作 物 を 栽 培 し て い る も の は 、そ の 果 樹 の

効 用 年 数 を 考 慮 し て 定 め る 必 要 が あ る が 、 少 な く と も １ ０ 年 以 上 と す る の が 適 当

で あ る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

 

４  転 貸  

  農 地 等 に つ き 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ い て 耕 作 ま た は 養 畜 の 事 業 が 行 わ れ て

い る 土 地 の 転 貸 は 、中 間 地 主 の 発 生 等 種 々 の 弊 害 が あ る の で 農 地 法 上 認 め ら れ た

場 合 で か つ 真 に や む を え な い 場 合 以 外 は 認 め な い よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。も し 、
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転 貸 を 認 め る 場 合 は 、 様 式 第 13－ １ 号 ま た は 第 13－ ２ 号 の と お り 制 限 事 項 を 記

載 す る こ と 。  

 

５  賃 貸 借 の 目 的 物 の 修 繕 お よ び 改 良  

（ １ ）賃 貸 借 の 目 的 物 の 修 繕 お よ び 改 良 に つ い て の 費 用 の 分 担 は 、法 令 に 特 別 の 定

め の あ る 場 合 を 除 い て 、 修 繕 費 は 賃 借 人 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 修 繕

が 必 要 と な っ た 場 合 を 除 き 賃 貸 人 の 、 改 良 費 は 賃 借 人 の そ れ ぞ れ の 負 担 と す

る が 、賃 借 物 の 返 還 に 当 た っ て は 、民 法 第 ６ ０ ８ 条 の 賃 借 人 の 請 求 に よ り 賃 貸

人 は 、 賃 借 人 の 負 担 し た 費 用 ま た は 有 益 費 を 償 還 す る 必 要 が あ る 。  

（ ２ ）修 繕 改 良 工 事 に よ り 生 じ た 施 設 が あ る 場 合 に は 、そ の 所 有 権 が 賃 貸 人 ま た は

賃 借 人 の い ず れ に あ る か 、 契 約 終 了 の 際 に 貸 主 か ら 一 定 の 補 償 を す る 必 要 が

あ る か ど う か 等 に つ い て 、 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。  

 

６  賃 貸 借 の 目 的 物 の 経 営 費 用  

  賃 貸 借 の 目 的 物 に 対 す る 租 税 お よ び 保 険 料 は 、賃 貸 人 の 負 担 と し 、農 業 災 害 補

償 法 に 基 づ く 共 済 掛 金 は 、 賃 借 人 の 負 担 と す る 。 土 地 改 良 区 の 賦 課 金 は 、 当 該 組

合 員 の 負 担 で あ り 、 原 則 と し て 耕 作 者 す な わ ち 賃 借 人 の 負 担 と な る 。  

 

７  賃 貸 借 契 約 等 の 終 了 の 際 の 立 毛 補 償  

  契 約 終 了 の 際 の 立 毛 補 償 に つ い て は 、 様 式 第 13－ １ 号 ま た は 第 13－ ２ 号 の と

お り 契 約 書 に 明 ら か に し て お く 必 要 が あ る 。  

 

８  解 除 条 件  

  解 除 条 件 付 契 約 に つ い て は 、様 式 第 13－ ２ 号 の と お り 、取 得 し よ う と す る 者 が

そ の 取 得 後 に お い て そ の 農 地 等 を 適 正 に 利 用 し て い な い 場 合 に 契 約 を 解 除 す る

旨 の 条 件 を 契 約 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

９  違 約 金 等  

  解 除 条 件 付 契 約 に つ い て は 、法 第 ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 同 条 第 １ 項

の 許 可 を 受 け た 者 が 撤 退 し た 場 合 の 混 乱 を 防 止 す る た め 、 農 地 等 を 明 け 渡 す 際 の

原 状 回 復 、原 状 回 復 が な さ れ な い と き の 損 害 賠 償 お よ び 中 途 の 契 約 終 了 時 に お け

る 違 約 金 支 払 等 に つ い て 、様 式 第 13－ ２ 号 の と お り 契 約 書 に 明 記 す る も の と す る 。 

 

10  賃 貸 借 の 目 的 物 の 滅 失 等  

(１ ) 賃 貸 借 の 目 的 物 の 一 部 が 、 滅 失 そ の 他 の 事 由 に よ り 使 用 お よ び 収 益 を す  

る こ と が で き な く な っ た 場 合 に お い て 、 そ れ が 賃 借 人 の 責 め に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、 民 法 第 611 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 借 賃

は 、 請 求 せ ず と も 当 然 に 減 額 さ れ る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

(２ ) 賃 貸 借 の 目 的 物 の 全 部 が 、 滅 失 そ の 他 の 使 用 お よ び 収 益 を す る こ と が で  

き な く な っ た 場 合 に は 、 民 法 第 616 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 、 賃 貸 借 契 約  

は 終 了 す る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  
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第１４  遊休農地に関する措置関係  

 

平 成 ２ ８ 年 の 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 の 改 正 に よ り 、 農 地 等 の 利 用 の 最 適 化

（ 担 い 手 へ の 農 地 利 用 の 集 積・集 約 化 、遊 休 農 地 の 発 生 防 止・解 消 、新 規 参 入 の 促

進 ） の 推 進 が 農 業 委 員 会 の 必 須 業 務 と な っ た 。  

ま た 、令 和 ３ 年 度 に 農 地 法 上 の 遊 休 農 地 の 措 置 も 基 づ く「 遊 休 農 地 調 査 」と 農 林

水 産 省 農 村 振 興 局 で 実 施 し て い た「 荒 廃 農 地 調 査 」が 、現 場 段 階 で の 負 担 軽 減 お よ

び 調 査 の 効 率 化 の 観 点 か ら 、 統 合 さ れ た 。  

な お 、調 査 内 容 等 の 見 直 し に よ っ て 、遊 休 農 地 に 関 す る 措 置 の 実 施 状 況 に つ い て

は 、農 業 委 員 会 は 利 用 状 況 調 査 年 度 の ３ 月 末 時 点 の 状 況 を 毎 年 ４ 月 末 ま で に 県 に 報

告 す る こ と と し 、当 該 報 告 を 受 け た 県 は 、管 内 の 農 業 委 員 会 の 報 告 内 容 を と り ま と

め 、 毎 年 ５ 月 末 ま で に 国 に 報 告 す る こ と と さ れ た 。  

 こ の 措 置 関 係 の 取 扱 い に つ い て は 、法 令 、処 理 基 準 お よ び 運 用 に よ る ほ か 、次 に

よ る も の と す る 。  

 

１  利 用 状 況 調 査 （ 法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 関 係 ）  

  法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 利 用 状 況 調 査（ 以 下「 利 用 状 況 調 査 」と い う 。）は 、

次 の 事 項 に 留 意 す る も の と す る 。  

（ １ ） 実 施 時 期  

利 用 状 況 調 査 に つ い て は 、 毎 年 ８ 月 頃 に 実 施 す る こ と 。  

（ ２ ） 調 査 の 方 法  

ア  旧 市 町 村 、 大 字 等 適 当 な 範 囲 で 区 域 を 区 切 り 、 担 当 の 農 地 利 用 最 適 化 推 進

委 員（ 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 を 委 嘱 し て い な い 農 業 委 員 会 に あ っ て は 、農 業

委 員 ）（ 以 下「 推 進 委 員 等 」と い う 。）を 定 め 、必 要 に 応 じ て 市 町 の 関 係 部 局 、

地 域 の 農 業 事 情 に 精 通 し た 者 、 農 業 団 体 等 の 協 力 を 得 て 、 調 査 す る こ と 。  

イ  原 則 と し て 、 法 第 ５ ２ 条 の ２ の 農 地 台 帳 お よ び 法 第 ５ ２ 条 の ３ の 農 地 に 関

す る 地 図 を 使 用 し 、１ 筆 の 農 地 ご と に 行 う も の と す る 。た だ し 、災 害 そ の 他 の

事 由 に よ り 、進 入 路 が 荒 廃 す る な ど そ の 土 地 に 立 ち 入 る こ と が 困 難 な 場 合 は 、

こ の 限 り で は な い 。  

ウ  道 路 か ら の 目 視 に よ り 雑 草 が 繁 茂 し て い る こ と が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 現 地

で 利 用 状 況 の 写 真 を 撮 影 し 、 そ の 旨 を タ ブ レ ッ ト 端 末 等 に 記 録 す る こ と 。  

エ  人 工 衛 星 ま た は 無 人 航 空 機 の 利 用 そ の 他 の 手 段 に よ り 得 ら れ る 動 画 ま た は

画 像 （（ １ ） の 時 期 に 撮 影 さ れ た も の で あ っ て 、 ① の 調 査 を 行 う に 当 た っ て 、

十 分 な 解 像 度 を 有 す る も の に 限 る 。） を 使 用 す る 場 合 に は 、 次 の 方 法 に よ り 、

調 査 を 行 う こ と が で き る 。  

①  当 該 動 画 ま た は 画 像 を 使 用 し て 、１ 筆 の 農 地 ご と に 遊 休 農 地 に 該 当 す る お  

そ れ の な い 農 地 と 該 当 す る お そ れ の あ る 農 地 と を 区 別 す る 調 査 を 実 施  

な お 、 当 該 調 査 は 当 該 動 画 も し く は 画 像 の 目 視 に よ る 確 認 ま た は 遊 休 農 地  

に 該 当 す る お そ れ が あ る か 否 か の 判 定 に つ い て 十 分 な 水 準 を 有 す る と 認 め  
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 ら れ る 技 術 に て 行 う こ と 。  

②  ① の 結 果 、遊 休 農 地 に 該 当 す る お そ れ の あ る 農 地 と さ れ た も の は 、イ お よ  

び ウ に て 調 査 を 実 施 。  

オ  特 に 、 前 年 も 遊 休 農 地 と 判 定 さ れ て い る と こ ろ の 状 況 に つ い て は 、 注 意 し

て 判 定 す る こ と 。  

（ ３ ） 遊 休 農 地 の 判 定 等  

     利 用 状 況 調 査 に よ る 遊 休 農 地 の 判 定 等 に 当 た っ て は 、 以 下 に 留 意 す る こ と 。

な お 、廃 止 前 の「 荒 廃 農 地 の 発 生・解 消 状 況 に 関 す る 調 査 要 領 」（ 平 成 20 年 4

月 15 日 付 け 19 農 振 第 2125 号 農 林 水 産 省 農 村 振 興 局 長 通 知 。 以 下 「 荒 廃 農 地

調 査 要 領 」と い う 。）７ の ① に 規 定 す る「 Ａ 分 類（ 再 生 利 用 が 可 能 な 荒 廃 農 地 ）」

に つ い て は 、 法 第 32 条 第 １ 項 第 １ 号 の 遊 休 農 地 と 同 義 で あ る 。  

    ア  法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 遊 休 農 地  

   （ ア ）「 現 に 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ て お ら ず 」と は 、過 去 １ 年 以 上 作 物 の 栽 培

が 行 わ れ て い な い こ と を い う 。  

   （ イ ）「 引 き 続 き 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ な い と 見 込 ま れ る 」に つ い て は 、今 後

の 耕 作 に 向 け て 草 刈 り 、 耕 起 等 農 地 を 常 に 耕 作 し 得 る 状 態 に 保 つ 行 為

（ 以 下 「 維 持 管 理 」 と い う 。 ） が 行 わ れ て い る か に よ り 判 断 す る こ と 。 

   （ ウ ） 当 該 農 地 は 、 以 下 の と お り 区 分 す る こ と 。  

    ａ  人 力 ・ 農 業 用 機 械 で 草 刈 り ・ 耕 起 ・ 抜 根 ・ 整 地 等 （ 以 下 「 草 刈 り 等 」

と い う 。 ） を 行 う こ と に よ り 、 直 ち に 耕 作 す る こ と が 可 能 と な る 農 地  

    ｂ  草 刈 り 等 で は 直 ち に 耕 作 す る こ と は で き な い が 、基 盤 整 備 事 業 の 実 施

な ど 農 業 的 利 用 を 図 る た め の 条 件 整 備 が 必 要 と な る 農 地  

  イ  法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 遊 休 農 地  

「 そ の 農 業 上 の 利 用 の 程 度 が そ の 周 辺 の 地 域 に お け る 農 地 の 利 用 の 程 度

に 比 し 著 し く 劣 っ て い る と 認 め ら れ る 農 地 」に つ い て は 、近 傍 類 似 の 農 地 に

お い て 通 常 行 わ れ る 栽 培 方 法 と 認 め ら れ る 利 用 の 態 様 と 比 較 し て 判 断 す る

こ と 。  

こ の 場 合 、作 物（ ウ メ 、ク リ 等 を 含 む 。）が ま ば ら に ま た は 農 地 内 で 偏 っ

て 栽 培 さ れ て い な い か 、 栽 培 に 必 要 な 管 理 が 適 切 に 行 わ れ て い る か 等 に 留

意 し て 判 断 す る こ と 。  

  ウ  再 生 利 用 が 困 難 な 農 地  

利 用 状 況 調 査 の 結 果 、 既 に 森 林 の 様 相 を 呈 し て い る 場 合 や 周 囲 の 状 況 か

ら み て そ の 土 地 を 農 地 と し て 復 元 し て も 継 続 し て 利 用 す る こ と が で き な い

な ど 農 業 上 の 利 用 の 増 進 を 図 る こ と が 見 込 ま れ な い 農 地 （ 荒 廃 農 地 調 査 要

領 ７ の ② の 規 定 す る「 Ｂ 分 類（ 再 生 利 用 が 困 難 と 見 込 ま れ る 荒 廃 農 地 ）」と

同 義 で あ る 。）が あ っ た 場 合 は 、調 査 後 直 ち に 、２ ０ に 基 づ き 、「 農 地 」に

該 当 し な い 旨 判 断 を 行 う こ と 。  

た だ し 、 当 該 農 地 が 基 盤 整 備 事 業 の 実 施 な ど 農 業 的 利 用 を 図 る た め の 条

件整備が計画されている場合は、アの（ウ）のｂの農地として扱うこととする。 
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（ ４ ） 農 地 中 間 管 理 機 構 へ の 情 報 提 供  

   農 業 委 員 会 は 、利 用 状 況 調 査 を 実 施 し た 結 果 、機 構 法 第 １ ８ 条 第 ７ 項 の 規 定    

に よ る 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 公 告 （ 以 下 「 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 」 

と い う 。） が あ っ た 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 賃 借 権 の  

設 定 等 が さ れ た 農 地 が 遊 休 農 地 で あ る と 判 定 し た 場 合 等 に は 、そ の 利 用 の 状 況  

を 速 や か に 農 地 中 間 管 理 機 構 に 情 報 提 供 す る こ と 。  

 

２  農 業 委 員 会 に 対 す る 申 出 （ 法 第 ３ １ 条 第 １ 項 関 係 ）  

  農 業 委 員 会 に 対 す る 申 出 は 、 次 の 事 項 に 留 意 す る こ と 。  

（ １ ）法 第 ３ １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の「 営 農 条 件 に 著 し い 支 障 が 生 じ 、ま た は 生 ず る お

そ れ が あ る 」と は 、申 出 に 係 る 農 地 に お い て 病 害 虫 の 発 生 、土 石 そ の 他 こ れ に

類 す る も の の 体 堆 積 、農 作 物 の 生 育 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 鳥 獣 ま た は 草

木 の 生 息 ま た は 、地 割 れ 、土 壌 の 汚 染 等 の 事 由 に よ り 、申 出 者 の 営 農 条 件 に 著

し い 支 障 が 生 じ 、 ま た は 生 ず る お そ れ が あ る こ と を い う 。  

（ ２ ）法 第 ３ １ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 該 当 し な い 者 か ら 申 出 が あ っ た 場

合 に お い て も 、 利 用 状 況 調 査 そ の 他 適 切 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

 

３  利 用 意 向 調 査 の 方 法  

  農 業 委 員 会 は 、法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 利 用 意 向 調 査 を 行 う に 当 た っ て

は 、農地中間管理事業の事業実施地 域 内 の 農 地 に つ い て 、所 有 権 に 基 づ き 使 用 お よ び

収 益 を す る 者 に 対 し て 、 農 地 中 間 管 理 事 業 を 利 用 す る よ う 促 す こ と が 望 ま し い 。 

（ １ ）  法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 利 用 意 向 調 査 は 、利 用 意 向 調 査（ 様 式 第 14－

１ 号 ） に よ る 。  

（ ２ ）所 有 者 を 確 知 で き な い 遊 休 農 地 等 の 所 有 者 の 探 索 に つ い て は 、所 有 者 を 確 知

で き な い 遊 休 農 地 等 の 所 有 者 の 探 索 に つ い て （ 様 式 第 14－ ２ 号 ） に よ る 。  

（ ３ ） 法 第 ３ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 示 は 、 公 示 （ 様式第 14－３号） に よ る 。  

（ ４ ）法 第 ３ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、公 示 し た 旨 の 通 知（ 様 式 第 14－ ３ －

２ 号 ） に よ る 。  

 

４  公 示 を 行 っ た 農 地 の 所 有 者 等 か ら 農 業 委 員 会 へ の 申 出 の 方 法  

 法 第 ３ ２ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 申 出 は 、農 地 法 第 ３ ２ 条 第 ３ 項 に 基 づ く 申

出 書 （ 様 式 第 14－ ４ 号 ） に よ る 。  

 

５  法 第 ３ ２ 条 関 係  

  法 第 ３ ２ 条 に 規 定 す る 利 用 意 向 調 査 は 、 次 の 事 項 に 留 意 さ れ た い 。  

（ １ ）  実 施 時 期  

   利 用 意 向 調 査 に つ い て は 、１ の（ ３ ）に よ り 遊 休 農 地 と 判 定 さ れ た 農 地 お よ

び 規 則 第 ７ ８ 条 各 号 に 掲 げ る 農 地 を 対 象 と し て 、判 定 後 直 ち に 、規 則 第 ７ ４ 条

に 定 め る 別 記 様 式「 農 地 に お け る 利 用 の 意 向 に つ い て 」を 発 出 し て 行 う こ と と
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し 、 １ か 月 以 内 の 範 囲 で 回 答 期 限 を 設 定 す る こ と 。  

回 答 期 限 ま で に 回 答 が 得 ら れ な い 所 有 者 等 に 対 し て は 、 推 進 委 員 等 は 直 接 訪

問 等 に よ り 確 実 に 農 業 上 の 利 用 の 意 向 を 確 認 す る こ と 。  

   ま た 、利 用 意 向 調 査 を 行 う 際 に は 、所 有 者 等 に 対 し 、勧 告 が な さ れ た 場 合 に

は 、当 該 勧 告 の 対 象 と な っ た 農 地 の 固 定 資 産 税 お よ び 都 市 計 画 税 の 評 価 額 が 引

き 上 げ ら れ 、固 定 資 産 税 額 お よ び 都 市 計 画 税 額 が 増 え る こ と と な る こ と を 周 知

す る こ と 。  

（ ２ ） 農 地 の 所 有 者 等 を 確 知 す る こ と が で き な い と き の 公 示  

ア  そ の 農 地 に つ い て 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 使 用 お よ び 収 益 を す る 者 が い

な い 場 合 に お け る  ｢相 当 な 努 力 が 払 わ れ た と 認 め ら れ る も の と し て 政 令 で 定

め る 方 法 に よ り 探 索 を 行 っ て も な お そ の 者 を 確 知 す る こ と が で き な い と き ｣と

は 、 次 の 調 査 を 実 施 し た に も か か わ ら ず 、 農 地 等 の 所 有 者 （ 相 続 等 に よ り 共 有

状 態 と な っ て い る 場 合 に は 、 ２ 分 の １ を 超 え る 持 分 を 有 す る 者 ） が 不 明 で あ る

と き の こ と を い う 。  

  た だ し 、 規 則 第 ７ ８ 条 第 ５ 号 に 該 当 す る 農 地 で あ っ て 、 法 第 ４ １ 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 裁 定 以 降 に 、 法

第 ４ １ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 供 託 し た 補 償 金 の 還 付 が 行 わ れ て い な い な ど 、 所

有 者 等 に 関 す る 新 た な 事 実 が 判 明 し な か っ た 場 合 に は 、 次 の 調 査 を 実 施 せ ず に

「 そ の 者 を 確 知 す る こ と が で き な い 」 も の と 扱 う こ と と す る 。  

（ ア ） 令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 １ 号 に よ り 登 記 所（ 法 務 局 等 ）

の 登 記 官 に 対 し 当 該 農 地 の 登 記 事 項 証 明 書 を 請 求 し 、 所 有 権 等 の 登 記 名 義 人

ま た は 表 題 部 所 有 者 の 氏 名 お よ び 住 所 地 等 を 確 認 す る こ と 。  

（ イ ）  令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ２ 号 に お い て 、 「 不 確 知 所 有

者 関 連 情 報 を 保 有 す る と 思 料 さ れ る 者 」 と は 「 当 該 農 地 等 を 現 に 占 有 す る

者 」 、 「 農 地 法 第 ５ ２ 条 の ２ の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会 が 作 成 す る 農 地 台 帳 に

記 録 さ れ た 事 項 に 基 づ き 、 当 該 不 確 知 所 有 者 関 連 情 報 を 保 有 す る と 思 料 さ れ

る 者 」 お よ び 「 当 該 農 地 等 の 所 有 者 で あ っ て 知 れ て い る も の 」 を い う 。 令 第

２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ２ 号 に よ り こ れ ら の 者 に 対 し 、 他 の 当

該 農 地 等 の 所 有 者 の 氏 名 お よ び 住 所 地 等 に つ い て 聞 き 取 り を 行 う こ と 。  

ま た 、 （ ウ ） に よ り 所 有 権 等 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 生 死 が 確

認 で き な い 場 合 に は 、 知 れ て い る 当 該 農 地 等 の 所 有 者 の 直 系 尊 属 の 戸 籍 謄 本

ま た は 除 籍 謄 本（ 以 下「 戸 籍 謄 本 等 」と い う 。）を 請 求 す る こ と に よ り 、当 該

者 の 直 系 尊 属 と 思 わ れ る 所 有 権 等 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 戸 籍 謄

本 等 の 確 認 を 行 う こ と 。  

（ ウ ）  令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ３ 号 で は 、 （ ア ） に よ り 確 認

し た 所 有 権 等 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 住 所 地 の 市 町 村 の 長 に 対

し 、 住 民 票 の 写 し ま た は 住 民 票 の 除 票 の 写 し を 請 求 す る こ と 。  

こ の ほ か 、（ イ ）で 確 認 さ れ た「 当 該 農 地 等 の 所 有 者 と 思 料 さ れ る 者 」に つ

い て も 、 当 該 者 が 記 録 さ れ て い る 住 民 基 本 台 帳 を 備 え る と 思 わ れ る 市 町 村 の
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長 に 対 し 、 住 民 票 の 写 し ま た は 住 民 票 の 除 票 の 写 し を 請 求 す る こ と 。  

た だ し 、 住 所 地 が 明 ら か で あ る 場 合 に は 、 そ れ を も っ て 代 え る こ と が で き

る 。  

（ エ ）  所 有 権 等 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 死 亡 が 確 認 さ れ た 場 合 に

は 、 令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ４ 号 に よ り 、 所 有 権 等 の 登 記

名 義 人 ま た は 表 題 部 所 有 者 の 戸 籍 謄 本 等 を 請 求 す る 。 所 有 権 等 の 登 記 名 義 人

ま た は 表 題 部 所 有 者 の 戸 籍 謄 本 等 に は 所 有 権 等 の 登 記 名 義 人 ま た は 表 題 部

所 有 者 の 相 続 人 た る 配 偶 者 と 子 が 記 載 さ れ て お り 、 こ れ ら の 者 の 記 載 さ れ た

部 分 に 限 っ て 最 新 の 戸 籍 謄 本 等 を 確 認 す る こ と 。  

   次 に 、確 認 し た 配 偶 者 と 子 の 戸 籍 の 附 票 を 備 え る と 思 わ れ る 市 町 村 の 長 に

対 し 、 当 該 相 続 人 の 戸 籍 の 附 票 の 写 し ま た は 消 除 さ れ た 戸 籍 の 附 票 の 写 し を

請 求 す る こ と に よ り 、 こ れ ら の 者 の 住 所 の 確 認 を 行 う こ と 。  

（ オ ）  登 記 名 義 人 等 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 登 記 所 （ 法 務 局 等 ） の 登 記 官 に 対

し て 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 を 請 求 す る こ と に よ り 、 法 人 の 所 在 地 を 確 認 す

る 。 ま た 、 合 併 に よ り 解 散 し た 場 合 に あ っ て は 、 合 併 後 存 続 し 、 ま た は 合 併

に よ り 設 立 さ れ た 法 人 が 記 録 さ れ て い る 法 人 の 登 記 簿 を 備 え る と 思 わ れ る

登 記 所 （ 法 務 局 等 ） の 登 記 官 に 対 し 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 を 請 求 す る

こ と に よ り 、 合 併 後 の 法 人 の 所 在 地 を 確 認 す る こ と 。  

そ の 他 合 併 以 外 の 理 由 に よ り 解 散 し て い る こ と が 判 明 し た 場 合 に は 、 当 該

法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 に 記 載 さ れ て い る 清 算 人 （ 取 締 役 等 ） を 確 認 し 、 書 面

の 送 付 な ど の 措 置 に よ っ て 、 不 確 知 所 有 者 関 連 情 報 の 提 供 を 求 め る こ と 。  

（ カ ）  令 第 ２ ０ 条 に お い て 準 用 す る 令 第 １ ８ 条 第 ５ 号 で は （ ア ） か ら （ オ ） の

措 置 に よ り 住 所 が 判 明 し た 当 該 農 地 等 の 所 有 者 と 思 料 さ れ る 者 （ （ オ ） の 場

合 は 法 人 住 所 地 ま た は 役 員 住 所 ）に 対 し て 、様 式 第 14－ ２ 号 に よ り 簡 易 書 留

に よ る 書 面 の 送 付 を 行 い 、 当 該 農 地 等 の 所 有 者 を 特 定 す る こ と 。  

な お 、 住 所 地 が 当 該 農 地 と 同 一 市 町 村 内 の 場 合 に は 、 訪 問 に よ り 代 え る こ

と は 差 し 支 え な い が 、 訪 問 の 記 録 を 残 す こ と 。  

（ キ ）  （ カ ） に よ る 書 面 の 送 付 後 、 ２ 週 間 経 過 し て も 不 確 知 所 有 者 か ら 返 信 が

な い 場 合 に は 、 当 該 不 確 知 所 有 者 を 不 明 者 と し て 扱 い 、 更 な る 聞 き 取 り や 現

地 調 査 は 不 要 で あ る 。  

イ  そ の 農 地 に つ い て 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 使 用 お よ び 収 益 を す る 者 が あ

る 場 合 に お け る 「 相 当 な 努 力 が 払 わ れ た と 認 め ら れ る も の と し て 政 令 で 定 め る

方 法 に よ り 探 索 を 行 っ て も な お そ の 者 を 確 知 す る こ と が で き な い と き 」 と は 、

ア と 同 様 の 調 査 を 実 施 し た に も か か わ ら ず 、所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 使 用 お

よ び 収 益 を す る 者 が 不 明 で あ る と き の こ と を い う 。  

ウ  農 業 委 員 会 が 、 法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 農 地 に つ い て 機

構 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 要 請 に 係 る 探 索 を 行 っ た 場 合 に は 、則 第

７ ４ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 、当 該 農 地 に つ い て 法 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 お よ び 第 ３ 項

（ こ れ ら の 規 定 を 法 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に
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よ る 探 索 を 行 っ た も の と み な す 。  

（ ３ ）支 障 の 除 去 等 の 措 置 利 用 意 向 調 査 を 行 う 際 に 、法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る  

支 障 の 除 去 等 の 措 置（ 以 下 「 支 障 の 除 去 等 の 措 置 」と い う 。） を 講 ず る 必 要 が  

あ る と 認 め る 場 合 は 、速 や か に 市 町 長 に そ の 旨 を 伝 え 、同 条 の 措 置 命 令 を 行 う  

よ う 促 す こ と 。  

 

６  農 地 の 所 有 者 等 に よ る 公 示 が 必 要 で あ る 旨 の 申 出  

 則 第 ７ ８ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 申 出 は 、農 地 法 施 行 規 則 第 ７ ８ 条 第 ２ 号 に 基 づ く

申 出 書 （ 様 式 第 14－ ５ 号 ） に よ る 。  

 

７  農 地 中 間 管 理 機 構 に よ る 過 失 が な く て そ の 農 地 の 所 有 者 を 確 知 す る こ と が で

き な い 旨 の 通 知  

 則 第 ７ ８ 条 第 ３ 号 に 該 当 す る 農 地 が あ る 旨 の 農 業 委 員 会 へ の 農 地 中 間 管 理 機 構

に よ る 通 知 は 、農 地 法 施 行 規 則 第 ７ ８ 条 第 ３ 号 に 該 当 す る 旨 の 通 知（ 様 式 第 14－

６ 号 ） に よ る 。  

 

８  法 第 ３ ３ 条 関 係  

（ １ ）農 業 委 員 会 は 、規 則 第 ７ ８ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 申 出 が あ っ た 場 合 に は 、そ の  

農 地 に つ い て 、５ の（ ２ ）の ア の（ ア ）ま た は（ イ ）に よ る 調 査 を 実 施 し 、そ  

の 結 果 、農 地 の 所 有 者 等（ そ の 農 地（ そ の 農 地 に つ い て 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基  

づ き 使 用 お よ び 収 益 を す る 者 が あ る 場 合 に は 、そ の 権 利 ）が 数 人 の 共 有 に 係 る  

場 合 に は 、そ の 農 地 ま た は 権 利 に つ い て ２ 分 の １ を 超 え る 持 分 を 有 す る 者 ）が  

確 知 で き な い 場 合 に は 、法 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ３  

２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 示 を 行 う こ と 。  

    な お 、 当 該 調 査 の 結 果 、 そ の 農 地 の 所 有 者 等 が 明 ら か に な っ た 場 合 に は 、 当  

該 農 地 は 法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 農 地 に は 該 当 し な い こ と に 留 意 す る こ  

と 。そ の 場 合 は 、地 域 の 営 農 計 画 等 を 勘 案 し つ つ 、必 要 な あ っ せ ん そ の 他 農 地  

の 利 用 関 係 の 調 整 を 行 う こ と 。  

（ ２ ）規 則 第 ７ ８ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 農 地 の 取 扱 い に 当 た っ て は 、次 の 事 項 に 留 意  

す る こ と 。  

 ア  「 農 地 中 間 管 理 機 構 が 過 失 が な く て そ の 農 地 の 所 有 者 を 確 知 す る こ と が で き

な い も の 」と は 、５ の（ ２ ）の ア と 同 等 の 探 索 を 行 っ た 結 果 、そ の 農 地 の 所

有 者（ そ の 農 地 が 数 人 の 共 有 に 係 る 場 合 に は 、そ の 農 地 に つ い て ２ 分 の １ を

超 え る 持 分 を 有 す る 者 。イ に お い て 同 じ 。）と 連 絡 を 取 る こ と が で き な い も

の ま た は そ の 農 地 の 所 有 者 が 死 亡 し 、そ の 相 続 人（ 当 該 所 有 者 の 配 偶 者 ま た

は 子 に 限 る 。以 下 同 じ 。）に 連 絡 を 取 る こ と が で き な い も の と し て 、農 地 中

間 管 理 機 構 が 農 業 委 員 会 に 対 し て そ の 旨 を 通 知 し た も の を い う 。  

 イ   農 業 委 員 会 は 、ア の 通 知 を 受 け た と き は 、５ の（ ２ ）の ア の（ ア ）に よ る 調

整 を 実 施 し 、そ の 結 果 、そ の 農 地 の 所 有 者 ま た は そ の 相 続 人 が 確 知 で き な い
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場 合 に は 、法 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ３ ２ 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ る 公 示 を 行 う こ と 。こ の 場 合 、そ の 農 地 の 所 有 者 ま た は 相 続 人 で

知 れ て い る も の が あ る と き は 、そ の 者 の 氏 名 、住 所 等 を 農 地 中 間 管 理 機 構 に

通 知 す る こ と 。  

    な お 、当 該 調 査 の 結 果 、そ の 農 地 の 所 有 者 ま た は そ の 相 続 人 が 明 ら か に な

っ た 場 合 に は 、当 該 所 有 者 ま た は 相 続 人 の 氏 名 、住 所 等 を 農 地 中 間 管 理 機 構

に 通 知 す る こ と 。  

 

９  農 地 中 間 管 理 機 構 等 に よ る 協 議 の 申 し 入 れ  

（ １ ）利 用 意 向 調 査 に 係 る 農 地 の 所 有 者 等 か ら 農 地 中 間 管 理 事 業 を 利 用 す る 意 思 が

あ る 旨 の 表 明 が あ っ た と き は 、速 や か に 農 地 中 間 管 理 機 構 に 対 し 、通 知 を 行 う

も の こ と が 望 ま し い 。  

（ ２ ）法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、農 地 法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 に 基 づ く 通 知

（ 様 式 第 14－ ７ 号 ） に よ る 。  

 

１ ０  法 第 ３ ４ 条 お よ び 第 ３ ５ 条 関 係  

（ １ ）農 業 委 員 会 等 は 、５ の 利 用 意 向 調 査 で 、所 有 者 等 の 意 思 を 確 認 後 速 や か に 、

当 該 意 志 や 地 域 の 営 農 計 画 等 を 勘 案 し つ つ 、必 要 な あ っ せ ん そ の 他 農 地 の 利

用 関 係 の 調 整 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） 所 有 者 等 か ら 農 地 中 間 管 理 事 業 を 利 用 す る 旨 の 意 思 表 明 が あ っ た 場 合 に お

い て は 、 法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 に 基 づ き 、 速 や か に 農 地 中 間 管 理 機 構 に そ の 旨 を

通 知 す る こ と 。  

（ ３ ） （ ２ ） 以 外 の 場 合 に あ っ て も 、 利 用 意 向 調 査 を 実 施 し た 場 合 に は 、 そ の 農

地 の 状 況 等 に つ い て 、 速 や か に 農 地 中 間 管 理 機 構 に 情 報 提 供 を 行 う こ と 。 そ

の 際 、 農 業 委 員 会 は 、 農 地 中 間 管 理 機 構 に 対 し 、 そ の 農 地 が 農 地 中 間 管 理 事

業 規 程 に 定 め ら れ た 農 地 中 間 管 理 権 を 取 得 す る 農 用 地 等 の 基 準 に 適 合 し な

い 場 合 に は 、 そ の 旨 を 速 や か に 農 業 委 員 会 に 通 知 す る よ う 求 め る こ と 。  

 

１ １  農 地 中 間 管 理 権 の 取 得 に 関 す る 協 議 の 勧 告  

（ １ ） 法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 は 、 勧 告 書 （ 様 式 第 14－ ８ 号 ） に よ る 。 

（ ２ ）法 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、農 地 法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 に 基 づ く 勧 告

を 行 っ た 旨 の 通 知 書 （ 様 式 第 14－ ９ 号 ） に よ る 。  

（ ３ ）農 地 中 間 管 理 機 構 は 、法 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 農 業 委 員 会 か ら の 通

知 を 受 け た 場 合 は 、そ の 旨 を 知 事 に 連 絡 す る と と も に 、当 該 農 地 の 所 有 者 等 と

の 協 議 結 果 に つ い て も 、 知 事 に 連 絡 す る こ と が 望 ま し い 。  
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１ ２  法 第 ３ ６ 条 関 係  

（ １ ） 実 施 時 期  

  ア  ５ の 利 用 意 向 調 査 を 実 施 し た 農 地 で あ っ て 、当 該 農 地 の 所 有 者 等 か ら そ の

農 地 の 農 業 上 の 利 用 の 増 進 を 図 る 旨 の 意 思 の 表 明 が あ っ た も の に つ い て は 、

耕 作 の 再 開 、農 地 中 間 管 理 機 構 と の 借 入 協 議 ま た は 権 利 の 設 定・移 転 等 が 行

わ れ た か ど う か に つ い て 、所 有 者 等 の 意 思 の 表 明 か ら ６ か 月 経 過 後 速 や か に

現 地 を 確 認 す る と と も に 、必 要 に 応 じ 、農 地 台 帳 等 に よ り 権 利 の 設 定 等 の 状

況 を 確 認 す る こ と 。  

    そ の 結 果 、前 年 の 利 用 意 向 調 査 で 表 明 さ れ た 意 思 の と お り に 実 行 さ れ て い

な い 場 合 は 、 現 地 の 確 認 か ら １ か 月 以 内 に 勧 告 を 実 施 す る こ と 。  

  イ  所 有 者 等 か ら 意 思 の 表 明 が な い 農 地 に つ い て は 、利 用 意 向 調 査 の 発 出 か ら

６ か 月 経 過 後 速 や か に 現 地 を 確 認 し た 上 で 、で 、そ の 年 の １ １ 月 末 ま で に １

か 月 以 内 に 勧 告 を 実 施 す る こ と 。  

  ウ  利 用 意 向 調 査 に 対 し て 、当 該 農 地 の 所 有 者 等 か ら そ の 農 地 の 農 業 上 の 利 用

を 行 う 意 思 が な い 旨 の 表 明 が あ っ た と き は 、表 明 か ら １ か 月 以 内 に 勧 告 を 実

施 す る こ と 。  

 （ ２ ） 対 象 外 と な る 農 地  

  ア  当 該 農 地 が 農 業 振 興 地 域 内 に な い 場 合 に は 、法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 お よ び 第 ３

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 勧 告 の 対 象 外 と な っ て い る が 、こ れ に 加 え て 、以 下

に 掲 げ る 場 合 に つ い て も 法 第 ３ ６ 条 た だ し 書 の 正 当 の 事 由 に 該 当 す る こ と

か ら 勧 告 の 対 象 と は し な い こ と 。  

   （ ア ）農 地 中 間 管 理 機 構 が 法 第 ３ ５ 条 第 ２ 項 た だ し 書 に 基 づ き 農 地 中 間 管 理

事 業 規 程 に 定 め ら れ た 農 地 中 間 管 理 権 を 取 得 す る 農 用 地 等 の 基 準 に 適

合 し な い 旨 を 農 業 委 員 会 等 お よ び 所 有 者 等 へ 通 知 し た 場 合  

   （ イ ）当 該 農 地 の 所 有 者 等 か ら 農 地 中 間 管 理 機 構 に 対 し て 貸 付 け を 行 う 旨 の

意 思 が 表 明 さ れ 、 そ れ が 継 続 し て い る 場 合  

   （ ウ ）（ ア ）に 掲 げ る も の の ほ か 、農 地 中 間 管 理 機 構 か ら 、そ の 農 地 が 農 地

中 間 管 理 事 業 規 程 に 定 め ら れ た 農 地 中 間 管 理 権 を 取 得 す る 農 用 地 等 の

基 準 に 適 合 し な い 旨 の 通 知 が あ っ た 場 合  

イ  贈 与 税 ま た は 相 続 税 の 納 税 猶 予 制 度 の 適 用 を 受 け て い る 農 地 に つ い て は 、

勧 告 が あ っ た 際 に 納 税 猶 予 の 期 限 が 確 定 す る こ と か ら 、 納 税 猶 予 制 度 の 適 正

な 運 用 を 確 保 す る た め 、 ア の （ ア ） ～ （ ウ ） に 該 当 す る も の も 含 め て 、 法 第

３ ６ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 必 ず 勧 告 を 行 う こ と 。  

（ ３ ） 勧 告 の 撤 回  

   勧 告 を 行 っ た 後 、 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に つ い て は 、

そ の 時 点 を も っ て 当 該 農 地 に 係 る 勧 告 を 撤 回 し 、そ の 旨 を 速 や か に 農 地 の 所 有

者 等 お よ び 農 地 中 間 管 理 機 構 に 通 知 す る も の と す る 。な お 、勧 告 を 撤 回 し た 場

合 、勧 告 の 撤 回 が あ っ た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １ 日（ 当 該 勧 告 の 撤 回 の 日

が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に は 、同 日 ）を 賦 課 期 日 と す る 年 度 分 以 降 の 固 定 資 産 税
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額 お よ び 都 市 計 画 税 額 の 引 き 上 げ は 行 わ れ な く な る こ と に 留 意 さ れ た い 。  

   ア  利 用 状 況 調 査 等 に よ り 、 遊 休 農 地 が 解 消 さ れ た こ と が 確 認 さ れ た 場 合  

   イ  農 地 中 間 管 理 機 構 と の 借 入 協 議 の 結 果 、 当 該 農 地 を 農 地 中 間 管 理 機 構 が

借 り 受 け た 場 合  

   ウ  法 第 ３ ９ 条 に よ る 裁 定 に よ り 農 地 中 間 管 理 機 構 が 農 地 中 間 管 理 権 を 取 得

し た 場 合  

   エ  ア か ら ウ ま で に 該 当 す る 場 合 の ほ か 、 勧 告 を 撤 回 す べ き 相 当 の 事 情 が あ

る 場 合  

  （ ４ ） 現 地 確 認 等 へ の 協 力  

農 業 委 員 会 は 、 勧 告 ま た は 勧 告 の 撤 回 に 係 る 農 地 に つ い て 、 市 町 税 務 部 局 か

ら 現 地 確 認 へ の 同 行 の 要 請 お よ び 地 目 認 定 に 関 す る 意 見 照 会 が あ っ た 場 合 に

は 、 適 切 に 対 応 す る こ と 。  

 

１ ３  法 第 ３ ７ 条 か ら 第 ４ １ 条 関 係  

  法 第 ３ ７ 条 か ら 第 ４ １ 条 ま で の 規 定 に 基 づ く 措 置 は 、農 地 中 間 管 理 機 構 が 、裁  

定 の 申 請 に 係 る 農 地 に つ い て 、農 地 中 間 管 理 事 業 を 実 施 す る こ と に よ り 当 該 農 地  

の 農 業 上 の 利 用 の 増 進 を 図 る も の で あ る 。こ の た め 、法 第 ３ ７ 条 ま た は 第 ４ １ 条  

に 基 づ く 最 低 の 申 請 に 係 る 農 地 に つ い て は 農 地 中 間 管 理 事 業 規 程 に 定 め ら れ た  

農 地 中 間 管 理 権 を 取 得 す る 農 用 地 等 の 基 準 に 適 合 す る 必 要 が あ る 。  

 

１ ４  法 第 ４ ２ 条 関 係  

法 第 ４ ２ 条 に よ り 市 町 長 が 行 う 措 置 命 令 に お い て 、 支 障 の 除 去 等 の 措 置 を 講 ず

べ き こ と を 命 じ よ う と す る 場 合 に お け る 、「 相 当 な 努 力 が 払 わ れ た と 認 め ら れ る

も の と し て 政 令 で 定 め る 方 法 」 に つ い て は 、 ５ の (２ )の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

１ ５  農 地 中 間 管 理 権 の 設 定 に 関 す る 裁 定 の 申 請  

  規 則 第 ８ １ 条 に 規 定 す る 申 請 書 は 、農 地 中 間 管 理 権 の 設 定 に 関 す る 裁 定 の 申 請

書 （ 様 式 第 14－ 10 号 ） に よ る 。  

 

１ ６  農 地 中 間 管 理 権 の 設 定 に 関 す る 意 見 書 の 提 出  

  法 第 ３ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、農 地 中 間 管 理 権 の 設 定 の 裁 定 に 関 す る

通 知 書（ 様 式 第 14－ 11 号 ）に よ り 、同 項 に 規 定 す る 意 見 書 は 農 地 中 間 管 理 権 の 設

定 の 裁 定 に 関 す る 意 見 書 （ 様 式 第 14－ 12 号 ） に よ る 。  

 

１ ７  知 事 の 裁 定 の 標 準 的 な 事 務 処 理 期 間  

  知 事 は 、裁 定 を し よ う と す る と き は 、都 道 府 県 知 事 に 裁 定 の 申 請 が あ っ た 日 か

ら 起 算 し て 原 則 と し て ２ 月 以 内 に 行 う も の と す る 。  
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１ ８  農 地 中 間 管 理 権 の 設 定 に 関 す る 裁 定 の 通 知  

  法 第 ４ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 農 地 中 間 管 理 機 構 に 対 す る 通 知 は 農 地 中 間 管

理 権 の 裁 定 通 知 書（ 申 請 者 あ て ）（ 様 式 第 14－ 13 号 ）に よ り 、当 該 申 請 に 係 る 農

地 の 所 有 者 等 に 対 す る 通 知 は 農 地 中 間 管 理 権 の 裁 定 通 知 書（ 農 地 所 有 者 あ て ）（ 様

式 第 14－ 14 号 ）に よ る 。な お 、併 せ て 、当 該 農 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 農 業 委 員 会

に 対 し て 、 法 第 ３ ９ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 提 供 す る こ と 。  

 

１ ９  所 有 者 等 を 確 知 す る こ と が で き な い 場 合 に お け る 農 地 の 利 用  

（ １ ）法 第 ４ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 法 第 ４ １ 条 第 1 項 に 基 づ く 通 知（ 様 式

第 14－ 15 号 ） に よ る 。  

（ ２ ）規 則 第 ８ ５ 条 に 規 定 す る 申 請 書 は 利 用 権 の 設 定 に 関 す る 裁 定 の 申 請 書（ 様 式

第 14－ 16 号 ） に よ る 。  

（ ３ ）規 則 第 ８ ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 通 知 は 、利 用 権 の 裁 定 通 知 書（ 様 式 第 14－ 17

号 ）、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 公 告 は 農 地 法 第 ４ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 公 告

（ 様 式 第 14－ 18 号 ）に よ る 。な お 、併 せ て 、当 該 農 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 農 業

委 員 会 に 対 し て 、 法 第 ３ ９ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 提 供 す る こ と 。  

（ ４ ）知 事 は 、法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 利 用 権 の 始 期 ま で に 、当 該 農 地 を 利 用

す る 権 利 の 裁 定 に お い て 定 め ら れ た 補 償 金（ 以 下「 補 償 金 」と い う 。）の 供 託 が

さ れ た か 、 供 託 書 正 本 の 写 し に よ り 確 認 す る こ と が 望 ま し い 。  

（ ５ ）補 償 金 の 供 託 手 続 に つ い て は 、供 託 法 お よ び 供 託 規 則 等 の 法 令 の 定 め に よ る

ほ か 、 次 に よ る こ と が 望 ま し い 。  

  ア  補 償 金 の 供 託  

（ ア ）補 償 金 の 供 託 に 係 る 供 託 書 の「 供 託 の 原 因 た る 事 実 」欄 は 、「 農 地 法 第 ４

１ 条 第 ２ 項 の 裁 定 に よ る 利 用 権 」 と 記 載 す る と と も に 、 裁 定 通 知 書 に 記 載

さ れ た 農 地 の 所 在 、 地 番 、 当 該 利 用 権 の 始 期 、 存 続 期 間 お よ び 農 地 の 所 有

者 等 の 情 報 を 転 記 す る 。  

（ イ ） 補 償 金 の 供 託 を し た 農 地 中 間 管 理 機 構 は 、 速 や か に 供 託 書 正 本 の 写 し を

知 事 に 提 出 す る 。  

（ ウ ） 供 託 さ れ た 補 償 金 は 、 供 託 す べ き 供 託 所 を 誤 っ た 等 錯 誤 に よ る 場 合 を 除

き 取 戻 し を す る こ と が で き な い 。  

イ  補 償 金 の 還 付  

法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 利 用 権 の 裁 定 の 公 告 に 記 載 さ れ た 所 有 者 等 は 、

供 託 さ れ た 補 償 金 の 還 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。 そ の 際 、 供 託 規 則 第 ２ ４ 条

第 １ 項 第 １ 号 の 「 還 付 を 受 け る 権 利 を 有 す る こ と を 証 す る 書 面 」 は 、 所 有 者 等

が 当 該 農 地 の 所 有 権 等 を 有 す る こ と を 証 す る 登 記 事 項 証 明 書 に よ る 。 た だ し 、

所 有 者 等 の 権 原 が 登 記 し て い な い 賃 借 権 に よ る 場 合 は 、 法 第 ３ 条 の 農 業 委 員 会

の 許 可 を 受 け た こ と を 証 す る 書 面 等 に よ る 。  

 な お 、 還 付 す る 額 は 、 権 利 の 存 続 期 間 中 で あ っ て も 還 付 を 受 け る 者 の た め に

さ れ た 供 託 金 の 全てと す る 。  
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２ ０  市 町 長 に よ る 支 障 の 除 去 等 の 措 置 命 令  

   法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 命 令 書 は 、措 置 命 令 書（ 様 式 第 14－ 19 号 ）に よ

る 。  

 

２ １  農 地 中 間 管 理 機 構 と の 連 携 に よ る 遊 休 農 地 の 解 消 に つ い て  

遊 休 農 地 は 、 法 の 目 的 や 責 務 規 定 を 踏 ま え 、 １ ～ ２ ０ に よ る 遊 休 農 地 の 措 置

に よ り 、農 地 と し て 活 用 で き る も の に つ い て は 農 業 上 の 利 用 を 行 う 必 要 が あ る 。 

機 構 法 第 ８ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 ニ に お い て 、 農 地 中 間 管 理 機 構 は 、 所 有 者 等 が 農

業 上 の 利 用 の 増 進 を 図 る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 当 該 農 地 の 貸 付

け が 行 わ れ る と 見 込 ま れ る 場 合 に 、 所 有 者 等 に 対 し 当 該 措 置 を 講 ず る こ と を 促

す こ と が 法 定 さ れ て お り 、 農 地 中 間 管 理 機 構 の 事 業 規 程 に お い て も 必 須 項 目 と

し て 当 該 取 組 の 実 施 を 規 定 す る こ と と さ れ て い る 。  

こ の 観 点 か ら 、 農 業 委 員 会 お よ び 農 地 中 間 管 理 機 構 は 、 遊 休 農 地 の 借 受 け 等

に つ い て 相 談 が 寄 せ ら れ た 場 合 に は 、 相 互 に 密 に 連 絡 し 、 当 該 農 地 に つ い て 担

い 手 等 へ の 貸 出 し が 見 込 ま れ る か を 広 く 検 討 す る と と も に 、 当 該 農 地 に つ い て

将 来 的 に 担 い 手 等 へ の 貸 出 し が 見 込 ま れ る 場 合 に は 、 当 該 農 地 の 所 有 者 等 に 草

刈 り 等 の 実 施 の 働 き か け や 、遊 休 農 地 の 解 消 に 資 す る 補 助 事 業 を 紹 介 す る な ど 、

遊 休 農 地 の 解 消 に 向 け た 取 組 を 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。  

 

２ ２  遊 休 農 地 に 関 す る 措 置 を 行 っ た 農 地 等 に 関 す る 取 扱 い に つ い て  

（ １ ）法 第 ３ ２ 条 第 ６ 項 に お い て は 、法 第 ４ 条 第 １ 項 ま た は 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 に

係 る 農 地 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 農 地 に つ い て は 、法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 ま た

は 第 ３ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 利 用 意 向 調 査 の 対 象 と は な ら な い こ と と さ れ

て い る 。  

こ の た め 、農 業 委 員 会 は 、規 則 第 ７ ７ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 農 地 、１ ２ の ６ の（ ２ ）

の ア の （ ア ） の 農 地 ま た は １ ２ の ６ の （ ２ ） の ア の （ ウ ） に 該 当 す る 農 地 に つ

い て は 、 速 や か に （ ３ ） に 掲 げ る 手 続 に 従 い 、 農 地 に 該 当 す る か 否 か の 判 断 を

行 う こ と 。  

（ ２ ）農 業 委 員 会 は 、（ １ ）の ほ か 、農 地 の 所 有 者 か ら 当 該 農 地 が 農 地 に 該 当 し な

い こ と の 証 明 を 依 頼 さ れ た 場 合 は 、（ ３ ）に 掲 げ る 手 続 に 従 い 、農 地 に 該 当 す

る か 否 か の 判 断 を 行 う こ と 。  

（ ３ ）農 業 委 員 会 は 、農 地 に 該 当 す る か 否 か の 判 断 を 行 う 場 合 は 、次 に 掲 げ る 手 続

に よ り 行 う こ と 。  

ア  法 第 ３ ０ 条 の 利 用 状 況 調 査 等 を 踏 ま え 、 （ ４ ） の 基 準 に 従 っ て 対 象 地 が 農

地 に 該 当 す る か 否 か に つ い て 判 断 を 行 う こ と 。  

イ   対 象 地 が 法 第 ４ 条 第 １ 項 も し く は 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 す る と 認 め

ら れ る 場 合 ま た は 法 第 ４ 条 第 １ 項 も し く は 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 に 付 さ れ た 条

件 に 違 反 す る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 農 地 に 該 当 す る か 否 か の 判 断 を 行 わ な い

も の と す る こ と 。  
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ウ   ア に よ り 、 対 象 地 が 農 地 に 該 当 し な い 旨 の 判 断 を し た 場 合 は 、 当 該 対 象 地

に つ い て 、 直 ち に 農 地 台 帳 の 整 理 等 を 行 う こ と 。 ま た 当 該 対 象 地 の 所 有 者 等

お よ び 県 、 市 町 、 法 務 局 等 の 関 係 機 関 に 対 し て そ の 旨 を 通 知 す る （ 所 在 が 分

か ら な い 所 有 者 等 に 対 し て は こ の 限 り で は な い 。 ） こ と 。  

（ ４ ）農 地 と し て 利 用 す る に は 一 定 水 準 以 上 の 物 理 的 条 件 整 備 が 必 要 な 土 地（ 人 力

ま た は 農 業 用 機 械 で は 耕 起 、整 地 が で き な い 土 地 ）で あ っ て 、農 業 的 利 用 を 図

る た め の 条 件 整 備（ 基 盤 整 備 事 業 の 実 施 等 ）が 計 画 さ れ て い な い 土 地 に つ い て 、

次 の い ず れ か に 該 当 す る も の は 、農 地 に 該 当 し な い も の と し 、こ れ 以 外 の も の

は 農 地 に 該 当 す る も の と す る 。  

ア  そ の 土 地 が 森 林 の 様 相 を 呈 し て い る な ど 農 地 に 復 元 す る た め の 物 理 的 な 条

件 整 備 が 著 し く 困 難 な 場 合  

イ  ア 以 外 の 場 合 で あ っ て 、 そ の 土 地 の 周 囲 の 状 況 か ら み て 、 そ の 土 地 を 農 地

と し て 復 元 し て も 継 続 し て 利 用 す る こ と が で き な い と 見 込 ま れ る 場 合  

（ ５ ） 農 業 委 員 会 は 、（ １ ）ま た は（ ２ ）に お い て 、対 象 地 が 法 第 ４ 条 第 １ 項 も し

く は 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 す る と 認 め ら れ る 場 合 ま た は 法 第 ４ 条 第 １ 項

も し く は 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 に 付 さ れ た 条 件 に 違 反 す る と 認 め ら れ る 場 合 に

は 、第 ９ に よ り 、違 反 転 用 是 正 に 係 る 事 務 処 理 に 従 い 、知 事 に そ の 旨 を 報 告 す

る と と も に 、 違 反 転 用 是 正 の た め の 指 導 を 行 う こ と 。  

（ ６ ）（ ４ ）に よ り 農 地 に 該 当 し な い と 判 断 さ れ た 土 地 に つ い て 、農 振 農 用 地 に 存

す る 場 合 は 、農 振 法 第 １ ０ 条 第 ３ 項 に 定 め る 農 用 地 と す る こ と が 適 当 な 土 地 に

該 当 し な い 農 地 と し て 、除 外 す る こ と と な る 。こ の よ う な 土 地 の 無 秩 序 な 開 発

を 防 ぐ た め 、県 森 づ く り 課 で は 地 域 森 林 計 画 の 対 象 森 林 と 位 置 づ け 、編 入 す る

こ と と し て い る 。そ の た め 、「 非 農 地 と 判 断 さ れ る 農 地 の 現 地 調 査 の 際 の 追 加

調 査 に つ い て（ お 願 い ）」（ 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ４ 日 付 け 地 農 第 ７ ２ 号 福 井 県 農 林

水 産 部 地 域 農 業 課 長 通 知 ）に 基 づ き 、農 業 委 員 会 は 非 農 地 判 断 の 現 地 確 認 の と

き に あ わ せ て 、地 域 森 林 計 画 へ の 編 入 の 際 に 必 要 な 樹 種 や 胸 高 直 径 に つ い て も

調 査 し 、 非 農 地 通 知 一 覧 表 に 記 載 の 上 、 県 に 報 告 を す る こ と 。  
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第１５ 農作物栽培高度化施設  

    （法第４３条、第４４条関係）  

 

農 業 委 員 会 に 届 出 さ れ た 、下 記 基 準 を 満 た す 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 の 用 に 供 さ れ

る 土 地 は 、「 農 地 」 と 同 様 に 取 り 扱 わ れ る こ と 、 ま た 、「「 農 地 法 第 ４ ３ 条 お よ び 第  

４ ４ 条 の 運 用 に つ い て 」の 制 定 に つ い て 」（ 平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 付 け ３ ０ 経 営 第

１ ７ ９ ６ 号 農 林 水 産 省 経 営 局 長 通 知 ）（ 以 下 、 高 度 化 施 設 通 知 ）」 に 留 意 す る こ と 。 

 

１  農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 の 基 準  

（ １ ）  専 ら 農 作 物 の 栽 培 の 用 に 供 さ れ る も の で あ る こ と  

施 設 内 に お け る 農 作 物 の 栽 培 と 関 連 性 の な い ス ペ ー ス が 広 い な ど 、一 般 的 な

農 業 用 ハ ウ ス と 比 較 し て 適 正 な も の と な っ て い な い 場 合 に は 要 件 を 満 た さ な

い と 判 断 さ れ る 。  

（ ２ ）  周 辺 農 地 の 日 照 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で あ る こ と  

施 設 の 設 置 さ れ る 敷 地 の 地 盤 面（ 施 設 の 設 置 に 当 た っ て 概 ね 3 0 c m 以 下 の 基

礎 を 施 工 す る 場 合 に は 、 当 該 基 礎 の 上 部 を い う 。） か ら 施 設 の 棟 ま で の 高 さ が

８ メ ー ト ル 以 内 で あ る こ と 。  

施 設 の 設 置 さ れ る 敷 地 の 地 盤 面 か ら 当 該 施 設 の 軒 ま で の 高 さ が ６ メ ー ト ル

以 内 で あ る こ と 。  

周 辺 の 農 地 に お お む ね ２ 時 間 以 上 日 影 を 生 じ さ せ る こ と の な い も の  

（ そ の 他 詳 細 は 高 度 化 施 設 通 知 参 照 。）  

（ ３ ）  施 設 か ら 生 ず る 排 水 の 放 流 先 の 管 理 者 の 同 意 が あ っ た こ と そ の 他 周 辺 農

地 に 係 る 営 農 条 件 に 著 し い 支 障 が 生 じ な い よ う 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い

る こ と 。  

（ ４ ） 施 設 の 設 置 に 必 要 な 行 政 庁 の 許 認 可 等 を 受 け て い る こ と ま た は 受 け る 見 込

み が あ る こ と 。（ 都 市 計 画 法 に 規 定 す る 開 発 行 為 許 可 等 。）  

（ ５ ）  農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 で あ る こ と を 明 ら か に す る た め の 標 識 の 設 置 そ の

他 適 当 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

標 識 に は 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 で あ る こ と が 表 示 さ れ て い る こ と 。 ま た 、  

耐 久 性 を 持 つ 素 材 で 作 成 さ れ た も の で あ り 、敷 地 外 か ら 目 視 に よ っ て 記 載 さ れ て

い る 内 容 を 確 認 で き る 大 き さ の も の で あ る こ と  

（ ６ ） 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ い て 施 設 の 用 に 供 さ れ る 場 合 に は 、 施 設 の 設 置 に

つ い て 、 土 地 の 所 有 者 の 同 意 が あ る こ と 。  

 

２  手 続 関 係  

 設 置 者 は 、 事 前 に 市 町 農 業 委 員 会 に 届 出 書 の 提 出 が 必 要  

（ １ ） 添 付 書 類 等  

※ 主 な も の  

・ 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書 、 施 設 の 位 置 ・ 配 置 図 、 日 影 図  
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・ 営 農 計 画 書  

・ 営 農 が 縮 小 さ れ た 場 合 等 に 、 是 正 措 置 を 講 ず る 同 意 書  

・ 周 辺 農 地 に 悪 影 響 が 生 じ た 場 合 に 、 是 正 措 置 を 講 ず る 同 意 書  

・ 施 設 の 排 水 に つ い て 、 放 流 先 の 管 理 者 の 同 意 書  

・ 借 地 で は 、 所 有 者 等 の 同 意 書  

・ 施 設 の 設 置 に 許 認 可 が 必 要 な 場 合 は 、 許 認 可 の 見 込 み 書  

・ 周 辺 農 地 の 営 農 条 件 に 著 し い 支 障 が 生 じ な い こ と を 証 す る 書 面  

（ ２ ） 受 理 ・ 不 受 理   

農 業 委 員 会 で 、 書 類 を 確 認 し 、 受 理 ・ 不 受 理 を 決 め る 。  

（ ３ ） 確 認 等   

届 出 受 理 後 、 農 業 委 員 会 が 利 用 状 況 調 査 を 行 う 際 に 、 設 置 状 況 を 確 認 す る 。  

（ ４ ） 通  知  

受 理 通 知 書 ま た は 不 受 理 通 知 書 が 、遅 く と も 、届 出 書 の 到 達 の あ っ た 日 か ら ２ 週

間 以 内 に 届 出 者 に 到 達 す る よ う に 事 務 処 理 を 行 う 。  

 

３  法 第 ３ 条 関 係  

①  法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 の 内 容 が 、  

ア 農 地（ 高 度 化 施 設 用 地 を 除 く 。）を 高 度 化 施 設 用 地 と し て 利 用 す る た め に 同 項 に

掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る も の で あ る と き  

イ 高 度 化 施 設 用 地 に つ い て 同 項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 す る と と も に 、 農 作 物 栽

培 高 度 化 施 設 の 増 改 築 ま た は 建 て 替 え を 行 う も の で あ る と き  

に は 、 当 該 許 可 の 申 請 と 併 せ て 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 必 要 が

あ る 。  

 

②  法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 の 内 容 が 、既 に 設 置 さ れ て い る 農 作 物 栽 培 高 度 化

施 設 の 用 地 に つ い て 、同 項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る も の で あ る と き は 、

権 利 の 取 得 と 併 せ て 施 設 の 建 て 替 え を 行 う 場 合 を 除 き 、当 該 許 可 の 申 請 と 併 せ 法 第

４ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 必 要 は な い が 、当 該 権 利 を 取 得 し た 後 、規 則

第 ８ ８ 条 の ３ に 規 定 す る 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 の 基 準 を 満 た す 必 要 が あ る 。  

 

③  農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 に つ い て 賃 貸 借 が 行 わ れ る 場 合 、 当 該 施 設 の 賃 借 人 は 、

そ の 敷 地 に 関 す る 使 用 権 を 有 す る こ と と な る た め 、農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 許 可 申 請

が 必 要 と な る 。  

 

４  法 第 ４ 条 お よ び 第 ５ 条 関 係  

①  高 度 化 施 設 用 地 に つ い て 、 法 第 ４ 条 ま た は 第 ５ 条 の 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す

る 行 為 の 対 象 と な る の は 、 次 に 該 当 す る 場 合 で あ る 。  

ア  高 度 化 施 設 用 地 を 農 地 （ 高 度 化 施 設 用 地 を 除 く ） ま た は 高 度 化 施 設 用 地 以 外 の

用 に 供 す る 場 合  
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イ  高 度 化 施 設 用 地 に お い て 農 作 物 の 栽 培 の 用 に 供 さ れ な い こ と が 確 実 と な っ た 場

合 と し て 、 次 に 該 当 す る 場 合  

（ ア ） 法 ４ ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 勧 告 で 定 め る 相 当 の 期 限 を 経 過 し て も な お 当 該 施

設 に お い て 農 作 物 の 栽 培 が 行 わ れ な い 場 合  

（ イ ） 当 該 施 設 の 所 有 者 等 が 、法 第 ４ ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 勧 告 で 定 め る 相 当 の 期

限 を 経 過 す る よ り も 前 に 、当 該 施 設 に お い て 農 作 物 の 栽 培 を 行 わ な い 意 志 を 示 し た

場 合  

（ ウ ） 法 第 ３ ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 さ れ る 告 示 か ら ６ 月 を 経 過 し て も な お 当 該 施 設 の

所 有 者 等 が 農 業 委 員 会 に 申 し 出 な い 場 合  

（ エ ） 農 地 所 有 適 格 法 人 が 農 地 所 有 適 格 法 人 で な く な っ た 場 合 に お い て 、国 が 当

該 法 人 の 農 作 物 の 栽 培 の 用 に 供 さ れ て い る 高 度 化 施 設 用 地 を 買 収 す る た め 、農 業 委

員 会 が 法 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 告 示 を 行 っ た 場 合  

②  高 度 化 施 設 用 地 を 農 作 物 の 栽 培 以 外 の 用 に 供 す る 場 合 に は 、そ れ が 一 時 的 な も

の で あ る 場  

合 で あ っ て も 、農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る こ と と な る た め 、法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許

可 ま た は 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 が 必 要 と な る 。  

③  法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の 届 出 を 行 い 農 業 委 員 会 に 受 理 さ れ た 後 、規 則 第 ８ ８ 条 の ３

の 基 準 を 満 た し て い な い 施 設 を 設 置 し よ う と す る 場 合 に は 、法 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可

ま た は 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 許 可 が 必 要 と な る 。  

④  農 業 委 員 会 は 、高 度 化 施 設 用 地 が 、法 第 ４ 条 第 １ 項 ま た は 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 許 可 を 得 ず に ① の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 に は 、同 項 の 規 定 に 違 反 す る も の

と し て 、 都 道 府 県 ま た は 指 定 市 町 の 農 地 転 用 担 当 部 局 に 報 告 す る こ と 。  

 

５  附 帯 設 備 の 取 扱 い 、 屋 根 ま た は 壁 面 に 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 設 置 す る 場 合  

高 度 化 施 設 に 設 置 す る 事 務 所 、駐 車 場 、太 陽 光 発 電 設 備 等 の 附 帯 設 備 の 取 扱 い に つ

い て は 、「 農 地 法 第 ４ ３ 条 お よ び 第 ４ ４ 条 の 運 用 に つ い て 」の 制 定 に つ い て（ 平 成 ３

０ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 付 け ３ ０ 経 営 第 １ ７ ９ ６ 号 農 林 水 産 省 経 営 局 長 通 知 ） 第 ２ 、 ６ ・

７（ ２ ）に よ り「 施 設 園 芸 用 地 等 の 取 扱 い に つ い て 」（ 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 付 け １ ３

経 営 第 ６ ９ ５ ３ 号 経 営 局 構 造 改 善 通 知 ）を 確 認 の こ と 。そ の 他 農 地 法 関 係 事 務 に 係

る 処 理 基 準 （ Ｈ １ ２ ． ６ ． １ 付 け １ ２ 構 改 Ｂ  第 ４ ０ ４ 号 農 林 水 産 事 務 次 官 通 知 ）

を 参 照 。  

屋 根 ま た は 壁 面 に 太 陽 光 発 電 設 備 等 を 設 置 す る 場 合 は 、「 農 地 法 第 ４ ３ 条 お よ び 第

４ ４ 条 の 運 用 に つ い て 」の 制 定 に つ い て（ 平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 付 け ３ ０ 経 営 第

１ ７ ９ ６ 号 農 林 水 産 省 経 営 局 長 通 知 ） 第 ２ 、 ７ （ １ ） を 参 照 。  
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第１６ 賃借料情報の提供  

 

法 第 ５ ２ 条 に よ り 、農 業 委 員 会 が 行 う 農 地 の 保 有 お よ び 利 用 の 状 況 、借 賃 等 の 動

向 そ の 他 の 農 地 に 関 す る 情 報 の 収 集 、整 理 、分 析 お よ び 提 供 に つ い て 、ま た 、法 第

５ ２ 条 の ２ に よ り 、農 業 委 員 会 が １ 筆 の 農 地 ご と に 農 地 台 帳 を 作 成 す る こ と に つ い

て は 、 以 下 の と お り と す る （ 法 第 ５ ２ 条 、 法 第 ５ ２ 条 の ２ ）。  

 

１  賃 借 料 情 報 の 提 供  

  農 地 の 賃 貸 借 契 約 を 締 結 す る 場 合 の 目 安 と な る よ う 地 域 の 実 勢 を ふ ま え た 賃

借 料 情 報 を 提 供 す る こ と 。  

（ １ ） 賃 借 料 情 報 を 提 供 す る 区 分 の 決 定  

賃 借 料 情 報 の 提 供 に 当 た っ て は 、 ま ず 、 農 業 生 産 お よ び 農 地 貸 借 の 状 況 を 考

え て 、 ど の よ う な 作 物 （ 例 え ば 、 水 稲 、 露 地 野 菜 、 り ん ご ） に つ い て 情 報 を 提

供 す る の か を 決 定 す る 。 さ ら に 、 中 山 間 地 、 平 坦 地 等 の 地 理 的 条 件 、 ほ 場 整 備

事 業 済 み の 地 区 か ど う か 等 の 基 盤 整 備 状 況 、 他 の 地 区 に 比 べ て 単 位 当 た り の 収

量 が 高 い か ど う か 等 の 収 量 水 準 等 を 踏 ま え て ど の よ う な 区 分 で 提 供 す る の か を

決 定 す る 。 そ の 際 、 区 分 の 決 定 等 に つ い て 、 形 式 的 に な ら ず に 地 域 の 実 情 に 応

じ て 柔 軟 に 取 り 組 む こ と 。  

（ ２ ） 賃 借 料 デ ー タ の 収 集  

   賃 借 料 に 係 る デ ー タ の 収 集 は 、 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 書 、 農用地利用集積等促進

計画の公告の 写 し 等 の 資 料 か ら 整 理 す る 。  

（ ３ ） 賃 借 料 デ ー タ の 区 分  

（ ２ ） で 収 集 し た 賃 借 料 に 係 る デ ー タ を 、（ １ ） で 決 定 し た 作 物 お よ び 地 理 的

な 区 分 に 従 い 分 類 す る 。  

（ ４ ） 賃 借 料 水 準 の 計 算  

   賃 借 料 に 係 る デ ー タ の 中 に は 、親 類 間 の 取 引 ま た は 特 殊 な 作 物（ 例 え ば 、高

麗 人 参 ） を 前 提 と し た 取 引 に 係 る も の 等 、 明 ら か に 特 別 の 事 情 の 下 で 行 わ れ 、

地 域 の 平 均 に 比 べ て 著 し く 低 額 あ る い は 高 額 な も の が あ る こ と か ら 、 賃 借 料 情

報 の 信 頼 性 を 高 め る た め に 、 当 該 特 殊 な 取 引 に 係 る デ ー タ は 取 り 除 い た 上 で 、

賃 借 料 水 準 （ 平 均 額 、 最 高 額 お よ び 最 低 額 ） を 求 め る 。  

（ ５ ） 賃 借 料 情 報 の 提 供  

   （ ４ ） で 求 め た 賃 借 料 水 準 を 賃 借 料 情 報 と し て 農 業 委 員 会 の ホ ー ム ペ ー ジ 、

農 業 委 員 会 だ よ り 等 の 広 報 媒 体 を 活 用 し て 広 く 提 供 す る 。  

   そ の 際 、算 出 し た 賃 借 料 水 準 を（ ３ ）の 区 分 ご と に 地 図 上 に 示 す 等 に よ り 利

用 者 に 分 か り や す い 情 報 提 供 に 努 め る 。  

   ま た 、集 計 に 用 い た デ ー タ 数 は 参 考 と し て 記 載 し 、賃 借 料 を 物 納 支 給 と 定 め

て い る 場 合 に は 価 格 換 算 し て い る 旨 も 記 載 す る 。  
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２  農 地 の 権 利 移 動 の 情 報 把 握  

  法 、お よ び 機 構 法 に よ る 農 地 の 権 利 移 動 お よ び 転 用 の 状 況 等 に つ い て 、そ の 面

積 、 動 向 等 の 基 礎 的 な 情 報 を 把 握 す る こ と は 重 要 で あ る こ と か ら 、 こ の 基 礎 的 な

情 報 と し て の 次 の 事 項 に つ い て 把 握 す る こ と 。  

（ １ ） 耕 作 目 的 の 権 利 の 設 定 、 移 転  

   法 第 ３ 条 ま た は 第 ３ 条 の ３ の 規 定 に よ る 許 可 ま た は 届 出 お よ び 農 用 地 利  用

集 積 等 促 進 計 画 の 公 告 に 係 る 農 地 等 の 権 利 移 動 の 状 況  

（ ２ ） 賃 貸 借 の 終 了  

   法 第 １ ８ 条 の 規 定 に よ る 許 可 に 係 る 賃 貸 借 の 終 了 、同 条 の 規 定 に よ り 許 可 を

要 し な い 場 合 の 農 業 委 員 会 へ の 通 知 に 係 る 賃 貸 借 の 終 了 、 農 用 地 利 用 集 積 等 促

進 計 画 の 公 告 に よ る 賃 借 権 ま た は 使 用 貸 借 に よ る 権 利 の 終 了 の 状 況  

（ ３ ） 農 地 等 の 転 用  

   法 第 ４ 条 第 1 項 ま た は 第 ５ 条 第 1 項 の 許 可 お よ び 法 第 ４ 条 第 1 項 第 ７ 号 ま た

は 第 ５ 条 第 1 項 第 ６ 号 の 規 定 に よ る 届 出 お よ び 法 第 ４ 条 第 ８ 項 、 ま た は 第 ５ 条

第 ４ 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る 農 地 等 の 転 用 な ら び に 法 第 ４ 条 第 1 項 ま た は 第

５ 条 第 1 項 の 許 可 を 要 し な い 農 地 等 の 転 用 （ 例 え ば 、 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計

画 の 公 告 に 係 る も の ） の 状 況  

 

３  農 地台 帳等 の作 成 お よび 公表   

（ １ ）第 ５２ 条の ２の 規 定 に基 づき 農業 委 員 会 が 作 成 す る 農 地 台 帳 の 作 成 に つ い

て は 、 次の 事項 に留 意 さ れた い。   

ア  地 目 お よ び 面 積 は 、 登 記 簿 に 記 載 さ れ て い る 内 容 を 記 録 す る と と も に 、 こ

れ と 異 なる 現況 にあ る こ とを 把握 して い る 場合 には 、当 該 現 況 も 併 せ て 記録

す る こ とが 適当 であ る こ と。   

イ  借 賃 等 は 当 該 農 地 の １ 年 間 の 借 賃 の 額 を 記 録 す る と と も に 、 こ れ を  １ ０

ア ー ル 当た りに 換算 し た 額も 併せ て記 録 す るこ とが 適 当 で あ る こ と 。  

ウ  当 該 農 地 が 共 有 状 態 に あ る 場 合 に は 、 共 有 持 分 を 有 す る 者 全 て の 者 に 関 す

る 情 報 を記 録す ると と も に、各 自の 持分 割 合 が 判 明 し て い る 場 合 に は 、さ ら

に そ の 持分 割合 を記 録 す るこ とが 適当 で あ るこ と。  

（ ２ ）農 地台 帳に 記録 さ れ た事 項の 提供 則 第 １ ０ ３ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ く 市 町 長

へ の 農 地台 帳に 記録 さ れ た事 項の 提供 に 当 たっ ては 、次 の 事 項 に 留 意 す るほ

か 、 メ ール 等に より 電 子 媒体 を送 付す る こ と。   

ア  農業 委 員会 は 、勧 告 を 行っ た農 地お よ び 勧告 の撤 回 を 行 っ た 農 地 に つ い て 、

当 該 勧 告ま たは 勧告 の 撤 回後 、速や かに 、市 町 税 務 部 局 に 対 し て 当 該 農地 の

所 有 者 名（所 有 者と勧 告 を 受け た 者 が 異 な る 場 合 に は 勧 告 を 受 け た 者 の 氏名

を 含 む 。）、所 在、地番 、面 積、勧 告ま たは 勧 告 の撤 回 を 行 っ た 期 日 お よび 理

由 そ の 他必 要な 事項 を 提 供す るこ と。   

イ  農業 委 員会 は 、そ の 所 有す る全 農地（ １０ a 未 満 の 自 作 地 を 除 く 。）に つい

て 新 た に  農 地 中 間 管 理 権 を 設 定 し た 者 が い る 場 合 （ 当 該 者 が 農 地 中 間 管 理
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権 を 設 定し た全 農地 に つ いて 、当 該農 地 中 間 管 理 権 の 存 続 期 間 が １ ０ 年 未満

の 場 合 を除 く 。）には 、当 該 設定 後 、速や か に 、市 町 税 務 部 局 に 対 し て 、当該

者 の 氏 名 、 当 該 農 地 中 間 管 理 権 が 設 定 さ れ た 農 地 の 所 在 、 地 番 お よ び 面 積 、

当 該 農 地中 間管 理権 が 設 定さ れた 日 、当 該 農 地 中 間 管 理 権 の 存 続 期 間 そ の他

必 要 な 事項 を提 供す る こ と。  

ウ  農 業 委 員会 は 、イ に 該 当す る者 が所 有 す る農 地に つ い て 、 農 地 中 間 管 理 機 構

か ら 当 該 者 に 対 し て 賃 借 権 ま た は 使 用 貸 借 に よ る 権 利 の 設 定 が 行 わ れ た 場 合

に は 、当 該設 定 後 、速 や か に 、市 町 税務 部 局 に対 して 、当 該 者 の 氏 名 、当該権

利 が 設 定さ れた 農地 の 所 在、地 番 およ び 面 積、当該 権 利 が 設 定 さ れ た 日 そ の他

必 要 な 事項 を提 供す る こ と。  

エ  農 業 委 員会 は、ア ～ ウ の事 項に 変更 が あ った 場合 に は 、 速 や か に 、 市 町 税 務

部 局 に 対し て、 当該 変 更 後の 事項 を提 供 す るこ と。  

オ  農 業 委 員会 は、毎 年 １ 月１ 日時 点の ア ～ エに 掲げ る 事 項 を と り ま と め た 一 覧

表 を 作 成し 、当 該年 の １ 月末 まで に市 町 税 務部 局に 対 し 、 提 供 す る こ と 。  
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第１７ 法定協議 

 

１  法 第 ４ 条 第 ８ 項 の 協 議 の 手 続  

（ １ ）法 第 ４ 条 第 ８ 項 の 協 議 を し よ う と す る 国 、県 等 の 転 用 事 業 担 当 部 局（ 以 下「 ４

条 協 議 者 」 と い う 。） は 、 ４ の 事 前 調 整 を 行 っ た 上 で 様 式 第 17－ １ 号 に よ る 協

議 書 を 知 事 等 に 提 出 す る 。  

（ ２ ） 協 議 書 に は 、 法 第 ４ 条 の 許 可 申 請 と 同 様 の 書 類 を 添 付 す る 。  

 

２  法 第 ５ 条 第 ４ 項 の 協 議 の 手 続  

（ １ ）法 第 ５ 条 第 ４ 項 の 協 議 を し よ う と す る 国 、県 等 の 転 用 事 業 担 当 部 局（ 以 下「 ５

条 協 議 者 」 と い う 。） は 、 ４ の 事 前 調 整 を 行 っ た う え で 様 式 第 17－ ２ 号 に よ る

協 議 書 を 知 事 等 に 提 出 す る 。そ の 農 地 の 権 利 を 取 得 す る 者 が 同 一 の 事 業 の 目 的

に 供 す る た め そ の 農 地 と 併 せ て 採 草 放 牧 地 に つ い て 権 利 を 取 得 す る 場 合 も 、同

様 と す る 。  

（ ２ ） 協 議 書 に は 、 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 と 同 様 の 書 類 を 添 付 す る 。  

 

３  知 事 等 の 処 理  

（ １ ）知 事 等 は 、協 議 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、そ の 内 容 を 検 討 し 、必 要 が あ る 場

合 に は 人工衛星等利用調査または実 地 調 査 を 行 っ た う え で 、 協 議 の 成 立 ま た は 不

成 立 を 決 定 す る 。こ の 場 合 、知 事 等 は 、必 要 が あ る と き は 、関 係 農 業 委 員 会 の

意 見 を 聴 く も の と す る 。  

（ ２ ）知 事 等 は 、協 議 の 成 立 ま た は 不 成 立 を 決 定 し た と き は 、そ の 旨 を 記 載 し た 通

知 書 （ 様 式 第 17－ ５ 号 ） を ４ 条 協 議 者 ま た は ５ 条 協 議 者 に 送 付 す る と と も に 、

そ の 写 し を 関 係 農 業 委 員 会 に 送 付 す る 。こ の 場 合 、通 知 書 に は 、協 議 の 成 立 ま

た は 不 成 立 に 係 る 権 利 の 種 類 お よ び 設 定 ま た は 移 転 の 別 を 明 記 す る 。  

（ ３ ）知 事 等 は 、法 第 ４ 条 第 ８ 項 ま た は 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 協 議 を 成 立 さ せ

よ う と す る 事 案 に つ い て は 、あ ら か じ め 関 係 農 業 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば

な ら な い 。（ 法 第 ４ 条 第 ９ 項 、 法 第 ５ 条 第 ５ 項 ）  

 

４  法 第 ４ 条 第 ８ 項 お よ び 法 第 ５ 条 第 ４ 項 の 協 議 に 関 す る 事 前 調 整  

 国 、県 等 の 転 用 事 業 担 当 部 局 は 、知 事 等 に 対 し 、様 式 第 17－ ３ 号 に よ る 事 前 調

整 申 出 書 を 提 出 す る 。 こ の 場 合 、 当 該 転 用 事 業 担 当 部 局 は 、 一 の 事 業 計 画 に つ き

二 以 上 の 転 用 候 補 地 が あ る と き は 、 そ れ ぞ れ に つ い て 申 出 書 を 提 出 す る 。  

  な お 、 必 要 に 応 じ 関 係 農 業 委 員 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

 

５  事 前 調 整 に 当 た っ て の 留 意 事 項  

知 事 等 は 、 事 前 調 整 に 当 た っ て 、 法 第 ４ 条 第 ６ 項 ま た は 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 許 可 基 準（ 以 下「 農 地 転 用 許 可 基 準 」と い う 。）に 照 ら し 、事 業 計 画 の 適 否

に つ い て 判 断 す る こ と と し 、 特 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 す る よ う に 留

意 す る 。  
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ア  農 地 の 集 団 性 ・ 連 た ん 性 へ の 影 響  

  地 域 に お い て 公 共 転 用 に よ っ て 損 な わ れ る お そ れ の あ る 農 地 の 集 団 性 ・ 連

た ん 性 に 関 す る 評 価 を 行 う こ と 。  

イ  周 辺 の 農 地 の 確 保 へ の 影 響  

公 共 転 用 が 周 辺 の 農 地 に お け る 農 地 転 用 を 誘 発 す る 懸 念 に 関 す る 評 価 を 行

う こ と 。 こ の 場 合 、 周 辺 に あ る 既 存 の 公 共 施 設 ま た は 公 益 的 施 設 の 種 類 ・ 立

地 状 況 、 宅 地 化 の 状 況 等 か ら 、 農 地 転 用 の 拡 大 可 能 性 を 予 測 す る こ と が 必 要

で あ る 。     

ウ  周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 へ の 影 響  

  公 共 転 用 が 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件 に 及 ぼ す 支 障 に 関 す る 評 価 を 行 う こ

と 。  

エ  効 率 的 か つ 安 定 的 な 農 業 経 営 を 営 む 者 の 経 営 へ の 影 響  

  公 共 転 用 が 地 域 の 効 率 的 か つ 安 定 的 な 農 業 経 営 を 営 む 者 の 経 営 の 維 持 ・ 発

展 に 及 ぼ す 悪 影 響 に 関 す る 評 価 を 行 う こ と 。  

オ  地 域 の 環 境 へ の 影 響  

  公 共 転 用 が 現 在 ま た は 将 来 に お け る 地 域 の 街 づ く り 、 環 境 等 に 及 ぼ す 悪 影

響 に 関 す る 評 価 を 行 う こ と 。  

 

６  知 事 等 の 処 理  

（ １ ）知 事 等 は 、事 前 調 整 申 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、農 地 転 用 許 可 基 準 に 基 づ

き 事 業 計 画 の 適 否 に つ い て 判 断 し 、そ の 結 果 を 書 面（ 様 式 第 17－ ４ 号 ）に よ り

回 答 す る と と も に 、 関 係 農 業 委 員 会 に そ の 旨 を 連 絡 す る 。  

（ ２ ）知 事 等 は 、転 用 候 補 地 の 選 定 が 適 当 で あ る 旨 回 答 し よ う と す る 場 合 に は 、当

該 回 答 に 、協 議 の 際 に 留 意 す べ き 事 項 お よ び 当 該 事 項 が 充 足 さ れ な い と き 協 議

が 不 成 立 に な る 可 能 性 が あ る 旨 を 併 せ て 記 載 す る 。  

な お 、 留 意 す べ き 事 項 は 、 法 第 ４ 条 第 ６ 項 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号 ま で ま た は 法 第

５ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で の 該 当 項 目 の 各 事 項 に つ い て 記 載 す る 。  

（ ３ ） 知 事 等 は 、 法 第 ４ 条 第 ８ 項 お よ び 第 ５ 条 第 ４ 項 の 協 議 に 関 す る 事 前 調 整 が 、

優 良 農 地 の 確 保 等 の 観 点 を 踏 ま え 、転 用 候 補 地 の 選 定 が 適 正 に 行 わ れ た こ と の

確 認 を 目 的 と す る も の で あ る こ と に か ん が み 、当 該 事 前 調 整 に お い て は 、転 用

候 補 地 の 選 定 の 適 否 の 検 討 に と ど め つ つ 、事 務 を 迅 速 に 処 理 す る よ う 努 め る も

の と す る 。  

 

７  法 附 則 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 議 の 手 続  

（ １ ） 知 事 等 の 処 理  

  ア  知 事 等 は 、法 附 則 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 北 陸 農 政 局 長 に 協 議 し よ う と す る と

き は 、法 第 ４ 条 第 １ 項 も し く は 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 ま た は 協

議 書 の 記 載 事 項 等 に つ き 検 討 し た 上 で 様 式 第 ３ － ９ 号 に よ る 概 要 書 を 作 成

し 、 こ れ に 必 要 な 資 料 等 を 添 付 し 、 速 や か に 北 陸 農 政 局 長 に 提 出 す る 。  

    た だ し 、知 事 等 が 法 附 則 第 ２ 項 第 １ 号 ま た は 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 協 議 を 複
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数 回 に 分 け て 行 う 場 合 は 、既 に 行 わ れ た 協 議 に お い て 提 出 し た 資 料 の 提 出 は

省 略 で き る も の と す る 。  

  イ  知 事 等 は 、北 陸 農 政 局 長 か ら 協 議 の 回 答 を 受 け た 後 に 、速 や か に 農 地 転 用

に つ い て の 許 可 も し く は 不 許 可 の 処 分 ま た は 協 議 の 成 立 も し く は 不 成 立 の

決 定 を 行 う 。  

（ ２ ） 北 陸 農 政 局 長 の 処 理  

北 陸 農 政 局 長 は 、知 事 等 か ら 協 議 を 受 け た と き は 、そ の 内 容 を 検 討 し 、必 要

が あ る と 認 め る と き は 、知 事 等 に 協 議 に 係 る 内 容 等 に つ い て 確 認 を 行 い 、速 や

か に 検 討 結 果 を 知 事 等 に 通 知 す る 。  


